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ま え が き 

 

本報告書は、日中組織犯罪共同研究のうち、中国犯罪学会が中国本土における組織犯罪

について行った研究成果を取りまとめたものである。 

本報告書は、中国における組織犯罪を初めて包括的に研究したものであり、中国大陸の

7 地区及び香港・マカオ地区における地域研究と受刑者調査研究からなる。 

本研究は、現代中国における組織犯罪に関する最初の実証的研究であり、外国人にとっ

ては漠然たる存在として闇に潜んでいた中国における組織犯罪の実像を明らかにした意義

は大きい。中国における組織犯罪が 21 世紀になって急増したこと、また、2006 年から中

国政府がその対策を強化したことにより、その勢力の台頭が一定程度に抑え込まれている

ことや地区により組織犯罪のレベルにかなりの差があること等が解明された。 

また、組織犯罪の規模の分布状況や資金獲得の態様も明らかにされている。日本の暴力

団に比較して、中国の組織犯罪はいまだ揺籃期にあるということも明らかとなった。これ

は、中国政府にとっても一つの朗報である。いま、適切な対策を講じることにより、組織

犯罪の強大化と被害の深刻化を抑えることが可能となるからである。 

さて、日中組織犯罪共同研究は、中国の経済発展に伴って日中間の経済交流が巨大なも

のになったことを背景として、経済交流の裏に隠れる形で両国の組織犯罪の交流が活発化

することを懸念する日中両国の関係者の協力によって成ったものである。 

中国における研究は、中国犯罪学学会が主体となったが、当財団に設置した日中組織犯

罪共同研究審議会において作成された研究方針に従って遂行された。審議会の構成は、次

ページに記載したとおりである。 

日本における研究は、当財団に設置した受刑者調査研究会が法務省・警察庁の協力を得

て実施し、暴力団受刑者に関する調査報告書及び中国人受刑者に関する調査報告書として

結実した。 

2008 年 4 月から 2011 年 3 月までの期間において、中国犯罪学学会がこの研究に注がれ

た情熱と努力は高く評価されてしかるべきものである。 

中国犯罪学学会会長の王牧教授をはじめとする研究参加者にこころから敬意を表する次

第である。 
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研究の組織構成 

 

 

 

総 責 任 者：王 牧（中国犯罪学学会会長、中国政法大学刑事司法学院教授） 

研究責任者：張 凌（中国犯罪学学会副会長、中国政法大学刑事司法学院教授） 

経理責任者：趙国玲（中国犯罪学学会副会長、北京大学法学院教授） 

 

各ブロック・専門チーム責任者： 

1． 北京ブロック：張 凌（中国犯罪学学会副会長、中国政法大学刑事司法学院教授） 

2． 東北ブロック：張 旭（中国犯罪学学会副会長、吉林大学法学院教授） 

3． 上海ブロック：顧肖栄（上海社会科学院法学研究所所長・研究員） 

4． 中部ブロック：莫洪憲（中国犯罪学学会副会長、武漢大学法学院教授） 

5． 東南沿海ブロック：厳 励（中国犯罪学学会副会長、上海政法学院副院長・教授） 

6． 西北ブロック：賈 宇（中国犯罪学学会副会長、西北政法大学学長・教授） 

7． 西南ブロック：陳忠林（中国犯罪学学会副会長、重慶大学法学院院長・教授） 

8． 受刑者専門チーム：魯 蘭（中華人民共和国司法部犯罪予防研究所研究員） 

9． 香港・マカオ専門チーム：趙国玲（中国犯罪学学会副会長、北京大学法学院教授） 
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序 

我が国の経済発展に伴い、中日両国の経済・文化及び人的交流は日に日に頻繁になって

きた。このような状況において、両国の犯罪組織も陰で結託し、強盗・拉致略取・窃盗・

クレジットカード偽造・薬物密売・人身売買・マネーロンダリング等の犯罪を活発に敢行

している。組織犯罪の基本的な状況を全体像として把握するため、また中日両国における

組織犯罪の予防とコントロールについて理論的な根拠を提案するために、中日両国の学者

と司法実務者は「日中組織犯罪共同研究会」を設立し、近年の組織犯罪の状況について専

門的に研究を行ってきた。この研究会の会長はアジア平和貢献センター理事長・早稲田大

学元総長の西原春夫先生であり、副会長は中国犯罪学学会会長王牧教授、日本の早稲田大

学石川正興教授、日本の社会安全研究財団上田正文専務理事である。そのうち、西原先生

は当共同研究プロジェクトの総責任者として、全体の企画と指導を行い、王牧教授が西原

先生の委託を受け、中国側の総責任者として、当共同研究における中国側の研究の全般を

統括した。 

当共同研究は 2008 年 4 月に正式にスタートし、2011 年 3 月に終了するまでの間、三年

間を費やし、研究に参加した人員は 100 人余りに上り、調査範囲は全国各地（台湾を除く）

に及んだ。実証調査において、日本の社会安全研究財団が当プロジェクトに資金援助をし

て下さり、同財団の上田正文専務理事、早稲田大学の石川正興教授、東京大学の佐伯仁志

教授等の関係者が、北京・西安等において「中日組織犯罪共同研究中間報告会」を 3 回実

施し、実証調査研究の指導に当たった。 

今回の共同研究の主な任務は、中国における組織犯罪の基本的な状況を調査した上で研

究を行い、中国大陸及び香港・マカオの組織犯罪の基本的な状況を把握し、中日両国にお

ける組織犯罪の取締に政策的な参考資料を提供することである。 
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第１章 組織犯罪研究の全体構想 

１.研究の範囲 

 

(1) 研究対象 

基本的に中国人が中国（香港・マカオを含む）において実行した組織犯罪を対象とする。

日本人が中国国内で犯した犯罪、中国人と日本人が共同で実行した組織犯罪、中国人が実

行した日本と関係する組織犯罪について、重点的に研究を行う。 

 

(2) 対象地域 

当共同プロジェクトの研究範囲は、中国大陸各地及び香港・マカオ地区における組織犯

罪の基本的な状況を含む。中国国内を複数のブロックに分け、各ブロックは、ブロック内

の組織犯罪の状況と特徴等の具体的情報によって、研究する犯罪の種類を選定した。 

 

(3) 対象とする犯罪の範囲 

研究する組織犯罪は中国大陸の黒社会的組織犯罪、黒社会に関係する犯罪集団及び香

港・マカオ・台湾地域の黒社会犯罪を含む。 

 

(4) 対象とする年代の範囲 

当研究は主に 2003 年から 2008 年までの 5 年間に各級裁判所において刑が確定した犯

罪を基本的な研究対象とする。 

 

２.研究の内容 

 

研究は主に次の内容を含む。①組織犯罪の歴史・現状・発展と変化・人員の状況・活動

の特徴・犯罪の類型・組織の構成・取締状況・地元官僚または企業との関係等。②国と地

方における黒社会と悪勢力を取締る法律・法規。③国における黒社会的組織犯罪を取締る

刑事政策及び対策等。他には、各ブロックはそれぞれの特徴に基づいて、典型的な犯罪を

選択して重点的に研究する。 

 

３.研究の体制 

 

今回の研究は全体を地域性の研究と専門性の研究の 2 種類とした。そのうち、地域性の

研究は全国を 7 ブロックに分けた。東北ブロックの責任者は張旭（吉林大学法学院教授）、
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北京ブロックの責任者は張凌（中国政法大学刑事司法学院教授）、中部ブロックの責任者は

莫洪憲（武漢大学法学院教授）、西北ブロックの責任者は賈宇（西北政法大学学長）、上海

ブロックの責任者は顧肖栄（上海市社会科学院法学研究所所長）、西南ブロックの責任者は

陳忠林（重慶大学法学院院長・教授）、東南沿岸ブロックの責任者は厳励（上海政法学院副

院長・教授）である。また、専門性の研究を 2 つの子項目、即ち、香港・マカオ地域の組

織犯罪についての専門性の研究（責任者は趙国玲北京大学法学院教授）と組織犯罪受刑者

の専門性の研究（責任者は魯蘭司法部犯罪予防研究所研究員）に分けた。地域性の研究と

専門性の研究は両方とも専門の研究チームを発足させ、地元の刑事司法実務者にも参加を

求めた。 

 

４.研究の方法 

 

主に実証研究を行い、組織犯罪の実際の状況を把握した。実証研究はデータの分析を主

とし、個別事件の分析によりそれを補った。データの分析は主に国と地方の司法機関が認

定した事実とデータに基づいて行い、各研究チームは調査方法と統計方法に関する訓練を

行った。調査はアンケート調査・サンプリング・インタビュー等多様な方法を利用し、個

別事件の分析においては担当ブロックまたは専門チームの中から代表的な判例を選別して

詳細な分析を行い、データの分析が不足した場合の補充とした。他には、組織犯罪の歴史・

基本理論・基本特徴等を含む、若干の基礎研究も行い、この部分の研究は主に公開された

関係資料を利用した。今回の研究は実証研究の方法を大幅に採用しており、組織犯罪の現

状と司法実務の中に存在する具体的な問題を正確に把握することにも、組織犯罪を取締る

方略と方法を探求することにも役立ち、それによって組織犯罪の蔓延を抑制するものであ

る。 

 

５.研究の期間 

 

研究期間は 2008 年 4 月から 2011 年 3 月までの 3 年間とし、概ね 4 段階に分けた。具

体的には、①準備段階。2008 年 4 月より以前は研究の準備期間とし、各研究チームの責

任者はこの期間に研究人員・研究能力・研究計画等を確定し、中国側の執行委員会に報告

する。②資料収集段階。2008 年 4 月から 2009 年 12 月末までは資料収集・実証調査段階

とする。この段階の中心的作業は組織犯罪の基本的な状況について実証調査を行うことで

ある。③資料分析段階。2010 年 1 月から 2010 年 10 月までは資料分析と執筆段階とし、

前期の調査データと資料に基づいて、組織犯罪の状況について詳細な総合分析を行う。④

総括段階。2010 年 10 月から 2011 年 3 月までに各ブロックの研究成果を総括し、全体的

研究成果をまとめる。 
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第２章 中国における組織犯罪の起源 

現代の中国における各種の組織犯罪は、現代の特異な社会事情と要素のほかに、歴史か

らもその発展の手がかりを求めることができる。 

 

１. 近代幇会の形成及び構成員に対する統制 

 

近代中国幇会（訳注：幇会は中国における民間秘密結社組織の通称である。）の起源と発展は、近

代都市の背景と密接に関係している。①清朝末期以降、内憂外患が絶え間なく続き、大勢

の民衆が破産に陥り、避難のため田舎から各大中都市に入り込み、無職の浮浪者になり、

遂に幇会の社会基盤を作った。②一部の沿岸地域の商業経済と市民文化の発展に伴い、茶

屋・バー・映画館・旅館・銭湯、更には賭博場・アヘン会館・妓楼等が大量に出店し、中

には幇会が経営するものもあり、幇会の活動空間となっていった。③都市の下層部の住民

は一般的に貧民窟または簡易住宅区域に住み、生活環境は悪く、教育も不足しているため、

伝統的な義侠心に憧れがちであった。彼らは自らの足場を固めるために、グループを結成

し、同盟を結んで、幇会の基本構成員となった。④西洋列強が不平等条約を利用して各開

港都市に租界を開設した。租界には、各自の独立した管理部門と裁判機関が設けられ、お

互いに干渉をすることはなく、清朝政府も干渉する権利がなかった。そのため、幇会勢力

は隙に乗じて入り込み、租界を自らが活動する避難港にした。たとえば、近代の上海は幇

会組織の中心であり、その代表人物は上海黒社会の「三大実力者」といわれる黄金栄、杜

月笙及びこの二人の義兄弟の張嘯林であった。幇会の内部には厳しい階級制度、厳格な入

会手続き、煩雑な幇会規則と残酷な懲罰制度がある1。幇会の組織構成は首領、中堅構成員、

一般構成員と強制構成員で成り立っている。首領は通常自然に形成されるものであって推

挙するのではなく、組織構造も伝統的な封建家族制度になぞらえて、旧来の忠義倫理道徳

観念、同族階級観念が組織の中に取り入れられている。 

 

２. 近代幇会の犯罪形態と社会関係 

 

近代幇会の主な犯罪形態には以下の幾つかの種類がある。①財産を攫取することを最大

の目標とする。幇会の構成員は通常公共施設の経営を支配することができる。民国時代に

入ってから、その上層部の多くの者は金融業、商工業、不動産業に足を踏み入れ、財産を

奪い取るために、あらゆる手段で面倒を引き起こして、火事場泥棒を働く。②拉致や暗殺

等を重要な手口とする。幇会は財産を恐喝して巻上げる目的及び敵対勢力を除去する目的

                                                              
1 姜豪『漫談旧上海的幇会』「20 世纪上海文史資料文庫」第 10 輯 上海書店出版社 1999 年 124 頁。「中

華洪門聯合会成立記念特輯」上海檔案館所蔵資料 Q130－16－14－1。 
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を達成するため、たびたび拉致を実行し、ひいては人質の殺害をも辞さず、その手口は残

忍なものである。その標的のほとんどは都会に住む大富豪、引退した政治家や軍閥等の豪

家及びその家族である。③公然と薬物を販売する。アヘン戦争以降、上海租界において公

然とアヘンの販売を始め、営業許可証を交付し、複数の名目で税金を徴収する。1872 年（同

治 11 年）になると、上海にはアヘン会館が 1,700 軒余りあり、「上海アヘン会館天下一」

と称されるほどであった。1924 年、上海黒社会の「三大実力者」のアヘン販売組織、いわ

ゆる「三鑫会社」が創立され、仏租界のアヘン貿易を支配し、毎年 5,600 万元銀貨の利益

を得ていた。④多様な賭博を操作する。上海開港以来、彼らは一般市民の一晩で急に金持

ちになる心理に付込み、多様な賭博を開張して日に日に繁盛させた。その種類は主にマー

ジャン・トランプ・天九牌等であった。各種の主要な賭博場所、いわゆる「総会」・「クラ

ブ」のほとんどは幇会に支配されていた。⑤売春業を独占し、やりたい放題である。近代

以来、幇会が売春業を独占する風習は益々激しくなり、1920 年に上海租界には 6.11 万人

の娼婦がいた。妓楼の経営には知人の人買いや娼婦の提供元、そして後ろ盾の存在が絶対

条件となるので、黒社会と結託するのが一般的であった。その手口は黒社会の親分の子分

になることや毎月黒社会に保護費を払うこと等がある。⑥詐欺・窃盗集団と悪逆無道なボ

スがわが物顔に無法を通す。昔、様々な詐欺・窃盗集団と悪逆無道なボスが存在していた。

窃盗集団は各地にそれぞれの派閥があり、さらに窃盗の特徴によって黒線、白線と錦線に

分けられる（訳注：黒線とは夜間に建造物に侵入して窃盗を遂行する者である。白線とは昼間に公然と

泥棒行為を遂行する者である。錦線とは高度な技量を持つ泥棒であり、普段は社交場に出入りし、機会を

うかがって、痕跡を残さず、高価な物を盗み出す者である。）。また、領港という泥棒のリーダーが

おり、彼らは泥棒に犯行地域を割り当てて、公共車両または百貨店内において窃盗行為を

させる。盗んできた物は領港に上納して、領港から配分する。都市によっては、人買いの

ボス、鮮魚市場のボス、野菜市場のボス、人力車業のボス、糞便回収業のボスがいる2。 

 

３. 新中国における組織犯罪との戦い 

 

1949 年 10 月 1 日に中華人民共和国が建国され、事実上幇会を覆滅することが宣告され

た。しかし、旧時代から残された黒社会組織は潜伏している反革命分子と結託し、人民政

権の足場がまだ不安定な時期を利用して、公然と犯罪と破壊活動を行った。当時、北京に

は「三鳥一雁」、「三星団」、「攮子隊」等のグループが存在していた。彼らは普段、棍棒や

短刀を持ち歩いて、西単、西四等の繁華街に出没し、集団での喧嘩や女性にわいせつな行

為等をしていた。これに対し、各地の裁判所（または軍事管理委員会の軍法課）は中国共

産党各級の党組織の指導の下で、関係部門と協力し合い、土地改革や抗米援朝等の運動と

結び付けて、悪勢力に打撃を与えた3。1951 年 4 月から同年末までに、上海において死刑

                                                              
2 姜豪『漫談旧上海的幇会』「20 世紀上海文史資料文庫」第 10 輯 上海書店出版社 1999 年 144 頁。 
3 周利成等「旧天津的新生」天津人民出版社 2009 年 19 頁、177 頁。 
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即時執行の判決が言い渡された幇会の首領と悪辣なボスは 1,813 人にも達し、死刑執行猶

予 2 年付の判決が言い渡された者は 305 人であった。ごろつきボスの柏文竜、封建親方の

陳小毛、「阿飛党」の主要人物、上海西の「21 股党」等のすべてのごろつき集団と悪辣な

ボスは厳正な判決を受けた。各幇会のほかの幹部たちも怯えて、次々と政府に自首した。

この戦いの中で、黒社会組織の一般構成員及び組織に強制的に加入させられた者に対し、

寛大な政策を講じて、これらの者を取り込んだが、このことは、この戦いにおいて徹底的

に幇会勢力を粛清することに非常に有利に働いた。各地は黒社会の主犯と中堅に厳罰を科

すと同時に、社会の醜い現象に対しても大規模な打撃と根絶行動を起こした。例えば、ア

ヘンの禁止、妓楼の取締と賭博の禁止等である4。 

中国共産党の第 11 期第 3 回中央委員会の全体会議以降、党と国は事業の重点を社会主

義的現代化の建設に移行することを決め、国家による改革開放の時期に突入した。しかし、

その反面、犯罪を誘発する要素も増加した。例えば、社会経済と社会構造の急激な変化に

よって、新旧の体制が共存し、各地の経済発展にアンバランスが生じ、出稼ぎのための人

口移動が急激に生じた。これに対して、社会をコントロールする機能はすぐには完全な対

応ができず、失業する労働者と土地を失う農民が増え、各種の利害関係が入り混じり、新

しい社会問題が絶えず現れた。また、伝統文化が復興し、宗族観念や義侠心等の古い考え

方が捲土重来することによって、同じ都市の中において、移住してきた人たちは助け合い、

昔の幇会をモデルにして、業種あるいは出身地によってグループを結成するようになった。

さらに、都市の中での各種の娯楽・レジャーが普及したことが、事実上犯罪グループに活

動の空間を提供してしまった。1980 年代以降、海外の黒社会組織が我が国の改革開放を利

用して、我が国の東南沿岸地区に浸透し、各種の国境を越える犯罪を行った。1983 年以後

の 10 年間に、広東・福建等の 10 余りの省（自治区・直轄市）において、海外の黒社会構

成員を千人余り摘発し、関係する黒社会組織は 80 余りにも上った5。迅速に社会治安を回

復するために、1983 年 8 月に、中国共産党中央委員会は「刑事犯罪を厳しく取締る通告」

を公布し、さらに、同 9 月に、「社会治安を著しく害する犯罪者を厳しく取締る決定」が

全国人民代表大会常務委員会を通過した。こうして、3 年間の犯罪取締強化キャンペーン

において、司法機関は厳しい態度で臨み、全国で 19 万 7 千の犯罪グループ、87 万 6 千人

のグループ構成員を摘発した6。 

                                                              
4 何蘭階・魯明健主編「当代中国的審判工作」当代中国出版社 1993 年 292 頁。 
黄金栄はかつて新聞で反省文を発表して、軍事管理委員会の教育の下でもう悪い事をしないと約束した。

また蒋介石からもらった金時計を政府に引き渡した。香港に身を寄せている杜月笙は中国共産党及び知

識者による説得の下で、何度も弟子たちにメッセージを送り、人民政府の管理拘束に服従するよう説得

した。また関係ルートを通じて幾つかの禁輸物資を上海に運び、上海市の実物勘定公債も 5,000 組を購

入して、上海に送金することによって、人民政府が経済難局を克服するのを助けた。関係ニュースは当

時の「解放日報」に登載された。 
黄国棟『我所知道的杜月笙二三事』上海市政協文史委員会編「上海市人物史料」1992 年参照。 

5 柯葛壮・仲賀『上海新世紀社会発展問題思考』「社会治安」上海社会科学院出版社 1997 年 156 頁。 
6 青島市史誌弁公室編「青島史誌・公安司法誌」新華出版社 1998 年 39 頁。 
雲南省地方誌編纂委員会編「雲南省誌·公安誌」雲南人民出版社 1996 年 333 頁。 
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４. 新時代における黒社会的組織犯罪 

 

1980 年代、一部の地域はすでにグループ犯罪の本質が黒社会犯罪に転換していることに

気づいた。例えば、深圳市人民政府はかつて「黒社会勢力を取り締まる通告」と「黒社会

及び黒社会的派閥組織を取り締まり、打撃する通告」を相次いで発表した。1990 年代の改

革開放新時代に入ると、グループ犯罪が黒社会的組織犯罪に転換する傾向はさらに顕著に

なった。この犯罪を的確に処罰するために、1997 年の改正刑法において、新たに黒社会に

関する罪名 3 つとテロ組織に関する罪名 1 つを増やし、我が国が黒社会的組織犯罪を典型

的な組織犯罪であるとより明確に認識していることを表明した。1998 年に、全国で各種の

犯罪グループ 10 万余り、その構成員 36 万人余りを摘発したが、これは摘発した刑事事件

全体の 26.8%を占める7。これらの犯罪グループは内部組織が益々厳密になっており、公の

職業で身を隠して、「庇護の傘」を求めて党と政府の幹部及び公安・司法関係者を丸めこん

で人脈を作り、組織的に犯罪を実行する。その中で海外の黒社会と結託して犯罪を犯す事

件は特に深刻である。例えば、国境を跨る薬物密売事件は、通常国際薬物密売グループと

関係のある薬物密売ボスが海外で陣頭指揮をとり、薬物密売人を手配して入国させ、ある

いは運び屋を雇って運ばせ、内陸で密売する。一部の者は内陸で闇工場さえ開いて薬物を

加工し、運搬・加工・販売の「流れ作業」を完成させた。他には、密航と密輸犯罪も、一

般的に同じく海外黒社会のボスが指揮をとり、国内と海外の犯罪者が結託して暴利を貪る

構図が形成されている。1990 年代後半に発生した張君を主犯とする犯罪グループによる湖

南・四川・湖北に跨る連続強盗・殺人事件、劉湧が指揮する瀋陽の黒社会的組織犯罪事件

及び頼昌星が主導したモアイの遠華大規模密輸集団事件等は、世の中を驚かせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
7  何秉松「中国有組織犯罪研究」第一卷 群衆出版社 2009 年 224 頁。 
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第３章 中国における組織犯罪の現状 

この章は全国 7 つのブロック（香港・マカオブロックと刑務所受刑者調査のデータを含

まない）のデータに基づいて総合分析を行った結果である。調査対象者は合計 3,877 人で

あるが、全国組織犯罪の犯罪者の総数ではない。組織犯罪の情報は以下の 4 つに分類され

る。①犯罪者の個人情報。犯罪者の基本的な情報、犯罪に関する情報、処罰に関する情報

を含む。②犯罪組織の情報。③庇護の傘の情報。④犯罪の被害者の情報。この 4 つの分類

は各ブロックの研究内容と対応しており、引用するデータは中国のその当時の組織犯罪の

基本的な状況を反映している。 

 

１. 犯罪者の個人情報 

 

犯罪者の性别については、表Ⅰ-3-1をみると、3,877 人のうち、男性が 3,747 人で、96.6%

を占め、女性はわずか 130 人で、3.4%を占めている。組織犯罪事件において、男性が大多

数を占めていることが分かる。これは組織犯罪における組織の特徴及び行為の特徴に関係

している。 

 

表Ⅰ-3-1 犯罪者の性别 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

男性 3,747  96.6 
女性   130   3.4 
合計 3,877 100.0 

 

年齢状況については、表Ⅰ-3-2 をみると、18 歳～25 歳が 553 人で、14.3%を占めてい

る。26 歳～35 歳が 955 人で、24.6%を占めている。36 歳～45 歳が 1,169 人で、30.2%を

占めている。46 歳以上が 361 人で、9.3%を占めている。そしてデータ欠損が 839 人で、

21.6%を占めている。一般犯罪者の低年齢化に比べ、組織犯罪の構成員は 26 歳～45 歳の

青壮年がその中心であることが分かる。 

 

表Ⅰ-3-2 犯罪組織への加入時の年齢状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

18 歳～25 歳   553  14.3  14.3 
26 歳～35 歳   955  24.6  38.9 
36 歳～45 歳 1,169  30.2  69.0 
46 歳以上   361   9.3  78.4 
データ欠損   839  21.6 100.0 
合計 3,877 100.0  
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戸籍と国籍については、表Ⅰ-3-3をみると、3,877 人のうち、地元出身者が 2,629 人で、

67.8%を占めている。外地出身者が 593 人で、15.3%を占めている。また、香港出身者は

14 人で、わずか 0.4%であり、マカオ出身者はいなかった。そして、日本人は 1 人しかい

なかった。その他が 15 人で、0.4%を占め、データ欠損が 625 人で、16.1%を占める。組

織犯罪において、犯罪者の大半は地元出身者であることが分かる。 

 

表Ⅰ-3-3 戸籍と国籍 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元出身者（我が国大陸地域） 2,629  67.8 
外地出身者（我が国大陸地域）   593  15.3 
香港    14   0.4 
マカオ     0 0 
日本     1 0 
その他    15   0.4 
データ欠損   625  16.1 
合計 3,877 100.0 

 

民族については、表Ⅰ-3-4をみると、漢族が 3,497 人で、90.2%を占めている。回族が

127 人で、3.3%を占め、チワン族が 9 人で、0.2%を占め、満族が 23 人で、0.6%を占め、

イ族が 5 人で、0.1%を占め、朝鮮族が 4 人で、0.1%を占め、ウイグル族が 8 人で、0.2%

を占め、その他の少数民族が 62 人で、1.6%を占めている。そして、日本人は 1 人で、0.1%

未満であり、その他の外国人は 6 人で、0.2%を占めている。また、データ欠損が 135 人で、

3.5%を占めている。漢族の犯罪者は組織犯罪の中心であり、少数民族及び外国人犯罪者の

割合は極めて少ないことが分かる。 

 

表Ⅰ-3-4 民族 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

漢族 3,497  90.2 
回族   127   3.3 
チワン族     9   0.2 
満族    23   0.6 
イ族     5   0.1 
朝鮮族     4   0.1 
ウイグル族     8   0.2 
その他の少数民族    62   1.6 
日本人     1 0 
その他の外国人     6   0.2 
データ欠損   135   3.5 
合計 3,877 100.0 

 

居住状況については、表Ⅰ-3-5をみると、調査実施地の市街区に持ち家がある者は 2,067

人で、53.3%を占めている。調査実施地の市街区に固定住所がある者は 1,162 人で、30.0%

を占めている。外地に固定住所がある者は 344 人で、8.9%を占める。固定住所のない者は

84 人で、2.2%を占めている。また、我が国の香港・マカオ・台湾地域に居住する者は 21

人で、0.5%を占めている。そして、日本に居住する者は 1 人しかおらず、その他の外国に
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居住する者は 6 人で、0.2%を占めている。データ欠損が 192 人で、5.0%を占めている。

大半の犯罪者は調査実施地の市街区に持ち家または固定住所があることが分かる。 

 

表Ⅰ-3-5 居住状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

調査実施地の市街区に持ち家あり（我が国大陸地域） 2,067  53.3 
調査実施地の市街区に固定住所あり（我が国大陸地域） 1,162  30.0 
外地に固定住所あり（我が国大陸地域）   344   8.9 
固定住所なし（我が国大陸地域）    84   2.2 
我が国の香港・マカオ・台湾地域に居住    21   0.5 
日本に居住     1 0 
その他の外国に居住     6   0.2 
データ欠損   192   5.0 
合計 3,877 100.0 

 

職業については、表Ⅰ-3-6をみると、学生が 37 人で、1.0%を占め、サラリーマンが 514

人で、13.3%を占め、地元の都市部無職者が 1,195 人で、30.8%を占め、農民が 1,114 人

で、28.7%を占め、公務員が 151 人で、3.9%を占め、農民工(訳注：農村部からの出稼ぎ労働

者)が 23 人で、0.6%を占め、地元の農村部無職者が 34 人で、0.9%を占め、自営業者が 165

人で、4.3%を占め、外来無職者が 224 人で、5.8%を占め、その他の者が 233 人で、6.0%

を占めている。そして、データ欠損が 187 人で、4.8%を占めている。地元の都市部無職者

と農民は組織犯罪主体の大半を構成し、総人数の 59.5%を占めていることが分かる。ほか

には、公務員も相当な割合を占めており、この傾向を重視する必要がある。 

 

表Ⅰ-3-6 職業 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

学生    37   1.0 
サラリーマン   514  13.3 
都市部無職者（地元） 1,195  30.8 
農民 1,114  28.7 
公務員   151   3.9 
農民工    23   0.6 
農村部無職者（地元）    34   0.9 
自営業者   165   4.3 
外来無職者   224   5.8 
その他   233   6.0 
データ欠損   187   4.8 
合計 3,877 100.0 

 

家庭の経済状況については、表Ⅰ-3-7 をみると、下層に当る者が 273 人で、7.0%を占

め、中下層は 689 人で、17.8%を占め、中間層は 367 人で、9.5%を占め、中上層は 128

人で、3.3%を占め、上層は 79 人で、2.0%を占めている。そして、データ欠損が 2,341 人

で、60.4%を占めている。被調査犯罪者のうち、家庭の経済状況は中間層及びそれ以下の

階層の者が多いことが分かる。しかし、この調査データは欠損値が大きく、以上の調査結

果は犯罪者の家庭経済状況の実態を正確に反映していない可能性がある。 
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表Ⅰ-3-7 家庭の経済状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

下層   273   7.0   7.0 
中下層   689  17.8  24.8 
中間層   367   9.5  34.3 
中上層   128   3.3  37.6 
上層    79   2.0  39.6 
データ欠損 2,341  60.4 100.0 
合計 3,877 100.0  

 

学校教育の状況については、表Ⅰ-3-8をみると、非識字が 59 人で、1.5%を占め、小学

校が 754 人で、19.4%を占め、中学校が 2,329 人で、60.1%を占め、高校が 465 人で、12.0%

を占め、大学が 115 人で、3.0%を占めている。大学院修士課程は 1 人しかいなかった。そ

の他が 82 人で、2.1%を占め、データ欠損が 72 人で、1.9%を占めている。小学校と中学

校の合計は全体の 79.5%にも上り、組織犯罪の犯罪者は学校教育のレベルが比較的低く、

そのほとんどは高校以下であり、特に中学校はその中心であることが分かる。 

 

表Ⅰ-3-8 学校教育の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

非識字    59   1.5   1.5 
小学校   754  19.4  21.0 
中学校 2,329  60.1  81.0 
高校   465  12.0  93.0 
大学   115   3.0  96.0 
大学院修士課程     1 0  96.0 
その他    82   2.1  98.1 
データ欠損    72   1.9 100.0 
合計 3,877 100.0  

 

前科非行の有無については、表Ⅰ-3-9 をみると、同罪名の前科が 102 人で、2.6%を占

め、他罪名の前科が 402 人で、10.4%を占めている。非累犯の常習犯が 40 人で、1.0%を

占め、累犯が 453 人で、11.7%を占めている。また、行政違法記録ありが 111 人で、2.9%

を占め、前科非行歴なしが 2,372 人で、61.2%を占め、その他が 203 人で、5.2%を占めて

いる。そして、データ欠損が 194 人で、5.0%を占めている。6 割以上の者は前科非行歴が

ないことが分かる。これは一般的に想像されている「前科非行だらけ」の組織犯罪メンバ

ーのイメージと異なる。 

 

表Ⅰ-3-9 前科非行 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同罪名の前科(非累犯)   102   2.6 
他罪名の前科(非累犯)   402  10.4 
非累犯の常習犯    40   1.0 
累犯   453  11.7 
行政違法記録あり   111   2.9 
前科非行歴なし 2,372  61.2 
その他   203   5.2 
データ欠損   194   5.0 
合計 3,877 100.0 
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累犯の罪名については、表Ⅰ-3-10 をみると、故意殺人罪が 14 人で、0.4%を占め、故

意傷害罪が 126 人で、3.2%を占め、強姦罪が 8 人で、0.2%を占め、強盗罪と窃盗罪が同

じく 58 人で、それぞれ 1.5%を占め、詐欺罪が 3 人で、0.1%を占めている。マネーロンダ

リング罪は 1 人で、0.1%未満であった。恐喝略取罪が 22 人で、0.6%を占め、黒社会的組

織の結成指揮加入罪が 102 人で、2.6%を占めている。その他の罪名が 114 人で、2.9%を

占め、非累犯が 2,907 人で、74.7%を占めている。そして、データ欠損が 477 人で、12.3%

を占めている。大半の犯罪者は非累犯であり、また累犯の罪名において、故意傷害罪と黒

社会的組織の結成指揮加入罪がよくみられると分かる。なお、この部分の変量は複数の選

択肢に関係するため、変量の合計は総人数より大きい。 

 

表Ⅰ-3-10 累犯の罪名 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

故意殺人罪    14   0.4 
故意傷害罪   126   3.2 
強姦罪     8   0.2 
強盗罪    58   1.5 
窃盗罪    58   1.5 
詐欺罪     3   0.1 
マネーロンダリング罪     1 0 
恐喝略取罪    22   0.6 
黒社会的組織の結成指揮加入罪   102   2.6 
その他の罪名   114   2.9 
非累犯 2,907  74.7 
データ欠損   477  12.3 
合計 3,890 100.0 

 

犯罪組織への加入期間については、表Ⅰ-3-11 をみると、半年未満が 434 人で、11.2%

を占め、半年～1 年が 282 人で、7.3%を占め、1 年～2 年が 451 人で、11.6%を占め、2

年～3 年が 472 人で、12.2%を占め、3 年～5 年が 849 人で、21.9%を占め、5 年以上が 1,017

人で、26.2%を占めている。データ欠損が 372 人で、9.6%を占めている。相当数の犯罪者

が 3 年以上犯罪組織に加入している。犯罪組織は人員上において比較的安定的であると推

測できる。 

 

表Ⅰ-3-11 犯罪組織への加入期間 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

半年未満   434  11.2  11.2 
半年～1 年   282   7.3  18.5 
1 年～2 年   451  11.6  30.1 
2 年～3 年   472  12.2  42.3 
3 年～5 年   849  21.9  64.2 
5 年以上 1,017  26.2  90.4 
データ欠損   372   9.6 100.0 
合計 3,877 100.0  

 

共犯者との関係については、表Ⅰ-3-12 をみると、同郷関係が 2,058 人で、52.7%を占

め、親族関係が 147 人で、3.8%を占め、同僚関係が 304 人で、7.8%を占め、同窓関係が
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15 人で、0.4%を占め、獄友関係が 121 人で、3.1%を占め、隣人関係が 12 人で、0.3%を

占めている。また、その他の関係が 545 人で、13.9%を占め、データ欠損が 701 人で、18.0%

を占めている。組織犯罪の共犯者関係は主に同郷関係、同僚関係と獄友関係であることが

分かる。特に、同郷関係が半数以上を占めていることは、我が国の黒社会的組織の強い地

域性を反映している。なお、この部分の変量は複数の選択肢に関係するため、変量の合計

は総人数より大きい。 

 

表Ⅰ-3-12 共犯者との関係 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同郷関係 2,058  52.7 
親族関係   147   3.8 
同僚関係   304   7.8 
同窓関係    15   0.4 
獄友関係   121   3.1 
隣人関係    12   0.3 
その他   545  13.9 
データ欠損   701  18.0 
合計 3,903 100.0 

 

犯罪の実行段階については、表Ⅰ-3-13 をみると、未遂が 21 人で、0.5%を占め、既遂

が 2,343 人で、60.4%を占めている。予備と中止はいなかった。データ欠損が 1,513 人で、

39.0%を占めている。大半の組織犯罪は既遂であることが分かり、これは組織犯罪の 1 つ

の特徴である。 

 

表Ⅰ-3-13 犯罪の実行段階 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

予備     0 0 0 
未遂    21   0.5   0.5 
中止     0 0 0 
既遂 2,343  60.4  61.0 
データ欠損 1,513  39.0 100.0 
合計 3,877 100.0  

 

表Ⅰ-3-14 犯罪者の心身状態 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

体の不自由な者     6   0.2 
限定責任能力の精神病の者   556  14.3 
間欠性精神病の者     0 0 
耳・声の不自由な者     0 0 
健常者 1,508  38.9 
その他   279   7.2 
データ欠損 1,528  39.4 
合計 3,877 100.0 

 

 犯罪者の心身状態については、表Ⅰ-3-14 をみると、体の不自由な者が 6 人で、0.2%を

占め、限定責任能力の精神病の者が 556 人で、14.3%を占めている。間欠性精神病の者と

耳・声の不自由な者はいなかった。健常者が 1,508 人で、38.9%を占めている。その他が
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279 人で、7.2%を占め、データ欠損が 1,528 人で、39.4%を占めている。組織犯罪の犯罪

者において、最も多いのは完全刑事責任能力を持つ正常な者であることが分かる。 

罪に対する悔悛情状の有無については、表Ⅰ-3-15をみると、悔悛情状ありが 425 人で、

11.0%を占め、悔悛情状なしが 2,557 人で、66.0%を占めている。また、その他が 101 人

で、2.6%を占め、データ欠損が 794 人で、20.5%を占めている。大半の犯罪者は反省して

いないことが分かる。 

 

表Ⅰ-3-15 罪に対する悔悛情状の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

悔悛情状あり   425  11.0 
悔悛情状なし 2,557  66.0 
その他   101   2.6 
データ欠損   794  20.5 
合計 3,877 100.0 

 

犯罪組織への加入理由については、表Ⅰ-3-16 をみると、結成または指揮が 433 人で、

11.2%を占め、自発的加入が 2,297 人で、59.2%を占め、他人の紹介が 352 人で、9.1%を

占めている。脅迫による加入はわずか 6 人で、0.2%であった。その他が 53 人が、1.4%を

占め、データ欠損が 736 人で、19.0%を占めている。ごくわずかの脅迫により犯罪組織に

加入した者を除き、大半の犯罪者は自発的に犯罪組織に加入していることが分かる。 

 

表Ⅰ-3-16 犯罪組織への加入理由 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

結成または指揮   433  11.2 
自発的加入 2,297  59.2 
他人の紹介   352   9.1 
脅迫による加入     6   0.2 
その他    53   1.4 
データ欠損   736  19.0 
合計 3,877 100.0 

 

利益の獲得状況については、表Ⅰ-3-17をみると、経済的利益の獲得が 3,347 人で、86.3%

を占め、非経済的利益の獲得が 177 人で、4.6%を占めている。利益なしは 114 人で、2.9%

を占めている。その他が 66 人で、1.7%を占め、データ欠損が 173 人で、4.5%を占めてい

る。ほとんどの者は犯罪組織に加入している間に経済的利益または非経済的利益を獲得し

ていたことが分かる。 

 

表Ⅰ-3-17 利益の獲得状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

経済的利益の獲得 3,347  86.3 
非経済的利益の獲得   177   4.6 
利益なし   114   2.9 
その他    66   1.7 
データ欠損   173   4.5 
合計 3,877 100.0 
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共犯の種類については、表Ⅰ-3-18 をみると、主犯が 1,833 人で、47.3%を占め、従犯

が 1,643 人で、42.4%を占め、脅迫従犯が 22 人で、0.6%を占めている。また、その他が

160 人で、4.1%を占め、データ欠損が 219 人で、5.6%を占めている。犯罪として処理さ

れている組織犯罪の犯罪者の中で、主犯と従犯の割合はほぼ同等であるが、脅迫従犯の割

合は比較的少ないことが分かる。これは我が国の寛厳相済（訳注：「寛厳相済」とは寛大さと厳

格さを調和させて刑罰を科すことを指す。）の刑事政策に基づき、罪状が軽微な脅迫従犯に対し

ては通常、犯罪として処理されていないからである。 

 

表Ⅰ-3-18 共犯の種類 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

主犯（犯罪グループを指揮して犯罪活動を行いあるいは共同犯罪において主要な役割を果たす者） 1,833  47.3  47.3 
従犯（共同犯罪において副次的または補助的役割を果たす者） 1,643  42.4  89.7 
脅迫従犯（共同犯罪において脅迫されて犯罪に加担した者）    22   0.6  90.2 
その他   160   4.1  94.4 
データ欠損   219   5.6 100.0 
合計 3,877 100.0  

 

事件発覚の端緒については、表Ⅰ-3-19 をみると、被害届の提出が 714 件で、18.4%を

占め、告発が 123 件で、3.2%を占め、通報が 148 件で、3.8%を占め、自首が 44 件で、1.1%

を占め、別件による発覚が 286 件で、7.4%を占め、共犯者による自白が 5 件で、0.1%を

占めている。また、その他が 91 件で、2.3%を占め、データ欠損が 2,466 件で、63.6%を

占めている。一部のデータは欠損しているが、事件発覚の端緒は被害届の提出と別件によ

る発覚の 2 種類が比較的多く、共犯者による自白が極めて少ない（0.1%）ことが分かる。

これは犯罪組織の組織構成の緻密性を反映していると推測できる。 

 

表Ⅰ-3-19 事件発覚の端緒 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

被害届の提出   714  18.4 
告発   123   3.2 
通報   148   3.8 
自首    44   1.1 
別件による発覚   286   7.4 
共犯者による自白     5   0.1 
その他    91   2.3 
データ欠損 2,466  63.6 
合計 3,877 100.0 

 

自首情状の有無については、表Ⅰ-3-20をみると、自首情状ありが 175 人で、4.5%を占

め、自首情状なしが 3,296 人で、85.0%を占めている。また、データ欠損が 406 人で、10.5%

を占めている。組織犯罪中において、自首情状は少ないことが分かる。 

犯罪捜査などに貢献した功績の有無については、表Ⅰ-3-21 をみると、一般的な功績が

122 人で、3.1%を占め、顕著な功績が 60 人で、1.5%を占め、功績なしは 3,181 人で、82.0%

を占めている。また、データ欠損が 514 人で、13.3%を占めている。多数の犯罪者は犯罪
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捜査などに貢献した功績がないことが分かる。これは中国大陸刑法第 68 条の犯罪捜査な

どに貢献した功績の情状についての規定に関係している。つまり、組織犯罪の多くは共同

犯罪のため、共犯者による共犯者同士についての供述は通常自白として処理されているか

らである。 

 

表Ⅰ-3-20 自首情状の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自首情状あり   175   4.5 
自首情状なし 3,296  85.0 
データ欠損   406  10.5 
合計 3,877 100.0 

 

表Ⅰ-3-21 犯罪捜査などに貢献した功績の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

一般的な功績   122  3.1   3.1 
顕著な功績    60  1.5   4.7 
功績なし 3,181 82.0  86.7 
データ欠損   514 13.3 100.0 
合計 3,877 100.0  

 

判決の状況については、表Ⅰ-3-22 をみると、有罪宣告刑罰免除が 49 人で 1.3%、3 年

以下の有期懲役が 892 人で 23.0%、3 年以上 10 年以下の有期懲役が 1,427 人で 36.8%、

10 年及び 10 年以上の有期懲役が 1,000 人で 25.8%、無期懲役及び死刑が 405 人で 10.4%

を占めている。また、データ欠損が 104 人で 2.7%を占めている。多数の犯罪者は 3 年以

上の有期懲役を下されているが、死刑及び無期懲役は少ないことが分かる。 

 

表Ⅰ-3-22 判決の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

有罪宣告刑罰免除    49   1.3   1.3 
3 年以下の有期懲役   892  23.0  24.3 
3 年以上 10 年以下の有期懲役 1,427  36.8  61.1 
10 年及び 10 年以上の有期懲役 1,000  25.8  86.9 
無期懲役及び死刑   405  10.4  97.3 
データ欠損   104   2.7 100.0 
合計 3,877 100.0  

 

政治的権利剥奪の有無については、表Ⅰ-3-23をみると、剥奪されるが 752 人で、19.4%

を占め、剥奪されないが 2,440 人で、62.9%を占めている。データ欠損が 685 人で、17.7%

を占めている。大半の犯罪者は政治権利が剥奪されていないことが分かる。 

 

表Ⅰ-3-23 政治的権利剥奪の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

剥奪される   752  19.4 
剥奪されない 2,440  62.9 
データ欠損   685  17.7 
合計 3,877 100.0 
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判決後の状況については、表Ⅰ-3-24をみると、判決後に上訴した者が 759 人で、19.6%

を占め、上訴していなかった者が 639 人で、16.5%を占めている。また、データ欠損が 2,479

人で、63.9%を占めている。データ欠損を除いて、上訴した犯罪者と上訴していない犯罪

者の割合は比較的近いことが分かり、これは半数以上の被告人が上訴していたことを反映

している。 

 

表Ⅰ-3-24 判決後の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

上訴した   759  19.6 
上訴していない   639  16.5 
データ欠損 2,479  63.9 
合計 3,877 100.0 

 

２. 犯罪組織の情報 

 

(1)犯罪組織について 

犯罪組織の内部構造については、表Ⅰ-3-25 をみると、分散型であるグループ型の犯罪

組織が 114 団体で、17.5%を占め、厳密型である黒社会的組織型の犯罪組織が 334 団体で、

51.3%を占め、固定型である黒社会型の犯罪組織が 6 団体で、0.9%を占めている。また、

データ欠損が 197 団体で、30.3%を占めている。大半の組織犯罪は厳密型である黒社会的

組織の形で現れていることが分かる。 

 

表Ⅰ-3-25  犯罪組織の内部構造 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

グループ型（分散型） 114  17.5 
黒社会的組織型（厳密型） 334  51.3 
黒社会型（固定型）   6   0.9 
データ欠損 197  30.3 
合計 651 100.0 

 

犯罪組織の結成については、表Ⅰ-3-26 をみると、自発的に結成した犯罪組織が 455 団

体で、69.9%を占めている。海外組織が国内での拡張により結成した犯罪組織はわずか 3

団体で、0.5%であった。海外組織との結託及びその他の方式で結成した犯罪組織がそれぞ

れ 1 団体で、0.2%ずつを占めている。そして、データ欠損が 191 団体で、29.3%を占めて

いる。圧倒的多数の犯罪組織は自発的に結成したもので、国内において海外組織の拡大及

び海外組織との結託によるものは極めて少ない。 

犯罪組織の存立様態については、表Ⅰ-3-27 をみると、隠れ蓑にする合法的な機構を持

つ犯罪組織が 164 団体で、25.2%を占め、隠れ蓑にする合法的な機構を持たない犯罪組織

が 230 団体で、35.3%を占めている。データ欠損が 243 団体で、37.3%を占めている。多

くの犯罪組織は隠れ蓑にする合法的な機構を持たないことが分かる。 
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表Ⅰ-3-26 犯罪組織の結成 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自発的に結成 455  69.9 
海外組織が国内での拡張により結成   3   0.5 
海外組織との結託により結成   1   0.2 
その他   1   0.2 
データ欠損 191  29.3 
合計 651 100.0 

 

表Ⅰ-3-27 犯罪組織の存立様態 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ

隠れ蓑にする合法的な機構を持つ犯罪組織 164  25.2 
隠れ蓑にする合法的な機構を持たない犯罪組織 230  35.3 
その他  14   2.2 
データ欠損 243  37.3 
合計 651 100.0 

 

犯罪組織の構成員数については、表Ⅰ-3-28 をみると、10 人以下の犯罪組織が 63 団体

で、9.7%を占め、11 人～20 人の犯罪組織が 103 団体で、15.8%を占め、21 人～30 人の

犯罪組織が 41 団体で、6.3%を占め、31 人以上の犯罪組織が 116 団体で、17.8%を占めて

いる。データ欠損が 328 団体で、50.4%を占めている。組織犯罪において、11 人～20 人

または 31 人以上の規模の犯罪組織が最も多くみられる。 

 

表Ⅰ-3-28 犯罪組織の構成員数 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

10 人以下  63   9.7   9.7 
11～20 人 103  15.8  25.5 
21～30 人  41   6.3  31.8 
31 人以上 116  17.8  49.6 
データ欠損 328  50.4 100.0 
合計 651 100.0  

 

犯罪組織の設立時期については、図Ⅰ-3-1 をみると、1995 年以前に設立された犯罪組

織が 15 団体で、2.3%を占めている。1995 年に設立された犯罪組織が 7 団体で、1.1%を

占め、1996 年に設立された犯罪組織が 29 団体で、4.5%を占め、1997 年に設立された犯

罪組織が 15 団体で、2.3%を占め、1998 年に設立された犯罪組織が 51 団体で、7.8%を占

め、1999 年に設立された犯罪組織が 24 団体で、3.7%を占め、2000 に設立された犯罪組

織が 38 団体で、5.8%を占めている。そして、2001 年に設立された犯罪組織が 11 団体で、

1.7%を占め、2002 年に設立された犯罪組織が 28 団体で、4.3%を占め、2003 年に設立さ

れた犯罪組織が 18団体で、2.8%を占め、2004年に設立された犯罪組織が 66団体で、10.1%

を占め、2005 年に設立された犯罪組織が 52 団体で、8%を占め、2006 年に設立された犯

罪組織が 11 団体で、1.7%を占め、2007 年に設立された犯罪組織が 3 団体で、0.5%を占

めている。2008 年以降に設立された犯罪組織は 1 団体のみで、0.2%であった。2000 年以

前に限ると、1998 年に組織犯罪の勢いは最も猛威を振るっていたが、2000 年以降では、
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設立された犯罪組織が最も多かったのは 2004 年と 2005 年であった。2006 年以降におい

て、犯罪組織の活動の勢いは下降し始めたことが分かる。 

 

図Ⅰ-3-1 犯罪組織の設立時期 
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犯罪組織の検挙時期については、図Ⅰ-3-2 をみると、2003 年には 47 団体で、7.2%を

占め、2004 年には 19 団体で、2.9%を占め、2005 年には 45 団体で、6.9%を占めている。

2006 年には最も多く、261 団体で、40.1%を占めている。2007 年には 88 団体で、13.5%

を占め、2008 年には 135 団体で、20.7%を占め、2009 年には 56 団体で、8.6%を占めて

いる。2006 年は摘発された犯罪組織が最も多かった年であることが分かる。これは 2006

年に犯罪組織の犯罪活動が比較的頻発したことを反映している。 

 

図Ⅰ-3-2 犯罪組織の検挙時期 
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 犯罪組織と関わりのある罪名については、表Ⅰ-3-29をみると、殺人罪が 42 件で、3.2%

を占め、傷害罪が 166 件で、12.7%を占め、強盗罪が 118 件で、9.0%を占め、拉致略取罪

が 47 件で、3.6%を占め、強姦罪が 11 件で、0.8%を占め、爆発（爆発物）罪が 3 件で、

0.2%を占め、不法監禁罪が 62 件で、4.8%を占め、窃盗罪が 47 件で、3.6%を占め、恐喝

略取罪が 114 件で、8.7%を占め、詐欺罪が 13 件で、1.0%を占め、密航罪が 7 件で、0.5%

を占め、薬物密売罪が 33 件で、2.5%を占め、賭博罪が 79 件で、6.1%を占め、密輸罪が 3

件で、0.2%を占め、事件挑発惹起罪が 45 件で、3.4%を占め、集団乱闘罪が 44 件で、3.4%

を占め、銃刀不法所持罪が 39 件で、3.0%を占め、犯人隠匿庇護罪が 37 件で、2.8%を占

め、公務妨害罪が 2 件で、0.2%を占め、贈賄罪が 8 件で、0.6%を占め、黒社会的組織の

結成指揮加入罪が 67 件で、5.1%を占め、海外黒社会組織の構成員入国徴集罪が 1 件で、

0.1%を占め、黒社会的組織の庇護放任罪が 2 件で、0.2%を占めている。また、その他が

314 件で、24.1%を占め、データ欠損が 1 件で、0.1%を占めている。組織犯罪において関

係する罪名が多いが、その多くは人身・財産権の侵害に集中していることが分かる。なお、

この部分の変量は複数の選択肢に関係するため、変量の合計は総件数より大きい。 

 

表Ⅰ-3-29 犯罪組織と関わりのある罪名 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

殺人罪    42   3.2 
傷害罪   166  12.7 
強盗罪   118   9.0 
拉致略取罪    47   3.6 
強姦罪    11   0.8 
爆発（爆発物）罪     3   0.2 
不法監禁罪    62   4.8 
窃盗罪    47   3.6 
恐喝略取罪   114   8.7 
詐欺罪    13   1.0 
密航罪     7   0.5 
薬物密売罪    33   2.5 
賭博罪    79   6.1 
密輸罪     3   0.2 
事件挑発惹起罪    45   3.4 
集団乱闘罪    44   3.4 
銃刀不法所持罪    39   3.0 
犯人隠匿庇護罪    37   2.8 
公務妨害罪     2   0.2 
贈賄罪     8   0.6 
黒社会的組織の結成指揮加入罪    67   5.1 
海外黒社会組織の構成員入国徴集罪     1   0.1 
黒社会的組織の庇護放任罪     2   0.2 
その他   314  24.1 
データ欠損     1   0.1 
合計  1,305 100.0 

 

犯罪類型については、表Ⅰ-3-30 をみると、単一型の犯罪が 100 件で、15.4%を占め、

複合型の犯罪が 34 件で、5.2%を占め、複雑型の犯罪が 444 件で、68.2%を占めている。

その他はなかった。そして、データ欠損が 73 件で、11.2%を占めている。複雑型の組織犯

罪、即ち不特定の犯罪を実行する組織犯罪が圧倒的に多いことが分かる。 
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表Ⅰ-3-30 犯罪類型 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

単一型（1 つ特定の犯罪しか実行しない。例えば薬物密売） 100  15.4 
複合型（複数の同一類型の犯罪を実行する。例えば経済類の犯罪）  34   5.2 
複雑型（不特定の犯罪を実行する） 444  68.2 
データ欠損  73  11.2 
合計 651 100.0 

 

組織犯罪活動の範囲については、表Ⅰ-3-31 をみると、地元の市街区または周辺地域が

444 件で、68.2%を占め、地元の省内が 56 件で、8.6%を占め、省を跨るものが 70 件で、

10.8%を占め、国を跨るものが 8 件で、1.2%を占めている。データ欠損が 73 件で、11.2%

を占めている。組織犯罪の活動地域は通常地元の市街区または周辺地域に集中することが

分かる。省または国を跨る場合も見られるが、比較的少ない。 

 

表Ⅰ-3-31 活動の範囲 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元の市街区または周辺地域 444  68.2  68.2 
地元の省内  56   8.6  76.8 
省を跨る  70  10.8  87.6 
国を跨る   8   1.2  88.8 
データ欠損  73  11.2 100.0 
合計 651 100.0  

 

犯罪手段については、表Ⅰ-3-32 をみると、銃器弾薬使用が 105 件で、12.8%を占め、

規制刃物使用が 261 件で、31.9%を占め、爆発物使用が 7 件で、0.9%を占め、その他の鈍

器使用が 29 件で、3.5%を占め、脅迫手段使用が 90 件で、11.0%を占め、暴力的肢体接触

が 69 件で、8.4%を占め、詐欺手段使用が 22 件で、2.7%を占めている。また、その他の

手段が 214 件で、26.1%を占め、データ欠損が 22 件で、2.7%を占めている。規制刃物・

銃器弾薬を使用した犯行がよくみられる。なお、この部分の変量は複数の選択肢に関係す

るため、変量の合計は総件数より大きい。 

 

表Ⅰ-3-32 犯罪手段 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

銃器弾薬使用 105  12.8 
規制刃物使用 261  31.9 
爆発物使用   7   0.9 
その他の鈍器使用  29   3.5 
脅迫  90  11.0 
暴力的肢体接触  69   8.4 
詐欺  22   2.7 
その他の手段 214  26.1 
データ欠損  22   2.7 
合計 819 100.0 

 

犯罪の侵害対象については、表Ⅰ-3-33 をみると、特定の個人が 120 件で、15.4%を占

め、不特定の個人が 455 件で、58.5%を占め、特定の企業が 60 件で、7.7%を占め、不特
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定の企業が 113 件で、14.5%を占め、公務員が 19 件で、2.4%を占めている。データ欠損

が 11 件で、1.4%を占めている。不特定の個人または企業が組織犯罪の侵害対象に最もな

りやすいことが分かる。なお、この部分の変量は複数の選択肢に関係するため、変量の合

計は総件数より大きい。 

 

表Ⅰ-3-33 犯罪の侵害対象 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ

特定の個人（例えばカラオケのコンパニオン、タクシー運転手） 120  15.4 
不特定の個人 455  58.5 
特定の企業（飲食店・娯楽施設等から用心棒料を徴収する）  60   7.7 
不特定の企業 113  14.5 
司法機関・行政機関の公務員  19   2.4 
データ欠損  11   1.4 
合計 778 100.0 

 

(2)犯罪資金について 

犯罪組織の資金源については、表Ⅰ-3-34をみると、犯罪による所得が 484 件で、50.4%

を占め、経営による所得が 77 件で、8.0%を占め、外部からの資金援助が 166 件で、17.3%

を占め、内部からの集金が 8 件で、0.8%を占め、被害者に提供させるのが 73 件で、7.6%

を占め、地下銀行・不法集金が 12 件で、13.0%を占めている。また、その他が 43 件で、

4.5%を占め、データ欠損が 97 件で、10.1%を占めている。犯罪による所得を資金源とす

るのが最もよくみられることが分かる。なお、この部分の変量は複数の選択肢に関係する

ため、変量の合計は総件数より大きい。 

 

表Ⅰ-3-34 資金源 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

犯罪による所得 484  50.4 
経営による所得  77   8.0 
外部からの資金援助 166  17.3 
内部からの集金   8   0.8 
被害者に提供させる  73   7.6 
地下銀行・不法集金  12   1.3 
その他  43   4.5 
データ欠損  97  10.1 
合計 960 100.0 

 

被害者への資金または利益強要等の内容については、表Ⅰ-3-35 をみると、品物を購入

させるが 9 件で、1.3%を占め、請負等の経営に参加させるが 22 件で、3.2%を占め、特定

商品を販売させるが 35 件で、5.0%を占め、他人を雇用させるが 4 件で、0.6%を占め、労

務を提供させるが 13 件で、1.9%を占め、損害賠償金を支払わせるが 37 件で、5.3%を占

め、取引の強要が 97 件で、14.0%を占め、寄付させるが 15 件で、2.2%を占め、賭博等の

不法債務を支払わせるが 64 件で、9.2%を占めている。また、資金提供を要求しないが 21

件で、3.0%を占め、その他が 287 件で、41.4%を占め、データ欠損が 90 件で、13.0%を
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占めている。被害者への利益の要求は多様であることが分かる。なお、この部分の変量は

複数の選択肢に関係するため、変量の合計は総件数より大きい。 

 

表Ⅰ-3-35 被害者への資金または利益強要等の内容 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

品物を購入させる   9   1.3 
請負等の経営に参加させる  22   3.2 
特定商品を販売させる  35   5.0 
他人を雇用させる   4   0.6 
労務を提供させる  13   1.9 
損害賠償金を支払わせる  37   5.3 
取引の強要  97  14.0 
寄付させる  15   2.2 
賭博等の不法債務を支払わせる  64   9.2 
資金提供を要求しない  21   3.0 
その他 287  41.4 
データ欠損  90  13.0 
合計 694 100.0 

 

資金の獲得手段については、表Ⅰ-3-36 をみると、暴力が 335 件で、43.0%を占め、脅

迫が 222 件で、28.5%を占めている。株取引・外貨売買等はなかった。再投資による利益

獲得が 46 件で、5.9%を占め、マネーロンダリングが 2 件で、0.3%を占め、賭博が 84 件

で、10.8%を占めている。そして、データ欠損が 90 件で、11.6%を占めている。暴力は最

もよくみられる手段であることが分かる。なお、この部分の変量は複数の選択肢に関係す

るため、変量の合計は総人数より大きい。 

 

表Ⅰ-3-36 資金の獲得手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

暴力 335  43.0 
脅迫 222  28.5 
再投資による利益獲得  46   5.9 
マネーロンダリング   2   0.3 
賭博  84  10.8 
データ欠損  90  11.6 
合計 779 100.0 

 

表Ⅰ-3-37 犯罪資金の主な使途 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

企業を設立して経営する   53   5.0 
その他の犯罪資金  155  14.6 
再投資   70   6.6 
貯金   12   1.1 
利益の配分  221  20.8 
個人的な浪費  260  24.5 
贈賄   25   2.4 
その他  144  13.6 
データ欠損  121  11.4 
合計 1,061 100.0 

 

犯罪資金の主な使途については、表Ⅰ-3-37をみると、企業を設立して経営するが 53 件
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で、5.0%を占め、その他の犯罪資金が 155 件で、14.6%を占め、再投資が 70 件で、6.6%

を占め、貯金が 12 件で、1.1%を占め、利益の配分が 221 件で、20.8%を占め、個人的な

浪費が 260 件で、24.5%を占め、贈賄が 25 件で、2.4%を占めている。また、その他が 144

件で、13.6%を占め、データ欠損が 121 件で、11.4%を占めている。大半の犯罪資金は個

人的な浪費、利益の配分及びその他の犯罪資金に使われていることが分かる。なお、この

部分の変量は複数の選択肢に関係するため、変量の合計は総件数より大きい。 

 

３. 「庇護の傘」の情報 

 

「庇護の傘」となる公務員の職種については、表Ⅰ-3-38をみると、警察職員が 115 件で、

31.9%を占め、検察職員及び裁判職員がそれぞれ 1 件で、いずれも 0.3%を占めている。複

数の部門の公務員が 6 件で、1.7%を占め、その他の公務員が 28 件で、7.8%を占めている。

データ欠損が 210 件で、58.2%を占めている。特別な司法権限を持つ警察職員は組織犯罪

を庇護する傘になりやすいことが分かる。 

 

表Ⅰ-3-38 「庇護の傘」となる公務員の職種 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

警察職員 115  31.9 
検察職員   1   0.3 
裁判職員   1   0.3 
複数の部門の公務員   6   1.7 
その他の公務員  28   7.8 
データ欠損 210  58.2 
合計 361 100.0 

 

「庇護の傘」となる公務員の階級については、表Ⅰ-3-39 をみると、課長級及び課長級

以下の公務員が 138 件で、38.2%を占め、局長級の公務員が 4 件で、1.1%を占め、部長(大

臣)・省長(知事)及びその階級以上の公務員が 1 件で、0.3%を占めている。データ欠損が

218 件で、60.4%を占めている。「庇護の傘」となる地方公務員の階級は通常課長級及び

課長級以下の階級に集中していることが分かる。 

 

表Ⅰ-3-39 「庇護の傘」となる公務員の階級 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

課長級及び課長級以下の公務員 138  38.2  38.2 
局長級公務員   4   1.1  39.3 
部長(大臣)・省長(知事)級及びその階級以上の公務員   1   0.3  39.6 
データ欠損 218  60.4 100.0 
合計 361 100.0  

 

黒社会に関係する業種については、表Ⅰ-3-40をみると、娯楽業が最も多く、120 件で、

26.5%を占めている。建築業が 79 件で、17.4%を占め、飲食業が 55 件で、12.1%を占め、

運輸業が 37 件で、8.2%を占め、不動産業が 18 件で、4.0%を占め、金融業と警備業がそ
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れぞれ 6 件で、いずれも 1.3%を占め、小売業が 3 件で、0.7%を占めている。また、その

他が 108 件で、23.8%を占め、データ欠損が 21 件で、4.6%を占めている。娯楽業と建築

業は、黒社会と関係を有する場合がよくみられる業種であり、組織犯罪の温床となってい

る。なお、この部分の変量は複数の選択肢に関係するため、変量の合計は総件数より大き

い。 

 

表Ⅰ-3-40 黒社会に関係する業種 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

不動産業  18   4.0 
建築業  79  17.4 
金融業   6   1.3 
飲食業  55  12.1 
娯楽業 120  26.5 
運輸業  37   8.2 
警備業   6   1.3 
小売業   3   0.7 
その他 108  23.8 
データ欠損  21   4.6 
合計 453 100.0 

 

４. 犯罪被害者の状況 

 

犯罪被害者の類別については、表Ⅰ-3-41 をみると、自然人被害が 1,529 件で、69.2%

を占め、法人被害が 113 件で、5.1%を占め、両者併存が 212 件で、9.6%を占めている。

データ欠損が 357 件で、16.1%を占めている。自然人は組織犯罪の被害者になりやすいこ

とが分かる。 

 

表Ⅰ-3-41 犯罪被害者の類別 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自然人被害 1,529  69.2 
法人(組織体)被害   113   5.1 
両者併存   212   9.6 
データ欠損   357  16.1 
合計 2,211 100.0 

 

表Ⅰ-3-42 被害発生の時期 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

出勤または登校中   601  27.2 
退勤または放課後   127   5.7 
在宅中   198   9.0 
買い物中    51   2.3 
旅行中     9   0.4 
その他   744  33.6 
データ欠損   481  21.8 
合計 2,211 100.0 
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被害発生の時期については、表Ⅰ-3-42をみると、出勤または登校中が 601 件で、27.2%

を占め、退勤または放課後が 127 件で、5.7%を占め、在宅中が 198 件で、9.0%を占め、

買い物中が 51 件で、2.3%を占め、旅行中が 9 件で、0.4%を占めている。また、その他が

744 件で、33.6%を占め、データ欠損が 481 件で、21.8%を占めている。出勤または登校

中において、被害に遭う可能性が大きいことが分かる。 

被害発生の場所については、表Ⅰ-3-43をみると、通勤または通学途中が 525件で、23.7%

を占め、帰宅途中が 78 件で、3.5%を占め、自宅が 197 件で、8.9%を占め、買い物の店が

72 件で、3.3%を占め、娯楽の店が 151 件で、6.8%を占めている。また、その他が 707 件

で、32.0%を占め、データ欠損が 481 件で、21.8%を占めている。通勤または通学途中・

自宅及び娯楽の店は被害の頻発する場所であることが分かる。 

 

表Ⅰ-3-43 被害発生の場所 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

通勤または通学途中   525  23.7 
帰宅途中    78   3.5 
自宅   197   8.9 
買い物の店    72   3.3 
娯楽の店   151   6.8 
その他   707  32.0 
データ欠損   481  21.8 
合計 2,211 100.0 

 

被害発生の原因については、表Ⅰ-3-44 をみると、偶発的な被害が 496 件で、23.3%を

占め、経営のトラブルによる被害が 436 件で、20.5%を占め、生活のトラブルによる被害

が 306 件で、14.4%を占め、争いによる被害が 237 件で、11.1%を占めている。また、そ

の他が 212 件で、9.9%を占め、データ欠損が 445 件で、20.9%を占めている。偶然の被害

は一部に過ぎず、大半の被害の原因は経営トラブル、生活トラブル、争い等によるもので

あることが分かる。なお、この部分の変量は複数の選択肢に関係するため、変量の合計は

被害者の総人数より大きい。 

 

表Ⅰ-3-44 被害発生の原因 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

偶発的な被害   496  23.3 
生活のトラブルによる被害   306  14.4 
経営のトラブルによる被害   436  20.5 
争いによる被害   237  11.1 
その他   212   9.9 
データ欠損   445  20.9 
合計 2,132 100.0 

 

被害者と加害者の関係については、表Ⅰ-3-45 をみると、面識のない場合が 907 件で、

41.0%を占め、知人関係が 496 件で、22.4%を占めている。また、その他の関係が 203 件



 

 
 

29

で、9.2%を占め、データ欠損が 605 件で、27.4%を占めている。この結果から、組織犯罪

は通常面識のない人に加害するが、知人に加害することも少なくないと推測できる。 

 

表Ⅰ-3-45 被害者と加害者の関係 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

面識のない場合   907  41.0 
知人 (非親戚)関係   496  22.4 
その他   203   9.2 
データ欠損   605  27.4 
合計 2,211 100.0 

 
被害者の職業については、表Ⅰ-3-46 をみると、学生が 41 件で、1.9%を占め、サラリ

ーマンが 282 件で、12.8%を占め、都市部無職者が 143 件で、6.5%を占め、農民が 70 件

で、3.2%を占め、公務員が 28 件で、1.3%を占め、農民工が 45 件で、2.0%を占め、農村

部無職者が 32 件で、1.4%を占め、自営業者が 73 件で、3.3%を占めている。また、その

他が 491 件で、22.2%を占め、データ欠損が 1,006 件で、45.5%を占めている。組織犯罪

の被害者には、サラリーマンと都市部無職者がよくみられることが分かる。 

 

表Ⅰ-3-46 被害者の職業 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

学生    41   1.9 
サラリーマン   282  12.8 
都市部無職者   143   6.5 
農民    70   3.2 
公務員    28   1.3 
農民工    45   2.0 
農村部無職者    32   1.4 
自営業者    73   3.3 
その他   491  22.2 
データ欠損 1,006  45.5 
合計 2,211 100.0 

 

被害の形態については、表Ⅰ-3-47をみると、生命が侵害されるが 149 件で、6.6%を占

め、身体に重傷を負うが 225 件で、9.9%を占め、身体に軽傷を負うが 655 件で、28.9%を

占め、財産の損失を被るが 534 件で、23.6%を占め、複数の傷害を負うが 241 件で、10.6%

を占めている。また、データ欠損が 460 件で、20.3%を占めている。この結果から、組織

犯罪において、身体に軽傷を負うと財産の損失を被るのが一般的であると推測できる。な

お、この部分の変量は複数の選択肢に関係するため、変量の合計は被害者の総人数より大

きい。 

被害者への賠償の状況については、表Ⅰ-3-48 をみると、附帯私訴による賠償が 296 件

で、13.4%を占めている。保険加入による賠償はなかった。関係組織体からの資金援助が

10 件で、0.5%を占め、加害側との示談による賠償が 37 件で、1.7%を占め、無賠償が 748

件で、33.8%を占めている。また、データ欠損が 1,120 件で、50.7%を占めている。被害

者が何の賠償も得ていないケースが多く存在することが分かる。 
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表Ⅰ-3-47 被害の形態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

生命が侵害される   149   6.6 
身体に重傷を負う   225   9.9 
身体に軽傷を負う   655  28.9 
財産の損失を被る   534  23.6 
複数の傷害を負う   241  10.6 
データ欠損   460  20.3 
合計 2, 264 100.0 

 

表Ⅰ-3-48 被害者への賠償の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

附帯私訴による賠償   296  13.4 
保険加入による賠償     0 0 
関係組織体からの資金援助    10   0.5 
加害側との示談による賠償    37   1.7 
無賠償   748  33.8 
データ欠損 1,120  50.7 
合計 2, 211 100.0 

 

被害法人（組織体）の業種については、表Ⅰ-3-49をみると、不動産業が 11 件で、1.3%

を占め、建築業が 19 件で、2.3%を占め、金融業が 11 件で、1.3%を占め、飲食業が 14 件

で、1.7%を占め、娯楽業が 20 件で、2.4%を占め、運輸業が 5 件で、0.6%を占めている。

また、その他の業種が 23 件で、2.7%を占め、データ欠損が 736 件で、87.7%を占めてい

る。娯楽業・建築業・飲食業と金融業の法人被害者が多くみられる。 

 

表Ⅰ-3-49 被害法人（組織体）の業種 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

不動産業  11   1.3 
建築業  19   2.3 
金融業  11   1.3 
飲食業  14   1.7 
娯楽業  20   2.4 
運輸業   5   0.6 
その他  23   2.7 
データ欠損 736  87.7 
合計 839 100.0 
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第１章 犯罪者の個人状況 

当ブロックでは、4 つの省（直轄市）について、26 の事件とその事件当事者 136 人に

対して情報収集及び調査を行なった。今回の調査研究で設定する北京ブロックには、北京

市、天津市、河北省及び山東省が含まれている。当ブロックの各省（直轄市）の資料は、

ばらばらでまとまりに欠けており、量的分析を行うことが困難であるため、調査グループ

は北京市のデータを基礎に研究を行うこととした。北京市は中国の政治、経済及び文化の

中心であり、所轄地域は小さいが、工業と商業が発達し、人口も多くかつ流動量が多い地

域である。それに呼応して、当該市の組織犯罪活動は活発で、犯罪行為が極めて典型的な

性質を帯びている。北京市の組織犯罪を調査サンプルとすることによって、北京ブロック

における大体の組織犯罪の現状及び発展傾向を読み取ることができる。北京各管轄区の司

法機関から大いなる協力が得られ、調査グループは最近 5 年間に結審した重大組織犯罪に

関する資料を取得することができた。その中には、事件当事者 136 人、事件に関わりのあ

る犯罪組織 14 団体が含まれている。ここでは、犯罪者及び犯罪組織の関連状況に対して

データ分析を行うこととする。 

 

１．自然状況 

 

犯罪者の性別については、表Ⅱ-1-1をみると、136 人の犯罪者のうち、男性が 134 人で、

98.5%を占めている。女性が 2 人で、わずか 1.5%を占めている。このことから分かるよう

に、北京ブロックにおける組織犯罪事件の性別に関しては、男性犯罪者が絶対多数を占め

ている。組織犯罪の犯罪手段は多種多様で、暴力や脅迫的な手段を含み、また賄賂及び高

度科学技術等の手段も含まれている。男性犯罪者は人数の上で絶対多数を占めているとい

うことから、北京地区の組織犯罪は未だ初期段階であり、暴力や脅迫は依然としてその基

本的な手段とされている。しかし、組織犯罪の知能化、隠蔽化が進むにつれ、女性犯罪者

の比率が上昇していくことが予測される。 

 

表Ⅱ-1-1 犯罪者の性別 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

男性 134  98.5 
女性  2   1.5 
合計 136 100.0 

 

犯罪組織への加入時の年齢については、表Ⅱ-1-2をみると、136人の犯罪者のうち、年

齢が18歳～25歳の者は12人で8.8%、26歳～35歳の者が55人で40.4%、36歳～45歳の者が
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51人で37.5%、46歳以上の者が10人で7.4%を占めている。データ欠損が8人で5.9%を占め

ている。これによって、一般犯罪者の低年齢化と異なり、当ブロックの組織犯罪者は青壮

年を主としていることが推断できる。犯罪手段は依然として主に暴力である実状から、組

織犯罪の犯罪者は主に青壮年であることが分かる。 

 

表Ⅱ-1-2 犯罪組織への加入時の年齢 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

18 歳～25 歳  12   8.8   8.8 
26 歳～35 歳  55  40.4  49.3 
36 歳～45 歳  51  37.5  86.8 
46 歳以上  10   7.4  94.1 
データ欠損   8   5.9 100.0 
合計 136 100.0  

 

戸籍国籍状況については、表Ⅱ-1-3をみると、136人の犯罪者のうち、地元の者が91人

で、66.9%を占めている。外来人員が41人で、30.1%を占めている。日本籍が1人で、0.7%

を占めている。その他が3人で、2.2%を占めている。このことから分かるように、北京地

区の組織犯罪は地元の者を主体とし、外地の者は補助的な存在で、外国籍は少数であると

いう構造を形成している。組織犯罪の重要な特徴は「力で支配権を握り、特定の業界又は

特定の地域に対して勢力を保つ」ことである。地理的環境を熟知し、事件後に隠蔽しやす

く、被害者に対して持続的に脅迫できるなどの点では、地元の者に有利である。一方、外

地の者にとってはこれらの実現は困難である。しかし同時に、北京の人口流動量が大きく、

外来の人員が多く、一部の者の犯罪組織への加入を防ぐことができない。データ上では、

外国籍の人数は極めて少ないが、このことを軽視することはできない。我々は特に外国の

黒社会勢力が中国の国内に浸透し、かつ彼らが国内の黒社会的組織と結託することを警戒

しなければならない。 

 

表Ⅱ-1-3 戸籍国籍状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元の人  91  66.9 
外来人員  41  30.1 
日本籍   1   0.7 
その他   3   2.2 
合計 136 100.0 

 

民族状況については、表Ⅱ-1-4をみると、136人の犯罪者のうち、漢族が123人で、90.4%

を占めている。回族と満族は5人ずつで、それぞれ3.7%を占めている。韓国籍が2人で、1.5%

を占めている。日本籍が1人で、0.7%を占めている。その他の少数民族はなかった。この

ことから分かるように、組織犯罪において、漢族の犯罪者は絶対多数を占めている。これ

は「居住民は漢族を主とし、その他の民族の居住民は比較的少ない」という北京地区の民
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族構成状況と合致している。 

 

表Ⅱ-1-4 民族状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

漢族 123  90.4 
回族   5   3.7 
満族   5   3.7 
韓国籍   2   1.5 
日本籍   1   0.7 
合計 136 100.0 

 

婚姻状況については、表Ⅱ-1-5をみると、136人の犯罪者のうち、データ欠損の部分を

除けば、残りの25人はいずれも既婚者であった。このことから、北京地区の組織犯罪の犯

罪者は、基本的に既婚の者が大多数を占めていると判断できる。これは、表Ⅱ-1-2で示し

た犯罪者の年齢状况と合致している。年齢構成からみれば、組織犯罪者は26歳～45歳に集

中しており、一方この年齢層の者は基本的に既婚者である。 

 

表Ⅱ-1-5 婚姻状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

既婚  25  18.4 
データ欠損 111  81.6 
合計 136 100.0 

 

表Ⅱ-1-6 居住状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

調査実施地の市街区に固定住所がある  28  20.6 
調査実施地の市街区に持家がある  56  41.2 
外地に固定住所がある  38  27.9 
固定住所がない   1   0.7 
中国の香港・マカオ・台湾地域に居住している   1   0.7 
日本に居住している   1   0.7 
その他外国に居住している   2   1.5 
データ欠損   9   6.6 
合計 136 100.0 

 

居住状況については、表Ⅱ-1-6をみると、全136人の犯罪者のうち、調査実施地の市街

区に固定住所がある者は28人で、20.6%を占めている。調査実施地の市街区に持家がある

者は56人で、41.2%を占めている。外地に固定住所がある者は38人で、27.9%を占めてい

る。固定住所がない者は1人で、0.7%を占めている。日本に居住している者は1人で、0.7%

を占めている。中国の香港・マカオ・台湾地域に居住している者は1人で、0.7%を占めて

いる。その他の外国に居住している者は2人で、1.5%を占めている。データ欠損は9人で、

6.6%を占めている。このことから分かるように、136人の犯罪者のうち、調査実施地の市

街区に居住している者が多数であり、61.8%を占めている。調査実施地の市街区に居住し

ている者に続いて、外地に固定住所を持つ者は27.9%を占めている。以上三者で計89.7%
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を占めていることから、組織犯罪の犯罪者の居住状況は比較的に安定しており、かつ多く

は地元の者を主体としていることが分かる。 

職業状況については、表Ⅱ-1-7をみると、犯罪者のうち、公務員が10人で7.4%、サラリ

ーマンが28人で20.6%、都市部無職者が7人で5.1%、農民が34人で25.0%、農村部無職者

が11人で8.1%、農民工が9人で6.6%、外来無職者が22人で16.2%、自営業者が5人で3.7%、

学生が1人で0.7%、その他の者が3人で2.2%を占めている。データ欠損が6人で4.4%を占め

ている。犯罪者の大多数は農民や、農民工及び無職者であり、計83名で、61.0%を占めて

いることが分かる。彼らは学力レベルが低く、仕事の機会が少ないため、犯罪組織の発起

人となりやすく、また犯罪組織に吸収されやすい。また、犯罪者の中の公務員の割合が7.4%

に達している。このことにより示されるように、政治権力は既に犯罪組織と結託し始め、

もはや従来の「庇護の傘」のように、組織犯罪において保護し保護される関係に限定され

ているわけではない。 

 

表Ⅱ-1-7 職業状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

公務員  10   7.4 
サラリーマン  28  20.6 
都市部無職者（地元）   7   5.1 
農民  34  25.0 
農村部無職者（地元）  11   8.1 
農民工   9   6.6 
外来無職者  22  16.2 
自営業者   5   3.7 
学生   1   0.7 
その他   3   2.2 
データ欠損   6   4.4 
合計 136 100.0 

 

家庭の経済状况については、表Ⅱ-1-8をみると、136人の犯罪者のうち、下層の者は36

人で26.5%、中下層の者は56人で41.2%、中間層の者は29人で21.3%、中上層の者は8人で

5.9%を占めている。データ欠損は7人で5.1%を占めている。全136人の犯罪者のうち、犯

罪者の家庭経済条件が比較的低い者は67.6%を占め、このことから、貧困が組織犯罪に加

わる重要な原因であることが分かる。貧困者は長期的に生活に困窮し、心理的バランスを

失いやすく、犯罪で貧困から脱出しようとする考え方が生じやすい。短期間で金持ちにな

る目的を達成するために、犯罪組織を結成して事件を起こすか、または犯罪組織に利用さ

れてしまう。 

学校教育の状况については、表Ⅱ-1-9をみると、136人の犯罪者のうち、小学校が19人

で14.0%、中学校が93人で68.4%、高校が9人で6.6%、大学が9人で6.6%、その他が3人で

2.2%を占めている。データ欠損は3人であった。データから分かるように、犯罪者のうち

初等教育及び小学校教育を受けたことのある者が多く、一方で7.0%にも満たない犯罪者の
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みが大学の学力レベルに達している。しかし、そのうち大学院卒は1人もいなかった。初

等教育及び小学校教育のみを受けた人は学力レベルが低く、仕事の機会が少ないため、犯

罪組織に取り込まれる対象となりやすい。しかし、組織犯罪が知能化、隠蔽化の方向に進

んでいくに伴い、高学歴の者が組織犯罪に加わる可能性も徐々に高くなっていくと考えら

れる。 

 

表Ⅱ-1-8 家庭の経済状况 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

下層  36  26.5  26.5 
中下層  56  41.2  67.7 
中間層  29  21.3  89.0 
中上層   8   5.9  94.9 
データ欠損   7   5.1 100.0 
合計 136 100.0  

 

表Ⅱ-1-9 学校教育の状况 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

小学校  19  14.0  14.0 
中学校  93  68.4  82.4 
高校   9   6.6  89.0 
大学   9   6.6  95.6 
大学院   0 0  95.6 
その他   3   2.2  97.8 
データ欠損   3   2.2 100.0 
合計 136 100.0  

 

表Ⅱ-1-10 前科非行歴 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同罪種の前科あり（非累犯）   8   5.7 
異罪種の前科あり（非累犯）  15  10.7 
常習犯であるが累犯ではない   1   0.7 
累犯  32  22.9 
行政違法記録あり   3   2.1 
前科非行歴のない  63  45.0 
その他   1   0.7 
データ欠損  17  12.1 
合計 140 100.0 

 

前科非行歴については、表Ⅱ-1-10をみると、136人の犯罪者のうち、異種罪前科のある

者は延べ15人で、10.7%を占めている。同種罪前科のある者は延べ8人で、5.7%を占めて

いる。累犯は32人で、22.9%を占めている。常習犯であるが累犯ではない者は1人で、0.7%

を占めている。行政違法記録を有す者は延べ3人で、2.1%を占めている。前科非行歴のな

い者は延べ63人で、45.0%を占めている。その他の者は1人で、0.7%を占めている。デー

タ欠損は17件で、12.1%を占めている。ここから分かるように、前科非行歴を有する者が

より組織犯罪に参加しやすい。これらの者は、犯行の経験が豊富で、捜査対抗能力が高く、

犯罪組織の構成メンバーに吸収され易い。また、前科非行歴を持つ一部の者は、幾度の教
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訓にも改めることなく、犯罪組織に頼って犯罪活動を行っているため、自発的に犯罪組織

に加わっている。 

 

２．組織犯罪への関与状況 

 

累犯の罪名については、表Ⅱ-1-11をみると、136人の犯罪者のうち、累犯ではない者は

56人で63.6%、盗窃罪を犯した者は4人で4.5%、故意殺人罪を犯した者は1人で1.1%、故意

傷害罪を犯した者は8人で9.1%、強姦罪を犯した者は2人で2.3%、強盗罪を犯した者は3人

で3.4%、恐喝略取罪を犯した者は1人で1.1%、その他の罪を犯した者は10人で11.4%を占

めている。データ欠損は3人で3.4%を占めている。累犯は主に財産犯罪及び人身傷害犯罪

に集中していることが分かる。つまり、主に暴力または暴力的脅迫の手段を用いて経済的

利益を攫取するという組織犯罪の特徴に合致している。 

 

表Ⅱ-1-11 累犯の罪名 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

盗窃罪  4   4.5 
故意殺人罪  1   1.1 
故意傷害罪  8   9.1 
強姦罪  2   2.3 
強盗罪  3   3.4 
恐喝略取罪  1   1.1 
その他の罪名 10  11.4 
累犯ではない 56  63.6 
データ欠損  3   3.4 
合計 88 100.0 

 

犯罪組織への加入期間については、表Ⅱ-1-12をみると、136人の犯罪者のうち、犯罪組

織の加入期間が半年未満の者は9人で6.6%、半年～１年の者は3人で2.2%、1年～2年の者

は1人で0.7%、2年～３年の者は2人で1.5%、3年～5年の者は2人で1.5%、5年以上の者は

30人で22.1%を占めている。データ欠損は89人で65.4%を占めている。この項目のデータ

欠損は比較的著しい。現有のデータによれば、犯罪組織への加入期間は一般に比較的長く、

これは犯罪組織自体の相対的な安定性という特徴と合致している。 

 

表Ⅱ-1-12 犯罪組織への加入期間 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

半年未満   9   6.6   6.6 
半年～1 年   3   2.2   8.8 
1 年～2 年   1   0.7   9.5 
2 年～3 年   2   1.5  11.0 
3 年～5 年   2   1.5  12.5 
5 年以上  30  22.1  34.6 
データ欠損  89  65.4 100.0 
合計 136 100.0  
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共犯者との関係については、表Ⅱ-1-13をみると、136人の犯罪者のうち、親族関係が2

人で2.0%、獄友関係が3人で3.0%、同僚関係が7人で7.1%、同郷関係が15人で15.2%を占

め、その他の関係が3人で3.0%を占めている。データ欠損は69人で69.7%を占めている。

この項目のデータ欠損も多いが、限られた資料をみれば、同僚関係及び同郷関係は組織犯

罪の二本柱であり、「知り合い社会」は組織犯罪集団における人間関係の特徴である。多数

の者は、同僚又は同郷の知り合い関係を通して互いに結び付き、一蓮托生、「共通の利益」

となる相互関係のネットワークを構築している。 

 

表Ⅱ-1-13 共犯者との関係 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

親族関係   2   2.0 
獄友関係   3   3.0 
同僚関係   7   7.1 
同郷関係  15  15.2 
その他   3   3.0 
データ欠損  69  69.7 
合計 136 100.0 

 

犯罪の実行段階については、表Ⅱ-1-14をみると、136人の犯罪者のうち、犯行既遂の者

は96人で、70.6%を占めている。犯行未遂の者は1人で、0.7%を占めている。データ欠損

は39人で、28.7%を占めている。つまり、組織犯罪の既遂率は非常に高い。組織犯罪は一

般犯罪と比べて、組織化のレベルが高く、目的性が強く、特定の犯罪を実行する時、しば

しば綿密に計画を立て、メンバー間の協力度が高く、犯行の既遂率も高い。 

 

表Ⅱ-1-14 犯罪の実行段階 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

既遂  96  70.6  70.6 
未遂   1   0.7  71.3 
データ欠損  39  28.7 100.0 
合計 136 100.0  

 

心身状態については、表Ⅱ-1-15をみると、136人の犯罪者のうち、健常者が131人で、

96.3%を占めている。身体障害者が5人で、3.7%を占めている。つまり、組織犯罪の犯罪

者は健常者が主である。犯罪組織は犯罪の実行が主な目的であるため、犯罪組織が構成メ

ンバーを選定する時は一定の条件を設けている。明らかに、身体的及び精神的ともに健全

な者の方が、より犯罪組織の構成メンバーに取り入れられやすいことが分かる。 

 

表Ⅱ-1-15 心身状態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

健常者 131  96.3 
障害者   5   3.7 
合計 136 100.0 
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罪への悔悛情状の有無については、表Ⅱ-1-16をみると、136人の犯罪者のうち、悔悛情

状がある者は25人で、18.4%を占めている。悔悛情状がないの者は27人で、19.9%を占め

ている。データ欠損は84人で、61.8%を占めている。限られたデータから分かるように、

罪への悔悛情状の有無の割合は基本的に同程度を保っている。 

 

表Ⅱ-1-16 罪への悔悛情状の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

悔悛情状あり  25  18.4 
悔悛情状なし  27  19.9 
データ欠損  84  61.8 
合計 136 100.0 

 

犯罪組織への加入理由については、表Ⅱ-1-17をみると、136人の犯罪者のうち、自発的

に加入した者は38人で、27.9%を占めている。他人の紹介で加入した者は1人で、0.7%を

占めている。犯罪組織を結成または指揮した者は11人で、8.1%を占めている。データ欠損

は86人で、63.2%を占めている。つまり、自発的に犯罪組織に参加する者の占める割合が

高い。 

 

表Ⅱ-1-17 犯罪組織への加入理由 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

結成または指揮  11   8.1 
自発的加入  38  27.9 
他人の紹介で加入   1   0.7 
データ欠損  86  63.2 
合計 136 100.0 

 

利益の獲得状況については、表Ⅱ-1-18をみると、136人の犯罪者のうち、経済的利益を

獲得した者は54人で、39.7%を占めている。利益の獲得がなかった者は22人で、16.2%を

占めている。非経済的利益を獲得した者は2人で、1.5%を占めている。データ欠損は58人

で、42.6%を占めている。上記のデータから分かるように、犯罪者の組織犯罪への参加目

的は利益の獲得であり、特に経済的利益の獲得である。 

 

表Ⅱ-1-18 利益の獲得状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

経済的利益の獲得  54  39.7 
非経済的利益の獲得   2   1.5 
利益がない  22  16.2 
データ欠損  58  42.6 
合計 136 100.0 

 

共犯の種類については、表Ⅱ-1-19をみると、136人の犯罪者のうち、主犯（犯罪集団を

結成または指揮し、犯罪活動または共同犯罪において重要な役割を果たしている者）が57
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人で、41.9%を占めている。従犯（共同犯罪において副次的または補助的な役割を果たす

者）が59人で、43.4%を占めている。その他が16人で、11.8%を占めている。データ欠損

が4人で、2.9%を占めている。つまり、主犯と従犯の割合は基本的にはバランスを保って

いる。 

 

表Ⅱ－1－19 共犯の種類 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

主犯  57  41.9  41.9 
従犯  59  43.4  85.3 
その他  16  11.8  97.1 
データ欠損   4   2.9 100.0 
合計 136 100.0  

 

３．処罰関連状況 

事件発覚の端緒については、表Ⅱ-1-20をみると、事件発覚の端緒のうち、通報によるも

のは13件で、10.0%を占めている。他の事件からの発覚は7件で、5.4%を占めている。被

害届の提出及び共犯者の供述によるものは5件ずつで、それぞれ3.8%を占めている。告発

によるものは4件で、3.1%を占めている。自首によるものは2件で、1.5%を占めている。

その他のケースは8件で、6.2%を占めている。データ欠損は86件で、66.2%を占めている。

事件発覚の端緒のうち、通報及び他の事件からの発覚の割合が比較的に高いことが分かる。

自首のケースは比較的に少ない。データ欠損の状況を考慮しなければ、通報が事件発覚の

主な端緒である。このことから、中国の国民は組織犯罪と戦う気持ちを持っており、人々

が組織犯罪の取締りに取り組む意識が比較的高いことが分かる。国はこのことを重視すべ

きであり、また、様々な方法を用いて、通報者の合法的権益を守らなければならない。 

 

表Ⅱ-1-20 事件発覚の端緒 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

被害届の提出   5   3.8 
通報  13  10.0 
告発   4   3.1 
他の事件からの発覚   7   5.4 
共犯者の供述によるもの   5   3.8 
自首   2   1.5 
その他   8   6.2 
データ欠損  86  66.2 
合計 130 100.0 

 

自首の有無については、表Ⅱ-1-21をみると、136人の犯罪者のうち、自首ありは14人で、

10.3%を占めている。自首なしは113人で、83.1%を占めている。データ欠損は9人で、6.6%

を占めている。多数の犯罪者は自首の情状がないことが分かる。犯罪組織の構成員は相対

的に固定されており、組織の規律が厳しく、加入者の多くは「洗脳」され、犯罪の意志を
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強く持っている。実務において、自首が少ないことが捜査に困難をもたらしている。 

 

表Ⅱ-1-21 自首の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自首あり  14  10.3 
自首なし 113  83.1 
データ欠損   9   6.6 
合計 136 100.0 

 

犯罪捜査などに貢献した功績の有無については、表Ⅱ-1-22をみると、136人の犯罪者の

うち、功績がない者は99人で、72.8%を占めている。功績のある者のうち、一般的な功績

の者は3人で、2.2%を占めている。顕著な功績のある者はいなかった。データ欠損は34人

で、25.0%を占めている。データから分かるように、大多数の犯罪者は功績の情状がなく、

個別に功績の情状がある場合でも、一般的な功績であり、顕著な功績の情状のあるケース

はまだ存在していない。 

 

表Ⅱ-1-22 犯罪捜査などに貢献した功績の情状の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

一般的な功績   3   2.2   2.2 
功績の情状なし  99  72.8  75.0 
データ欠損  34  25.0 100.0 
合計 136 100.0  

 

判决の状況については、表Ⅱ-1-23をみると、136人の犯罪者のうち、88人は3年以上10

年以下の有期懲役に処され、64.7%を占めている。23人は3年以下の有期懲役に処され、

16.9%を占めている。25人は10年及び10年以上の有期懲役に処され、18.4%を占めている。

死刑及び無期懲役のケースはなかった。つまり、3年以上10年以下の有期懲役に処された

犯罪者の占める割合は最も高く、3年以下の有期懲役と10年及び10年以上の有期懲役の犯

罪者の占める割合は同じ程度である。全体からみれば、中間大、両端小という量刑の分布

状況を呈している。北京地区の組織犯罪の悪質度は、まだ中間レベルであると推断できる。 

 

表Ⅱ-1-23 判决の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

3 年以下の有期懲役  23  16.9  16.9 
3 年以上 10 年以下の有期懲役  88  64.7  81.6 
10 年及び 10 年以上の有期懲役  25  18.4 100.0 
合計 136 100.0  

 

政治的権利剥奪の有無については、表Ⅱ-1-24をみると、136人の犯罪者のうち、政治的

権利を剥奪された者は18人で、13.2%を占めている。政治的権利を剥奪されなかった者は

118人で、86.8%を占めている。つまり、絶対多数の犯罪者は政治的権利を剥奪されていな
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い。政治的権利が剥奪されるのは、国家安全に危害を与える犯罪、及びその他の罪行が重

大で死刑及び無期懲役に処される者に多く適用されている。絶対多数の犯罪者が政治的権

利を剥奪されていないことは、改めて北京地域の組織犯罪の悪質程度はまだ中間レベルで

あることを示している。 

 

表Ⅱ-1-24 政治的権利剥奪の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

剥奪がある  18  13.2 
剥奪がない 118  86.8 
合計 136 100.0 

 

判決後の状況については、表Ⅱ-1-25をみると、判決後に上訴した者は26人で、19.1%を

占めている。上訴していない者は41人で、30.1%を占めている。データ欠損は69人で、50.7%

を占めている。このことから分かるように、判決後に上訴した犯罪者は少数であり、多く

の犯罪者は上訴していない。このことから、中国の司法機関による組織犯罪に対する決定

及び処罰についての性質は、科学的かつ合理的なものであり、容認されうるものと考えら

れる。  

 

表Ⅱ-1-25 判決後の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

上訴  26  19.1 
未上訴  41  30.1 
データ欠損  69  50.7 
合計 136 100.0 
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第２章 組織犯罪の組織状况 

１．犯罪組織の自然状況 

 

犯罪組織の構造については、表Ⅱ-2-1をみると、14団体の犯罪組織のうち、緻密型の黒

社会的組織は6団体で、42.9%を占めている。散漫型の犯罪グループは8団体で、57.1%を

占めている。一般的に、犯罪組織は3つに分類することができる。即ち、黒社会型、黒社

会的組織型及びグループ型である。そのうち、黒社会型は犯罪組織の上級形態である。黒

社会的組織型は犯罪組織における中級形態である。一方、グループ型は犯罪組織における

初級形態である。上記のデータによって示されるように、現在の北京地区では、まだ典型

的な黒社会型組織はなく、組織犯罪の発展程度は依然として初級、中級の発展レベルであ

る。  

また、犯罪組織の結成様態については、調査データに基づけば、14の犯罪組織はすべて

自発的に形成されたものである。このことから分かるように、北京地区の犯罪組織は主に

自発的に形成されたものであり、海外浸透型は基本的に存在していない。これは内陸地で

ある北京地区の地理的環境と関係している。 

 

表Ⅱ－2－1 犯罪組織の構造 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

黒社会的組織型（厳密型）  6  42.9 
グループ型（散漫型）  8  57.1 
合計 14 100.0 

 

犯罪組織の存立様態については、表Ⅱ-2-2をみると、14の犯罪組織のうち、隠れ蓑にす

る合法的な機構を持つ犯罪組織は4団体で、28.6%を占め、隠れ蓑にする合法的な機構を持

たない犯罪組織は3団体で、21.4%を占め、データ欠損は7団体で、50.0%を占めている。

データ欠損の部分を除けば、隠れ蓑にする合法的な機構を持たない犯罪組織は3団体で、

分析可能事件の42.9%を占めている。隠れ蓑にする合法的な機構を持つ犯罪組織は4団体で、

分析可能事件の57.1%を占めている。このことは、北京地区の組織犯罪の新たな発展傾向

として、合法的な機構を隠れ蓑に、隠蔽性が強化されていることを示している。 

 

表Ⅱ-2-2 犯罪組織の存立様態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

隠れ蓑にする合法的な機構を持つ犯罪組織  4  28.6 
隠れ蓑にする合法的な機構を持たない犯罪組織  3  21.4 
データ欠損  7  50.0 
合計 14 100.0 
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犯罪組織構成員の人数については、表Ⅱ-2-3をみると、構成員が10人である犯罪組織は

3団体で、27.3%を占めている。34人、37人及び9人の犯罪組織は1団体ずつで、それぞれ

9.1%を占めている。6人の犯罪組織は2団体で、18.2%を占めている。データ欠損は3団体

で、27.3%を占めている。このことから分かるように、調査した当ブロックの犯罪組織の

うち、6人から10人の犯罪組織が占める割合が最も高く、分析可能事件の75%を占め、30

人以上からなる犯罪組織は少数である。データに基づけば、北京地区は少人数、小規模の

犯罪組織を主としていることが明らかに示された。前述したように当ブロックの組織犯罪

類型は、典型的な黒社会犯罪は未だになく、主に黒社会的組織犯罪及びグループ型犯罪で

あるという結論が実証された。 

 

表Ⅱ-2-3 犯罪組織構成員の人数 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

6 名  2  18.2  18.2 
9 名  1   9.1  27.3 

10 名  3  27.3  54.6 
34 名  1   9.1  63.7 
37 名  1   9.1  72.8 
データ欠損  3  27.3 100.0 
合計 11 100.0  

 

犯罪組織の結成時期については、表Ⅱ-2-4をみると、1995年に設立した犯罪組織は1団

体で、11.1%を占めている。1996年に設立した犯罪組織は4団体で、44.4%を占めている。

1997年に設立した犯罪組織は3団体で、33.3%を占めている。2008年に設立した犯罪組織

は1団体で、11.1%を占めている。データに基づけば、1996年及び1997年は当ブロックに

おける犯罪組織形成時期のピークであったことが分かる。注意すべきことは、1996年は中

央政府が展開した「取締り強化」キャンペーンを行った年であった。その「取締り強化」

の主な任務とは、「黒社会的犯罪グループの勢力を厳しく取り締まる」ことであった。この

ような背景の下にもかかわらず、1996年及び1997年は意外にも犯罪組織の形成が多い時期

となっていた。これは組織犯罪にはそれ自体に特徴があることを示している。また同時に、

「取締り強化」の刑事的政策は、組織犯罪に対して、単なる「一時的な対策であり、根本

的な措置となっていない」こと、防犯上の役割を達成することは困難であることも示して

いる。 

 

表Ⅱ-2-4 犯罪組織の結成時期 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

1995 年 1  11.1  11.1 
1996 年 4  44.4  55.5 
1997 年 3  33.3  88.8 
2008 年 1  11.1 100.0 
合計 9 100.0  
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犯罪組織の検挙時期については、表Ⅱ-2-5をみると、2003年、2004年、2006年、2007

年、2009年にそれぞれ1団体ずつの犯罪組織が検挙され、7.1%を占めている。2005年に検

挙された犯罪組織は7団体で、50.0%を占めている。2008年に検挙された犯罪組織は2団体

で、14.3%を占めている。このことから分かるように、2005年は犯罪組織検挙件数の最も

多い年であり、2005年に犯罪組織の犯罪活動が比較的頻発したことを側面から示している。 

 

表Ⅱ-2-5 犯罪組織の検挙時期 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

2003 年  1   7.1   7.1 
2004 年  1   7.1  14.3 
2005 年  7  50.0  64.3 
2006 年  1   7.1  71.4 
2007 年  1   7.1  78.6 
2008 年  2  14.3  92.9 
2009 年  1   7.1 100.0 
合計 14 100.0  

 

２．犯罪組織の犯罪状况 

犯罪組織と関わりのある罪名については、表Ⅱ-2-6をみると、14の組織が関わった罪名

には以下のものがある。 

 

表Ⅱ-2-6 犯罪組織と関わりのある罪名 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

黒社会的組織の庇護放任罪  1   1.9 
賭博罪  3   5.6 
銃器不法所持罪  4   7.4 
不法監禁罪  1   1.9 
集団乱闘罪  3   5.6 
恐喝略取罪  6  11.1 
傷害罪  5   9.3 
密航罪  4   7.4 
犯人隠匿庇護罪  2   3.7 
贈賄罪  3   5.6 
事件挑発惹起罪 10  18.5 
黒社会的組織の結成指揮加入罪  6  11.1 
その他の罪  6  11.1 
合計 54 100.0 

 

黒社会的組織の庇護放任罪は1件で1.9%、賭博罪は3件で5.6%、銃器不法所持罪は4件で

7.4%、不法監禁罪は1件で1.9%、集団乱闘罪は3件で5.6%、恐喝略取罪は6件で11.1%、傷

害罪は5件で9.3%、密航罪は4件で7.4%、犯人隠匿庇護罪は2件で3.7%、贈賄罪は3件で5.6%、

事件挑発惹起罪は10件で18.5%、黒社会的組織の結成指揮加入罪は6件で11.1%を占めてい

る。組織犯罪に関わりのある罪名は多く、繁雑であるが、依然として法則性を持っている。

一般的に、犯罪組織は発展拡張の際、まず主として暴力に依存した状態から徐々に暴力を

弱めていくプロセスを経る。物質的財産及び実力を蓄えていく段階においては、犯罪組織
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は暴力を振るうかまたは暴力を威嚇の手段とする。しかし、一方でその発展拡張が一定の

レベルに達した時、経済、政治及び文化分野に向けて浸透し始める。この時、犯罪手段は

多様化し始め、かつ暴力及び暴力を威嚇の手段とするとは限らないようになる。現在、中

国の組織犯罪は依然として暴力及び暴力による威嚇が主な手段であり、銃器不法所持罪、

集団乱闘罪、傷害罪、事件挑発惹起罪、不法監禁罪等が比較的高い割合を占めている。 

 犯罪類型については、表Ⅱ-2-7をみると、14団体の犯罪組織のうち、単一型は4団体で、

28.6%を占めている。複合型は1団体で、7.1%を占めている。複雑型は8団体で、57.1%を

占めている。データ欠損は1団体で、7.1%を占めている。このことから分かるように、不

特定の犯罪を実行する複雑型の犯罪形態の割合が比較的高い。この主な原因は犯罪組織の

構成員が多く、緻密な犯罪計画を有し、複数種類の犯行能力を持っているからである。 

 

表Ⅱ-2-7 犯罪類型 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

単一型（1 種類のみの特定犯罪を実行するもの。例えば、薬物密売）  4  28.6 
複合型（多種の同類犯罪を実行するもの。例えば、経済犯罪）  1   7.1 
複雑型（不特定の犯罪を実行するもの）  8  57.1 
データ欠損  1   7.1 
合計 14 100.0 

 

犯罪組織の活動の範囲については、表Ⅱ-2-8をみると、14団体の犯罪組織のうち、犯罪

の活動範囲が地元の市街区または周辺地域であるのは10団体で、71.4%を占めている。国

を跨っているのは4団体で、28.6%を占めている。このことから分かるように、組織犯罪は

明確な地域性を有している。しかし同時に、国を跨って行う犯罪も既に出現している。こ

のような結果は、前述した組織犯罪者の戸籍に関する分析で得られた結果と一致している。 

国を跨って行われる犯罪の出現は、組織犯罪の活動が外へ拡張し始めていることを示して

おり、この拡張傾向を重視すべきである。 

 

表Ⅱ-2-8 犯罪組織の活動の範囲 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元の市街区または周辺地域 10  71.4  71.4 
国を跨っている  4  28.6 100.0 
合計 14 100.0  

 

犯罪手段については、表Ⅱ-2-9をみると、脅迫手段の使用が8件で、20.0%を占めている。

一般的な暴力肢体接触が6件で、15.0%を占めている。規制刃物または鈍器の使用がそれぞ

れ5件で、12.5%ずつを占めている。詐欺が3件で、7.5%を占めている。銃器弾薬または爆

発物の使用が2件で、5.0%を占めている。その他の手段が9件で、22.5%を占めている。こ

のことから分かるように、現在北京地区の犯罪組織は脅迫、一般的な暴力肢体接触及び刃

物・鈍器の使用を主な手段としている。これは前述した北京地区の組織犯罪はまだ初・中
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期の発展段階にあるとの分析結果と合致している。 

 

表Ⅱ-2-9 犯罪手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

詐欺  3   7.5 
爆発物の使用  2   5.0 
規制刃物の使用  5  12.5 
鈍器の使用  5  12.5 
銃器弾薬の使用  2   5.0 
脅迫  8  20.0 
一般的な暴力肢体接触  6  15.0 
その他手段  9  22.5 
合計 14 100.0 

 

犯罪対象については、表Ⅱ-2-10をみると、不特定の個人が11件で47.8%、不特定の企業

が4件で17.4%、特定の企業が2件で8.7%、特定の個人が3件で13.0%、公務員が1件で4.3%

を占めている。そして、データ欠損は2件で8.7%を占めている。つまり、組織犯罪にとっ

て、犯罪対象の多くは不特定の個人又は企業であることが分かる。このことからは、いか

なる人または財産のいずれも組織犯罪の犯罪対象となりうることを示しており、そのため、

組織犯罪に対する防御は多方面にわたるものでなければならないことが分かる。 

 

表Ⅱ-2-10 犯罪対象 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ

（司法機関、行政法律執行機関）公務員  1   4.3 
不特定の個人 11  47.8 
不特定の企業  4  17.4 
特定の個人（例えば、ダンスホール嬢、タクシードライバー）   3  13.0 
特定の企業（例えば、飲食、娯楽などの企業に対して保護費を受領）   2   8.7 
データ欠損  2   8.7 
合計 23 100.0 

 

３．犯罪組織の資金状况 

 

資金源については、表Ⅱ-2-11をみると、犯罪の所得は7件で30.4%、被害者に資金の提

供を要求は3件で13.0%、経営の所得は2件で8.7%、内部集金は1件で4.3%、その他は2件で

8.7%、データ欠損は8件で34.8%を占めている。このことから分かるように、犯罪組織の

資金源は犯罪による収益を主とし、被害者からの提供及び経営の所得は副次的なものであ

る。経済的利益を獲得することは犯罪組織の根本的な目的である。犯罪等の不法活動によ

って直接に財物を獲得することがその主な手段である。しかし、近年、組織犯罪に新たな

発展傾向が現れた。即ち、一部の犯罪組織は部分的に合法的経営手段を用いて経済的利益

を獲得し始めており、隠蔽性を更に強めているのである。 

 被害者に対する資金提供要求の名目については、表Ⅱ-2-12をみると、当事者個人名義は

5件で、26.3%を占めている。被害者に対する資金提供の要求がないものは4件で、21.1%
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を占めている。犯罪組織の名義及び借金の名目をもって、被害者に対して資金の提供を要

求するものは2件ずつで、10.5%を占めている。保護費の徴収を名目としたのは1件で、5.3%

を占めている。データ欠損は2件で、10.5%を占めている。このことから分かるように、被

害者に対する資金提供要求の名義・名目の多くは犯罪者個人の名義によるものであり、犯

罪組織名義のものあるが、その割合は相対的に低い。 

 

表Ⅱ-2-11 資金源 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

犯罪の所得  7  30.4 
経営の所得  2   8.7 
内部集金  1   4.3 
被害者に資金の提供を要求  3  13.0 
その他  2   8.7 
データ欠損  8  34.8 
合計 23 100.0 

 

表Ⅱ-2-12 被害者に対する資金提供要求の名目 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

被害者に対する資金提供の要求がない  4  21.1 
犯罪組織の名義  2  10.5 
借金の名目  2  10.5 
保護費徴集の名目  1   5.3 
当事者個人の名義  5  26.3 
その他  3  15.8 
データ欠損  2  10.5 
合計 19 100.0 

 

被害者への資金または利益強要等の内容については、表Ⅱ-2-13をみると、取引の強要が

4件で15.4%、特定商品を販売させるものが3件で11.5%、労務を提供させるものが1件で

3.8%、賭博等の不法債務または損害賠償金を支払わせるものがそれぞれ4件で15.4%、そ

の他は4件で15.4%、データ欠損は2件で7.7%を占めている。このことから分かるように、

犯罪者による被害者への資金または利益強要等の内容は多様で、取引の強要及び不法債務

または損害賠償金の支払いを要求するものが主である。 

 

表Ⅱ-2-13 被害者への資金または利益強要等の内容 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

取引の強要  4  15.4 
特定商品を販売させる  3  11.5 
労務を提供させる  1   3.8 
賭博等の不法債務を支払わせる  4  15.4 
損害賠償金を支払わせる  4  15.4 
資金提供を要求しない  4  15.4 
その他  4  15.4 
データ欠損  2   7.7 
合計 26 100.0 

 

資金獲得の手段については、表Ⅱ-2-14をみると、暴力が4件で20.0%、脅迫が5件で25.0%、
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賭博または再投資がそれぞれ2件で10.0%ずつを占めている。データ欠損は7件で35.0%を

占めている。このことから分かるように、組織犯罪の資金獲得の手段は、主に暴力及び脅

迫であり、非暴力手段によって財物を得たものは少数である。北京地域の組織犯罪は初期・

中期の発展段階にあるとの分析の結論はこのことによっても改めて証明された。 

 

表Ⅱ-2-14 資金の獲得手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

暴力  4  20.0 
脅迫  5  25.0 
賭博  2  10.0 
再投資  2  10.0 
データ欠損  7  35.0 
合計 20 100.0 

 

犯罪資金の主な使途については、表Ⅱ-2-15をみると、利益の配分が7件で26.9%、個人

的な浪費が5件で19.2%、贈賄が3件で11.5%、その他の犯罪資金、再投資及び企業の設立

と経営がそれぞれ1件で3.8%を占めている。また、その他が2件で7.7%、データ欠損が6件

で23.1%を占めている。このことから分かるように、犯罪資金の使途は犯罪者の個人的な

浪費または犯罪組織内の利益の配分が主で、次いで贈賄、その他の犯罪資金、再投資及び

企業を設立して経営を行うのに用いられる。現在、北京地区の犯罪組織の犯罪資金は日増

しに複雑化、隠蔽化及び多様化しており、経済分野及び政治分野への浸透傾向が明らかと

なった。 

 

表Ⅱ-2-15 犯罪資金の主な使途 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

利益の配分  7  26.9 
個人的な浪費  5  19.2 
贈賄  3  11.5 
その他の犯罪資金  1   3.8 
再投資  1   3.8 
企業の設立と経営  1   3.8 
その他  2   7.7 
データ欠損  6  23.1 
合計 26 100.0 

 

４．犯罪組織の「庇護の傘」 

 

「庇護の傘」となる公務員の職種については、表Ⅱ-2-16 をみると、警察職員が 5 件で、

31.2%を占め、その他の公務員が 2 件で、12.5%を占めている。データ欠損が 9 件で、56.2%

を占めている。このことから分かるように、警察職員は犯罪組織の主な「庇護の傘」とな

っている。これは公安警察機関の職責と関連がある。公安警察機関は組織犯罪の捜査業務

を担当しているため、公安警察機関内部で「庇護の傘」を見つけることは、犯罪組織にと

って法的制裁を回避するための最大限の保証となる。 
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表Ⅱ-2-16 「庇護の傘」となる公務員の職種 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

警察職員  5  31.2 
その他の公務員  2  12.5 
データ欠損  9  56.2 
合計 16 100.0 

 

「庇護の傘」となる公務員の階級については、表Ⅱ-2-17 をみると、課長級及び課長級

以下の公務員が 5 件で、35.7%を占めている。データ欠損が 9 件で、64.3%を占めている。

このことから分かるように、黒社会と関わりのある地方公務員の階級は、主に課長級及び

それ以下の階級であった。課長級及びそれ以下の級別の地方公務員は、一般職員の身分で

あるため、個別の組織犯罪と密接に接触しているため、犯罪組織に誘惑され、取り込まれ

又は脅迫されやすく、「庇護の傘」になりやすい。更に甚だしい場合には犯罪組織に加入し

てしまうケースもある。このことによって示唆されたように、我々は現段階において持続

性のある体制を構築しなければならず、組織犯罪の撲滅と腐敗防止をリンクさせて闘争し

なければならない。 

 

表Ⅱ-2-17 「庇護の傘」となる公務員の階級 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

課長級及び課長級以下の公務員  5  35.7  35.7 
データ欠損  9  64.3 100.0 
合計 14 100.0  

 

表Ⅱ-2-18 黒社会に関係する業種 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

飲食業  2  10.5 
不動産業  2  10.5 
娯楽業  2  10.5 
建築業  1   5.3 
小売業  1   5.3 
運輸業  1   5.3 
その他  2  10.5 
データ欠損  8  42.1 
合計 19 100.0 

 

黒社会に関係する業種については、表Ⅱ-2-18 をみると、飲食業、不動産業、娯楽業が

それぞれ 2 件で 10.5%、建築業、小売業、運輸業がそれぞれ 1 件で 5.3%、その他は 2 件

で 10.5%を占めている。データ欠損は 8 件で 42.1%を占めている。このことから分かるよ

うに、黒社会に関係する業種のうち、不動産業、飲食業及び娯楽業は比較的多く、その他

の業種は相対的に少ない。これは業種自体の特徴と関連している。不動産業は利益獲得の

程度が大きく、犯罪組織にとってより魅力的である。一方、飲食及び娯楽業は人が多くか

つ複雑であるため、犯行に有利な場所であり、更に犯罪組織に好まれやすい場所である。 
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第３章 犯罪被害者の状況 

１、犯罪被害者の基本状況 

 

犯罪被害者の類別については、表Ⅱ-3-1 をみると、自然人被害が 36 件で、83.7%を占

め、法人被害が 1 件で、2.3%を占め、両者併存が 6 件で、14.0%を占めている。このこと

から分かるように、 組織犯罪において、自然人の方がより被害者になりやすい。自然人は

法人と比べて、防犯能力が低く、より犯罪の対象になりやすい。また、現在北京地区の組

織犯罪は主に暴力又は脅迫の手段が用いられていることから、自然人は暴力又は暴力によ

る脅迫の対象となりやすいことは明らかである。 

 

表Ⅱ-3-1 犯罪被害者の類別 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自然人被害 36  83.7 
法人(組織体)被害  1   2.3 
両者併存  6  14.0 
合計 43 100.0 

 

犯罪被害者の過誤については、表Ⅱ-3-2をみると、被害者に過誤のないものが34件で、

77.3%を占め、被害者に過誤のあるものが8件で、18.2%を占めている。データ欠損は2件

で、4.5%を占めている。このことから分かるように、組織犯罪において、犯罪被害者に過

誤のないケースが多数を占め、過誤があるケースは非常に低い割合を占めている。これは、

組織犯罪の随意性が高く、犯罪対象が不確定である特徴を持つことを示している。この特

徴は組織犯罪の取締りに困難をもたらしている。 

 

表Ⅱ-3-2 犯罪被害者の過誤 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

過誤なし 34  77.3 
過誤あり  8  18.2 
データ欠損  2   4.5 
合計 44 100.0 

 

表Ⅱ-3-3 犯罪被害者の性別 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

男性 70  94.6 
女性  4   5.4 
合計 74 100.0 

 

犯罪被害者の性別については、表Ⅱ-3-3をみると、男性が70件で、94.6%を占め、女性

が4件で、5.4%を占めている。このことから分かるように、犯罪被害者は男性を主として
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いる。男性は女性に比べて、公共の場所に出入りすることが多く、かつ社会関係が複雑で

あるため、より組織犯罪の被害対象になりやすいと考えられる。 

 

２．犯罪被害の状況 

 

被害発生の時期については、表Ⅱ-3-4 をみると、出勤または登校中が 39 件で 42.9%、

退勤または放課後が 8 件で 8.8%、在宅中が 7 件で 7.7%、その他が 34 件で 37.3%を占め

ている。データ欠損は 3 件で 3.3%を占めている。このことから分かるように、被害者の

被害時期は主に出勤または登校中である。 

 

表Ⅱ-3-4 被害発生の時期 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

出勤または登校中 39  42.9 
退勤または放課後  8   8.8 
在宅中  7   7.7 
その他 34  37.3 
データ欠損  3   3.3 
合計 91 100.0 

 

被害発生の場所については、表Ⅱ-3-5をみると、通勤または通学途中が 36 件で 39.6%、

娯楽の店が 12 件で 13.2%、帰宅途中が 5 件で 5.5%、自宅が 4 件で 4.4%、その他が 29 件

で 31.9%を占めている。データ欠損が 3 件で 3.3%を占めている。このことから分かるよ

うに、通勤または通学途中及び娯楽の店は被害の頻発する場所である。 

 

表Ⅱ-3-5 被害発生の場所 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

通勤または通学途中 36  39.6 
娯楽の店 12  13.2 
帰宅途中  5   5.5 
自宅  4   4.4 
その他 29  31.9 
データ欠損  3   3.3 
合計 91 100.0 

 

被害発生の原因については、表Ⅱ-3-6 をみると、偶発的な被害が 35 件で 37.2%、経営

のトラブルによる被害が 18 件で 19.1%、争いによる被害が 17 件で 18.1%、生活のトラブ

ルによる被害が 13 件で 13.8%を占めている。また、その他が 11 件で 11.7%を占めている。

このことから分かるように、被害原因のうち、偶発的な被害は依然として多数を占め、ト

ラブルまたは争いによる被害も一定の割合を占めている。 

被害者と加害者の関係については、表Ⅱ-3-7をみると、面識のない場合が 66件で、73.3%

を占め、知人関係が 19 件で、21.1%を占めている。また、その他の関係が 5 件で、5.6%
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を占めている。このことから分かるように、組織犯罪は通常面識のない人に侵害を加え、

知人に侵害を加えることが比較的に少ないが、これを軽視すべきではない。 

 

表Ⅱ-3-6 被害発生の原因 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

偶発的な被害 35  37.2 
経営のトラブルによる被害 18  19.1 
争いによる被害 17  18.1 
生活のトラブルによる被害 13  13.8 
その他 11  11.7 
合計 94 100.0 

 

表Ⅱ-3-7 被害者と加害者の関係 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

面識のない人 66  73.3 
知人 (非親戚) 19  21.1 
その他  5   5.6 
合計 90 100.0 

 

被害者の職業については、表Ⅱ-3-8 をみると、サラリーマンが 16 件で 17.2%、自営業

者が 13 件で 14.0%、農民が 11 件で 11.8%、都市部無職者、農民工、学生がそれぞれ 1 件

で 1.1%ずつを占めている。また、その他が 10 件で 10.8%を占め、データ欠損が 40 件で

43.0%を占めている。このことから分かるように、組織犯罪の被害者の職業は主にサラリ

ーマン、自営業者、農民であり、その他の職業の割合は比較的低い。中国の組織犯罪グル

ープが持つ金儲け及び弱者侮辱の行為特性が犯罪被害者の職業の特徴に反映している。農

民がやや高い割合を占めているのは、現在農村基層部で「悪辣化」現象が日増しに明確と

なっていることに起因している。 

 

表Ⅱ-3-8 被害者の職業 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

サラリーマン 16  17.2 
自営業者 13  14.0 
農民 11  11.8 
都市部無職者  1   1.1 
農民工  1   1.1 
学生  1   1.1 
その他 10  10.8 
データ欠損 40  43.0 
合計 93 100.0 

 

被害の形態については、表Ⅱ-3-9 をみると、身体に軽傷を負うものが 39 件で 41.1%、

身体に重傷を負うものが 6 件で 6.3%、財産の損失を被るものが 36 件で 37.9%、複数の傷

害を負うものが 6 件で 6.3%、生命が侵害されるものが 2 件で 2.1%を占めている。そして、

データ欠損が 6 件で 6.3%を占めている。このことから分かるように、組織犯罪による被

害の形態は、身体に軽傷を負うと財産の損失を被るのが一般的であり、重傷及び死亡させ
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るのが比較的に少ない。これは組織犯罪グループの重要な性質を示している。つまり、犯

罪を通して金銭またはその他の物質的利益を獲得する性質である。 

 

表Ⅱ-3-9 被害の形態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

生命が侵害される  2   2.1 
身体に重傷を負う  6   6.3 
身体に軽傷を負う 39  41.1 
財産の損失を被る 36  37.9 
複数の傷害を負う  6   6.3 
データ欠損  6   6.3 
合計 95 100.0 

 

被害者への賠償の状況については、表Ⅱ-3-10をみると、附帯私訴による賠償が 17 件で

20.5%、加害側との示談による賠償が 6 件で 7.2%、無賠償が 35 件で 42.2%を占めている。

そして、データ欠損は 25 件で 30.1%を占めている。このことから分かるように、組織犯

罪において、被害者は賠償を得ることが難しい。事実上、被害者の賠償問題が難しいのは、

組織犯罪の場合のみならず、その他の事件でも同じである。 

 

表Ⅱ-3-10 被害者への賠償の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

附帯私訴による賠償 17  20.5 
加害側との示談による賠償  6   7.2 
無賠償 35  42.2 
データ欠損 25  30.1 
合計 83 100.0 

 

３．被害法人（組織体）の状況 

 

被害法人（組織体）の業種については、表Ⅱ-3-11 をみると、飲食業、建築業、娯楽業

がそれぞれ 1 件で 10.0%ずつを占めている。その他の業種が 3 件で 30.0%を占め、データ

欠損が 4 件で 40.0%を占めている。全体的にいえば、大部分の組織犯罪は、飲食、建築及

び娯楽業界の関連場所において発生している。なぜなら、飲食業、建築業、娯楽業は大き

な利益を獲得できるため、犯罪組織にとって魅力的である。また他の側面として、組織犯

罪のメンバーは主にこれらの場所で活動しており、彼らは犯罪による収益を勝手気ままに

個人的に消費すると同時に、犯罪の機会または対象者を探しているからである。 

 

表Ⅱ-3-11 被害法人（組織体）の業種 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

飲食業  1  10.0 
建築業  1  10.0 
娯楽業  1  10.0 
その他  3  30.0 
データ欠損  4  40.0 
合計 10 100.0 
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法人（組織体）被害者への賠償の状況については、表Ⅱ-3-12をみると、附帯私訴による

賠償が1件で12.5%を占めている。データ欠損は7件で87.5%を占めている。データが不足

しているため、法人（組織体）被害者への賠償の状況を把握することは困難である。 

 

表Ⅱ-3-12 法人（組織体）被害者への賠償の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

附帯私訴による賠償 1  12.5 
データ欠損 7  87.5 
合計 8 100.0 
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第１章 犯罪者の個人状況 

当ブロックでは、3 つの省について、35 件の事件とその事件当事者 559 人に対して情報

収集及び調査を行なった。 

今回の東北ブロック組織犯罪状況に関する調査研究について、我々の調査研究グループ

は、関連司法文書の収集、調査アンケートの配布、司法機関の訪問及び座談等の方法を用

いて、典型的な組織犯罪事件計 35 件を収集した。そのうち、黒龍江省は 9 件、吉林省は

17 件、遼寧省は 9 件を占めている。組織犯罪者 559 人のうち、黒龍江省は 202 人、吉林

省は 204 人、遼寧省は 153 人であった。ここでは、関係調査データに基づいて項目を選び、

逐次分析を行うこととする。 

 

１． 自然状況 

 

犯罪者の性別については、表Ⅲ-1-1をみると、男性は 531 人、女性は 28 人、それぞれ

95.0%及び 5.0%を占めている。つまり、男性犯罪者が絶対多数を占め、女性犯罪者は

比較的少ないことが分かる。今回の調査結果は、犯罪学における伝統的理論と一致

している。身体的及び心理的特徴などの多方面において男性と女性には相違点が存

在していることにより、一部の特殊な種類の犯罪を除いては、一般に犯罪者の性別

構成に占める男性の構成比が圧倒的に優位にある。今回の調査結果からみて、組織

犯罪もその例外ではない。 

 

表Ⅲ-1-1 犯罪者の性別 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

男性 531  95.0 
女性  28   5.0 
合計 559 100.0 

 

犯罪組織への加入時の年齢については、表Ⅲ-1-2をみると、70人はその犯罪組織への加

入時の年齢が不明で、12.5%を占めている。18歳未満の者が8人で1.4%、18歳～19歳の者

が17人で3.0%、20歳～29歳の者が210人で37.5%、30歳～39歳の者が175人で31.3%、40

歳～49歳の者が71人で12.7%、50歳以上の者は8人で1.4%を占めている。最年少は16歳の

3人で、0.5%を占めている。最年長は69歳の1人のみで、0.2%を占めている。このことか

ら分かるように、20歳～39歳の年齢層の自然人が犯罪組織の主体群を構成している。 

裁判時の年齢については、表Ⅲ-1-3をみると、最高齢は74歳で、最年少は18歳である。

裁判時の年齢が20歳未満の者が3人で0.6%、20歳～29歳の者が119人で21.3%、30歳～39

歳の者が210人で37.6%、40歳～49歳の者が170人で30.4%、50歳以上の者は57人で10.2%
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を占めている。このことから分かるように、裁判時の年齢の大部分は20歳～49歳の間に集

中しており、そのうち、30歳～39歳に最も集中している。 

戸籍国籍については、表Ⅲ-1-4をみると、507人は地元出身者で、50人は外地出身者で

あり、それぞれ90.7%及び8.9%を占めている。香港・マカオ・台湾地域出身者及びデータ

欠損はいずれも1人で、0.2%を占めている。これは組織犯罪が比較的強い地域特徴を持っ

ていることを示しており、その構成員の多くが地元出身者であることが分かる。今回の調

査によれば、得られたデータは組織犯罪の持つ地域的特徴と合致している。即ち、犯罪組

織の構成員の絶対多数は組織犯罪実行地の地元居住民であり、少数の犯罪者のみが外地出

身者であった。 

  

表Ⅲ-1-2 犯罪組織への加入時の年齢 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

16 歳   3   0.5   0.5 
17 歳   5   0.9   1.4 
18 歳   4   0.7   2.1 
19 歳  13   2.3   4.4 
20 歳  18   3.2   7.6 
21 歳  19   3.4  11.0 
22 歳  19   3.4  14.4 
23 歳  17   3.0  17.4 
24 歳  17   3.0  20.4 
25 歳  29   5.2  25.6 
26 歳  24   4.3  29.9 
27 歳  21   3.8  33.7 
28 歳  29   5.2  38.9 
29 歳  17   3.0  41.9 
30 歳  29   5.2  47.1 
31 歳  14   2.5  49.6 
32 歳  17   3.0  52.6 
33 歳   8   1.4  54.0 
34 歳  18   3.2  57.2 
35 歳  22   3.9  61.1 
36 歳  20   3.6  64.7 
37 歳  10   1.8  66.5 
38 歳  16   2.9  69.4 
39 歳  21   3.8  73.2 
40 歳  22   3.9  77.1 
41 歳  12   2.1  79.2 
42 歳   6   1.1  80.3 
43 歳   4   0.7  81.0 
44 歳  10   1.8  82.8 
45 歳   3   0.5  83.3 
46 歳   5   0.9  84.2 
47 歳   2   0.4  84.6 
48 歳   5   0.9  85.5 
49 歳   2   0.4  85.9 
50 歳   2   0.4  86.3 
53 歳   2   0.4  86.7 
54 歳   1   0.2  86.9 
55 歳   1   0.2  87.1 
61 歳   1   0.2  87.3 
69 歳   1   0.2  87.5 

データ欠損  70  12.5 100.0 
合計 559 100.0  
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表Ⅲ-1-3 裁判時の年齢 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

18 歳   1   0.2   0.2 
19 歳   2   0.4   0.5 
20 歳   4   0.7   1.3 
21 歳   6   1.1   2.3 
22 歳  12   2.1   4.5 
23 歳  12   2.1   6.6 
24 歳  11   2.0   8.6 
25 歳  14   2.5  11.1 
26 歳  11   2.0  13.1 
27 歳  12   2.1  15.2 
28 歳  18   3.2  18.4 
29 歳  19   3.4  21.8 
30 歳  24   4.3  26.1 
31 歳  23   4.1  30.2 
32 歳  18   3.2  33.5 
33 歳  18   3.2  36.7 
34 歳  14   2.5  39.2 
35 歳  22   3.9  43.1 
36 歳  22   3.9  47.0 
37 歳  23   4.1  51.2 
38 歳  19   3.4  54.6 
39 歳  27   4.8  59.4 
40 歳  29   5.2  64.6 
41 歳  16   2.9  67.4 
42 歳  21   3.8  71.2 
43 歳  23   4.1  75.3 
44 歳  13   2.3  77.6 
45 歳  25   4.5  82.1 
46 歳  17   3.0  85.2 
47 歳  13   2.3  87.5 
48 歳   8   1.4.  88.9 
49 歳   5   0.9  89.8 
50 歳  14   2.5  92.3 
51 歳  10   1.8  94.1 
52 歳   9   1.6  95.7 
53 歳   8   1.4  97.1 
54 歳   3   0.5  97.7 
55 歳   4   0.7  98.4 
56 歳   2   0.4  98.7 
57 歳   2   0.4  99.1 
58 歳   3   0.5  99.6 
66 歳   1   0.2  99.8 
74 歳   1   0.2 100.0 
合計 559 100.0  

 

表Ⅲ-1-4 戸籍国籍状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元出身者 507  90.7 
外地出身者  50   8.9 
香港・マカオ・台湾地域出身者   1   0.2 
その他   1   0.2 
合計 559 100.0 

 

 民族については、表Ⅲ-1-5をみると、559人のうち漢族は530人で94.8%、回族は9人で

1.6%、満族は16人で2.9%、朝鮮族は3人で0.5%、その他の少数民族は1人で0.2%を占めて

いる。漢族の犯罪者は絶対多数を占めていることが分かる。 
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表Ⅲ-1-5 民族状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

漢族 530  94.8 
回族   9   1.6 
満族  16   2.9 
朝鮮族   3   0.5 
その他の少数民族   1   0.2 
合計 559 100.0 

 

居住状况については、表Ⅲ-1-6をみると、559人のうち、調査実施地の市街区に持ち家

がある者は522人で、93.4%を占めている。調査実施地の市街区に固定住所がある者は33

人で、5.9%を占めている。固定住所のない者は4人で、0.7%を占めている。このことから

分かるように、東北ブロックの組織犯罪の犯罪者は固定住所のある者が主である。既に把

握している東北ブロック組織犯罪の地域性に関する情報に基づけば、組織犯罪と農村悪辣

勢力の問題に注目すべきである。東北ブロックでは農村の範囲が広く、農村人口は人口総

数の半数近くを占め、農村の社会治安状况は直接社会の安定性に影響を及ぼしている。 

 

表Ⅲ-1-6 居住状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

調査実施地の市街区に持ち家あり 522  93.4 
調査実施地の市街区に固定住所あり  33   5.9 
固定住所なし   4   0.7 
合計 559 100.0 

 

犯罪者の職業状況については、表Ⅲ-1-7をみると、サラリーマンは178人で、31.8%を占

めている。ここでいうサラリーマンには国有企業及び民間企業の会社員が含まれている。

都市部無職者は285人で51.0%、農民は48人で8.6%、公務員は16人で2.9%、その他の職業

は28人で5.0%、データ欠損は4人で0.7%を占めている。このことから分かるように、犯罪

者は主に都市部無職者であり、半分以上を占めている。次いで多いのはサラリーマン及び

農民である。都市部無職者は仕事がなく、安定した収入源に欠けているため、より組織犯

罪の主体となりやすい。今回の調査データからみて、農民は組織犯罪のもう1つの主体群

である。この主な原因は、大多数の組織犯罪事件は比較的辺鄙な地域、経済的に未発達の

市県又は地区で発生しており、一方これらの地区の人口は主に農民である。更にデータに

よれば、犯罪者のうちサラリーマンは31.8%を占め、この高い割合には以下の2つの原因が

ある。1つは、今回の調査データは、サラリーマンに対する区分基準が比較的広範囲にな

っており、そのため、区分があいまいな犯罪者の職業はいずれも企業の中に区分した。例

えば、私営企業、自営業者の従業員がそうであった。2つ目は、東北ブロックは古い工業

基地であるが、経済体制改革の過程において、国有企業から大量の退職者が生まれ、これ

らの退職者は固定の収入がなく、年齢も比較的高く、自身の素質や技能も遅れているため、

家庭生活が厳しく、生活の圧力または社会に対する不満から、犯罪に走ってしまうのであ

る。 
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表Ⅲ-1-7 職業状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

サラリーマン 178  31.8 
都市部無職者 285  51.0 
農民  48   8.6 
公務員  16   2.9 
その他  28   5.0 
データ欠損   4   0.7 
合計 559 100.0 

 

家庭の経済状況については、表Ⅲ-1-8 をみると、下層が 56 人で 10.0%、中下層が 87

人で 15.6%、中間層が 220 人で 39.4%、中上層が 78 人で 14.0%、上層が 72 人で 12.9%

を占めている。データ欠損は 46 人で 8.2%を占めている。このことから分かるるように、

組織犯罪の社会的基礎は社会構造の底層にあり、収入が低い大衆である。彼らは社会的地

位が低く、良い職業に就けず、学歴が低い等の原因によって、経済状况が長期的に保障さ

れない状態下にあり、仮に更なる外的要因の影響を受けた場合、心のバランスを失い、非

常に容易に犯罪に走ってしまう。 

 

表Ⅲ-1-8 家庭の経済状况 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

下層  56  10.0  10.0 
中下層  87  15.6  25.6 
中間層 220  39.4  65.0 
中上層  78  14.0  79.0 
上層  72  12.9  91.8 
データ欠損  46   8.2 100.0 
合計 559 100.0  

 

家庭構造については、表Ⅲ-1-9をみると、一人親家庭の者は69人で、12.3%を占めてい

る。両親家庭（父母のみと共同生活）の者は422人で、75.5%を占めている。祖父母と孫の

家庭は5人で、0.9%を占めている。両親家庭で、祖父母と共同生活している者は43人で、

7.7%を占めている。データ欠損は20人で、3.6%を占めている。このことから分かるよう

に、犯罪者の家庭構造については、両親の家庭が主であり、その次は一人親の家庭である。 

 

表Ⅲ-1-9 家庭構造 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

一人親家庭  69  12.3 
両親家庭（父母のみと共同生活） 422  75.5 
両親家庭（父母、祖父母と共同生活）  43   7.7 
祖父母と孫の家庭   5   0.9 
データ欠損  20   3.6 
合計 559 100.0 

 

学校教育状況については、表Ⅲ-1-10をみると、中学校以下（中学校を含む）の学力レベ

ルを有する者は446人で、79.7%を占め、そのうち、小学校の学力のみを有する者は95人

で、17.0%を占めている。更に他の5人は非識字で、0.9%を占めている。犯罪組織の構成
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員の多くが社会構造の底層の出身であり、彼らの受けた学校教育のレベルは低く、素質も

低く、生計能力に欠け、その欲望を満足させるための合法的手段又はルートを持ち合せて

いない。それゆえ、彼らはことさら黒社会的犯罪組織の構成員になりやすい。同時に、受

けた学校教育レベルが低い状況は以下のような事実を側面から示している。つまり、一部

の青少年は中学校、更には小学校の義務教育を受けるべきところ、すぐに中退して家に入

り、両親や学校のしつけを受けずに、毎日遊びほうけて、何もしないでいるため、社会の

悪い風習を非常に受けやすく、黒社会文化に触発された後、ついには容易に組織犯罪の深

い淵に陥ってしまうのである。 

 

表Ⅲ-1-10 学校教育の状况 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

非識字   5   0.9   0.9 
小学校  95  17.0  17.9 
中学校 346  61.9  79.8 
高校  72  12.9  92.7 
大学  37   6.6  99.3 
大学院修士課程   1   0.2  99.4 
その他   1   0.2  99.6 
データ欠損   2   0.4 100.0 
合計 559 100.0  

 

前科非行歴の状況については、表Ⅲ-1-11をみると、同罪種の前科がある（累犯を構成し

ない）者は21人で、3.8%を占めている。異罪種の前科がある（累犯を構成しない）者は56

人で、10.0%を占めている。累犯を構成する者は49人で、8.8%を占めている。行政違法記

録を有する者は44人で、7.9%を占めている。前科非行歴のない者は323人で、57.8%を占

めている。初犯の者は63人で、11.3%を占めている。その他は3人で、0.5%を占めている。

前科非行歴のない者及び初犯の人数は386人で、69.1%を占めている。しかしながら、判決

書において認定された犯罪事実によれば、犯罪者はいずれも複数回の違法犯罪行為に関与

したことがあり、このことは、東北ブロックの組織犯罪に暗数の存在を示している。他に

も77人の犯罪者は前科があり、13.8%を占め、累犯を構成する者は49名、行政違法記録を

有する者は44人で、以上の者はいずれも常軌を逸した行為がある者と見なすことができ、

合計170人で、30.2%を占めている。これら労働改造、労働教養によって未だ更生されずに

釈放された者、及び過去に前科があり刑事行政処罰に処されたことのある者は、組織犯罪

の形成過程において一番危険な者であり、彼らは生計のための者も、あまりにも強烈な略

奪感を持っている者も、社会を恨む者も、または成金根性から、結託しやすく、グループ

として結びついて犯罪の道を歩む。あるいは彼ら自身の犯罪傾向性が大きく、悪習が深く、

反社会的意識が強く、違法犯罪経験を持っているため、しばしば黒社会的犯罪組織の中堅

勢力となり、社会構造の底層にいるその他の人を導き、扇動して黒社会組織に加入させて

いる。 
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表Ⅲ-1-11 前科非行歴の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同罪種の前科あり（非累犯）  21   3.8 
異罪種の前科あり（非累犯）  56  10.0 
累犯  49   8.8 
行政違法記録あり  44   7.9 
前科非行歴のない 323  57.8 
初犯  63  11.3 
その他   3   0.5 
合計 559 100.0 

 

２．組織犯罪への関与状況 

 

累犯罪名については、表Ⅲ-1-12をみると、48人の犯罪者は累犯を構成し、そのうち累

犯罪名が故意殺人罪の者は3人で、累犯人数の6.3%、総数の0.5%を占めている。累犯罪名

が故意傷害罪の者は10人で、累犯人数の20.8%、総数の1.8%を占めている。累犯罪名が強

盗罪の者は6人で、累犯人数の12.5%、総数の1.1%を占めている。累犯罪名が盗窃罪の者

は7人で、累犯人数の14.6%、総数の1.3%を占めている。累犯罪名が詐欺罪の者は1人で、

累犯人数の2.1%、総数の0.2%を占めている。累犯罪名が黒社会的組織の結成指揮加入罪の

者は2人で、累犯人数の4.2%、総数の0.4%を占めている。累犯罪名がその他の罪名（例え

ば、事件挑発惹起罪、不法監禁罪等）の者は19人で、累犯人数の39.6%、総数の3.4%を占

めている。累犯を構成しない者の人数は510人で、総数の91.2%を占めている。これは、組

織犯罪の犯罪者の大部分が複数回の刑事罰に処された犯罪者であり、社会への危害性が極

めて大きいことを示している。 

 

表Ⅲ-1-12 累犯の罪名 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

故意殺人罪   3   0.5 
故意傷害罪  10   1.8 
強盗罪   6   1.1 
盗窃罪   7   1.3 
詐欺罪   1   0.2 
黒社会的組織の結成指揮加入罪   2   0.4 
その他の罪名  19   3.4 
累犯ではない 510  91.2 
データ欠損   1   0.2 
合計 559 100.0 

 

犯罪組織への加入期間については、表Ⅲ-1-13をみると、半年～1年の者は10人で1.8%、

1年～2年の者は29人で5.2%、2年～3年の者は68人で12.2%、3年～5年の者は106人で

19.0%、5年以上の者は297人で53.1%を占めている。データ欠損は49人で8.8%を占めてい

る。これらの犯罪者は、組織犯罪の中で主たる役割を果たす者や、個別犯罪の中で直接犯

罪行為を実行する者であり、長期間一箇所で害を及ぼし、地元の治安及び大衆の日常生活

にもたらす害は極めて大きい。このような状況も東北ブロックの組織犯罪に対する取締り
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の強化が待たれていることを側面から示している。 

 

表Ⅲ-1-13 犯罪組織への加入期間 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

半年以上（半年を含む）1 年未満  10   1.8   1.8 
1 年以上（1 年を含む）2 年未満  29   5.2   7.0 
2 年以上（2 年を含む）3 年未満  68  12.2  19.2 
3 年以上（3 年を含む）5 年未満 106  19.0  38.2 
5 年及び 5 年以上 297  53.1  91.3 
データ欠損  49   8.8 100.0 
合計 559 100.0  

 

共犯者との関係については、表Ⅲ-1-14をみると、同郷関係が350人で62.6%、親族関係

が50人で8.9%、同僚関係が88人で15.7%、隣人関係が3人で0.5%、その他の関係が22人で

3.9%を占めている。データ欠損は46人で8.2%を占めている。このことから分かるように、

共犯関係で最も多いのは同郷関係であり、その次は同僚関係で、最も少ないのは近隣関係

であった。以上の統計データから分かるように、東北ブロックの黒社会的犯罪組織の構成

は非常に強い地域性を有し、組織犯罪の形成及び発展は地縁要素と切り離せない密接な関

係を有している。特に、遠方の辺鄙な地域、町郷の結合によって形成された小都市では、

犯罪分子は同郷関係を利用して一堂に集まり、必然的な地域親密性を有し、互いに信頼し

合い、同一の利益目標のために危険を顧みず、集団犯罪活動を行っている。また、一部の

悪辣勢力は地元であること又は経済的優勢を活かして不法犯罪組織を形成し、同郷で人を

食い物にし、横暴に振舞っている。 

 

表Ⅲ-1-14 共犯者との関係 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同郷関係 350  62.6 
親族関係  50   8.9 
同僚関係  88  15.7 
隣人関係   3   0.5 
その他  22   3.9 
データ欠損  46   8.2 
合計 559 100.0 

 

犯罪の実行段階については、表Ⅲ-1-15をみると、559人の罪名のうち、わずか4人が犯

罪未遂で、0.7%を占め、残りの555人はいずれも犯罪既遂であり、99.3%を占めている。

既遂率の高い原因は、全ての犯罪組織がいずれも数種類又は複数回の犯罪行為を行ってい

たためである。犯罪組織において、犯罪者の大部分は複数回の犯罪行為に関与し、その「犯

罪能力」は比較的高く、犯罪行為が完遂される確率は非常に高い。 

犯罪者の心身状態については、表Ⅲ-1-16をみると、559人のうち、健常者は556人で、

99.5%を占め、障害者は1人のみで、0.2%を占めている。データ欠損が2人で、0.4％を占

めている。東北ブロックの組織犯罪構成員は主に健常者であることが分かる。 
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表Ⅲ-1-15 犯罪の実行段階 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

未遂   4   0.7   0.7 
既遂 555  99.3 100.0 
合計 559 100.0  

 

表Ⅲ-1-16 心身状態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

健常者 556  99.5 
障害者   1   0.2 
データ欠損   2   0.4 
合計 559 100.0 

 

今回の調査統計における一部の事件の基本状況については、主に裁判所の判決書に基づ

いているが、559人の犯罪者の罪への悔悛情状の有無状況の統計に関しては、判決書の中

で認定した罪への悔悛情状の有無、自首、犯罪捜査などに貢献した功績の状況、または自

発的に被害者に賠償した等の面から、悔悛情状について集計した。表Ⅲ-1-17をみると、明

確な罪への悔悛情状がある者は78人で、14.0%を占めている。罪への悔悛情状がない犯罪

者は459人で、82.1%を占めている。他の22人の犯罪者については罪への悔悛情状があっ

たか否かが不明で、3.9%を占めている。全体的にみれば、組織犯罪の犯罪者は積極的な罪

への悔悛情状に欠けている。このことから分かるように、組織犯罪、特に黒社会的組織犯

罪者は、法的意識が希薄で悔悛の情が低く、自己の行為が刑法を犯していることを認識し

ていない。また認識があったとしても、僥倖の心情を抱き、罪を悔悛しようとしないので

ある。 

 

表Ⅲ-1-17 罪への悔悛情状の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

悔悛情状あり  78  14.0 
悔悛情状なし 459  82.1 
データ欠損  22   3.9 
合計 559 100.0 

 

犯罪組織への加入理由では、表Ⅲ-1-18をみると、自発的に犯罪組織に参加した者は 526

人で、94.1%を占めている。他人の紹介による参加者は 31 人で、5.5%を占めている。ま

た 2 人の犯罪者の組織犯罪への参加原因が不明で、0.4%を占めている。データによって明

示したように、東北ブロックの組織犯罪のほとんどの犯罪者は自発的に参加している。こ

のような現象の発生の大部分は社会的文化的要素に起因している。黒社会は中国で比較的

長い発展の歴史を持ち、例えば、特権的意識、宗教的意識、同業者意識等、黒社会に特有

の文化は優良文化と同様に引き継がれてきた。一部の犯罪者にとって、これらの文化的要

素は、自発的に黒社会犯罪組織に参加する際の意識誘因となっている。社会文化観念及び

社会心理要素以外には、社会的不良表象文化も誘因として作用している。各種刊行物、音

響画像製品及びインターネットにも暴力、虐殺、色情的な画像が大量に氾濫している。そ
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れらの中には誇張した極道者、幇会事情について描かれていて、中には是非も善悪もわか

らないような作品がある。これらは人々に対して、特に是非善悪を弁別する能力に欠けて

いる青少年には極めて大きな悪影響を及ぼして、彼らを自発的に黒社会的犯罪組織に参加

させているのである。 

 

表Ⅲ-1-18 犯罪組織への加入理由 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自発的加入 526  94.1 
他人の紹介で加入  31   5.5 
データ欠損   2   0.4 
合計 559 100.0 

 

利益の獲得状況については、表Ⅲ-1-19をみると、経済的利益を獲得した者は511人で、

91.4%を占めている。非経済的利益を獲得した者は11人で、2.0を占めている。犯罪組織に

参加して利益を獲得しなかった者は11人で、2.0%を占めている。データ欠損は26人で、

4.7%を占めている。上記の調査統計から分かるように、犯罪者が犯罪組織に関与する直接

の動機又は目的は、経済的利益を獲得するためである。社会主義市場経済発展の初期段階

において、社会は転換期にあり、新旧体制移行の過渡期においては、市場経済は一時的に

無秩序状態に陥り、その上対応する法律法規はまだ完備していないため、違法犯罪を実行

する機会を不法分子に与えてしまう。悪辣勢力が原始資本を蓄える際に用いる基本的な手

段として、市場経済秩序の不完備を利用するというものがあるが、ほかに、国家の一部製

品及びサービスに対する禁止又は制限によって人々に生じるある種の不法的な需要を利用

して、悪質な競争、独占経営、密輸密売、不法サービス（風俗業、賭博場、暴力による借

金の取立てなど）を行い、甚だしくは入札募集若しくは入札を操作し、及び株式市場等に

おける違法な犯罪活動によって暴利を獲得し、また窃盗、詐欺若しくは直接暴力的な強盗

によって大量の財物を獲得する者もいるが、これらは組織犯罪を発展させるために経済的

基礎を築こうとしてのことである。 

 

表Ⅲ-1-19 利益の獲得状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

経済的利益の獲得 511  91.4 
非経済的利益の獲得  11   2.0 
利益がない  11   2.0 
データ欠損  26   4.7 
合計 559 100.0 

 

共犯の種類については、表Ⅲ-1-20をみると、主犯は329人、従犯は207人で、それぞれ

58.9%及び37.0%を占めている。またデータ欠損は23人で、4.1%を占めている。このこと

から分かるように、主犯の占める割合は比較的大きい。 
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表Ⅲ-1-20 共犯の種類 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

主犯 329  58.9  58.9 
従犯 207  37.0  95.9 
データ欠損  23   4.1 100.0 
合計 559 100.0  

 

３．処罰関連状況 

 

事件発覚の端緒については、表Ⅲ-1-21をみると、被害届によって発覚した犯罪者は484

人で86.6%、告発によって発覚した者は15人で2.7%、通報によって発覚した者は1人で0.2%、

自首によって発覚した者は31人で5.5%、その他の事件から発覚した者は9人で1.6%を占め

ている。データ欠損は19人で3.4%を占めている。分析によって分かるように、事件発覚の

端緒のうち、被害届によって発覚した犯罪者の割合が最も大きく、その次は自首による者

である。事件発覚の端緒に被害届の割合が高いという特徴を踏まえれば、組織犯罪に懲罰

を課する際に、事件の通報人、証人、告発人に対する保護を強化すべきである。組織犯罪

集団は集団組織力を強化し、また警察側の手ががりを断つために、しばしばその内幕事情

及び罪証を把握している事件報告者及び告発人に対して極めて残忍な報復を実行し、甚だ

しくは殺害して口封じする場合もある。そのため、組織犯罪を有効に取締るためには、関

連機関は証人に対する保護力を強化し、立法及び司法の実践において、証人の保護制度を

完備しなければならない。 

 

表Ⅲ-1-21 事件発覚の端緒 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

被害届の提出 484  86.6 
告発  15   2.7 
通報   1   0.2 
自首  31   5.5 
その他の事件からの発覚   9   1.6 
データ欠損  19   3.4 
合計 559 100.0 

 

自首の情状については、表Ⅲ-1-22をみると、自首の情状がある者は33人で、5.9%を占

めている。自首の情状のない者は526人で、94.1%を占めている。このことから分かるよう

に、わずか少数の組織犯罪者のみが犯行後に自発的に事件について届け出て、ありのまま

に自身の犯罪事実を自白している。これは、しばしば厳しい規律を設けて、日常的に構成

員に対して幇会の規律教育を行い、その犯罪思想を堅固なものにしているという犯罪組織

自身の特徴と関係している。 

犯罪捜査などに貢献した功績の有無については、表Ⅲ-1-23をみると、一般的な功績があ

る者は12人のみで、2.1%を占めている。一方、顕著な功績がある者は更に稀で、わずか8

人で、1.4%を占めている。功績がない犯罪者は絶対多数を占め、539人で、96.4%を占め
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ている。このことから分かるように、絶対多数の組織犯罪者は犯罪実行後に犯罪捜査など

に貢献した功績があったわけではない。このことは、組織犯罪者の罪への悔悛の情及び態

度の状況を一定程度示している。 

 

表Ⅲ-1-22 自首の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自首あり  33   5.9 
自首なし 526  94.1 
合計 559 100.0 

 

表Ⅲ-1-23 犯罪捜査などに貢献した功績の情状の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

一般的な功績  12   2.1   2.1 
顕著な功績   8   1.4   3.6 
功績の情状なし 539  96.4 100.0 
合計 559 100.0  

 

判决の状況については、表Ⅲ-1-24をみると、有罪宣告刑罰免除の者は15人で2.7%、3

年以下の有期懲役に処された者は142人で25.4%、3年以上（3年を含む）10年以下の有期

懲役に処された犯罪者は218人で39.0%、10年及び10年以上の有期懲役に処された者は145

人で25.9%、無期懲役及び死刑に処された者は39人で7.0%を占めている。以上の統計デー

タから分かるように、東北ブロック組織犯罪の刑罰処罰は主に3年から10年までの有期懲

役に集中し、その次は10年以上の有期懲役である。今回の調査において、もう1つ注目す

べき点は、重刑の犯罪者数が比較的多いことであり、184人の犯罪者は10年及びそれ以上

の有期懲役、無期懲役または死刑に処され、その割合が犯罪者総数の3割を超えている。

犯罪者に言い渡された重刑の比率が比較的高いことと、組織犯罪者の実行した犯罪の重大

さの程度は、関連しているといえる。また、組織犯罪事件において、一種類の犯罪行為に

とどまらず数罪併罰に処されたことで、多くの犯罪者は、長い刑期となっている。 

 

表Ⅲ-1-24 判决の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

有罪宣告刑罰免除  15   2.7   2.7 
3 年以下の有期懲役 142  25.4  28.1 
3 年以上（3 年を含む）10 年以下の有期懲役 218  39.0  67.1 
10 年及び 10 年以上の有期懲役 145  25.9  93.0 
無期懲役及び死刑  39   7.0 100.0 
合計 559 100.0  

 

政治的権利剥奪の有無については、表Ⅲ-1-25をみると、74人の犯罪者は政治的権利が

剥奪され、13.2%を占めている。残りの485人の犯罪者は政治的権利が剥奪されておらず、

86.8%を占めている。政治的権利の剥奪は、中国の刑罰明文規定に付加された刑種の1つで

あり、中国刑法の規定に基づけば、死刑、無期懲役に処された犯罪者に対しては、その政

治的権利を終身剥奪しなければならない。故意殺人、爆発、強盗など、著しく社会的秩序
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を破壊した犯罪者に対しては、政治的権利の剥奪を付加できるとされている。政治的権利

が剥奪された74人の犯罪者のうち、計39人の犯罪者は前記の犯罪者判決状況に関する調査

において、無期懲役及び死刑に処された者であり、彼らはまさに政治的権利を剥奪される

べき対象である。残りの35名の犯罪者は、故意殺人、強盗など社会秩序を著しく破壊する

犯罪を実行したため、政治的権利の剥奪が付加された者である。 

 

表Ⅲ-1-25 政治的権利剥奪の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

剥奪がある  74  13.2 
剥奪がない 485  86.8 
合計 559 100.0 

 

判決後の上訴の状況については、表Ⅲ-1-26をみると、559人の犯罪者のうち、348人は

上訴し、62.3%を占めている。208人は上訴しておらず、37.2%を占めている。このほか、

3人はデータ欠損で、0.5%を占めている。被告人の上訴率が比較的高い原因として、言い

渡された刑罰の重さ及び犯罪者の悔悛の情等の要因と関連している可能性がある。 

 

表Ⅱ-1-26 判決後の上訴の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

上訴 348  62.3 
未上訴 208  37.2 
データ欠損   3   0.5 
合計 559 100.0 

 

判決の執行状況については、表Ⅱ-1-27をみると、499人の犯罪者は判决確定の後に不服

申立をしておらず、89.3%を占めている。判决確定の後に上告した者は44人で、7.9%を占

めている。このほか、16人のデータが欠損しており、2.9%を占めている。このことから分

かるように、判決に納得した割合は比較的高く、判决確定後、罪を認めて法に従う犯罪者

は9割近くを占めている。 

 

表Ⅱ－1－27 判決後の執行の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

不服申立なし 499  89.3 
不服申立あり  44   7.9 
データ欠損  16   2.9 
合計 559 100.0 
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第２章 組織犯罪における組織の状況 

１．組織犯罪の組織状况に関する統計分析 

 

組織構造については、表Ⅲ-2-1をみると、今回の東北ブロックで選択した35件の組織犯

罪事件のうち、11件はグループ型（散漫型）の犯罪組織に属し、31.4%を占めている。22

件は黒社会的組織型（厳密型）に属し、62.9%を占めている。2件は黒社会型（固定型）に

属し、5.7%を占めている。いわゆるグループ型の犯罪組織とは、暴力、脅迫を手段とし、

一定地域範囲内で権力をほしいままにし、善良な人々を威圧し、主に社会の治安秩序に危

害を与える違法犯罪グループを指し、その構成員の構造は散漫で組織力に欠けており、行

動は比較的盲目的または随意的であり、社会への危害性は相対的に軽い。一方、黒社会的

犯罪組織の人数は比較的に多く、中核構成員は基本的に固定されており、組織者、リーダ

ー格及びその他の構成員は明確で、かつ役割分担も比較的明確である。犯罪は職業化、専

業化の傾向を呈し、比較的厳密な内部規則が設けられ、経済的目的を明確に有し、暴力及

び組織力を手段に、経済、社会生活の秩序に対して重大な破壊力を備えており、社会への

危害性は極めて大きい。 

また、犯罪組織の結成様態については、調査データに基づけば、今回の調査研究におい

て選択した東北ブロックの35件の組織犯罪事件は、すべて自己形成されたものであった。

近年の国外及び香港・マカオ・台湾地域からの黒社会への浸透は、次第に中国大陸地域の

黒社会的組織犯罪の非常に突出した重視しなければならない動向の1つとなってきている。

国外及び香港・マカオ・台湾地域の黒社会構成員と国内の黒社会構成員とが互いに結託し

て更に強化され、地域や国を跨る犯罪は日増しにひどくなっている。東北地区の経済発展

及び地域的特徴によって、地域における外国に関わる黒社会問題は未だ形成されていない。

しかしながら、東北の古い工業基地の振興及び韓国、日本との貿易・取引関係の深化など

の要素があるため、外国に関わる黒社会問題も軽視できない。 

 

表Ⅲ-2-1 犯罪組織の構造 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

グループ型（散漫型） 11  31.4 
黒社会的組織型（厳密型） 22  62.9 
黒社会型（固定型）  2   5.7 
合計 35 100.0 

 

犯罪組織の存立様態については、表Ⅲ-2-2をみると、17団体の犯罪組織は隠れ蓑にする

合法的な機構を持ち、48.6%を占めている。18団体の犯罪組織は隠れ蓑にする合法的な機

構を持たず、51.4%を占めている。大多数の事件の犯罪組織において、隠れ蓑にする合法

的な機構を持たないことは、側面から当該地域の組織犯罪の発展程度はまだ高くないとい
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う現状を証明している。また、隠れ蓑にする合法的な機構を持たないため、犯罪組織にと

って、ある意味では公衆に暴露される機会が増え、司法機関に発見され、取締りの対象と

なるリスクをも増加させている。 

 

表Ⅲ-2-2 犯罪組織の存立様態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

隠れ蓑にする合法的な機構を持つ犯罪組織 17  48.6 
隠れ蓑にする合法的な機構を持たない犯罪組織 18  51.4 
合計 35 100.0 

 

犯罪組織構成員の人数については、表Ⅲ-2-3をみると、5人・8人・19人・21人・25人の

構成員を持つ犯罪組織は2団体ずつある。6人・10人・11人・12人・13人・17人・18人・

23人・26人・31人・44人の構成員を持つ犯罪組織は1団体ずつある。7人と9人の構成員を

持つ犯罪組織は4団体ずつある。14人と16人の構成員を持つ犯罪組織は3団体ずつある。構

成員を20人以上持つ犯罪組織は合計8団体で、22.9%を占めている。構成員を10人（10人

を含む）以上持つ犯罪組織は合計22団体で、62.9%を占めている。現在、黒社会的組織犯

罪との闘争情勢は依然として厳しく、犯罪組織の構成員数は次第に増加し、犯罪集団の規

模も構成員の増員に伴って日増しに大きくなってきている。 

 

表Ⅲ-2-3 犯罪組織構成員の人数 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

5 人  2   5.7   5.7 
6 人  1   2.9   8.6 
7 人  4  11.4  20.0 
8 人  2   5.7  25.7 
9 人  4  11.4  37.1 

10 人  1   2.9  40.0 
11 人  1   2.9  42.9 
12 人  1   2.9  45.7 
13 人  1   2.9  48.6 
14 人  3   8.6  57.1 
16 人  3   8.6  65.7 
17 人  1   2.9  68.6 
18 人  1   2.9  71.4 
19 人  2   5.7  77.1 
21 人  2   5.7  82.9 
23 人  1   2.9  85.7 
25 人  2   5.7  91.4 
26 人  1   2.9  94.3 
31 人  1   2.9  97.1 
44 人  1   2.9 100.0 
合計 35 100.0  

 

犯罪組織の結成時期については、表Ⅲ-2-4をみると、東北ブロックの黒社会的犯罪組織

の結成時期は、前世紀末から今世紀初めにかけて比較的集中していることが分かる。 

犯罪組織の検挙時期について、表Ⅲ-2-5をみると、情報のある被告人のうち、2001年に

逮捕された者は9人で1.6%、2002年に逮捕された者は3人で0.5%、2003年に逮捕された者
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は41人で7.3%、2004年に逮捕された者は14人で2.5%、2005年に逮捕された者は24人で

4.3%、2006年に逮捕された者は137人で24.5%、2007年に逮捕された者は56人で10.0%、

2008年に逮捕された者は82人で14.7%を占めている。ほかの193人の犯罪者は逮捕された

時期が不明で、34.5%を占めている。近年、中国は黒社会的組織犯罪に対する取締りを強

化しており、取締りによって潰された犯罪集団及び犯罪者は年々増え、このことは中国政

府の黒社会犯罪を処罰していく意気込み及びその処罰力を示している。 

 

表Ⅲ-2-4 犯罪組織の結成時期 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

1990 年  3   8.6   8.6 
1991 年  1   2.9  11.4 
1992 年  3   8.6  20.0 
1995 年  2   5.7  25.7 
1996 年  3   8.6  34.3 
1997 年  2   5.7  40.0 
1998 年  2   5.7  45.7 
1999 年  3   8.6  54.3 
2000 年  5  14.3  68.6 
2001 年  2   5.7  74.3 
2002 年  1   2.9  77.2 
2003 年  1   2.9  80.0 
2004 年  1   2.9  82.9 
2005 年  1   2.9  85.7 
2006 年  2   5.7  91.4 
2007 年  1   2.9  94.3 
時期不明  2   5.7 100.0 
合計 35 100.0  

 

表Ⅲ-2-5 犯罪組織の検挙時期 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

2001 年   9   1.6   1.6 
2002 年   3   0.5   2.1 
2003 年  41   7.3   9.4 
2004 年  14   2.5  11.9 
2005 年  24   4.3  16.2 
2006 年 137  24.5  40.7 
2007 年  56  10.0  50.7 
2008 年  82  14.7  65.5 
時期不明 193  34.5 100.0 
合計 559 100.0  

 

犯罪組織と関わりのある罪名については、表Ⅲ-2-6をみると、故意殺人罪は11人で2.0%、

故意傷害罪は79人で14.1%、強盗罪は52人で9.3%、拉致略取罪は1人で0.2%、強姦罪は5

人で0.9%、爆発罪は2人で0.4%、不法監禁罪は44人で7.9%、盗窃罪は1人で0.2%、恐喝略

取罪は44人で7.9%、詐欺罪は7人で1.3%、薬物密売罪は8人で1.4%、賭博罪は15人で2.7%、

その他の罪名は282人で50.4%を占めている。その他の罪名には、主に事件挑発惹起罪、犯

人隠匿庇護罪、集団乱闘罪、不法経営罪、公務執行妨害罪、黒社会的組織の結成指揮加入

罪等が含まれている。データ欠損は8人で1.4%を占めている。東北ブロックの黒社会と関

わりのある犯罪の大部分は、いずれも人身安全に対する権利侵害に関わる犯罪に集中して
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いる。 

 

表Ⅲ-2-6 関わりのある罪名 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

故意殺人罪  11   2.0 
故意傷害罪  79  14.1 
強盗罪  52   9.3 
拉致略取罪   1   0.2 
強姦罪   5   0.9 
爆発罪   2   0.4 
不法監禁罪  44   7.9 
窃盗罪   1   0.2 
恐喝略取罪  44   7.9 
詐欺罪   7   1.3 
薬物密売罪   8   1.4 
賭博罪  15   2.7 
その他の罪 282  50.4 
データ欠損   8   1.4 
合計 559 100.0 

 

犯罪類型については、表Ⅲ-2-7をみると、単一型は2団体で、5.7%を占め、複合型は1

団体で、2.9%を占め、複雑型は32団体で、91.4%を占めている。東北ブロックの黒社会的

組織犯罪の多くは複雑型の犯罪であり、つまり犯罪組織及び構成員は不特定の犯罪を実行

している。即ち、一種類の特定の犯罪行為を実行する可能性もあり、またその他の同種類

又は異種類の犯罪行為を実行する可能性もあり得る。ある一種類のみの特定犯罪を実行す

る犯罪組織は、今はもう減っており、目にすることは少ない。これらのことも、現在組織

犯罪は多元化及び複雑化の傾向を呈していることを示している。 

 

表Ⅲ-2-7 犯罪類型 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

単一型  2   5.7 
複合型  1   2.9 
複雑型 32  91.4 
合計 35 100.0 

 

犯罪組織の活動の範囲については、表Ⅲ-2-8をみると、35件の組織犯罪事件のうち、地

元の市街区または地域で犯罪活動を行っている犯罪組織は28団体で、80.0%を占めている。

地元の省で犯罪活動を行っている犯罪組織は5団体で、14.3%を占めている。省（自治区・

直轄市）または国を跨って犯罪活動を行っている犯罪組織はそれぞれ1団体で、2.9%を占

めている。以上の統計データによって、東北ブロックの組織犯罪は主に地元の市街区また

は省内に集中しており、省（自治区・直轄市）を跨って流動的に活動する組織は少なく、

この面からも東北ブロックの組織犯罪の発展レベルが比較的低いことを示している。得ら

れたデータも組織犯罪の地域的特徴と一致しており、組織犯罪のメンバー構成は一般的に

血縁性または地縁性を備えている。これは人類に共通するもので、中国伝統のより強固な

集団帰属感及び相互信頼感から生まれるものである。大多数の黒社会的犯罪組織の活動区
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域には一定の局地性、強固な集団の凝集傾向が表れているが、これらの傾向は、組織犯罪

の共同行為の意志を強めて犯罪傾向を強化させる一方、構成員で罪責を分け合う心理を生

じさせ、組織の規律、同業組合規則の保障を厳密なものとしており、取締りから逃れる上

で役立つものである。 

 

表Ⅲ-2-8 犯罪組織の活動の範囲 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元の市街区または地域 28  80.0  80.0 

地元の省  5  14.3  94.3 

省（直轄市）を跨っている  1   2.9  97.1 

国を跨っている  1   2.9 100.0 
合計 35 100.0  

 

犯罪手段については、表Ⅲ-2-9をみると、銃器弾薬の使用は19件で、54.3%を占めてい

る。規制刃物の使用は14件で、40.0%を占めている。その他手段は2件で、5.7%を占めて

いる。犯罪組織が使用した犯罪手段のうち、使用頻度が最も高いのは銃器弾薬の使用であ

り、半数以上の犯罪組織は銃器弾薬を使用している。それは一方では、犯罪組織の装備化

の程度がますます高くなってきたことを示し、他方では組織犯罪事件の社会に対する危害

性が日増しに増大していることを示している。その次が、規制刃物の使用であることから、

従来の傷害手段は組織犯罪において依然として重要な位置を占めていることを示している。 

 

表Ⅲ-2-9 犯罪手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

銃器弾薬の使用 19  54.3 
規制刃物の使用 14  40.0 
その他手段  2   5.7 
合計 35 100.0 

 

犯罪対象については、表Ⅲ-2-10をみると、35の犯罪組織のうち、犯罪対象を特定の個

人としたのは5団体で、14.3%を占めている。犯罪対象を不特定の個人としたのは30団体で、

85.7%を占めている。上記の調査結果によれば、大多数の犯罪組織は犯行で選択した対象

は不特定の被害者であり、占める割合は全犯罪組織の8割以上となる。しかし、少数の犯

罪組織及び犯罪者は特定の個人を犯行目標として選択している。前述の調査において、犯

罪組織の犯行の具体な罪名には、故意傷害、強盗、恐喝略取など、人々の人身権又は財産

権を侵害する犯罪が含まれており、今では、大多数の犯罪組織犯罪者の犯行の恣意性が黒

社会的組織犯罪の一大特徴となっている。 

 

表Ⅲ-2-10 犯罪対象 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

特定の個人  5  14.3 
不特定の個人 30  85.7 
合計 35 100.0 
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２．犯罪資金状況に関する統計分析 

 

資金源については、表Ⅲ-2-11をみると、資金源が犯罪所得によるものは32団体で、91.4%

を占めている。資金源が経営所得によるものは1団体で、2.9%を占めている。データ欠損

は2団体で、5.7%を占めている。当ブロックの黒社会的犯罪組織の多くは手段を選ばずに

財産と富の強奪を繰り返し、財貨を蓄積し続けて、犯罪者の私欲を満足させ及び犯罪組織

の経済力を増強している。 

 

表Ⅲ-2-11 資金源 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

犯罪の所得 32  91.4 
経営の所得  1   2.9 
データ欠損  2   5.7 
合計 35 100.0 

 

被害者への資金または利益強要等の内容については、表Ⅲ-2-12をみると、物品（雑誌、

商品等）の購入を要求したのは2件5.7%、請負等の経営を要求したのは7件20.0%、特定商

品の販売を要求したのは2件5.7%、他人の雇用を要求したのは1件2.9%、損害賠償の支払

いを要求したのは3件8.6%、取引を強要したのは5件14.3%を占めている。その他の内容に

関して被害者に資金提供を要求したのは13件37.1%を占めている。当ブロックの黒社会的

組織の暴力化及び脅迫性は比較的強く、多数の犯罪組織被害者に対する資金提供の要求は、

いずれもなんらの理由もなく、意のままに奪い取るというものである。つまり、暴力は、

犯罪組織が巨額の財産と富を蓄えるための最も原始的であり、最も有効な方法と手段であ

る。 

 

表Ⅲ-2-12 被害者への資金または利益強要等の内容 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

物品（雑誌、商品等）の購入を要求  2   5.7 
請負等の経営を要求  7  20.0 
特定商品の販売を要求  2   5.7 
他人の雇用を要求  1   2.9 
損害賠償の支払いを要求  3   8.6 
取引の強要  5  14.3 
その他の要求 13  37.1 
データ欠損  2   5.7 
合計 35 100.0 

 

犯罪資金獲得の手段については、表Ⅲ-2-13をみると、暴力手段によって犯罪資金を獲得

したのは33団体で、全犯罪組織の94.3%を占めている。脅迫手段によって犯罪資金を獲得

したのは2団体で、5.7%を占めている。当ブロックの犯罪組織は主に暴力及び脅迫手段を

用いて被害者に対して資金提供を要求している。このことは、現在東北地域の黒社会的犯

罪組織の発展レベルはいまだに比較的遅れたものであり、犯罪手段も比較的単一であると
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いう特徴を反映している。 

 

表Ⅲ-2-13 犯罪資金獲得の手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

暴力による獲得 33  94.3 
脅迫による獲得  2   5.7 
合計 35 100.0 

 

犯罪資金の使途については、表Ⅲ-2-14をみると、犯罪資金を企業設立、経営従事に用い

ていたのは10団体で、28.6%を占めている。犯罪資金をその他の犯罪に用いていたのは2

団体で、5.7%を占めている。犯罪資金を預金に充てていたのは5団体で、14.3%を占めて

いる。犯罪資金を分配したのは2団体で、5.7%を占めている。犯罪資金を個人的な浪費に

用いたのは15団体で、42.9%を占めている。データ欠損は1団体で、2.9%を占めている。 

 

表Ⅲ-2-14 犯罪資金獲得の使途 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

企業設立、経営従事 10  28.6 
その他の犯罪に使用する  2   5.7 
貯金  5  14.3 
配分  2   5.7 
個人的な浪費 15  42.9 
データ欠損  1   2.9 
合計 35 100.0 

 

３．組織犯罪の「庇護の傘」 

 

「庇護の傘」となる公務員の職種については、表Ⅲ-2-15をみると、35件の事件のうち、

23件は「庇護の傘」があり、65.7%を占めている。さらに「庇護の傘」となる公務員の職

種をみると、警察職員は13件で37.1%、裁判所職員は1件で2.9%、その他の公務員は5件で

14.3%を占め、複数職種の公務員は4件で11.4%を占めている。他に12件の事件は、資料が

不完全であるため、「庇護の傘」の情報欠損と見なしているが、それは「庇護の傘」がな

いと認めた訳ではない。自身の組織の厳密性及び結集力を強化させ、組織の長期的存続及

び発展を確保するために、多数の黒社会的組織は官庁、特に警察に対して、腐食、浸透及

びそれらとの結託を強化している。主な手段は公務員に贈賄して、手なずけるというもの

である。なかでも、最も危険なのは、官匪結託、官匪共謀して、拝金政治を形成すること

である。事実が証明しているように、このことは黒社会犯罪組織が存在及び発展するため

の極めて重要な条件であり、それによって黒社会犯罪組織の発展の規模、速度及び存続期

間の長さが制約される。腐敗は直接黒社会的犯罪を産出する訳ではないが、腐敗現象は政

府の管理機能を弱化させ、法執行機関による黒社会的犯罪の取締りに対して不利をもたら

し、それによって基層組織の威厳が損なわれ、政民離間の関係となり、黒社会的犯罪を誘

発してしまう。今の社会では、黒社会的組織が生存及び発展するためには、知恵をしぼっ
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て政府部門及び法執行機関に浸透し、ネットワークを作り、「庇護の傘」を探さなければ

ならず、更に快適な生存と発展空間を追求しようとする。つまり、腐敗は黒社会的犯罪の

形成及び発展に良い土壤を提供しているのである。 

 

表Ⅲ-2-15 「庇護の傘」となる公務員の職種 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

警察職員 13  37.1 
裁判所職員  1   2.9 
その他の公務員  5  14.3 
複数職種の公務員  4  11.4 
データ欠損 12  34.3 
合計 35 100.0 

 

「庇護の傘」となる公務員の階級については、表Ⅲ-2-16をみると、課長級及びそれ以下

の者は22件62.9%で、局長級の者は1件2.9%で、データ欠損は12件34.3%であった。東北

ブロック黒社会的組織犯罪の「庇護の傘」の階級は比較的低い。これは黒社会の発展段階

が比較的低いことを反映している。 

 

表Ⅲ-2-16 「庇護の傘」となる公務員の階級 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ

課長級およびその以下の公務員 22  62.9  62.9 
局長級の公務員  1   2.9  65.7 
データ欠損 12  34.3 100.0 
合計 35 100.0  

 

黒社会に関わりのある業界については、表Ⅲ-2-17をみると、不動産業に関わる犯罪組織

は4団体で11.4%、建築業に関わる犯罪組織は6団体で17.1%、金融業に関わる犯罪組織は1

団体で2.9%、飲食業に関わる犯罪組織は5団体で14.3%、娯楽業に関わる犯罪組織は2団体

で5.7%、運輸業に関わる犯罪組織は5団体で14.3%、その他の業界に関わる犯罪組織は12

団体で34.3%を占めている。その他の業界については、主にエネルギー、競売、林業、農

業耕地の占用等がある。 

 

表Ⅲ-2-17 黒社会との関わりのある業界 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

不動産業  4  11.4 
建築業  6  17.1 
金融業  1   2.9 
飲食業  5  14.3 
娯楽業  2   5.7 
運輸業  5  14.3 
その他 12  34.3 
合計 35 100.0 
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第３章 組織犯罪における被害者の状況 

１．犯罪被害者の状况 

 

被害者の類型については、表Ⅲ-3-1をみると、全300人の被害者のうち、自然人のみの

被害は267件で、89.0%を占め、法人被害は20件で、6.7%を占め、自然人被害と法人被害

の両者が含まれているのは13件で、4.3%を占めている。絶対多数の組織犯罪事件の被害者

はいずれも自然人であり、少数の組織犯罪事件の被害者のみが法人であり、ごく少数の事

件において、自然人及び法人が同時に侵害される状況がある。 

 

表Ⅲ-3-1 被害者の類型 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自然人被害 267  89.0 
法人被害  20   6.7 
両者併存  13   4.3 
合計 300 100.0 

 

被害の時間と場所については、表Ⅲ-3-2をみると、出勤または登校途中に被害に遭った

者は113人で、40.4%を占めている。退勤または下校途中に被害に遭った者は9人で、3.2%

を占めている。在宅中に被害に遭った者は13人で、4.6%を占めている。買物中に被害に遭

った者は35人で、12.5%を占めている。旅行中に被害に遭った者は7人で、2.5%を占めて

いる。その他の時間及び場所で被害に遭った者は103人で、36.8%を占めている。その他の

時間及び場所には主に娯楽施設、レストランでの食事などの時間及び場所での被害等など

が含まれている。被害者が仕事または学校に向かう途上及び帰宅の途上で被害に遭う確率

が比較的高いことは、侵害行為を実行する目的性及び意識性があることを示している。つ

まり、決して偶発的に被害に遭っているわけではない。 

 

表Ⅲ-3-2 被害の時間と場所 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

出勤または登校途中 113  40.4 
退勤または下校途中   9   3.2 
在宅中  13   4.6 
買物中  35  12.5 
旅行中   7   2.5 
その他 103  36.8 
合計 280 100.0 

 

被害原因については、表Ⅲ-3-3をみると、偶発的な被害者は68人で24.3%、生活上のト

ラブルによる被害者は64人で22.9%、経営上のトラブルによる被害者は78人で27.9%、争

いによる被害者は66人で23.6%、その他の原因による被害者は4人で1.4%を占めている。



 

 
 

81

経営上のトラブルによる被害の人数が最も多く、その次が偶発的被害であり、組織犯罪の

恣意性を反映している。 

 

表Ⅲ-3-3 被害原因 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

偶発被害  68  24.3 
生活上のトラブルによる被害  64  22.9 
経営上のトラブルによる被害  78  27.9 
争いによる被害  66  23.6 
その他   4   1.4 
合計 280 100.0 

 

被害者と犯罪者の関係については、表Ⅲ-3-4をみると、被害者と加害者に面識がなかっ

た者は153人で、54.6を占めている。一方、被害者と加害者が知人関係の者は110人で、

39.3%を占めている。被害者と加害者がその他の関係である者は17人で、6.1%を占めてい

る。加害者と被害者が知人である場合、おそらく経営上またはその他の原因によってトラ

ブルが起こり、被害者が被害を受けたものであろう。ほかにも面識のない人は、偶発的な

要因又は偶発的な喧嘩等の原因から、凶器による争いにまで発展したものも多く存在する。 

 

表Ⅲ-3-4 被害者と犯罪者の関係 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

面識のない人 153  54.6 
知人 110  39.3 
その他  17   6.1 
合計 280 100.0 

 

被害者の職業については、表Ⅲ-3-5をみると、学生は1人で0.4%、サラリーマンは69人

で24.6%、都市部無職者は35人で12.5%、農民は16人で5.7%、公務員は4人で1.4%、農民

工は1人で0.4%、その他の職業は154人で55.0%を占めている。当ブロックにおける黒社会

的組織犯罪の被害者群は主にサラリーマンであり、その次がその他の自由職業者、自営業

者などであり、更に次が都市部無職者及び農民であった。また、組織犯罪事件において、

公務員の被害状況もあり、占める割合は高くないものの、これも注目すべき現象の1つで

ある。 

 

表Ⅲ-3-5 被害者の職業 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

学生   1   0.4 
サラリーマン  69  24.6 
都市部無職者  35  12.5 
農民  16   5.7 
公務員   4   1.4 
農民工   1   0.4 
その他 154  55.0 
合計 280 100.0 
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２．犯罪被害の状況 

 

 被害の形態については、表Ⅲ-3-6をみると、生命が侵害されるものが23件で8.2％、身

体に重傷を負うものが54件で19.3%、身体に軽傷を負うものが119件で42.5%、財産の損失

を被るものが62件で22.1%、複数の傷害を負うものが22件で7.9%を占めている。被害者が

受けた被害で最も多いのは身体的傷害、次は財産損失、最も重大なのは生命への侵害を受

けることである。 

 

表Ⅲ-3-6 被害の種類 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

生命が侵害される  23   8.2 
身体に重傷を負う  54  19.3 
身体に軽傷を負う 119  42.5 
財産の損失を被る  62  22.1 
複数の傷害を負う  22   7.9 
合計 280 100.0 

 

自然人被害者への賠償の状況については、表Ⅲ-3-7をみると、附帯私訴による賠償が70

件で、25.0%を占めている。無賠償が188件で、67.1%を占めている。データ欠損が22件で、

7.9%を占めている。大多数の自然人被害者は組織犯罪の侵害を受けた後、附帯私訴賠償ま

たは関係部門の資金援助を得られていない。これは被害者が組織犯罪事件において、受動

的で困惑する状況にあり、司法ルートから一定額の賠償を得ることが難しいとともに、関

係部門に対し資金援助を申請し獲得することも困難であることをある程度反映していると

みることができる。 

 

表Ⅲ-3-7 自然人被害者への賠償の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

附帯私訴による賠償  70  25.0 
無賠償 188  67.1 
データ欠損  22   7.9 
合計 280 100.0 

 

３．法人被害者の状況 

 

法人被害者の業種については、表Ⅲ-3-8をみると、不動産業は1件で、5.0%を占めてい

る。飲食業は12件で、60.0%を占めている。娯楽業は2件で、10.0%を占めている。その他

の業界、例えばエネルギー、交通等は5件で、25.0%を占めている。法人として、飲食業は

最も組織犯罪の侵害を受けやすいことが分かる。 

法人の被害状況については、表Ⅲ-3-9をみると、組織犯罪による20件の法人被害のうち、

最も少ない損害額は1,000元で、最も多い損失損害額はは406万元を超えている。100万元

を超えた法人被害は3件ある。8件の法人被害は組織犯罪による損害が10万元以上であった。
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当ブロックの組織犯罪による法人被害は比較的大きく、経済的侵害が重大である。 

 

表Ⅲ-3-8 法人被害者の業種 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

不動産業  1   5.0 
飲食業 12  60.0 
娯楽業  2  10.0 
その他  5  25.0 
合計 20 100.0 

 

表Ⅲ-3-9 法人の被害状況 
被害額（元） 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ

1,000  1   5.0   5.0 
1,400  1   5.0  10.0 
1,600  1   5.0  15.0 
2,200  1   5.0  20.0 
5,000  1   5.0  25.0 
7,800  1   5.0  30.0 

10,000  2  10.0  40.0 
11,500  1   5.0  45.0 
18,000  1   5.0  50.0 
20,000  1   5.0  55.0 
80,000  1   5.0  60.0 

100,000  1   5.0  65.0 
165,000  2  10.0  75.0 
260,000  1   5.0  80.0 
530,000  1   5.0  85.0 

100,0000  1   5.0  90.0 
2,000,000  1   5.0  95.0 
4,060,000  1   5.0 100.0 

合計 20 100.0  

 

法人被害者の補償状況については、表Ⅲ-3-10をみると、20の法人被害者のうち、4つの

法人被害者のみ賠償を獲得している。そのうち、1つの法人は5,000元の民事賠償を獲得し、

3つの法人は1万元の民事賠償を獲得した。以上のデータから分かるように、当ブロックの

法人の損害賠償獲得率及び獲得した損害賠償額は、いずれも低い。 

 

表Ⅲ-3-10 法人被害者の補償状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

無賠償 13  65.0  65.0 
5,000 元  1   5.0  70.0 

10,000 元  3  15.0  85.0 
データ欠損  3  15.0 100.0 

合計 17 100.0  
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第４章 東北ブロックの組織犯罪の特徴及び発展傾向 

１．組織犯罪の特徴 

 

(1) 組織犯罪者は若年化の特徴を呈している 

原因は以下の点によるものである。第一に、青少年の時期は正に人格発育期にあたり、

充分な体力があり、精力旺盛であるが、同時に自制力及び判断力がやや劣っている。激情

と衝動にかられやすく、社会経験も乏しいため、しばしば黒社会的犯罪組織の吸収対象と

なってしまう。第二に、青少年の時期において、彼らの知識が系統的にまとまっておらず、

道徳観念も形成途中であるため、人生観が未だ定まっておらず、法制観念も形成されてい

ない。多くの社会現象及び行為規範に対して、深い全面的な知識を持っておらず、暗示に

かかりやすく、常に模倣し、一方に偏って表面的に問題を取り上げている。特に墜落的、

賭博的、悪毒的と言ったゴミ文化に害されやすく、黒社会に好奇心を持ち、更には黒社会

の大ボスを手本として、黒社会組織に加入することは名誉あることだと思っている場合も

ある。第三に、青少年は体力旺盛で、行為が衝動的で、結果を顧みないために、犯罪の種

類として、殺人、傷害、拉致、強盗等の暴力的犯罪に多く集中しており、黒社会暴力犯罪

を実行する最も適した年齢層である。したがって、大多数の黒社会的犯罪組織の構成員の

中で、青少年は相対的に高い比率を占めている。しかし彼らの犯罪組織の中での地位はそ

う高くはなく、一般的に暴力的な手下の役割を果たしている。 

 

(2) 組織犯罪者間の地縁性が強い 

経済的発展及び開放のレベル等諸要因の影響を受け、当ブロックの組織犯罪の発展レベ

ルは比較的に低く、犯罪活動は主に地元の市または地域に集中しており、犯罪活動の局地

性も組織犯罪集団メンバーの発展形式を決定づけ、地元住民が多数を占めている。同時に、

中国従来の血縁性または地縁性感情が非常に濃厚であることが基盤となって、同一地域、

同一の生活条件が、組織犯罪の集団内部の結託及び相互連絡の環境となっていくのであろ

う。犯罪者は同郷関係を利用して一堂に集結し、必然的な地域親近感を持ち、互いに信頼

し合い、同じ利益目標のために危険を顧みず、集団犯罪活動を行っている。地縁を土台と

した犯罪組織は地元で急速に威信を確立し、力を拡張しやすく、更に多くの人を取り込ん

で、勢力を拡大させている。 

 

(3) 組織犯罪の犯罪手段は暴力性が強い 

当ブロックの559人の組織犯罪者のうち、故意殺人罪に関わりのある者は11人で、全犯

罪者総数の2.0%を占めている。故意傷害罪に関わりのある者は79人で、14.1%を占めてい
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る。強盗罪に関わりのある者は52人で、9.3%を占めている。拉致略取罪に関わりのある者

は1人で、0.2%を占めている。強姦罪に関わりのある者は5人、0.9%を占めている。爆発

罪に関わりのある者は2人で、0.4%を占めている。以上の重大な人身権侵害犯罪に関わり

のある犯罪者は、全組織犯罪者の4分の1を占めている。組織犯罪はその関わっている罪名

が多いこと及び犯罪性質が悪質である特徴があり、組織的暴力は黒社会組織の本質及び特

徴であり、黒社会組織が実行した全ての犯罪はいずれも暴力犯罪を基礎、また後ろ楯とし

ているのである。とりわけ、設立の初期において、金銭を蓄え、権威と自己の勢力範囲を

確立させるための突破口として、黒社会組織は暴力犯罪をより一層必要とする。近年、銃

器関連、爆発物関連、暴力殺人、強盗、拉致略取、警察への襲撃等の犯罪が突出し、暴力

性が更に増強されており、社会的危害及び影響が一段と増大している。犯罪者はともすれ

ば銃を持って殺人殺傷、銃で武装強奪を行い、爆発事件も徐々に巧妙化、悪質化の傾向を

呈している。 

 

(4) 組織犯罪の発展レベルは比較的低い 

まず、データによれば、当ブロックの組織犯罪は主に地元の市街区または地元の省内に

集中し、省を跨るような流動性は比較的低い。次いで、犯罪組織は被害者に対して個人名

義で資金提供を要求することが最も多く、6割以上を占めている。犯罪集団の組織力が弱

く、犯罪構成メンバーは一般に各自が闘って、経済的利益を強奪している。更に、35件の

組織犯罪事件のうち、グループ型（散漫型）に属する犯罪組織は11団体で、31.4%を占め

ている。黒社会的組織型（厳密型）に属するものは22団体で、62.9%を占めている。黒社

会型（固定型）に属するものはわずか2団体で、5.7%を占めている。最後に、当ブロック

の半分以上の組織犯罪事件において、犯罪組織のいずれも隠れ蓑にするための合法的な機

構を持たない。このことも側面から当ブロックの組織犯罪の発展レベルが高くない現状を

示しており、隠れ蓑にする合法な機構を持たないため、犯罪組織は公衆に暴露される機会

が増え、また犯罪組織が司法機関に発見されやすく、取締りを受けるリスクをも増加させ

ている。 

 

２．組織犯罪の発展傾向 

 

(1) 組織化レベルは更に高くなっていく 

組織化レベルの向上は組織犯罪の必然的な傾向であり、犯罪組織の内部構造及び維持形

式、組織化レベルの高さは、犯罪組織の能率・能力の大小及びその能力発揮の強弱を決定

づける。現在、当ブロックの多くの犯罪組織は、内部構造上、まだ自発的な糾合及び拡充

状態にあり、親縁、地縁、獄縁などの関係が犯罪組織の形成過程において優勢を占め、短

期間の内に高レベルの組織構成を実現することは難しい。しかし、時間の推移に伴って、

犯罪組織は絶えず犯罪手法を習得し、他の国や地域の黒社会的組織の犯罪形態を吸収模倣
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するとともに、現代的管理方法及び手段を導入し、組織化レベルをかなり高めることがで

きる。 

 

(2) 地域、国を跨っての犯罪は日増しに増加する傾向にある 

巨額な利潤の追求および取締りへの対抗の必要性から、個別の犯罪組織の力で各自の地

盤を固めているような組織犯罪路線はもはや現代の犯罪に適応できなくなってきた。組織

犯罪は更に動きを増し、範囲と空間を一層拡大し、次第に放散状態を呈して拡散を進めて

いき、地域、国を跨るような黒社会的組織犯罪が、当ブロックにも出現するであろう。グ

ローバル経済に伴い、世界経済はまさにグローバル的な発展時期に突入しようとしており、

国、地域を跨って、政治、経済、文化及び社会の交流もますます頻繁となり、組織犯罪の

国際化のレベルもこれに伴って上昇していく傾向にある。現在、組織犯罪は全世界にネッ

トワークを既に形成している。韓国、日本の黒社会犯罪も当該地区の組織犯罪に重大な影

響を及ぼしている。 

 

(3) 経済勢力は更に強まっていく 

犯罪組織は単に強奪、詐欺、盗窃、密輸、薬物密売、賭博操作、性風俗業を通して金銭

財物を取り立てるだけではなく、「合法的」企業の経営によって利益を取得し、特に「合

法的」経営を旗印に「不法収入」を隠れ蓑にする。経済の急速な発展に伴い、犯罪者は経

済的利益を強く追求し、犯罪組織は自己能力及び勢力範囲に従って、更なる分野へと勢力

範囲を拡充していく。組織犯罪集団の経済的勢力も更に強大になるであろう。 
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第Ⅳ部 上海ブロックの実証分析報告 
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責任者： 

顧肖栄（上海社会科学院法学研究所所長・研究員） 

 

メンバー： 

尹 琳（上海社会科学院法学研究所副研究員） 

安文録（上海社会科学院法学研究所補助研究員） 

涂龍科（上海社会科学院法学研究所補助研究員） 

倪瑞平（上海市公安局黄埔支局局長） 

 龔培華（上海市人民検察院研究室主任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

‐ 89 ‐

第１章 組織犯罪の総合調査 

当ブロックは 1 つの直轄市のみであるが、13 の事件とその事件に関与した犯罪者 103

人に対して 4 段階に分けて情報収集及び調査を行った。①特定のルートを通じて、裁判

所・刑務所等の関係機関から組織犯罪の判決文を入手する。②判決書を詳しく分析し、「調

査票」と比較した上で、判決書の中から調査に必要なデータを取り出してコーディングす

る。③コーディングしたデータを SPSS データ処理システムに入力して分析を行う。④処

理・分析したデータに基づいて調査報告書をまとめる。 

2003 年から 2007 年までの 5 年の間に、上海市において組織犯罪に関係する 13 の刑事

事件の判決が下されたが、その事件に関与する犯罪組織は 7 団体、犯罪者は 103 人に及ん

だ。当研究チームは以上の犯罪組織 7 団体、犯罪者 103 人を調査研究の対象としてデータ

の収集を行った。 

 

１． 組織犯罪の基本状況 

 

(1)行為者の個人状況について 

調査を通じて、組織犯罪の行為者の以下の特徴が分かった。 

① 性別 

男性が圧倒的多数を占めている。調査した 176 人のサンプルの中で、データ欠損の 73

人を除いて、103 人の有効データの中で、男性が 100 人で、全体の 97.1%を占めている。

女性は 3 人しかおらず、2.9%であった。 

② 組織犯罪行為者の年齢構成 

表Ⅳ-1-1を分析した結果、組織犯罪の行為者は年齢について以下の特徴がある。 

第 1 は、未成年者が黒社会的組織犯罪の中に占める割合は高くない。全 103 人の被告人

の中で、組織犯罪に参加した当時に 18 歳以下の者が 3 人で、全体のわずか 2.9%であった。

もちろん、司法実務の中で、未成年行為者に対して、当初から犯罪扱いとしない、または

刑事責任を問わない等の場合を考慮すると、実際の割合は本調査結果より若干高くなるか

もしれないが、それにしても、「青少年が現下の黒社会の主力予備軍である」8という観点

は支持されない。25 歳を基準にして調査結果をみると、組織犯罪行為者の中で、25 歳以

下の青少年の割合は 34.0%であったのに対し、26 歳～35 歳の成人の割合は 44.7%で、25

歳以下の割合を大きく上回った。学者と実務者の間には、「ここ数年来、青少年が徒党を組

んで、集団犯罪を実行する現象が著しく増加している」9という声が強まっている。このよ

                                                              
8 許皆清 「台湾地区有組織犯罪与対策研究」中国検察出版社 2006 年 181 頁。  
9 何秉松 「有組織犯罪研究－中国大陸黒社会（性質）犯罪研究」 中国法制出版社 2002 年 105 頁。 
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うな声は確実なデータと事実の裏付けがあるため、正しい見方といえよう。しかし、慎重

に対応しなければならない。今回の調査による統計結果が上述の見方と異なる原因は次の

ように考えられる。ⅰ）現実の中で、多くの青少年犯罪組織・犯罪グループ・少年派閥は

黒社会的組織にまで発展していない。ⅱ）司法実務の中で、青少年犯罪グループを黒社会

的組織として処理する割合が極めて低い可能性もある。 

第 2 は、26 歳～40 歳の成人男性が黒社会組織犯罪の主要な構成員である。表Ⅳ-1-1を

みると、黒社会的組織の中で、26 歳～40 歳の構成員の割合（データ欠損部分を除く）は

55.3%に達し、組織の主要な構成要素であった。そのうち、30 歳と 35 歳の 2 つの年齢は

同時に最頻値となり、8 人に達し、それぞれ全体の 4.5%を占めている。 

第 3 は、40 歳を超えると、黒社会的犯罪組織に加入する割合は急激に減り、50 歳にな

ると、この犯罪に加わる者はほとんどいない。 

 

表Ⅳ-1-1 犯罪組織構成員の年齢状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

14 歳   1   0.6   0.6 
16 歳   1   0.6   1.2 
18 歳   1   0.6   1.7 
19 歳   6   3.4   5.1 
20 歳   4   2.3   7.4 
21 歳   5   2.8  10.2 
22 歳   3   1.7  11.9 
23 歳   4   2.3  14.2 
24 歳   5   2.8  17.1 
25 歳   5   2.8  19.9 
26 歳   5   2.8  22.7 
27 歳   5   2.8  25.6 
28 歳   2   1.1  26.7 
29 歳   7   4.0  30.6 
30 歳   8   4.5  35.2 
31 歳   2   1.1  36.4 
32 歳   5   2.8  39.2 
33 歳   2   1.1  40.3 
34 歳   2   1.1  41.4 
35 歳   8   4.5  45.9 
36 歳   3   1.7  47.6 
37 歳   4   2.3  49.9 
38 歳   1   0.6  50.5 
39 歳   2   1.1  51.6 
40 歳   1   0.6  52.2 
41 歳   2   1.1  53.3 
42 歳   1   0.6  53.9 
43 歳   1   0.6  54.5 
44 歳   1   0.6  55.1 
45 歳   1   0.6  55.7 
46 歳   1   0.6  56.3 
50 歳   1   0.6  56.8 
データ欠損  76  43.2 100.0 
合計 176 100.0  

 

③ 組織犯罪行為者の戸籍と国籍 

組織犯罪行為者の戸籍と国籍は組織犯罪に関する研究の 2 つの異なる問題である。前者
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は外来人口の犯罪問題に関連するが、後者は主に組織犯罪のグローバル化及び組織犯罪の

取締における中日両国の司法協力問題に関連する。これらの問題について、当報告書は分

けて論じていきたい。 

その 1 つは行為者の戸籍問題である。調査結果については表Ⅳ-1-2を参照する。 

 

表Ⅳ-1-2 行為者の戸籍 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元出身者（我が国本土）  16   9.1 
外来者（我が国本土）  87  49.4 
データ欠損  73  41.5 
合計 176 100.0 

 

上記の表をみると、被告人全体の中で、我が国本土からの外来者は 87人で、全体の 49.4%

を占め、地元出身者はわずか 16 人で、全体の 9.1%であった。外来者は組織犯罪の主要構

成員であることが分かる。組織犯罪における外来者の割合を一般犯罪における外来者の割

合と比較してみると、ほぼ一致している10。調査から得た外来者の高い割合は、学界の「農

民と失業者は組織犯罪の強力な予備軍である」という主流的な観点を完全に証明した11。 

そのほかに、もう 1 つの重要な問題がある。即ち組織犯罪のグローバル化及び国際黒社

会組織が我が国へ浸透している問題を議論しなければならない。今回の調査において、全

103 人の被告人はすべて中国人で、外国人はいなかった。もちろん、これは組織犯罪のグ

ローバル化問題を考察する 1 つの視点に過ぎず、行為者の国籍だけで組織犯罪のグローバ

ル化傾向が存在するか否かを判断してはならない。この問題に関して、当報告書は最後の

ところで、詳しく論じたい。 

④ 行為者の経済状況 

行為者の経済状況に対する考察にはいくつかの視点がある。 

まず、行為者の居住状況である（図Ⅳ-1-1を参照）。 

 

図Ⅳ-1-1 行為者の居住状況 
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10 上海市監獄管理局による調査 『上海市外来人員犯罪調査研究』を参照。 
11 謝勇・王燕飛主編 「有組織犯罪研究」 中国検察出版社 2004 年 341 頁。 
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調査によれば、103 人の被告人の中で、60 人のデータは欠損し、15 人は当市街区に持

家があり、16 人は当市街区に固定住所があり、12 人は固定住所がない。データ欠損の部

分を除いて、持家がある者は全体の 34.9%を占め、固定住所がある者は全体の 37.2%を占

め、固定住所がない者は全体の 27.9%を占めている。 

次に、被告人の職業である（図Ⅳ-1-2を参照）。 

調査によれば、103 人の被告人の中で、データ欠損が 26 人で、全体の 25.2%を占め、

サラリーマンが 10 人で、全体の 9.7%を占め、都市部無職者が 21 人で、全体の 20.4%を

占め、農民が 20 人で、全体の 19.4%を占め、公務員が 1 人で、全体の 1.0%を占め、その

他の職業が 25 人で、全体の 24.3%を占めている。 

 

図Ⅳ-1-2 被告人の職業 
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⑤ 被告人の学校教育状況（図Ⅳ-1-3を参照） 

図をみると、組織犯罪行為者の教育状況には以下の特徴がある。まず、行為者の教育レ

ベルは低い傾向がある。データに示したように、組織犯罪行為者の中で、中学校以下の教

育を受けた者は、全体の 90.3%を占めているのに対して、高校以上の教育を受けた者は、

全体の 9.7%であった。大学の教育を受けた者は、全体のわずか 1.0%であった。社会の教

育資源の観点からみれば、組織犯罪行為者はすべて社会の「弱者層」である。次に、中学

校の教育を受けた行為者の割合は最も高い。今回の調査によれば、中学校の教育を受けた

者は全体の 55.3%を占め、ほかの者をはるかに超えている。組織犯罪行為者の中で中学校

の教育を受けた者の割合が最も高いという現象は、類似研究の中でも証明されている12。 

この現象は我が国が実施している中学校までの 9 年義務教育に密接な関係がある。 

 

                                                              
12  劉学鋒『対 30 個黒社会性質組織案例的分析研究』蘭州大学 2007 年度修士学位論文・張笋『山東省 2006
年黒社会性質組織犯罪調査分析』山東大学 2006 年度修士学位論文を参照。 
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図Ⅳ-1-3 学校教育の状況 

1
9

57

28

8
0

10

20

30

40

50

60

大学 高校 中学校 小学校 非識字

度
数

 

 

⑥ 行為者の心身状態 

調査結果によれば、有効データの 103 人の行為者はすべて心身状態の正常な者であり、

体の不自由な者・限定責任能力の精神病者・間欠性精神病者及び聴覚障害者等はいなかっ

た。日常の経験及び関連する研究結果によれば、体の不自由な者が犯罪を行う場合に比較

的多いのは窃盗・詐欺のような財産犯罪である。その目的は不法手段を用いて自らの日常

生活に必要な財物を入手することである。しかし、「悪事の限りを働き、一地方を制覇する」

という黒社会に関係する犯罪を実行するには、体の不自由な者は身体条件を満たしていな

い。したがって、黒社会に関係する犯罪において、体の不自由な参加者の人数が極めて少

ないのも筋が通る。 

⑦ 行為者の前科 

第 1 に、行為者の前科に関する調査について、その結果は図Ⅳ-1-4のとおりである。図

の中で、特に目立った特徴は、黒社会に関係する犯罪の行為者の中で、「初犯」及び「前科

なし」の割合は意外に高く、81.6%にも上った。これは人々が通常想像する黒社会の犯罪

行為者は皆素行が悪く、犯行が数多くあるというようなイメージと異なる。「前科あり」の

者は 18.4%しかいなかった。しかし、調査データをさらに主犯と従犯（一般構成員）の 2

種類に分けて分析すると、主犯の集団の中で、前科の割合は 32.0%に達し、犯罪組織のリ

ーダーの集団になると、前科の割合は 50.0%にも達してしまう。前科に関連する罪名は主

に故意傷害・強盗・恐喝略取等の人身権利と財産権利を侵害する犯罪類型である。調査結

果をみると、黒社会的犯罪組織の中で、通常 1 つの「悪の枢軸」が存在する。これらの前

科のあるリーダーや主犯格の者は、犯罪組織全体の行動をコントロールし、犯罪を実行し

ている。 

第 2 に、累犯の構成状況及び累犯の罪名については、調査結果によれば、全行為者の中

で、10 人が累犯を構成し、約 9.7%を占めている。累犯を構成しないのは 93 人で、約 92.3%

を占めている。また、累犯を構成する罪名をみると、それぞれ故意傷害罪と強盗罪等の罪
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名であった。したがって、黒社会に関係する暴力犯罪及び財産犯罪は依然として多発する

犯罪である。 

 

図Ⅳ-1-4 前科の状況 
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この調査の中で、犯罪行為者の行政違反に関する記録の入手は困難であることを説明し

なければならない。行政違反に関するデータは通常判決文の中に記載されないため、犯罪

行為者の行政違反に関する状況を判断できない。特に前科歴のない犯罪組織の一般構成員

について、その「素行」はどのようなものかを、引き続き調査研究する必要がある。 

以上の調査結果をまとめると、当ブロックにおいて、黒社会的犯罪組織の構成員はほぼ

同じような人物特徴と社会背景を持つ。年齢は主に 20 歳～35 歳の間に集中し、性別は男

性が圧倒的多数を占めている。教育状況では学歴が相対的に低く、その大半は中学校以下

であった。また、地方からの外来者が多く、経済状況も人並みであるが、ほとんどの者は

上海に持ち家がない。 

 

(2)犯罪に対する行為者の認識 

①犯罪組織への加入理由 

行為者の犯罪組織への加入理由を研究することは、組織犯罪の内部構成の解明及びより

効果的な組織犯罪の予防、また取締りに重要な意義を持つ。調査結果によれば、行為者は

全員「自発的」あるいは「他人の紹介」で犯罪組織に加入しており、脅迫を受けて加入し

た者を発見できなかった。全 103 人の犯罪行為者の中で、「結成または指揮」の役割を果

たす者が 7 人で、6.8%を占めている。 

②罪を認める態度 

この調査の中で、データ欠損が 24 人で、全体の 23.3%を占め、悔悛の意を示した者が
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合計 22 人で、全体の 21.4%を占めている。一方、悔悛の意を示さない者が 57 人で、全体

の 55.3%を占めている。データ欠損の部分を除いて、悔悛の意を示した者が 27.9%を占め、

悔悛の意を示さない者が 72.2%を占めている。つまり、4 分の 3 近くの行為者は悔悛の意

を示していない。関連研究を参考にすれば、「黒社会に関係する」犯罪の中で、確かに大半

の犯罪行為者が犯行を悔悛しない現象は存在する。この点において、「黒社会に関係する」

犯罪と交通犯罪とは明らかに異なる。ある研究によれば、交通犯罪において、犯行を悔悛

する割合は非常に高く、しかも行為者が再び交通犯罪を犯す割合は極めて少ない。その原

因を分析すると、筆者は以下のように考えている。「黒社会に関係する」犯罪において、行

為者が実行したのは基本的に主観的な犯罪である。行為者の選択及び判断が社会の主流意

識の範囲を逸脱しているため、社会における一般的な善悪観念からは容認できない犯罪行

為を実行するわけである。行為者本人にすれば、この主観的な犯罪を実行する前に、すで

に自分の価値観によって選択及び判断をしたわけである。したがって、行為者は犯罪を犯

した後においても、自身の価値観から罪に対する悔悛の意が生まれない。この点において、

1 つの黒社会に関係する犯罪組織にとって、構成員の社会的価値観は人員及び組織の安定

性を保つ基礎であるとも解釈できる。 

③犯罪捜査等に貢献した功績の有無の状況 

調査結果によれば、全 103 人の中で、一般的な功績のある者は 7 人で、6.8%を占め、顕

著な功績のある者は 3 人で、2.9%を占めている。功績のない者は 93 人で、90.3%を占め

ている。全体的にみれば、犯罪捜査等に貢献した功績のある者は多くない。 

 

(3)司法処理状況について 

①事件立件の原因 

調査によれば、司法実務において、組織犯罪が立件される原因は主に以下の 3 つがある。

通報が 18 件で、17.5%を占め、自首が 2 件で、1.9%を占め、その他が 83 件で、80.6%を

占めている。「その他」とは、司法実務において、主に「共犯者が逮捕された後に拘引され

た者」の場合を指している。 

調査結果によれば、組織犯罪において、司法当局に自首する行為者は極めて少なく、全

体のわずか 1.9%しかいない。しかも、これらの自首のほとんどは事件が摘発された後に、

逃げられなくなってから司法当局に自首したものであって、事件が摘発される前に自発的

に自首するケースはゼロであった。この結果は、事件処理された後に罪を悔悛する行為者

の割合が比較的少ないことに一致している。また、組織犯罪行為者は通常比較的片意地な

ところがあり、犯罪行為の社会に対する危害及び違法性を認識していないとの証明にもな

る。さらに、黒社会的組織が創立されてから、構成員の間に特別な人間関係と文化が生ま

れ、一般社会の価値観と異なる特別な価値観が形成されることも考えられる。このような

価値観と文化は一般社会に認められていないが、黒社会的組織の内部では信奉され順守さ

れている。これはある程度に黒社会的組織または黒社会組織の特性を反映している。また、
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この特性は黒社会的組織が誕生する深い原因かもしれない。 

②判決の状況 

図Ⅳ-1-5に示したように、103 人の調査対象の中で、3 年以下の有期懲役の判決が下さ

れた者は 32 人で、全体の 31.1%を占め、3 年以上 10 年以下の有期懲役の判決が下された

者は 49 人で、全体の 47.6%を占め、10 年と 10 年以上の有期懲役の判決が下された者は

18 人で、全体の 17.5%を占め、無期懲役及び死刑の判決が下された者は 4 人で、全体の

3.9%を占めている。 

 

図Ⅳ-1-5 判決の状況 
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我が国の刑法 294 条によれば、黒社会的組織を結成、指揮しまたはこれに積極的に加入

した場合と海外の黒社会組織の構成員が我が国において構成員を徴集する場合の 2 つの罪

の法定刑は「3 年以上 10 年以下の有期懲役」である。黒社会的組織を庇護し、または黒社

会的組織の犯罪を放任する罪の法定刑は「3 年以下の有期懲役」であり、「情状の重いとき

は、3 年以上 10 以下の有期懲役」である。そのため、この調査において、「3 年以下の有

期懲役」と「3 年以上 10 年以下の有期懲役」の 2 つの選択項目の選択率が高いことは条理

にかなう。 

説明しなければならないのは、10 年以上の有期懲役、無期懲役または死刑の判決が下さ

れる原因である。これは黒社会に関係する罪名によるものではなく、故意傷害、強盗等の

犯罪で、数罪併罰の結果によるものである。 

③政治的権利の剥奪の状況 

政治的権利を剥奪された者は 26 人で、全体の 25.2%を占め、政治的権利を剥奪されな

い者は 77 人で、全体の 74.8%を占めている。 

 ④判決後の状況 

 判決後の状況についての調査は、全 103 人の行為者の中で、データ欠損が 85 人で、82.5%
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を占め、判決後上訴した者は 12 人で、11.7 を占め、上訴しなかった者は 6 人で、5.8 を占

めている。 

 

(4)犯罪組織の状況について 

①犯罪組織の概況 

判決文を分析すると、上海ブロックの黒社会的組織は概ね 3 つのタイプに分けられる。 

 

表Ⅳ-1-3 上海ブロックの犯罪組織の状況 

 主犯 犯罪組織の加入人数 結成年月 逮捕年月 主犯は累犯か否か 

1 王××  5 2003.9 2004.7 非累犯 
2 王×  7 2003.9 2004.7 非累犯 
3 石× 13  2003.11 2005.1 累犯 
4 李× 20 2002.1 2005.5 累犯 
5 林× 19 2002.3 2004.7 累犯 
6 徐× 16 1997.8 2002.7 非累犯 
7 過× 12 2002.2 2006.6 非累犯 
8 もう 1 人はマカオの黒社会組織の構成員で、上海で犯罪を実行したため、判決を言い渡された。 

 

ピラミッド型。これは最もよくあるタイプで、ほとんどの黒社会的組織はピラミッド型

である。一般的に組織リーダー、中堅構成員と一般加入者の 3 つの部分により構成される。

組織のリーダーは組織全体の中核であり、組織の犯罪活動を策定している。組織の中堅構

成員は組織の犯罪活動の主要な実行者であり、直接に具体的な犯罪を指揮する。一般加入

者は犯罪組織の比較的周辺の者であり、直接に犯罪活動を実行する。一般的に、加入者の

変動性は比較的に強い。例えば、李×、林×、徐×等がリーダーであった黒社会的組織はす

べてピラミッド型の犯罪組織である。 

結合型。このタイプの黒社会的組織は数が少なく、実際には複数の黒社会的組織が結合

した連合体である。各組織のリーダー同士は主に友人関係である。例えば、王××と王×の

2 つの黒社会的組織の間にはこのような結合の関係が存在していた。2 人は同郷の者であ

り、前後して上海に入り込んで、それぞれ黒社会的組織を創立した。2 つの組織にはそれ

ぞれ固定の中堅構成員がおり、一部の構成員は相手組織の「ゲスト」となる場合もある。

2 つの組織は常に手を組んで悪事を働いていた。 

散漫型。このタイプの黒社会的組織も数が少ない。犯罪組織の発展段階を考察すると、

散漫型の黒社会的組織は一般の犯罪集団から黒社会的組織に発展してきたばかりの段階に

あり、また明らかに一般の犯罪集団の特徴を持っている。このタイプの組織の特徴は、固

定のリーダーと少数の中堅構成員を除いて、固定の構成員がほとんどなく、犯罪を実行す

る時のみ集まるというものである。構成員間の上下関係は厳しくなく、明確な役割分担は

形成されていない。 

説明すべきなのは、中国刑法においては、黒社会的組織犯罪しか規定されておらず、黒

社会犯罪は規定されていないことである。そのため、刑法においては、犯罪組織の分類に

ついて、黒社会的組織しか存在しておらず、黒社会は存在しない。また、黒社会の特徴が



  ‐ 98 ‐

そろっていない散漫型グループの「黒社会に関連する｣犯罪組織も存在しない。なぜなら、

刑法の規定に照らし、犯罪グループがまだ未熟であり、黒社会的組織の特徴がそろってい

なければ、刑法 294 条の適用ができず、黒社会的組織として認定できないからである。 

②行為者が犯罪組織に加入している期間（図Ⅳ-1-6を参照） 

 データ欠損の 5 人を除いて、犯罪組織への加入期間をみると、3 年以上（3 年を含む）5

年以下は 52 人で、53.6%を占め、5 年及び 5 年以上は 15 人で、14.6%を占めている。つ

まり犯罪組織に 3 年以上も加入した割合は、68.4%を占め、3 分の 2 を超えている。この

データは犯罪組織における組織構成の安定性及び構成員の固定性を裏付けるものである。 

 

図Ⅳ-1-6 犯罪組織への加入期間 
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③共犯者関係（図Ⅳ-1-7を参照） 

調査結果によれば、共犯者関係では、同郷関係が 84 人 47.7%、親族関係が 30 人 17.7%、

同僚関係が 21 人 11.9%、獄友関係が 17 人 9.7%、その他の関係が 14 人 8%を占めている。

犯罪を誘発する原因を考察すると、「犯罪界」の特徴が現れる。「犯罪界」とは、犯罪主体

の間に、一定の要素が相互関連または影響し、犯罪を誘発するエリアのことである。一方

において、「犯罪界」は犯罪を行った主体の間に、なんらかの関連性が存在し、この関連に

は内部法則があるはずである。他方において、「犯罪界」は犯罪を誘発する強い輻射作用を

持っている。 

犯罪組織の「犯罪界」を考察してみると、その内部の関連方式は以下の種類がある。 

ⅰ）地域犯罪界。つまり同じ出身地（同郷）から上海に来た者はお互いに影響しあい犯

罪組織に加入する。これは組織犯罪行為者の間で一番多い関係構成である。上述の調査結

果をみても、47.7%の組織犯罪行為者の間に「同郷」の関係が存在する。 

ⅱ）集団居住犯罪界。つまり構成員の間には同郷関係がないが、上海に来てから同じ地

域に集まって居住することで知り合い、お互いの影響で犯罪組織に加入してしまう。この

タイプの犯罪組織は一般的に都市部と農村部の境目の比較的管理の甘い地域で発生する。 
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ⅲ）血縁犯罪界。つまり血縁関係のある同一宗族の人がお互いに影響しあい犯罪を行う。

血縁関係を絆とする集団の中で、ある犯罪行為者は犯罪で豊かになると、反面的模範の効

果が生まれ、ほかの人たちも真似をして、次第に血縁関係で維持する犯罪組織が生まれて

くる。他方、犯罪組織がその構成員を増員し、組織を拡大させる時に、血縁関係は自然に

信頼できるものとなる。血縁犯罪界の形成には、自然性がある。 

ⅳ）刑務所犯罪界。ここでの刑務所とは違法犯罪行為者を収容拘禁するすべての場所を

いう。刑務所犯罪界という概念は、収容拘禁されることによって行為者の間にクロス感染

を招く恐れがあるというマイナス効果を強調するものである。この点については、すでに

学界で注目を浴びている。刑務所犯罪界が組織犯罪を生み出すという事実も、このマイナ

ス効果を裏付けている。 

 

図Ⅳ-1-7 共犯者関係図 
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④犯罪組織の存在様態 

犯罪組織の存在様態について、調査は以下の結果を得ている。全部で 7 団体の犯罪組織

の中で、合法的商業実体をもつ犯罪組織は 5 団体あった。これらの犯罪組織は貨物輸送会

社や娯楽会社等の登記した合法的な商業実体を隠れ蓑にして黒社会的犯罪活動を展開して

いた。ほかの 2 団体の犯罪組織は合法的商業実体がなく、闇の賭博場において高金利を取

るヤミ金融業等の違法犯罪活動に従事していた。犯罪組織の内部では構成員が一般の「会

社」のように社員と称しているが、登記した合法な商業実体が存在しなかった。この 7 団

体の犯罪組織のそれぞれのリーダーの中で、2 人が企業の代表取締役及び社長の役職を担

任していた。 

以上のように、現在において、黒社会的組織によく使われている手段は、「会社」を設立

する等の経営実体を表にし、組織をその陰で存在させ、会社の利益で不法利益を隠すとい

うものである。 

⑤犯罪組織の形成 

調査結果によれば、関係する 8 団体の犯罪組織の中で、7 団体は自発的に形成されたも
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ので、残りの 1 団体は海外黒社会組織の構成員による国内での犯罪であった。そのため、

犯罪組織の形成自体からいえば、7 団体の犯罪組織はすべて自発的に形成されたものであ

り、いわゆる「海外組織による国内での拡張」、または「海外組織との結託」等の事実は存

在しなかった。つまり、上海ブロックにおいて、海外の黒社会組織の構成員による犯罪が

起こっているが、海外の黒社会組織が国内で構成員を増員し、さらに拡大化・組織化する

という現象はまだ現れていない。 

⑥犯罪組織の特徴についての分析 

犯罪組織の特徴について、本報告書は以下の 2 つの側面から分析したい。 

第 1 に、犯罪組織構成員の人数である。7 団体の犯罪組織の中で、李×が指揮する黒社

会組織の人数は最も多く、20 人であった。人数が最も少なかったのは王××が指揮する黒

社会組織で、5 人しかいなかった。全体的にみれば、犯罪組織の平均人数は 13 人前後であ

った。したがって、上海地区の黒社会的組織は構成員人数がそれほど多くなく、規模も大

きくない。海外のような何百人何千人の黒社会組織とは比べ物にならないほどである。 

第 2 に、犯罪組織の存続期間である。表Ⅳ-1-3に示したように、犯罪組織の存続期間に

はばらつきがみられる。期間が短かったのは、例えば、王××と王×が率いた 2 団体の犯罪

組織の存続期間であり、2003 年 9 月から 2004 年 7 月までの 10 か月ほどしかなかった。

存続期間が比較的長かったのは徐×が率いた黒社会的組織で、1997 年 8 月から 2002 年 7

月までの約 5 年であった。全体的にみれば、上海地区の黒社会的組織の平均存続期間は 2.5

年である。存続期間を考えれば、上海地区は比較的短く、海外にある典型的な黒社会組織

のように何十年ないし百年以上も存続することはないと筆者は考えている。 

そのほかに、もう 1 つの注意しなければならない問題がある。前述したように、王××

と王×がそれぞれ率いた 2 団体の犯罪組織の存続期間は 10 カ月ほどしかなかった。1 つの

組織の形成・発展の経緯をみれば、期間が非常に短い。そのため、この組織は黒社会的組

織の特徴を備えているのであろうか。ただの役割分担を明確にした犯罪グループではない

か。実務上において犯罪グループを「レベルアップさせて」黒社会的組織として処理した

という事情はなかったか。これらの問題については一層研究する必要がある。理論上の問

題としてみると、どのように犯罪グループと黒社会的組織を区別するか、司法実務におい

てどのように黒社会的組織を認定するかという問題になる。 

 

(5)犯罪行為の特徴 

調査結果によれば、現在、上海地区において組織犯罪行為の特徴は次の通りである。 

①行為の類型 

判決書を分析してみると、組織犯罪行為者の罪名の中で、故意傷害罪が 18 人 10.2%、

強盗罪が 16 人で 9.1%、不法監禁罪が 5 人で 2.8%、恐喝略取罪が 5 人で 2.8%、薬物密売

罪が 5 人で 2.8%、賭博罪が 11 人で 11.0%を占め、その他の罪が 123 人で 69.9%を占めて

いる（このうち、黒社会犯罪に関係する 3 つの罪名が含まれる）。 
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②犯罪の侵害対象（図Ⅳ-1-8を参照） 

 組織犯罪の侵害対象に関する調査結果をみると、特定の個人が 42 件で 23.9%、不特定

の個人が 103 件で 58.5%、特定の企業が 10 件で 5.7%、不特定の企業が 33 件で 18.8%、

公務員が 7 件で 4.0%を占めている。そして、データ欠損は 1 件で、0.6%を占めている。 

 

図Ⅳ-1-8 犯罪の侵害対象 
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③犯罪の手段 

犯罪の手段に関する調査結果をみると、銃器弾薬の使用が 4 件で 2.3%、規制刃物の使

用が 98 件で 55.7%、その他の手段の使用が 87 件で 49.4%を占めている。データ欠損は

22 件で、12.5%を占めている。 

④犯罪の実行段階 

調査結果をみると、全 103 人の犯罪行為者はすべて既遂であり、未遂・予備・中止は存

在しなかった。このような結果の原因は、1 つ目は「黒社会に関わる」犯罪の特徴に関係

する可能性がある。2 つ目は司法当局の当該犯罪に対する処理手法に関係する可能性があ

る。 

⑤犯罪形態 

 犯罪形態に関する調査の中で、単一型の犯罪（1 つの特定の犯罪しか犯さない。例えば、

薬物密売）は 31 件で、17.6%を占め、複雑型（不特定の犯罪を犯す）は 93 件で、52.8%

を占めている。そのほかに、データ欠損は 52 件で、29.5%を占めている。 

⑥活動範囲 

 調査結果をみると、黒社会的組織の活動範囲は、当市街区あるいは地域であるのが 105

件で、59.7%を占め、省（直轄市）を跨るのが 20 件で、11.4%を占めている。そして、デ

ータ欠損は 51 件で、28.9%を占めている。 

 

(6)組織犯罪の経済的特徴 

経済的特徴は組織犯罪を考察する重要な視点であり、組織犯罪を調査するうえで特別な
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意義をもつ。組織犯罪の原因に関する研究の中で、経済の要素に立脚して考察する「経済

論」は、理論界において強い説得力がある。経済論の学者は社会人イコール経済人という

理論を用いて、組織犯罪集団も経済的利益を追求する組織であるという理論を基礎とし、

経済的利益を追求することは犯罪組織が形成される共通の目標であるとする。経済活動に

従事することは犯罪組織が生存し発展する重要な手段であり、蓄財によって勢力を拡大す

ることは犯罪組織が蔓延する必然的な結果であると認識している13。上海地区における組

織犯罪の実証研究の中で、犯罪の目的が単一化しつつ、ここ 10 年近くの蔓延を経て、不

法な経済利益を図ることに集中する傾向が明らかになった14。この調査報告書は上述の観

点を重ねて証明できた。 

犯罪行為者が利益を得る状況に関する調査の中で、103 人の調査対象者は、すべて経済

的利益を得ていた。したがって、犯罪行為者には普遍的に経済的利益を追求する特徴があ

る。また、犯罪組織に対する調査の中で、7 団体の犯罪組織のうち、5 団体は合法な経営

実体の経営活動を隠れ蓑にして、経済的利益を得ていた。ほかの 2 団体は高金利を取るヤ

ミ金融業の経営を通して、経済的利益を得ていた。したがって、犯罪組織も経済的利益を

追求するという普遍的な特徴がある。 

犯罪組織が経済的利益を得る主な手段は以下の通りである。 

① 不法に市場を独占し、強引に売買を成立させる 

これは犯罪組織が最もよく利用する経済的利益を得る手段である。黒社会的組織は巨額

の不法な経済的利益を図るために、通常暴力、恐喝などの手段を用いて、競争相手を排除

し、市場をコントロールする。そして、業界を独占して、不法に金集めの目的を実現する。

さらに、一部の犯罪組織は直接経営の競争相手に暴力を加え、または暴力で脅しをかけて、

相手を屈服させ、業界から撤退させる。このように経済的利益を得る犯罪組織はその経営

内容からみれば、例えば、貨物運輸業や娯楽業のような合法的なものであるが、その違法

性は犯罪組織を通じて、不法な暴力・脅迫などの違法な手段により、経営競争相手を排除

し、市場を独占して利益を占有するという点にある。この手段は現在の上海地区の犯罪組

織が利益を得る主な手段であり、およそ全体の 70%を占めている。 

② 違法業種を経営し、不法商品とサービスを提供する 

黒社会的組織は最大限に経済的利益を追求するために、しばしば違法な経済領域に直接

手を出して、違法業種を経営し、大量に不法な金銭を奪い取る。このような利益を得る手

段は、犯罪組織自身の経営内容も違法であることから、内容と手段に二重の違法性がある。

このような違法業種には、主に薬物の密造・密売・運送、賭博場の経営、闇風俗店のコン

トロール、高金利の違法なローン返済の代行、みかじめ料の強制的請求などがある。 

③犯罪組織の中での財産権を侵犯する犯罪 
                                                              
13 許新源 『有組織犯罪成長経済論（1）』「公安大学学報」1997 年第 3 期 77～80 頁。同『有組織

犯罪成長経済論（2）』「公安大学学報」1997 年第 4 期 66～72 頁。同『有組織犯罪成長経済論（3）』

「公安大学学報」1997 年第 5 期 57～60 頁を参照。 
14 夏健祥 『上海地区有組織犯罪問题研究』「政法学刊」2001 年第 1 期。 
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黒社会的組織は設立当初から、通常暴力的手段を使って、強盗・拉致・恐喝略取・脅迫

取引・窃盗・詐欺などの財産に関連する違法犯罪を実行する。黒社会的犯罪の中で、直接

財産権を侵犯する犯罪は少なくないが、犯罪組織が利益を得る主要手段ではない。 

 

(7)組織犯罪の「庇護の傘」 

理論的には、学界において、現在、我が国の組織犯罪の多くは「庇護の傘」が存在する

特徴があるという代表的な観点がある15。また、ある学者は我が国の組織犯罪の「庇護の

傘」がさらに進化するとみている16。 

しかし、実際の調査結果は上記の観点と正反対であった。今回の調査の中で、黒社会的

犯罪を庇護し、または容認する実例がみられなかった。つまり、いわゆる「庇護の傘」の

存在が発見されなかった。その証明となる別の関連調査でも、以下の結論を得ている。当

ブロックの黒社会的組織の多くには「庇護の傘」が存在しないか、または明確に存在を確

認できない。ごく一部の組織が国家公務員の庇護及び容認を利用して犯罪を行っている17。

理論上の分析と調査の結果はなぜ正反対なのか、この点については一層研究する必要があ

る。 

 

(8)組織犯罪の発展傾向 

組織犯罪の発展傾向についての議論は大きな課題であり、多くの領域に関連して、大量

のデータによる裏付けの必要がある。現段階ではまだ実験的な調査にすぎず、客観的な要

素が限定されるため、この調査報告書は組織犯罪のグローバル化問題だけを議論する。 

学界の通説では、組織犯罪における我が国での発展傾向については、海外の犯罪組織と

の連携が緊密化し、組織犯罪のグローバル化傾向が日に日に明らかになっていると認識し

ているが、今回の調査ではこのような結論が得られなかった。 

今回の調査対象の 103 人の被告人は全員中国人で、日本を含めた外国籍の者はいなかっ

た。また、103 人の被告人は全員漢族であった。この調査結果は組織犯罪のグローバル化

を完全に否定できるものではないが、少なくとも、上海地区において刑法第 294 条の黒社

会犯罪を犯す外国籍の者がいないことを証明するものである。入手した 13 件の判決書の

中で、海外黒社会組織の構成員入国徴集罪を問われたのは 1 件であり、関係する容疑者は

1 人であった。この結果は、我が国の組織犯罪においてグローバル化の要素が存在すると

証明できるものであるが、グローバル化の傾向が強まっているとまでは証明できない。 

文献資料の統計によれば、改革開放以来、前後して米・日・台・香港・マカオ等の国と

地域の 50 余りの黒社会組織から、構成員 500 人余りが上海に潜入した。例えば、日本の

「山口組」、香港の「14K」・「新義安」、台湾の「竹聯幇」・「四海幇」・「天道盟」等の犯罪

                                                              
15 康樹華主編「当代有組織犯罪与防治対策」中国方正出版社 1998 年 94～114 頁。 
16 靳高風『全球化趨勢与中国有組織犯罪的発展』 王牧主編「犯罪学論叢」（第 2 卷） 中国検察出版

社 2004 年 365～368 頁。 
17 張笋『山東省 2006 年黒社会性質組織犯罪調査分析』山東大学 2006 年度修士学位論文 34 頁。 
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組織である。彼らはさまざまな犯罪に手を出した。例えば、返済強要・人質拉致・売春経

営・「テラ銭」徴収・旅券偽造・密航実行等の犯罪である。偽札の密造密売を例にとれば、

上海において、毎年数 10 件の海外黒社会組織による偽札の密造密売事件が摘発されてい

る。関係する通貨の種類は人民元・香港ドル・米ドル、日本円等があり、我が国の金融市

場を著しく掻き乱した18。今回の調査結果は関連文献のデータと比較してみると、違いが

大きく、さらに分析する必要がある。この中において、いくつかの可能性も考えられる。

1 つ目は、関連文献自体に信憑性がない。組織犯罪のグローバル化傾向が強まっていると

主張する文献は 1 つだけであるのに、学界の通説にさえなっている。2 つ目は、海外の黒

社会組織の構成員が我が国において刑法 294 条以外の犯罪行為を行ったため、刑法第 294

条に規定した罪で裁かれていない。例えば、海外の黒社会組織の構成員が我が国で拉致略

取・薬物密売等の犯罪を犯した場合には、裁判所はその具体的な犯行に基づいて拉致略取・

薬物密売等の罪名で判決を下す。しかし、今回の調査の本来の設定では、刑法第 294 条以

外の犯罪を調査範囲に算入していないため、大きな「暗数」が生じる。 

 

２．調査結果のまとめ 

 

上述したように、上海地区の組織犯罪行為者は、性別において、男性が圧倒的に多数を

占めている。年齢構成において、未成年者は黒社会的組織犯罪の中での割合がそれほど高

くなく、25 歳～40 歳の成人男性が黒社会的犯罪組織の主要な構成員であり、そのほとん

どは地方から上海に移り住んだ者であった。また、学歴において、組織犯罪行為者の学歴

は低い傾向があり、圧倒的多数は中学校卒及びそれ以下の学歴であった。次に、犯罪前科

において、全体的にみると、黒社会に関係する犯罪行為者の前科の割合はそれほど高くな

いが、主犯の行為者になると、前科の割合は比較的高い。その前科に関係する罪名は主に

故意傷害・強盗・強奪・恐喝略取等の人身権利及び財産権利を侵害する犯罪である。 

上海地区において、圧倒的多数の組織犯罪行為者は 10 年以下の有期懲役が下され、そ

のうち、3 年～10 年の有期懲役が最も多い。犯罪に参加した行為者の 4 分の 3 は罪に対す

る悔悛の情がなく、ほとんどの行為者には犯罪捜査などに貢献した功績の情状が見られな

い。 

犯罪組織の内部構成をみると、上海地区における黒社会的組織はおおむね 3 種類のタイ

プに分けられる。そのうち、ピラミッド型は最も多いタイプであり、その 3 分の 2 の構成

員は同じ犯罪組織に 3 年以上も在籍し、犯罪組織の構成の安定性と構成員の在籍の固定性

がある。組織構成員の間に存在する「犯罪界」は犯罪を誘発する働きが明らかである。 

黒社会的組織によく使われている利益の獲得手段は、「会社」を設立する等の経営実態を

隠れ蓑にし、組織をその陰で存在させ、会社の利益で不法利益を隠すというものである。

                                                              
18 夏健祥『上海地区有組織犯罪問題研究』 「政法学刊」2001 年第 1 期に掲載。 
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犯罪種類で多いのは故意傷害罪・強盗罪・不法拘禁罪・恐喝略取罪・薬物密売罪・賭博罪・

事件挑発惹起罪等であり、犯罪手段は暴力型が多くみられる。 

犯罪組織の経済的特徴は、以下の諸点である。ⅰ）犯罪組織は通常経済的利益を追求す

る特徴がある。ⅱ）犯罪組織が経済的利益を追求する手段になり、行為者が犯罪組織を結

成し、加入する目的は犯罪組織自体のためでなく、犯罪組織を通じて自らが経済的利益を

得ることにある。ⅲ）犯罪組織が合法的に設立した営業実体において、通常、営業の内容

は合法であるが、その違法性は営業の手段にある。 

調査の中で、黒社会的組織を庇護し又は容認する事件は発見されなかった。また、組織

犯罪が政治領域に浸透する傾向も明らかではなかった。現在、組織犯罪におけるグローバ

ル化の要素は確かにあるが、グローバル化の傾向が著しくなっているという結論は得られ

ていない。 
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第２章 青少年の黒社会に関わる犯罪の調査 

現在、国内において、「黒社会に関わる」犯罪の領域内における研究の欠点は主に研究方

法の停滞であり、実証的方法を用いた「黒社会に関わる」犯罪についての数量的研究はあ

まりみられない。同時に、今までの「黒社会に関わる」犯罪についての調査は信用度と効

果を一層強化する必要がある。上海地区において、データに裏付けられた「黒社会に関わ

る」犯罪についての研究は非常に少なく、青少年の「黒社会に関わる」犯罪についての実

証研究になると、さらに少なくなる。 

このような背景において、どのように確実に上海地域における青少年の「黒社会に関わ

る」犯罪の状況及び形態を調査し、青少年の「黒社会に関わる」犯罪の特徴を分析するか

は、1 つの意義のある課題となっている。 

 

１． 調査データの分析 

 

(1) 青少年は黒社会に関わる犯罪組織の最重要構成要素ではない 

調査結果によれば、組織犯罪行為者は年齢において以下の特徴がある。 

その 1。未成年者の黒社会的組織犯罪に占める割合は高くない。全 103 人の犯罪者の中

で、犯罪組織に加入する際の年齢が 18 歳以下であったのはわずか 3 人で、総数の 2.9%に

過ぎない。したがって、青少年の「黒社会に関わる」犯罪において、満 18 歳以上の成人

犯罪者が圧倒的多数を占め、未成年犯罪者は極めて少ない。司法実務において、未成年の

犯罪行為者に対して犯罪者として処理されないまたは刑事責任を追及しない可能性がある

ことを考えると、実際に未成年者が組織犯罪の中で占める割合は調査に示された割合より

若干高い可能性があるが、若干高くても、「現在において青少年は闇社会の各入口の主力で

ある」19という観点には賛同できない。 

その 2。「黒社会に関わる」犯罪に参加した青少年集団において、低年齢の傾向がある。

調査から得た有効な 38 人のサンプルの中で、22 歳以下は 60%を占め、しかも主に 19 歳

～22 歳に集中し、低年齢の傾向は比較的明らかである。 

その 3。25 歳を基準とした調査を示したように、組織犯罪行為者において、25 歳以下

の青少年は 34%に過ぎないに対し、25 歳～35 歳の成年は 44.7%を占め、25 歳以下の行為

者の割合を大きく上回った。今回のような調査統計結果を得た原因は以下の可能性がある。

ⅰ）実際のところ、多くの青少年犯罪組織・犯罪グループ・少年幇会はまだ黒社会的組織

の段階まで発展していない。ⅱ）司法実務において、青少年犯罪グループを黒社会的組織

として処理する割合は非常に低い。 

                                                              
19 許皆清「台湾地区有組織犯罪与対策研究」中国検察出版社 2006 年 181 頁。  
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以上の調査は 2 つの問題を説明できる。第 1 に、25 歳～35 歳の成年が占める割合に比

べれば、青少年が「黒社会に関わる」犯罪組織の中で占める割合は高いと言えず、青少年

は「黒社会に関わる」組織の最重要構成要素ではない。第 2 に、学界及び実務現場におい

て、近年来、青少年が徒党を組んで、グループ犯罪を実行する状況は明らかに激化してき

た20という声が常に上がっている。結論として、この観点は正しいし、確かなデータの裏

付けと事実の根拠もあり、慎重に対応する必要がある。 

 

(2)青少年は犯罪組織において通常従属的地位にある 

38 人の青少年「黒社会に関わる」犯罪の犯罪者の中で、主犯が 4 人で、10.5%を占め、

従犯が 24 人で、63.2%を占め、残りの 10 人は主犯と従犯についての状況が不明で、26.3%

を占めている。このように、「黒社会に関わる」犯罪において、青少年が従犯の役割を担う

場合が圧倒的に多いが、主犯になることは比較的少ない。この現象は通常の「黒社会に関

わる」犯罪と共通している。つまり、青少年は通常「黒社会に関わる」犯罪組織の「手先」

や「従者」であり、犯罪組織のボスになる者は極めて少なく、犯罪を実行する際に、主犯

となる者も非常に少ない。なぜなら、年長の行為者は比較的犯罪経験が豊富で、犯罪手口

に比較的習熟していることから、犯行の際に通常「リーダー」役になるためである。 

 

(3)外来の青少年の占める割合は目立つ 

38 人の 25 歳以下の「黒社会に関わる」犯罪の青少年の中で、地方から上海に来た青少

年は 36 人で、94.7%を占め、上海地元の者は 2 人しかおらず、わずかに 5.3%を占める。

一方、25 歳以上の年齢層において、地方から上海に来た者は 51 人で、78.5%を占め、上

海地元の者は 14 人で、21.5%を占めている。 

以上のデータから、25 歳以下の「黒社会に関わる」犯罪の行為者の中で、外来者は全体

の 94.7%を占めており、25 歳以上の年齢層の外来者の割合を大きく上回っていることが分

かる。このデータは、青少年による「黒社会に関係する」犯罪において、外来の青少年が

占める割合が非常に目立つことを示している。これは「黒社会に関わる」犯罪の視点から、

上海の出稼ぎ農民工「二世」の犯罪問題の深刻性を証明した。引続き農民工「二世」の問

題を重視する必要がある。 

 

(4)青少年は共同犯罪の中で姻戚関係の影響を受けやすい 

 犯罪者は通常姻戚関係を通じて周囲の人に影響を及ぼす。脅迫または勧誘を重ねて、犯

罪仲間に加入させ、犯罪手口や犯罪経験等を共有する。これはいわゆる犯罪者たちのクロ

ス感染である。典型的なのは同郷関係である。彼らは同郷関係を利用して、自然に地域親

和性を持つようになる。お互いに信頼し合い、共通の目標のために無謀なことをし、集団

                                                              
20 何秉松 「有組織犯罪研究―中国大陸黒社会（性質）犯罪研究」 中国法制出版社 2002 年 105 頁。 
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的犯罪を遂行する。また、親族間は血縁関係でグループを形成し、家族の勢力が 1 つの地

域である程度まで発展すると、すぐにその地域を制覇し、横暴な振る舞いをするようにな

る。そして、同僚関係も「黒社会に関わる」犯罪の組織構成員同士の重要な関係である。

仕事を通じて、彼らはお互いを知り尽くして、信頼関係が生まれ、共通の犯罪目標のため

に集まってくる。最後に、かつての受刑者同士はお互いに犯罪経験を交流し、刑務所での

共同生活の間に、影響し合い、お互いに自らの犯行に対して反省がなく、釈放されてから

手を組んで新たに犯罪活動を展開する。38 人の「黒社会に関わる」犯罪者の中で、同郷関

係は 29 例で、55.8%を占め、親族関係は 13 例で、25.0%を占め、同僚関係は 4 例で、7.7%

を占め、獄友関係は 6 例で、11.5%を占めている（表Ⅳ-2-1を参照）。したがって、「黒社

会に関わる」青少年犯罪者は成人犯罪者より犯罪者同士の姻戚関係に影響されやすい。青

少年は年長者に比べ、集団行動を好み、集まりやすいという特徴がその一因であるかもし

れない。 

 

表Ⅳ-2-1 共犯者との関係 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同郷関係 29  55.8 
親族関係 13  25.0 
同僚関係  4   7.7 
獄友関係  6  11.5 
合計 52 100.0 

 

(5)個人情況 

38 人の青少年犯罪者の中で、14 人の有効サンプルから家庭経済状況を見分けられる。

中下層は 13 人で、92.9%を占め、1 人のみが中間層であった。したがって、「黒社会に関

わる」大半の青少年犯罪者の家庭経済状況は比較的悪く、これは青少年が犯罪の道に踏み

込んだ原因の 1 つである。 

38 人の青少年犯罪者の中で、明確に居住状況が記載されているのは 14 人のみで、その

うち、持ち家のあるまたは固定住所のある者は 23.7%を占め、固定住所なしは 13.2%を占

めている。残りの 24 人は居住状況の記載なし（表Ⅳ-2-2を参照）。しかし、この調査項目

はデータの欠損値が大きく、正確に青少年「黒社会に関わる」犯罪者の居住状況を反映し

ておらず、居住状況は青少年が犯罪の道に踏み込んだ原因になるか否かも判断できない。 

 

表Ⅳ-2-2 居住状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

当市街区に持家あり  2   5.3 
当市街区に固定住所あり  7  18.4 
固定住所なし  5  13.2 
データ欠損 24  63.2 
合計 38 100.0 

 

38 人の青少年犯罪者の学校教育状況では、中学校レベルが圧倒的多数を占め、71.1%で
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あった。小学校及び小学校以下のレベルが 8 人で、21.1%を占めている。つまり、中学校

及び中学校以下のレベルは全体の 92.2%を占め、高校レベルはわずか 7.9%であった（表

Ⅳ-2-3を参照）。また、全 103 人の犯罪者の中で、中学校及び中学校以下のレベルは全体

の 90.3%を占めている。したがって、38 人の青少年犯罪者の教育レベルは成人犯罪者より

も低い。教育レベルの低さも青少年が犯罪の道に踏み込んだ原因の 1 つである。これはす

でに一般社会に認められている結論であり、青少年の健康成長における教育の重要性を反

映している。 

 

表Ⅳ－2－3 学校教育の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

非識字  1   2.6   2.6 
小学校  7  18.4  21.0 
中学校 27  71.1  92.1 
高校  3   7.9 100.0 
合計 38 100.0  

 

38 人の青少犯罪者の中で、職業について詳細に記載されていたのは 31 人であった。そ

のうち、サラリーマンが 1 人で 2.6%、都市部無職者が 5 人で 13.2%、農民が 12 人で 31.6%

を占めている（表Ⅳ-2-4を参照）。また、全 103 人の犯罪者の中で、サラリーマンが 1 人

で 9.7%、都市部無職者が 21 人で 20.4%、農民が 20 人で 19.4%、公務員が 1 人で 1.0%、

その他の職業が 25 人で 24.3%を占めている。データ欠損は 26 人で、25.2%を占めている。

「黒社会に関わる」青少年犯罪者は主に都市無職者と農民で、44.7%を占めている。これ

に対し、全 103 人の犯罪者の中で、都市部無職者と農民は 39.8%を占めている。したがっ

て、「黒社会に関わる」青少年犯罪者の就職状況は成人犯罪者よりさらに悪い。 

 

表Ⅳ-2-4 職業状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

サラリーマン  1   2.6 
都市部無職者  5  13.2 
農民 12  31.6 
その他 13  34.2 
データ欠損  7  18.4 
合計 38 100.0 

 

(6)前科非行の状況 

前科非行の状況については、38 人の青少年犯罪者の中で、同罪名の前科あり（非累犯）

は 2.6%を占め、別罪名の前科あり（非累犯）は 10.5%を占め、累犯は 3 人で、7.9%を占

めている。前科非行歴なしまたは初犯は 79.0%で、大半を占めている（表Ⅳ-2-5を参照）。 

全年齢層の「黒社会に関わる」犯罪者 103 人の中で、前科非行歴なしと初犯の割合は予想

外に高く、81.6%にも上る。データによれば、「黒社会に関わる」青少年犯罪者の中で、前

科非行歴なしまたは初犯者は大半を占めている。これは青少年犯罪の特徴に合致している。
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前科歴のある犯罪者に比べれば、前科非行歴なしまたは初犯の青少年犯罪者は主観的悪質

性が比較的小さく、刑罰においても考慮すべき点となっている。「黒社会に関わる」青少年

に対して、救済と教育を結び付けて対処する原則を徹底すべきである。 

 

表Ⅳ-2-5 前科非行の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同罪種の前科あり（非累犯）  1   2.6 
異罪種の前科あり（非累犯）  4  10.5 
累犯  3   7.9 
前科非行歴なし 12  31.6 
初犯（初めての犯罪） 18  47.4 
合計 38 100.0 

 

(7) 罪に対する態度 

38 人の青少年犯罪者の中で、有効サンプルは 29 人であった。そのうち、罪に対する悔

悛の意があるのは 7 人しかおらず、18.4%を占めている。一方、悔悛の意がないのは 22

人で、57.9%にも上る。してがって、「黒社会に関わる」犯罪の中で、半数以上の青少年犯

罪者は悔悛の意がなく、主観的悪質性が強く、危害性が比較的大きい。 

また、38 人の青少年犯罪者の中で、自首の情状がある者は 3 人で、7.9%を占めている

のに対し、自首の情状がない者は 35 人で、92.1%を占めている。したがって「黒社会に関

わる」犯罪において、圧倒的多数の青少年犯罪者は自首の情状がなく、寛大な処分を求め

る意欲はあまりみられず、天に任せて法律の追及から逃げ得を狙うような考え方を強く抱

いている。 

次に、38 人の青少年犯罪者の中で、犯罪捜査等に貢献した功績がある者は 3 人で、7.9%

を占めているのに対し、犯罪捜査等に貢献した功績がない者は 35 人で、92.1%を占めてい

る。「黒社会に関わる」犯罪において、圧倒的多数の青少年犯罪者は犯罪捜査等に貢献した

功績がないことが分かる。これは犯罪組織内部の規則が厳しく、仕返しや身内を巻き込ま

ないように、構成員同士は安易に裏切ることができないからである。 

上述したように、「黒社会に関係する」青少年犯罪者は罪に対する悔悛の意や自首・犯罪

捜査等に協力した情状が非常に少ない。なぜならば、青少年犯罪者自身の原因の他に、最

大の原因は「黒社会に関わる」犯罪組織が構成員に対して厳しい拘束性と制約性のある統

制を加えているためである。このような特徴から、立法において、自首・犯罪捜査等に貢

献した功績のある「黒社会に関わる」組織の構成員に対する明確な刑罰の減軽、免除制度

及び当事者の人身保護制度を設ける必要がある。 

 

(8)関わる罪名が多様である 

38 人の青少年犯罪者の中で、故意傷害罪が 7 人で 18.4%、強盗罪が 4 人で 10.5%、不

法監禁罪 8 人で 21.1%、恐喝略取罪と薬物密売罪が同じく 1 人で 2.6%、賭博罪が 6 人で

15.8%、その他の罪名が 11 人で 29.0%を占めている（表Ⅳ-2-6を参照）。したがって、「黒
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社会に関わる」青少年犯罪者は関わりのある罪名が多く、暴力的犯罪がその大半を占めて

いる。 

 

表Ⅳ-2-6 関わりのある罪名 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

故意傷害罪  7  18.4 
強盗罪  4  10.5 
不法監禁罪  8  21.1 
恐喝略取罪  1   2.6 
薬物密売罪  1   2.6 
賭博罪  6  15.8 
その他の罪 11  29.0 
合計 38 100.0 

 

(9)犯罪に対する処罰は比較的軽い 

処罰状況については、38人の青少年犯罪者の中で、3年以下の有期懲役が 13人で 34.2%、

3 年以上（3 年を含む）10 年以下の有期懲役が 12 人で 31.6%、10 年及び 10 年以上の有

期懲役が 11 人で 28.9%、無期懲役が 2 人で 5.3%を占めている（表Ⅳ-2-7 を参照）。これ

に対し、全 103 人の犯罪者の中で、3 年以下の有期懲役が 32 人で 31.1%、3 年以上（3 年

を含む）10 年以下の有期懲役が 49 人で 47.6%、10 年及び 10 年以上の有期懲役が 18 人

で 17.5%、無期懲役と死刑が 4 人で 3.9%を占めている。 

 

表Ⅳ-2-7 判決状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

3 年以下の有期懲役 13  34.2  34.2 
3 年以上（3 年を含む）10 年以下の有期懲役 12  31.6  65.8 
10 年及び 10 年以上の有期懲役 11  28.9  94.7 
無期懲役  2   5.3 100.0 
合計 38 100.0  

 

以上のように、「黒社会に関わる」犯罪の中で、圧倒的多数の青少年犯罪者は自由刑の判

決を受けているが、無期懲役の適用は最も少ない。データをみると、青少年犯罪者では3

年以下の有期懲役を言い渡される割合が最も大きいが、成人犯罪者になると、3年以上（3

年を含む）10年以下の有期懲役を言い渡される割合が最も大きい。つまり、同じ条件にお

いても、青少年犯罪者を処罰する刑罰は成人犯罪者より軽い。これは青少年罪犯の特殊性

によるもので、青少年犯罪者に対して教育と感化を主な手段とすべきである。 

調査を通じて、筆者は「黒社会に関わる」青少年犯罪者の刑罰適用において、以下の 2

点を注意しなければならないと考えている。ⅰ）黒社会的犯罪組織を崩壊させ、懲罰と寛

大を結び付けるという原則を徹底するために、刑法に以下の 2 種類の行為者に対して刑事

責任を免除する規定を増設することを提案したい。1 つ目は加入しただけで犯罪活動をし

ておらず、しかもその後組織を離脱した者。2 つ目は脅迫されて黒社会的組織に加入した

がその他の犯罪活動を実行しなかった者。こうすれば、青少年犯罪者に更生の道を開き、
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彼らを瀬戸際で踏みとどまることを促すことができる。ⅱ）「黒社会に関わる」青少年犯罪

者に対する刑罰の種類は単純なものとして、ある程度の財産刑を適用すべきである。不法

党徒を処罰するには懲役刑だけでは、本人は収監されるが、その資産は他の人が使用でき

るため、犯罪行為あるいは犯罪組織の活動に影響を与えられない21。青少年犯罪者に対し

付加または単独で罰金・財産没収を科して、彼らの経済源を絶つ。その犯罪の経済能力を

剥奪することこそ、より徹底的に再犯を防止できる。近年の司法実務をみると、財産刑は

本来の役割を果たせてこなかった。財産刑、特に「財産没収」の適用は普及されず、刑罰

の適用効果及び刑罰の一般予防と特別予防の役割を十分に果たしていない。しかし、青少

年犯罪者に対する財産刑の適用は彼らの経済的能力を考慮しなければならず、特に財産没

収刑の適用は慎重でなければならない。一部の危害性の比較的小さい青少年犯罪者に単独

で罰金刑を適用することによって、刑罰の懲罰機能が発揮できるほか、これらの青少年の

人身自由が剥奪されることもなく、刑務所内での「クロス感染」も回避でき、青少年に更

生のチャンスを与えられる。 

 

(10) 大半の組織は隠れ蓑にする合法的な機構がない 

38人の青少年犯罪者の中で、10人の所属する組織は隠れ蓑にする合法的な機構があり、

26.3%を占め、28人の所属する組織は隠れ蓑にする合法的な機構がなく、73.7%を占めて

いる。隠れ蓑にする合法的な機構のない組織は比較的多いことが分かる。その原因は2つ

が考えられる。1つ目は、青少年の所属する「黒社会に関わる」組織は合法業種に足を踏

み入れる経済的能力がないため、合法的な機構を隠れ蓑にすることができない。2つ目は、

青少年の所属する「黒社会に関係する」組織は犯罪組織の初期段階にあり、組織には厳密

性がなく、規模も大きくないため、合法な機構を隠れ蓑にする必要がない。 

 

(11) 大半の犯罪資金は利益の配分と個人的な浪費に使われている 

「黒社会に関わる」犯罪の原因は多様であり、そのうち、経済的要素は重要な位置を占

めている。一定の社会経済・文化環境は一定の犯罪形態を形成し、社会経済・文化要素の

変化は必ず犯罪形態の変化を引き起こす22。経済利益の追求は「黒社会に関係する」犯罪

の基本目標である23。 

しかし、犯罪資金の使用状況はどのようなものであろうか。38 人の青少年犯罪者の中か

ら 44 例の有効サンプルを収集した。そのうち、犯罪資金の主な使途については、その他

の犯罪に使用が 8 例で、18.2%を占め、再投資が 7 例で、15.9%を占め、利益の配分が 18

例で、40.9%を占め、個人的な浪費が 11 例で、25%を占めている（表Ⅳ-2-8を参照）。以

上のように、「黒社会に関係する」青少年犯罪の中で、大半の犯罪資金は利益の配分と個人

                                                              
21 蘇南恒『防制黒道之利器―罪犯財産没収分享制度簡介』 台湾「法務通訊」第 1796 期掲載。 
22 康樹華等主編「犯罪学大辞書」 甘粛人民出版社 1995 年 272 頁。 
23 王作富主編「刑法分則実務研究（下）」 中国方正出版社 2007 年版 1301 頁。 
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的金銭浪費に使われ、残りの少ない部分は他の犯罪の実行または再投資に使われている。 

 

表Ⅱ-2-8 犯罪資金の使途 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

その他の犯罪資金  8  18.2 
再投資  7  15.9 
利益の配分 18  40.9 
個人的な浪費 11  25.0 
合計 44 100.0 

 

２．調査結果のまとめ 

 

以上の調査データの統計及び分析を通じて、以下の結論が得られた。第一に、青少年は

「黒社会に関わる」犯罪組織の最重要構成員ではなく、「黒社会に関わる」犯罪において、

彼らは通常従犯の役割を果たし、主犯になる者は極めて少ない。第二に、「黒社会に関わる」

犯罪の中で、外来の地方青少年が圧倒的多数を占め、彼らは犯罪者の間の姻戚関係に影響

されやすく、そのうち、共犯者同士は同郷関係が最も多い。第三に、大半の「黒社会に関

わる」青少年犯罪者は都市部無職及び農民である。家庭経済状況は悪く、教育レベルも低

い。圧倒的多数は中学校及びそれ以下の教育しか受けておらず、一部の者は居住状況も悪

い。第四に、圧倒的多数の青少年「黒社会に関わる」犯罪者は前科非行歴がないか、ある

いは初犯であるが、大半の青少年犯罪者は罪に対して悔悛の意がなく、自首と犯罪捜査等

に貢献した功績もない。青少年犯罪者は関係する罪名の種類が多く、暴力型の犯罪が圧倒

的多数を占めている。第五に、圧倒的多数の青少年の「黒社会に関わる」犯罪者は自由刑

の判決が下され、3 年以下の有期懲役の割合が最も大きい。第六に、青少年が所属する大

半の「黒社会に関わる」組織は合法な機構を隠れ蓑にすることがなく、大半の犯罪資金は

利益の配分と個人的金銭浪費に使われて、残りの少ない部分は他の犯罪の実行または再投

資に使われている。 
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第３章 賭博類の組織犯罪の調査 

今回の調査は無作為サンプリング法により、2006 年から 2009 年までの 4 年間の上

海地域の賭博類組織犯罪の判決書合計 45 部を入手した。そのうち、年度別で分ける

と、2006 年は 9 部、2007 年は 15 部、2008 年は 13 部、2009 年は 8 部であった。

コーディングの結果、この 45 部の判決書には、45 団体の犯罪組織と 199 人の犯罪

行為者が含まれ、当研究チームはこれらを研究対象としてデータを集計した。 

 

１．犯罪者の基本状況 

 

(1)性別について 

関係する 199 人の中で、男性が 169 人で、84.9%を占め、女性が 30 人で、15.1%

を占めている。賭博犯罪の行為者は男性を主としていることが分かる。 

 

(2)年齢について 

表Ⅳ-3-1と表Ⅳ-3-2に示したように、10 歳ごとに区分すると、犯罪者が犯罪組織

に加入した年齢と法律によって刑事処罰を受けた年齢は 28 歳～37 歳の年齢段階に

集中し、約 5 割を占めている。57 歳以上の高齢犯罪者と 18 歳以下の未成年犯罪者

はいなかった。賭博罪を取締る司法実務において、未成年容疑者に対しては、犯罪とし

て処理しない場合または刑事責任を追及しない場合も否定できない。当研究チームのこれ

までの黒社会犯罪に関する調査結果によれば、組織犯罪における未成年者の実際の割合は

調査結果の数字より若干高いかもしれないが、これを根拠にして未成年者がすでに組織犯

罪の主要な構成員であり、しかもその人数が急激に上昇していると認定することはできな

い。賭博類の組織犯罪にとって、成年男性が依然として主要な地位を占めている。 

 

表Ⅳ-3-1 2006～2009 年の組織犯罪の賭博犯罪者の年齢構成 
年齢段階（歳） 人数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

18～27  38  19.1  19.1 
28～37  98  49.2  68.3 
38～47  38  19.1  87.4 
48～57  25  12.6 100.0 
合計 199 100.0  

 

表Ⅳ-3-2 2006～2009 年に判決書に記載された賭博犯罪者の年齢構成 
年齢段階（歳） 人数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

18～27  34  17.1  17.1 
28～37  99  49.7  66.8 
38～47  40  20.1  86.9 
48～57  26  13.1 100.0 
合計 199 100.0  
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(3)戸籍及び居住状況について 

調査が示すように、関係する犯罪者の中で、地元の者が 79 人で、39.7%を占め、

外来者（我が国本土）が 120 人で、60.3%を占めている。賭博犯罪組織に加入した

外来者の割合は明らかに地元の者より高い。また、我が国の香港・マカオ・台湾地

域居住者と外国人の加入はなかった。したがって、この種類の犯罪は組織犯罪のグ

ローバル化及び中日間の組織犯罪を取締る司法協力の問題に及ばない。 

ほかには、表Ⅳ-3-3 に示したように、組織犯罪者の中で、当市街区に持家ありは

58 人で、27.8%を占め、当市街区に固定住所ありは 31 人で、14.8%を占め、外地に

固定住所ありは 114 人で、54.5%を占め、固定住所なしは 6 人で、2.9%を占めてい

る。賭博犯罪行為者の大半は外来者であることが分かる。 

 

表Ⅳ-3-3 2006～2009 年の賭博犯罪者の居住状況 
居住状況（我が国本土・複数選択可） 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

当市街区に持家あり  58  27.8 
当市街区に固定住所あり  31  14.8 
外地に固定住所あり 114  54.5 
固定住所なし   6   2.9 
合計 209 100.0 

 

(4)婚姻・家庭状況について 

調査対象の犯罪者の中で、既婚の割合は 82.2%であり、未婚の割合は 17.8%であ

った。婚姻状況と年齢構成は正常な状態であることが分かる。しかし、家庭状況に

関するデータの欠損は著しく、それに判決書に関係記載が少ないため、客観的な分

析をすることは難しい。 

 

(5)教育状況について 

表Ⅳ-3-4をみると、賭博犯罪行為者の教育状況は学歴が低いという特徴がある。データ

に示したように、中学校及び中学校以下の学歴は 84.4%、高校及び高校以上の学歴は 13.6%、

大学の学歴はわずか 0.5%であった。学校教育の現状から考えれば、賭博犯罪を犯した者は

社会の弱者集団に属し、中学校の学歴の割合は最も高く、他の類型の犯罪者を大きく上回

る。この現象は我が国の中学校までの 9 年義務教育にも密接に関係している。 

 

表Ⅳ-3-4 2006～2009 年の賭博犯罪者の教育状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

非識字   8   4.0   4.0 
小学校  44  22.1  26.1 
中学校 116  58.3  84.4 
高校  27  13.6  98.0 
大学   1   0.5  98.5 
その他   2   1.0  99.5 
データ欠損   1   0.5 100.0 
合計 199 100.0  
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(6)職業状況について 

表Ⅳ-3-5 は関係する犯罪者の職業状況である。データによれば、賭博犯罪を犯し

た者に最も多い職業は農民、外来無職者と地元都市部無職者であり、三者を合わせ

ると 85%を占めている。これはある程度学界の主流的な観点を証明している。つま

り、農民と失業者はじわじわと組織犯罪の強力な予備軍になりつつある。 

 

表Ⅳ-3-5 2006～2009 年の賭博犯罪者の職業状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

サラリーマン  11   5.5 
都市部無職者（地元）  48  24.1 
農民  61  30.7 
公務員   1   0.5 
農民工   3   1.5 
農村部無職者（地元）   8   4.0 
自営業者   1   0.5 
外来無職者  60  30.2 
その他   4   2.0 
データ欠損   2   1.0 
合計 199 100.0 

 

(7)家庭経済状況について 

表Ⅳ-3-6 に示したように、前述した教育状況及び職業状況と同じく、犯罪者の家

庭経済状況は基本的に中下層の水準にあり、そのうち、下層が最も多い。この一連

のデータは次の結論を反映している。つまり、伝統的な賭博犯罪は一種の低教育レ

ベル・低経済能力・低職業層の犯罪である。 

 

表Ⅳ-3-6 2006～2009 年 4 区賭博犯罪者の家庭経済状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

下層 121  60.8  60.8 
中下層  51  25.6  86.4 
中間層   2   1.0  87.4 
データ欠損  25  12.6 100.0 
合計 199 100.0  

  

(8)犯罪者の素行状況について 

SPSS の統計データの分析によれば（表Ⅳ-3-7を参照）、調査対象の犯罪者は基本

的に同罪名または別罪名の前科がなく、19.6%の犯罪者は賭博を本業とし、あるい

は賭博の所得を主要な生計源としているため常習犯になる。しかし、賭博犯罪にお

いて、賭博罪自体は常習犯という構成要件がなければ成立しない。前科非行歴なし

は 134 人で、67.3%にも上り、半数以上の犯罪行為者は初犯である。これは一般の

人々が持つ賭博犯罪者の素行に対する悪評とは若干のギャップを感じる。 

また、数の少ない累犯の中で、関係する罪名は一般の暴力犯罪を主としている。

具体的な状況については、表Ⅳ-3-8を参照されたい。 
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表Ⅳ-3-7 2006～2009 年賭博犯罪者の前科非行状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同罪種の前科あり（非累犯）   2   1.0 
異罪種の前科あり（非累犯）   7   3.5 
常習犯（非累犯）   39  19.6 
累犯  13   6.5 
行政違法記録あり   4   2.0 
前科非行歴なし 134  67.3 
合計 199 100.0 

 

なお、犯罪行為者に関する行政違法記録の有無に関するデータが通常ほとんど判

決書に記載されないため、今回の調査研究の中で、入手したデータは非常に少なく、

4 人の行政違法記録しか見られなかったことを説明しておかなければならない。分

析できるデータが非常に少ないため、犯罪行為者の行政違法状況を判断することは

難しい。特に犯罪前科のない賭博事犯の一般構成員の「素行」状況について、さら

に調査研究を進める必要がある。 

 

表Ⅳ-3-8 2006～2009 年の賭博犯罪者が関係する累犯の罪名 
累犯の罪名（複数選択可） 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

故意傷害罪   2   1.0 
強姦罪   1   0.5 
強盗罪   1   0.5 
窃盗罪   2   1.0 
恐喝略取罪   4   2.0 
その他の罪名   9   4.5 
非累犯 183  90.6 
合計 202 100.0 

 

(9)犯罪者の民族について 

関係する 199 人の中で、198 人は漢族であり、残りの 1 人は回族であった。 

 

２． 組織犯罪の参加及び司法処理の状況 

 

(1)犯罪者の組織犯罪への加入状況 

調査データによれば、199 人の犯罪行為者は全員組織犯罪の指揮者あるいは主要

な構成員であり、共同犯罪であった。賭博犯罪において、単純な賭博罪と賭博場所

提供罪を問わず、いずれも典型的な組織犯罪である。 

犯罪組織への加入期間をみると、95.5%の犯罪者が犯罪組織への加入期間は 1 年

未満であり、そのうち半年未満の割合は 90.0%にも達している。これは前述した組

織への加入時と刑事裁判時の年齢差が小さいことと一致している。賭博組織犯罪は

通常初期段階の犯罪組織であり、犯罪者の加入期間はそれほど長くはなく、組織の

存続期間も短い。 

犯罪者は地方から上海に来た者または上海地元の無職者が多いため、共同犯罪者
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の関係は同郷関係と隣人関係が多く、それぞれ 51.8%と 12.4%を占めている。これ

は賭博類組織犯罪の犯罪者同士の人間関係の特徴を反映しているが、45.1%の犯罪

者の間に以上の人間関係が存在しないことを考えると、賭博犯罪組織の形成及び共

同犯罪の任意性も反映している。つまり、利益こそ行為者が賭博犯罪に加わった本

質的原因である。98.5%の行為者は賭博犯罪組織に加入または賭博犯罪の遂行によ

って経済的利益を得ている。 

主観的な動機と本人意思をみると、93.0%の犯罪者は共同犯罪の策定者、指導者

あるいは積極的加入者であり、5.5%の犯罪者は他人の紹介で犯罪組織に加入、0.5%

の犯罪者だけが脅迫されて加入している（図Ⅳ-3-1を参照）。犯罪者の共同犯罪にお

ける地位と役割になると、68.3%は主犯、30.7%は従犯で、犯罪の自発性と積極性は

明らかである（図Ⅳ-3-2を参照）。 

 

図Ⅳ-3-1 2006～2009 年の賭博事犯の組織犯罪への加入理由 
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図Ⅳ-3-2 2006～2009 年の賭博事犯の犯罪組織内における地位と役割 
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(2)犯罪者検挙の状況 

警察機関における事件摘発の端緒の有効統計データをみると、通報が賭博事犯の
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摘発の主な端緒で、摘発総人数の 53.3%を占めている。告発はその次で、17.5%を

占めている。これを考えれば、賭博犯罪の取締りには良好な民衆基盤が必要で、コ

ミュニティの民衆をよく動員して積極に参与させることが重要である。他には、犯

罪者の自首の割合は比較的低く、14 人しかおらず、7.0%であった。その他は 22 人で、

11.1%を占めている（図Ⅳ-3-3を参照）。説明しなければならないのは、上記の「その他」

の意味である。実務上において、「共犯が逮捕されてその供述によって摘発される」場

合を指す。この場合は選択項目の「別事件によって摘発される」場合と異なる。 

 

図Ⅳ-3-3 2006～2009 年の賭博犯罪の摘発の端緒 
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摘発された時点において、犯罪者のほとんどが既遂犯であり、わずか 2%が予備犯

であった。自首及び犯罪捜査等に貢献した功績は犯罪者の法定刑を軽減できるもの

の、その割合はとても低いが、摘発された後、大半の犯罪者は罪を素直に認め、78.4%

の者は悔悛の意を表しており、量刑に考慮する情状を備えている。そのうち、197

人は心身状態が正常で、1 人は部分的刑事責任能力のある精神病で、1 人は聾唖であ

った。 

 

(3)判決の結果及び執行の状況 

我が国の刑法において、犯罪構成の相違によって、賭博罪は単純賭博罪と賭博場

開張図利罪に分けられる。単純賭博罪は客観上において、集団賭博あるいは賭博を

業にする行為である。いわゆる集団賭博とは、多数の客を組織しまたは勧誘して賭

博をさせ、本人は客の賭け金等の中から不当な利益を引き出す行為をいう。このよ

うな者は「賭頭（賭博のボス）」と呼ばれ、本人は必ずしも直接に賭博に参加すると

は限らない。いわゆる賭博を業にするとは、賭博中毒になり、常習的に賭博を行い、

賭博の所得で生計を立てている者をいう。このような者は「賭棍」（訳注：賭博の常習
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者）と呼ばれている。賭博場開張図利罪の客観的要件は賭博の場所及び道具を提供し、

客に賭博をさせ、出来高の中から利益を得る行為である。今回の調査により収集し

た 45 件の裁判所の判決文の中で、28 件は賭博場開張図利罪であり、17 件は賭博罪（単

純賭博罪）であった。 

量刑において、95.5%の犯罪者は 3 年以下の有期懲役の判決を受けたが、3 人の犯

罪者は犯罪情状が軽微かつ法定の酌量情状を備えているため刑を免除され、1.5%を

占めている。また、6 人の犯罪者は賭博場開張図利罪の重大な情状あるいは数罪併罰

の情状があるため、3 年以上 10 年以下の有期懲役を言い渡され、全体の 3.0%を占

めている。付加刑については、2 人が政治権利の剥奪を宣告されている。 

 

表Ⅳ-3-9 2006～2009 年の賭博犯罪者の判決結果 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

有罪宣告刑罰免除   3   1.5   1.5 
3 年以下の有期懲役  190  95.5  97.0 
3 年以上 10 年以下の有期懲役   6   3.0 100.0 
合計 199 100.0  

 

一審判決後、判決書に記載されている 174 人の中で、170 人は上訴権を行使せず、

有効データの 97.7%を占め、わずか 3 人が上訴していた。なお、刑の執行中におけ

る不服申し立てはほとんど見られなかった。 

 

３．犯罪組織の活動の基本状況 

 

(1)組織犯罪の組織状況 

①犯罪組織の基本状況 

今回の調査に関係する犯罪組織は合計 45 団体で、すべて散漫的グループ型であり、

まだ、厳密性のある黒社会的組織または固定型の黒社会組織までに至っていない。

犯罪組織の発展段階の視点から考えれば、散漫型の犯罪組織は普通の犯罪グループ

の発展段階にある。その特徴は固定の首領と少数の中堅構成員以外に、他の構成員

はほとんど固定されず、犯罪活動を実行するときのみ集まってくる。構成員間に厳

格な階級はなく、明確な役割分担もない。 

犯罪組織の形成原因をみると、45 団体の組織のうち、44 団体は共犯者により自

発的に形成されたものであり、わずか 1 団体のみが海外組織が国内での組織拡張の

ために形成したものであった。また、犯罪組織の存在様態をみると、合法的な機構

を隠れ蓑にする犯罪組織は 2 団体であり、そうでない犯罪組織は 43 団体であった。

いわゆる合法機構は基本的には娯楽業である。 

犯罪組織の設立時期（図Ⅳ-3-4 を参照）では、2006 年から 2008 年までの間に集

中し、全体の 84.5%を占めている。犯罪組織の構成員数は 3～6 人に集中し、設立し
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てから通常 1 年前後で警察に摘発されている。以上のように、犯罪組織は存続時期

が短く、規模も小さい。 

 

図Ⅳ-3-4 犯罪組織の設立時期 
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③ 犯罪組織の犯罪活動 

調査した犯罪組織の基本的な犯罪活動は賭博犯罪であるが、別罪名に抵触する場

合もある。主要な数罪の罪名は不法監禁罪（1 件）と事件挑発惹起罪（2 件）で、す

べては賭博犯行の下で派生した行為である。総体的には単一型の犯罪形態であり、

即ち、1 つの特定の犯罪しか実行しない。当調査対象において、複数の同種類犯罪

を実行した複合型の犯罪組織は 1 団体であり、不特定犯罪を実行した複雑型犯罪組

織は 2 団体であった。犯罪組織の活動範囲はすべて上海市の範囲内で、地域を跨る

大規模な賭博犯罪組織または流動性のある賭博犯罪組織は現れていない。 

賭博犯罪の犯罪手段も多様性と非固定性の特徴がある。主に銃器弾薬の使用、一

般の暴力的肢体接触、詐欺、脅迫及びその他の手段が含まれる。これらの手段は通

常組み合わせて使われているため、明確にこれらの手段を定義することは難しい。

このような手段を使用する組織は全体の 73.5%を占めている。犯罪行為は通常不特

定の自然人を対象とし、わずか 10.9%の犯罪組織及び 12.2%の事件は特定の自然人

を対象としていた。法人あるいは公務員を対象とする犯罪活動はなかった。 

 

(2)犯罪資金 

固定の犯罪資金を持つことは組織犯罪の重要な特徴である。調査対象の 45 団体の

犯罪組織の中で、43 団体の犯罪組織には資金源があった。2 団体の犯罪組織のデー

タは欠損しているが、分析結果にほとんど影響はない。 

図Ⅳ-3-5 に示したように、犯罪の所得は賭博犯罪組織の最重要資金源で、45.0%

を占めている。その次は内部の集金で、26.0%を占め、両者を合わせて 71.0%を占
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めている。事件自体をみれば、23.3%の事件において、犯罪組織が上記の 2 種類ま

たは 2 種類以上の手段で犯罪資金を得ていた。 

被害者に資金を提供させることも組織犯罪の重要な特徴であり、9.4%の調査対象

組織はこの方式を使用していた。通常行為者個人の名義あるいは犯罪組織の名義で

被害者に資金の提供を強要する。しかし、当調査では被害者に資金の提供を強要す

る内容のデータの多くが欠損しているため、実際に有効なデータは 30 例で、有効デ

ータの割合は 66.7%である。そのうち、12 団体の犯罪組織は被害者に賭博の違法債

務の支払いを強要しており、事件全体の 40.0%を占め、これも賭博類組織犯罪に特

有の資金獲得方式である。資金を得る手段は基本的に賭博犯罪であり、再投資によ

る収入の割合は極めて小さい。また、犯罪資金の主な使途は組織構成員への利益配

分及び個人的な浪費である。 

 

図Ⅳ-3-5 2006～2009 年の賭博犯罪組織の犯罪資金源 
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(3)犯罪組織の「庇護の傘」 

調査した賭博犯罪組織は基本的に散漫型の犯罪グループで、かつ規模が比較的小

さく、存続期間が比較的短いため、犯罪組織の「庇護の傘」となる地元官僚はほと

んどいなかった。26.7%の犯罪組織は黒社会に関係する実業を持ち、かつそのすべ

ては娯楽業であった。上海社会科学院法学研究所の別件の調査報告書も示している

ように、黒社会的組織犯罪の調査において、黒社会的組織を庇護し、放任する事例

は発見できず、いわゆる「庇護の傘」の存在は普遍ではない。この結果は、現下の

主流となっている学説である、我が国の組織犯罪のほとんどに「庇護の傘」が存在

するという所論と正反対である。 

 

４．調査結果のまとめ 

 

以上の全てのデータを分析した結果、下記の 4 つの側面から上海市の賭博類組織

犯罪の特徴をまとることができる。 



 

 
 

‐ 123 ‐

(1)犯罪者の特徴 

①上海市の賭博犯罪者は成人の漢族男性を主としている 

年齢構成において、未成年者と高齢者が組織犯罪に参加する割合は比較的低い。

地方から上海に来た者が賭博類組織犯罪の主要構成メンバーである。 

②犯罪者に「三低」の特徴が見られる 

「三低」とは低い教育レベル、低い職業層、低い経済能力のことである。圧倒的

多数の犯罪者は良好な教育を受けておらず、中学校及びそれ以下の学歴しか持って

いない。半数以上の犯罪者は無職の状態に置かれており、他に比較的多いのは農民

及び農民工が犯罪に参加することである。失業及び最低限の健康的な娯楽生活の不

足が犯罪者が賭博に耽る重要な原因である。犯罪者は戸籍、学歴及び失業等の原因

によって、通常家庭状況が窮迫しており、本人の経済能力も弱く、総合的に社会の

弱者群に属する。賭博犯罪を取締る重要な一面は犯罪予防であり、社会の低所得民

衆の生活の質を向上することはこの問題を解決する根本である。そのほかに、積極

的に健康かつ面白いコミュニティの文化生活を展開し、無職者と農民等に良い娯楽

の場を提供することも極めて必要性が高い。 

③犯罪者の多くは初犯であるが、犯罪願望が比較的強い 

前科のある犯罪者の割合は高くないが、多数の犯罪者は積極的に賭博犯罪組織に

加入しまたは賭博犯罪行為を実行して、共同犯罪の中で策動、指揮または積極的に

加入する役割を果たし、その多くは主犯であった。犯行後の自首の割合は比較的低

いが、ほとんどの者は悔悛の意を表しており、再犯の危険性は比較的低い。また、

一般的に犯罪組織への加入期間は比較的短く、矯正の可能性も高い。 

 

(2)犯罪組織の特徴 

①組織自体は散漫的で、規模が小さく、存続期間が短い 

総合的に言えば、賭博類の犯罪組織はまだ犯罪グループの発展段階にあり、初期

の組織犯罪である。固定の首領と少数の中堅構成員以外に、他の構成員はほとんど

固定されず、犯罪活動を実行するときのみ集まってくる。構成員間の階級は厳格で

なく、明確な役割分担もない。 

②合法機構を隠れ蓑にする、または「庇護の傘」の現象は普遍的ではない 

黒社会的組織の最も多い存在様態は、「会社」の設立等の経営活動を陰にし、犯罪

組織を隠すことである。表の経営活動で違法行為を隠し、経営利益で違法所得をご

まかしている。今回調査した賭博類の組織犯罪はまだこの段階までに至っておらず、

ごく少数の賭博場開張図利罪の犯罪者は一般の娯楽店舗を隠れ蓑にし、犯罪組織を隠

していた。さらに、地方官僚が「庇護の傘」になる現象は存在しない。 

③地域を跨る賭博犯罪組織及び国境を跨る共同犯罪者は存在しない 

賭博組織の活動エリアは上海市の範囲内であり、香港・マカオ・台湾の住民及び外国人
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はこれらの賭博犯罪に参与していない。 

 

(3)組織犯罪活動の特徴 

①賭博犯罪が基本であるが、別の犯罪行為を派生することもある 

賭博犯罪組織はまだ犯罪グループの発展段階にあるため、その基本的な犯罪は賭

博活動に限られ、同時に多種の犯罪をすることはほとんどない。しかし、違法な賭

博債務を強要するための不法監禁または事件挑発惹起暴行等、賭博罪から派生した

暴力手段を用いた犯罪は発生している。 

②違法賭博資金・賭博債務が主な資金源である 

賭博類の組織犯罪の資金源は比較的単純で、賭博参加者の賭博資金・賭博債務が

主である。また、犯罪所得を犯罪資金にするサイクル犯罪の特徴が目立つ。犯罪資

金以外の使途は一般的に組織構成員の浪費に使われる。被害者は通常自然人である。 

③経済利益の追求を目標としている 

犯罪組織の結成と活動は明確な経済的特徴がある。一方では犯罪組織は利益追求性があ

る。他方では、犯罪組織は経済利益を追求する手段となる。行為者が犯罪組織を設立し、

加入する目的は決して犯罪組織自体ではなく、犯罪組織を通じて経済利益を得ることにあ

る。また、犯罪組織が設立した合法的な営業機関において、営業の内容は合法的であるが、

その違法性は営業手段の違法にある。 

 

(4)司法裁判の特徴 

①賭博場開張図利罪は普遍的である 

裁判所の確定した判決をみると、単純賭博行為よりも、賭博場開張図利行為の方が

より多く刑事責任を追及されている。これは賭博場開張図利行為が単純賭博行為より罪

と非罪の境界線を引きやすいことと大いに関係し、共同犯罪における主要行為者を

処罰する原則に合致しており、寛厳併用の刑事政策を体現している。 

②刑罰は 3 年以下の有期懲役を主とする 

賭博罪の量刑幅は 3 年以上 10 年以下の有期懲役、3 年以下の有期懲役、管制、拘

役である。司法実務において、3 年以下の有期懲役、特に 1 年以下の有期懲役が主

となっている。3 年以上 10 年以下の有期懲役の量刑幅はごく小さい範囲内でしか適

用されていない。 

③付加刑の普遍的使用 

罰金刑は賭博罪における刑罰の必要不可欠な部分である。また、政治権利の剥奪と

いう付加刑の適用範囲も拡大している。通常、賭博場開張図利罪に対しては、犯罪に関

係する賭博資金・賭博用具等の没収も判決されている。 
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第Ⅴ部 中部ブロックの実証分析報告 
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第１章 組織犯罪データの総合分析 

当ブロックでは、3 つの省について、76 件の事件とその事件当事者 1,328 人に対して情

報収集及び調査を行った。 

 

１． 犯罪者の個人状況 

 

性別については、表Ⅴ-1-1 をみると、1,328 人の犯罪者のうち、性別の構成比が極端

に偏っているという特徴を呈している。内訳として、男性が 1,303 人で、98.1％を占めて

いる。一方、女性はわずか 25 人しかおらず、1.9％であった。今回の調査結果は、犯罪

学における伝統的理論と一致している。つまり、男性と女性の身体的及び心理的特

徴などの多方面において相違点が存在していることにより、一部の特殊な種類の犯

罪を除いては、一般に犯罪者の性別構成に占める男性の構成比が圧倒的に優位にあ

る。今回の調査結果をみると、組織犯罪もその例外ではない。 

 

表Ⅴ-1-1 性別 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

男性 1,303  98.1 
女性    25   1.9 
合計 1,328 100.0 

 

犯罪組織への加入年齢の状況については、最年少は 11 歳であり、最年長は 54 歳であっ

た。年齢のグループ分けでは、表Ⅴ-1-2 をみると、21 歳～30 歳が最も多く、582 人で、

43.8％を占めている。次いで、11 歳～20 歳が 440 人で、33.1％を占め、31 歳～40 歳が

239 人で、18.0％を占めている。このように、犯罪者の犯罪組織への参加年齢は低年齢化

の傾向が見られる。 

 

表Ⅴ-1-2 犯罪組織への加入時の年齢 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

11 歳～20 歳   440  33.1  33.1 
21 歳～30 歳   582  43.8  77.0 
31 歳～40 歳   239  18.0  95.0 
41 歳～50 歳    55   4.1  99.1 
51 歳～60 歳     8   0.6  99.7 
データ欠損     4   0.3 100.0 
合計 1,328 100.0  

 

裁判時の年齢状況については、最年少がわずか15歳であり、最年長が61歳であった。年

齢のグループ分けでは、表Ⅴ-1-3をみると、21歳～30歳が最も多く、549人で、41.3％を

占めている。次いで、31歳～40歳が462人で、34.8％を占め、11歳～20歳が149人で、11.2％
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を占めている。 

 

表Ⅴ-1-3 裁判時の年齢状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

11 歳～20 歳   149  11.2  11.2 
21 歳～30 歳   549  41.3  52.6 
31 歳～40 歳   462  34.8  87.4 
41 歳～50 歳   145  10.9  98.2 
51 歳～60 歳    21   1.6  99.8 
61 歳～70 歳     2   0.2 100.0 
合計 1,328 100.0  

 

戸籍と国籍については、表Ⅴ-1-4をみると、1,328人の犯罪者のうち、地元出身者が1,224

人で、92.2％であった。外地出身者が95人で、わずか7.2％であった。 

今回の調査によって得られたデータは、組織犯罪の地域的特徴と一致している。つまり、

犯罪組織のメンバーの大多数（9割以上）が、地元の住民であり、わずか少数の犯罪者の

みが地元以外の住民であった。 

 

表Ⅴ-1-4 戸籍国籍 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元出身者 1,224  92.2 
外地出身者    95   7.2 
データ欠損     9   0.7 
合計 1,328 100.0 

 

組織犯罪者の民族別分布状況については、表Ⅴ-1-5をみると、1,328人のうち、1,288

人は漢族であり、97.0％を占めている。その他の民族の犯罪者は36人で、犯罪者総数のわ

ずか2.8％にすぎない。中国は多民族国家であり、全国に56の民族を有するが、そのうち、

漢民族は絶対多数を占めている。今回の調査において、組織犯罪者の民族別状況は、正に

中国の民族分布の主な特徴を反映している。 

 

表Ⅴ-1-5 民族 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

漢族 1,288  97.0 
回族    30   2.3 
その他の少数民族     6   0.5 
データ欠損     4   0.3 
合計 1,328 100.0 

 

居住状況については、表Ⅴ-1-6をみると、1,328人のうち、調査実施地の市街区に持家

ありが807人で、60.8％を占め、調査実施地の市街区に固定住所ありが464人で、34.9％を

占めている。両者は合計1,271人であり、犯罪者総数の95.7％を占めている。前述した戸籍

調査の結果から、地元に戸籍を持つ犯罪者が9割以上を占めているという結論を得ており、

したがって、ほとんどの犯罪者は調査実施地の市街区に持家または固定住居を持っている



 

 
 

‐ 129 ‐

という結論は、間違いなく合理的なものである。 

 

表Ⅴ-1-6 居住状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

調査実施地の市街区に持家あり（我が国大陸地域）   807  60.8 
調査実施地の市街区に固定住所あり（我が国大陸地域）   464  34.9 
固定住所なし     6   0.5 
データ欠損    51   3.8 
合計 1,328 100.0 

 

職業分布状況については、表Ⅴ-1-7をみると、割合が一番高いのは都市部無職者であ

り、564人で、犯罪者総数の42.5％であった。その次が農民で、475人で、犯罪者総数の35.8％

を占めている。一方、サラリーマンの犯罪者は132人で、犯罪者総数の9.9％を占めている。

注意すべき点は、組織犯罪を実行した公務員の人数は18人で、犯罪者総数の1.4％を占め

ていることである。 

 都市部無職者は、仕事がないために安定した収入源が得られず、組織犯罪者の一大主体

群となっている。このことは、さほど不思議なことではない。今回の調査データによれば、

農民が組織犯罪のもう1つの大きな主体となっているが、その主な原因は、大多数の組織

犯罪事件はいずれも比較的辺鄙な地域、あるいは経済未発達の市や県または地区に発生し

ていて、そのれらの地域では主要人口が農民である。また、サラリーマンによる犯罪の割

合が比較的に高い値を示していることも注目すべき現象である。 

 

表Ⅴ-1-7 職業分布状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

学生     9   0.7 
サラリーマン   132   9.9 
都市部無職者   564  42.5 
農民   475  35.8 
公務員    18   1.4 
農民工     1   0.1 
その他   107   8.1 
データ欠損    22   1.7 
合計 1,328 100.0 

 

表Ⅴ-1-8 家庭経済状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

下層   150  11.3  11.3 
中下層   249  18.8  30.0 
中間層    81   6.1  36.1 
中上層    28   2.1  38.2 
上層     1   0.1  38.3 
データ欠損   819  61.7 100.0 
合計 1,328 100.0  

 

家庭経済状況（表Ⅴ-1-8）については、アンケートを用いてデータ収集を行う際、関連

回答の回収が非常に難しく、欠損値が過大となったため、今回の調査では、大多数の組織
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犯罪者の経済状況に関する統計を取ることができなかった。したがって、本テーマについ

ては分析を行わない。 

家庭構造（表Ⅴ-1-9）については、アンケートを用いててデータ収集を行う際、関連回

答の回収が非常に難しく、欠損値が過大となったため、今回の調査では、大多数の組織犯

罪者の家庭構成に関する統計を取ることができなかった。したがって、本テーマについて

は、分析を行わない。 

 

表Ⅴ-1-9 家庭構造 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

一人親家庭     4   0.3 
両親家庭（父母のみと共同生活）    47   3.5 
両親家庭（父母、祖父母と共同生活）     3   0.2 
データ欠損 1,274  95.9 
合計 1,328 100.0 

 

学校教育の状況については、表Ⅴ-1-10をみると、1,328人のうち、大学の者がわずか

26人で、全体の2.0％に過ぎない。高校の者が150人で、全体の11.3％を占める。中学校の

者が最も多く、865人で、全体の65.1％を占めている。小学校の者が226人で、全体の17.0％

を占めている。つまり、組織犯罪集団の構成員全体の学校教育レベルは低く、中学校及び

それ以下の者が、組織犯罪者全体の8割以上であることが明らかになった。 

 

表Ⅴ-1-10 学校教育の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

非識字    10   0.8   0.8 
小学校   226  17.0  17.8 
中学校   865  65.1  82.9 
高校   150  11.3  94.2 
大学    26   2.0  96.2 
その他    47   3.5  99.7 
データ欠損     4   0.3 100.0 
合計 1,328 100.0  

 

前科非行歴については、表Ⅴ-1-11をみると、全1,328名のうち、前科非行歴のない者

は900人で、犯罪者総数の67.8％を占めている。同種または異種の前科があり、但し累犯

を構成しない者は107人で、犯罪者総数の8.1％を占めている。累犯を構成する者は144人

で、全犯罪者総数の10.8％を占めている。また、初犯に該当する者が143人で、全犯罪者

総数10.8％を占めている。つまり、今回の調査において、大多数の犯罪者は前科の記録が

あるわけではなく、10.8％の犯罪者は初犯だった。しかし、注意すべきことは、依然とし

て数少なくない犯罪者は、累犯であるか、もしくは累犯ではなくとも、かつて違法犯罪行

為によって、前科または行政違法記録が残されている者である。 

累犯の罪名については、表Ⅴ-1-12をみると、累犯を構成する組織犯罪者144人のうち、

累犯の罪名が複数の罪名である者は72人で、全罪名の5.4％を占める。一種類の犯罪のみ
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が成立する犯罪者のうち、8人は強盗罪、8人は窃盗罪、7人は故意傷害罪、3人は故意殺人

罪であり、また27人は調査表に未記載のその他の犯罪であった。 

組織犯罪のうち、行為者の罪名には、通常黒社会的組織の結成指揮加入罪、故意殺人罪、

故意傷害罪、強盗罪、窃盗罪、恐喝略取罪などが含まれている。司法実務において、組織

犯罪者は同時に2種類以上の罪名に関わる可能性があり、もしある者が黒社会的組織を結

成または指揮し、かつ他人の財産物品を強奪する行為を行った場合には、黒社会的組織の

結成指揮加入罪と強盗罪が同時に構成される。今回の調査結果は、正にこの特徴を反映し

ており、半数の累犯が複数種の犯罪を起こしている。一方、ある一種類の犯罪を行った累

犯について言えば、その実行した犯罪は、主として窃盗罪、強盗罪及び故意傷害罪であっ

た。 

 

表Ⅴ-1-11 前科非行歴 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同罪種の前科あり（非累犯）     9   0.7 
異罪種の前科あり（非累犯）    98   7.4 
累犯   144  10.8 
行政違法記録あり    25   1.9 
前科非行歴のない   900  67.8 
初犯   143  10.8 
データ欠損     9   0.7 
合計 1,328 100.0 

 

表Ⅴ-1-12 累犯の罪名 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

故意殺人罪     3   0.2 
故意傷害罪     7   0.5 
強姦罪     4   0.3 
強盗罪     8   0.6 
窃盗罪     8   0.6 
マネーロンダリング罪     1   0.1 
恐喝略取罪     2   0.2 
黒社会的組織の結成指揮加入罪     1   0.1 
その他の罪名    27   2.0 
数罪    72   5.4 
非累犯 1,194  89.9 
データ欠損     1   0.1 
合計 1,328 100.0 

 

犯罪組織への加入期間については、表Ⅴ-1-13をみると、1,328人のうち、5年及びそれ

以上の者が353人26.6％、3年以上（3年を含む）5年未満が337人25.4％、1年以上（1年を

含む）2年未満が235人17.7％、半年以上（半年を含む）1年未満が111人8.4％を占めてい

る。半年未満はわずか34人で、2.6％しか占めていない。 

共犯者関係については、表Ⅴ-1-14をみると、1,328人のうち、同郷関係が最も多く、

814人で、61.3％を占めている。その次は、同僚関係が72人で、5.4％を占め、親族関係が

35人で、2.6％を占めている。 

なお、調査方法に限界があり、今回の調査において全ての共犯者関係について値を計上
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することができず、本テーマには298人のデータ欠損があった。 

 

表Ⅴ-1-13 犯罪組織への加入期間 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

半年未満    34   2.6   2.6 
半年以上（半年を含む）1 年未満   111   8.4  10.9 
1 年以上（1 年を含む）2 年未満   235  17.7  28.6 
2 年以上（2 年を含む）3 年未満   249  18.8  47.4 
3 年以上（3 年を含む）5 年未満   337  25.4  72.7 
5 年及び 5 年以上   353  26.6  99.3 
データ欠損     9   0.7 100.0 
合計 1,328 100.0  

 

表Ⅴ-1-14 共犯者関係 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同郷関係   814  61.3 
親族関係    35   2.6 
同僚関係    72   5.4 
同窓関係     1   0.1 
獄友関係     9   0.7 
隣人関係     9   0.7 
その他    90   6.8 
データ欠損   298  22.4 
合計 1,328 100.0 

 

犯罪の実行段階については、表Ⅴ-1-15をみると、既遂が1,312人で、98.8％を占めて

いる。これに対し、わずか16人は未遂で、1.2％しか占めていない。このことから分かる

ように、組織犯罪事件については、犯罪の成功率が非常に高い。 

 

表Ⅴ-1-15 犯罪の実行段階 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

既遂 1,312  98.8  98.8 
未遂   16   1.2 100.0 
合計 1,328 100.0  

 

犯罪者の心身状態については、表Ⅴ-1-16をみると、1,328人のうち、1,274人の犯罪者

は健常者であり、95.9％を占めている。絶対多数の犯罪者は健常であることが分かる。 

 

表Ⅴ-1-16 犯罪者の心身状態 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

健常者 1,274  95.9 
データ欠損    54   4.1 
合計 1,328 100.0 

 

罪に対する悔悛情状の有無については、表Ⅴ-1-17をみると、1,328人のうち、悔悛情状

のある者は126人で、9.5％を占めている。悔悛情状のない者は1,044人で、78.6％を占め

ている。約1割弱の犯罪者は、犯罪後に罪を認める態度が比較的良好で、積極的に犯罪利
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得を返還するなどの罪への悔悛情状があった。もちろん、このことはこれらの犯罪者対す

る量刑に影響を与えるはずである。 

 

表Ⅴ-1-17 罪に対する悔悛情状の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

悔悛の情あり   126   9.5 
悔悛の情なし 1,044  78.6 
データ欠損   158  11.9 
合計 1,328 100.0 

 

犯罪組織への加入理由については、表Ⅴ-1-18をみると、1,328人のうち、結成または

指揮が100人で、7.5％を占め、自発的加入が1,085人で、81.7％を占め、他人の紹介が96

人で、7.2％を占めている。1名のみが脅迫による加入で、わずか0.1％を占めている。 

 

表Ⅴ-1-18 犯罪組織への加入理由 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

結成または指揮   100   7.5 
自発的加入 1,085  81.7 
他人の紹介    96   7.2 
脅迫による加入     1   0.1 
その他    13   1.0 
データ欠損    33   2.5 
合計 1,328 100.0 

 

犯罪による利益の獲得状況については、表Ⅴ-1-19をみると、1,328人のうち，経済利

益の獲得が1,214人で、91.4％を占めている。非経済利益の獲得が113人で、8.5％を占め

ている。今回の調査データは、組織犯罪者の主な特徴である経済利益の追求という点で一

致している。9割を超える犯罪者は、犯罪による経済利益を獲得している。 

 

表Ⅴ-1-19 利益の獲得状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

経済利益の獲得 1,214  91.4 
非経済利益の獲得   113   8.5 
データ欠損     1   0.1 
合計 1,328 100.0 

 

共犯の種類については、表Ⅴ-1-20をみると、1,328人のうち、829人が主犯で、62.4％

を占め、497人が従犯で、37.4％を占めている。主犯の割合が全体の6割以上に達している

ことが分かる。 

事件発覚の端緒（表Ⅴ-1-21）については、データの欠損値が過大となったため、本テ

ーマの分析を行わない。 
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表Ⅴ-1-20 共犯の種類 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

主犯   829  62.4  62.4 
従犯   497  37.4  99.8 
その他     2   0.2 100.0 
合計 1,328 100.0  

 

表Ⅴ-1-21 事件発覚の端緒 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

被害届の提出   122   9.2 
告発    94   7.1 
通報   134  10.1 
別件による発覚   262  19.7 
データ欠損   716  53.9 
合計 1,328 100.0 

 

自首情状の有無については、表Ⅴ-1-22をみると、1,328人のうち、66人の犯罪者のみ

が犯行後に司法機関又は関連機関に自首し、わずか5.0％を占めている。1,261人の犯罪者

が犯行後に自首をしておらず、94.9％を占めている。 

 

表Ⅴ-1-22 自首情状の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自首情状あり    66   5.0 
自首情状なし 1,261  94.9 
データ欠損     1   0.1 
合計 1,328 100.0 

 

犯罪捜査などに貢献した功績の有無については、表Ⅴ-1-23をみると、1,328人のうち、

功績がなかった者は1,240人で、93.4％を占めている。一般的な功績があった者は44人で、

3.3％を占め、顕著な功績があった者は28人で、2.1％を占めている。 

 

表Ⅴ-1-23 犯罪捜査などに貢献した功績の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

一般的な功績    44   3.3   3.3 
顕著な功績    28   2.1   5.4 
功績なし 1,240  93.4  98.8 
データ欠損    16   1.2 100.0 
合計 1,328 100.0  

 

判決の状況については、表Ⅴ-1-24をみると、1,328人のうち、無期懲役及び死刑に処さ

れた者は109人で、8.2％を占めている。3年から10年の有期懲役に処された犯罪者が最も

多く、519人で、39.1％を占めている。10年及び10以上の有期懲役に処された者は389人

で、29.3％を占めている。3年以下の有期懲役に処された者は298人で、22.4％を占めてい

る。また、12人の犯罪者は刑罰が免除され、その割合は0.9％である。 

今回の調査で注目すべき点は、重刑に処された者の人数が比較的に多く、498人の犯罪

者が10年及び10年以上の有期懲役、無期懲役もしくは死刑に処され、全体の約4割弱を占
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めている。犯罪者が重刑に処される割合が高いのは、組織犯罪者の実行した犯罪による危

害程度が比較的に高いことと関連している。また、組織犯罪の事件において、多くの犯罪

者は一種類の犯罪行為に止まっておらず、量刑時には通常数罪の併合罰となるため、一般

に刑期が比較的長い。 

 

表Ⅴ-1-24 判決の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

有罪宣告刑罰免除    12   0.9   0.9 
3 年以下の有期懲役   298  22.4  23.3 
3 年以上（3 年を含む）10 年以下の有期懲役   519  39.1  62.4 
10 年及び 10 年以上の有期懲役   389  29.3  91.7 
無期懲役及び死刑   109   8.2  99.9 
データ欠損     1   0.1 100.0 
合計 1,328 100.0  

 

政治的権利剥奪の有無については、表Ⅴ-1-25をみると、1,328人のうち，315人の犯罪

者の政治的権利が剥奪されており、これは全体の23.7％を占めている。政治的権利が剥奪

されていない者は1,005人で、全体の75.7％を占めている。政治的権利の剥奪は、刑法に明

文規定された付加刑の1つであり、死刑または無期懲役に処された者に対して、その政治

的権利を終身的剥奪すべきであり、故意殺人、爆破、強盗などの著しく社会的秩序を破壊

する犯罪者に対して、政治的権利の剥奪を付加できると規定している。したがって、政治

的権利が剥奪された315人の犯罪者のうち、前記の判決状況に関する調査において、無期

懲役及び死刑に処された109人の犯罪者は、もちろん政治的権利の剥奪対象に該当する。

ほかの者は、故意殺人、強盗など社会的秩序を著しく破壊する犯罪を実行したため、政治

的権利の剥奪が付加されたのである。 

 

表Ⅴ-1-25 政治的権利剥奪の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

剥奪される   315  23.7 
剥奪されない 1,005  75.7 
データ欠損     8   0.6 
合計 1,328 100.0 

 

判決後の状況（表Ⅴ-1-26）については、データの欠損値が過大となったため、本テー

マの分析を行わない。 

 

表Ⅴ-1-26 判決後の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

上訴した   250  18.8 
上訴していない   281  21.2 
データ欠損   797  60.0 
合計 1,328 100.0 
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２． 組織犯罪の活動 

 

犯罪組織の内部構造については、表Ⅴ-1-27をみると、全76団体の犯罪組織のうち、最

も多く存在する犯罪組織の類型は黒社会的組織型であり、64団体で、全体の8割（84.2％）

を超えている。その次は、グループ型の犯罪組織であり、12団体、15.8％であった。注意

すべき点は、全76団体の犯罪組織のうち、黒社会型の犯罪組織が存在していないことであ

る。以上の結果は、現在、これら3つの省において組織犯罪全体の発展レベルはまだ高い

ものではなく、組織犯罪の類型は、正に低レベルの形態から高レベルの形態へ変遷しつつ

あることが反映されている。 

 

表Ⅴ-1-27 犯罪組織の内部構造 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

グループ型（分散型） 12  15.8 
黒社会的組織型（厳密型） 64  84.2 
黒社会型（固定型）  0     0 
合計 76 100.0 

 

犯罪組織の結成については、表Ⅴ-1-28をみると、全76団体の犯罪組織のうち、75団体

の犯罪組織は自発的に結成されたもので、全体の98.7％を占めている。1団体のみが海外

組織が国内での拡張により結成されたもので、わずか1.3％であった。伝統的な組織犯罪の

多くは国内で形成されているが、近年、海外の黒社会勢力が中国国内への浸透力を強め、

黒社会の構成員を探し求めて拡張し、各種の暴力的犯罪を行っている。しかし、今回の調

査データをみると、湖南、湖北、河南の三省の絶対多数の組織犯罪集団は中国国内で結成

され発展してきたものであり、ごく少数の犯罪組織のみが、海外組織が国内での拡張によ

り結成されたものである。このような状況をもたらした原因については、更なる研究を待

たなければならないが、三省の位置する地域環境と関係があり、また、三省の組織犯罪全

体の発展レベルが高くないことが、犯罪組織の結成に対しても一定の影響を及ぼしている

と考えられる。 

 

表Ⅴ-1-28 犯罪組織の結成 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自発的に結成 75  98.7 
海外組織が国内での拡張により結成  1   1.3 
合計 76 100.0 

 

犯罪組織の存立様態については、表Ⅴ-1-29をみると、全76団体の犯罪組織のうち、隠

れ蓑にする合法的な機構を持つ犯罪組織は22団体で、全体の28.9％を占めている。隠れ蓑

にする合法的な機構を持たない犯罪組織は53団体で、全体の69.7％を占めている。大半の

犯罪組織は、隠れ蓑にする合法的な機構を持っていないことが分かる。このことも湖南、

湖北、河南三省の組織犯罪の発展段階が高くない現状を側面から証明している。他方、隠
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れ蓑にする合法的な機構を持っていないため、公衆にさらけ出される機会も増え、犯罪組

織が司法機関に発見され、取締りを受けるリスクも増加させている。 

 

表Ⅴ-1-29 犯罪組織の存立様態 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ

隠れ蓑にする合法的な機構を持つ犯罪組織 22  28.9 
隠れ蓑にする合法的な機構を持たない犯罪組織 53  69.7 
その他  1   1.3 
合計 76 100.0 

 

犯罪組織の構成員数については、表Ⅴ-1-30をみると、全76団体の犯罪組織のうち、31

団体の犯罪組織の構成員数が11人から20人で、全体の40.8％を占めている。21団体の犯罪

組織の構成員数が10人以下で、全体の27.6％を占めている。16団体の犯罪組織の構成員数

が21人から30人で、全体の21.1％を占めている。データ欠損の2団体を除いて、構成員数

が10人以上の犯罪組織は53団体であり、全体の69.7％を占め、そのうち構成員数が30人以

上の犯罪組織は6団体であった。このことは、組織犯罪集団の規模が日増しに拡大し、構

成員数もますます多くなってきていることを反映している。 

 

表Ⅴ-1-30 犯罪組織の構成員数 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

10 人以下 21  27.6  27.6 
11～20 人 31  40.8  68.4 
21～30 人 16  21.1  89.5 
31～40 人  3   4.0  93.4 
51～60 人  3   4.0  97.4 
データ欠損  2   2.6 100.0 
合計 76 100.0  

 

犯罪組織の結成時期については、表Ⅴ-1-31をみると、全76団体の犯罪組織のうち、一

番早い時期は1989年であり、一番遅い時期は2007年であった。2000年以前に結成された

犯罪組織が比較的少なく、計27団体で、35.5％を占めている。2000年以後、犯罪組織が結

成のピーク時期に入り、2000年から2007年の間に計49団体の犯罪組織が結成され、64.5％

を占め、そのうち、特に2004年から2005年の間の結成数が最も多く、2005年だけで14団

体の犯罪組織が結成された。この状況は、次に示す組織犯罪事件の裁判ピーク時期が2006

年と2007年であったことに合致している。 

犯罪組織の検挙時期については、表Ⅴ-1-32をみると、全76団体の犯罪組織のうち、2006

年に検挙された犯罪組織は計34団体で、全体の44.7％を占めている。2007年に検挙された

犯罪組織は計17団体で、全体の22.4％を占めている。2年間を合計すると、2006年から2007

年までに計51団体の犯罪組織が検挙され、全体の67.1％を占めている。一方、今回の調査

において、全ての犯罪組織はいずれも2000年以後に検挙されており、更に結成時期に関す

る調査データをみると、2001年以前に結成された犯罪組織が多く、33団体に達し、その中
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で最も早く結成された犯罪組織は1989年であることから、わが国では2001年以前には組織

犯罪に対する打撃が比較的に弱く、大多数の犯罪組織の存続期間は数年間であり、最長の

存続期間は10年以上であったことが分かる。2001年以後になると、わが国は組織犯罪に対

する取締りを強め、特に2006年から2007年までの2年間で、計51の犯罪組織を検挙してい

るが、この値は全76の犯罪組織の65％以上を占めている。 

 

表Ⅴ-1-31 犯罪組織の結成時期 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

1989 年  1   1.3   1.3 
1993 年  4   5.3   6.6 
1994 年  2   2.6   9.2 
1996 年  6   7.9  17.1 
1997 年  6   7.9  25.0 
1998 年  4   5.3  30.3 
1999 年  4   5.3  35.6 
2000 年  6   7.9  43.5 
2001 年  6   7.9  51.4 
2002 年  6   7.9  59.3 
2003 年  5   6.6  65.9 
2004 年  7   9.2  75.1 
2005 年 14  18.4  93.5 
2006 年  4   5.3  98.7 
2007 年  1   1.3 100.0 
合計 76 100.0  

 

表Ⅴ-1-32 犯罪組織の検挙時期 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

2001 年  8  10.5  10.5 
2002 年  4   5.3  15.8 
2003 年  4   5.3  21.1 
2004 年  1   1.3  22.4 
2005 年  8  10.5  32.9 
2006 年 34  44.7  77.6 
2007 年 17  22.4 100.0 
合計 76 100.0  

 

犯罪組織の関わる罪名についてみると、全76団体の犯罪組織の関係事件のうち、故意殺

人罪は18件23.7％、故意傷害罪は62件81.6％、強盗罪は24件31.6％、拉致略取罪は10件

13.2％、強姦罪は8件10.5％、爆発罪は2件2.6%、不法監禁罪は27件35.5％、窃盗罪は7件

9.2％、恐喝略取罪は52件68.4％、詐欺罪は7件9.2％、薬物密売罪は3件3.9％、賭博罪は25

件32.9％、その他の罪名は65件85.5％を占めている24 。 

犯罪類型については、表Ⅴ-1-33をみると、全76団体の犯罪組織のうち、単一型は2団体

で2.6％を占め、複合型は13団体で17.1%を占め、複雑型は最も多く61団体で80.3%を占め

ている。 

 組織犯罪の活動範囲をみると、全76団体の犯罪組織のうち、計69団体の犯罪組織の活動

                                                              
24 本部分は個別の罪名と事件総数との関係のみを分析するものとし、図表を省略する。以下同様。 
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範囲は地元の市街区または地域に限られており、全体の90.8％を占めている。活動範囲が

地元の省内である犯罪組織は3団体あり、全体の3.9％を占めている。省（直轄市）を跨っ

て犯罪を行った犯罪組織は3団体あり、全体の3.9％を占めている。国境を越えて犯罪を行

った犯罪組織は1団体あり、全体の1.3％を占めている。今回の調査において、省（直轄市）

または国境を越えて犯罪を行う犯罪組織の件数は非常に少なく、76の組織犯罪の事件のう

ち1件のみであった。この状況からも、目下中国の犯罪組織の発展レベルはまだ比較的低

い段階にあることが分かる。 

 

表Ⅴ-1-33 犯罪類型 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

単一型  2   2.6 
複合型 13  17.1 
複雑型 61  80.3 
合計 76 100.0 

 

犯罪手段については、表Ⅴ-1-34をみると、34件の事件は銃器弾薬を使用し、全体の

24.6％を占めている。55件の事件は規制刃物を使用し、全体の39.9％を占めている。2件

の事件は爆発物を使用し、全体の1.4％を占めている。47件の事件はその他の手段を使用

し、全体の34.1％を占めている。 

 

表Ⅴ-1-34 犯罪手段（複数選択） 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

銃器弾薬の使用  34  24.5 
規制刃物の使用  55  39.9 
爆発物の使用   2   1.4 
その他の手段  47  34.1 
合計 138 100.0 

 

犯罪対象については、表Ⅴ-1-35をみると、76団体の犯罪組織は85の犯罪対象に関係し

ている（複数選択のため）。犯罪対象のうち、特定の個人が10件で、11.8％を占めている。

不特定の個人が62件で、72.9％を占めている。特定企業が7件で、8.2％を占めている。不

特定の企業が4件で、4.7％を占めている。公務員はわずか1件で、1.2％であった。 

 

表Ⅴ-1-35 犯罪対象（複数選択） 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

特定の個人 10  11.8 
不特定の個人 62  72.9 
特定の企業  7   8.2 
不特定の企業  4   4.7 
公務員  1   1.2 
データ欠損  1   1.2 
合計 85 100.0 

 

犯罪組織の資金源は多様化の傾向がみられ、犯罪所得によるものもあれば、経営による
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ものもある。Ⅴ-1-36をみると、76団体の犯罪組織が関係している資金源は128項目（複

数選択のため）であった。そのうち、68項目は犯罪による所得であり、53.1％を占めてい

る。26項目は経営による所得であり、20.3％を占めている。1項目は内部からの集金であ

り、わずか0.8％を占めている。23項目は被害者に提供させたものであり、18.0％を占めて

いる。5項目は地下銀行であり、3.9％である。4項目はその他の資金源であり、3.1％を占

めている。データ欠損は1項目であり、0.8％であった。 

 

表Ⅴ-1-36 資金源（複数選択） 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

犯罪による所得  68  53.1 
経営による所得  26  20.3 
内部からの集金   1   0.8 
被害者に提供させる  23  18.0 
地下銀行   5   3.9 
その他   4   3.1 
データ欠損   1   0.8 
合計 128 100.0 

 

犯罪組織は多様な名目で被害者に資金を強要している。表Ⅴ-1-37をみると、76団体の

犯罪組織の中で、被害者への資金強要件数は112件（複数選択のため）であった。そのう

ち、被害者に物品を購入させる事件は1件のみで、0.9％を占めている。被害者に請負等の

経営に参加させる事件は6件で、5.4％を占めている。被害者に特定商品を販売させる事件

は7件で、6.3％を占めている。被害者に他人を雇用させる事件は1件で、0.9％を占めてい

る。被害者に労務を提供させる事件は5件で、4.5％を占めている。被害者に損害賠償金を

支払わせる事件は12件で、10.7％を占めている。被害者に取引を強要する事件は27件で、

24.1％を占めている。被害者に寄付をさせる事件は8件で、7.1％を占めている。その他の

要求は38件で、33.9％を占めている。データ欠損は7件であり、6.3％であった。 

 

表Ⅴ-1-37 被害者への資金強要の内容（複数選択） 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

品物を購入させる   1   0.9 
請負等の経営に参加させる   6   5.4 
特定商品を販売させる   7   6.3 
他人を雇用させる   1   0.9 
労務を提供させる   5   4.5 
損害賠償金を支払わせる  12  10.7 
取引の強要  27  24.1 
寄付させる   8   7.1 
その他  38  33.9 
データ欠損  7   6.3 
合計 112 100.0 

 

犯罪資金の獲得手段については、表Ⅴ-1-38 をみると、76 団体の犯罪組織による犯罪資

金の獲得手段の事例は 138 件（複数選択のため）であった。そのうち、暴力手段を用いて

資金を獲得した事例は 56 件で、40.6％を占めている。脅迫手段を用いて資金を獲得した
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事例は 52 件で、37.7％を占めている。このことから明らかに示されるように、脅迫手段

も犯罪組織が資金を獲得する主な方法の 1 つである。再投資することにより資金を獲得し

た事例は 8 件で、5.8％を占めている。複数の手段を用いて資金を獲得した事例は計 22 件

で、15.9％を占めている。このことから明らかに示されるように、犯罪組織は単一の手段

だけではなく、更にその他の複数の手段と組み合わせて資金を獲得している。 

 

表Ⅴ-1-38 犯罪資金の獲得手段（複数選択） 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

暴力手段  56  40.6 
脅迫手段  52  37.7 
再投資   8   5.8 
その他の複数の手段  22  15.9 
合計 138 100.0 

 

犯罪資金の主な使途については、表Ⅴ-1-39 をみると、76 団体の犯罪組織が関係してい

る犯罪資金使途の事例は 162 件（複数選択のため）であった。そのうち、資金を企業の設

立に用いた事例は 8 件で、4.9％を占めている。資金をその他の犯行に用いた事例は 31 件

で、19.1％を占めている。資金を再投資に用いた事例は 11 件で、6.8％を占めている。資

金を貯金に用いた事例は 1 件のみで、わずか 0.6％を占めている。資金を組織の内部配分

に用いた事例は 49件で、30.2％を占めている。資金を個人的浪費に用いた事例は 44件で、

27.1％を占めて、個人的浪費も犯罪組織の資金の流れの重要なルートであることが分かる。

資金を国家公務員への贈賄に用いた事例は 8 件で、4.9％を占めている。これらのことから

分かるように、大多数の犯罪組織は、資金獲得後に資金をその他の犯行に使用、内部構成

員への配分及び個人的浪費などに使用している。 

 

表Ⅴ-1-39 犯罪資金の主な使途（複数選択） 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

企業の設立   8   4.9 
その他の犯罪  31  19.1 
再投資  11   6.8 
貯金   1   0.6 
内部への配分  49  30.2 
個人の浪費  44  27.1 
贈賄   8   4.9 
その他の使途   3   1.9 
データ欠損  7   4.5 
合計 162 100.0 

 

「庇護の傘」となる公務員の職種（表Ⅴ-1-40）については、データの欠損値が過大とな

ったため、本テーマの分析を行わない。 

「庇護の傘」となる公務員の階級（表Ⅴ-1-41）については、データの欠損値が過大とな

ったため、本テーマの分析を行わない。 
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表Ⅴ-1-40 「庇護の傘」となる公務員の職種 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

警察職員  1   1.3 
複数部門の公務員  1   1.3 
その他の公務員  6   8.1 
データ欠損 68  89.5 
合計 76 100.0 

 

表Ⅴ-1-41 「庇護の傘」となる公務員の階級 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

課長級及び課長級以下の公務員  8  10.5  10.5 
データ欠損 68  89.5 100.0 
合計 76 100.0  

 

黒社会に関わる業種については、全76団体の犯罪組織のうち、不動産業の犯罪組織は4

団体5.3％、建築業の犯罪組織は19団体で25.0％、金融業の犯罪組織は1団体で1.3％、飲食

業の犯罪組織は5団体で6.6％、娯楽業の犯罪組織は21団体で27.6％、運輸業の犯罪組織は

13団体で17.1％、警備業の犯罪組織は4団体で5.3％、その他の業種の犯罪組織は25団体で

32.9％を占めている。 

犯罪被害者の類別については、表Ⅴ-1-42をみると、全761件の被害のうち、自然人被

害が697件で、91.6％を占めている。法人（組織体）被害が23件で、3.0％を占めている。

自然人及び法人（組織体）の両者とも被害が22件で、2.9％を占めている。 

 

表Ⅴ-1-42 犯罪被害者の類別 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自然人被害 697  91.6 
法人(組織体)被害  23   3.0 
両者併存  22   2.9 
データ欠損  19   2.5 
合計 761 100.0 

 

被害発生の原因については、表Ⅴ-1-43をみると、被害発生の主要な原因は偶発的な被

害であり、計234件で、30.7％を占めている。その次は経営のトラブルによる被害で、計

209件で、27.5％を占めている。続いて、生活のトラブルによる被害は計115件で、15.1％

を占めている。 

 

表Ⅴ-1-43 被害発生の原因 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

偶発的な被害 234  30.7 
生活のトラブルによる被害 115  15.1 
経営のトラブルによる被害 209  27.5 
争いによる被害  79  10.4 
その他  91  12.0 
データ欠損  33   4.3 
合計 761 100.0 
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被害者と加害者の関係については、表Ⅴ-1-44をみると、面識のない人は434件で、59.5％

を占めている。知人関係は232件で、31.8％を占めている。この結果は、前項における被

害原因の分類特徴と合致している。被害の主要原因は偶発的な被害であるため、当然なが

ら加害者と面識のない人が最も多く見られる。 

 

表Ⅴ-1-44 被害者と加害者の関係 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

面識のない人 434  57.0 
知人  232  30.5 
その他  55   7.2 
データ欠損  40   5.3 
合計 761 100.0 

 

自然人被害者の職業については、表Ⅴ-1-45をみると、サラリーマンが156人20.5％、農

民が92人12.1％、都市部無職者が76人10.0％、学生が28人3.7％、農民工が10人1.3％であ

った。サラリーマンは組織犯罪の主要な対象群であり、5分の1を超える自然人被害者は会

社員であることが分かる。 

 

表Ⅴ-1-45 被害者の職業 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

サラリーマン 156  20.5 
学生  28   3.7 
公務員   8   1.1 
農民  92  12.1 
都市部無職者  76  10.0 
農民工  10   1.3 
その他 286  37.6 
データ欠損 105  13.8 
合計 761 100.0 

 

被害形態については、表Ⅴ-1-46をみると、自然人被害者のうち、263人は身体に軽傷を

負い、34.6％を占めている。87人は身体に重傷を負い、11.4％を占めている。ほかに49人

は生命が侵害され、6.4％を占めている。また、211人は財産の損失を被り、27.7％を占め

ている。91名の被害者は複数の傷害を負っている。 

 

表Ⅴ-1-46 被害形態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

生命が侵害される  49   6.4 
身体に重傷を負う  87  11.4 
身体に軽傷を負う 263  34.6 
財産の損失を被る 211  27.7 
複数の傷害を負う  91  12.0 
データ欠損  60   7.9 
合計 761 100.0 

 

自然人被害者への賠償の状況については、表Ⅴ-1-47をみると、附帯私訴による賠償を
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獲得した被害者は63人で、8.3％を占め、関係組織体から資金援助を受けた被害者は7人で、

わずか0.9％であった。一方、371人の被害者は如何なる賠償も得られず、48.8％を占めて

いる。大多数の自然人被害者は、損害賠償または資金援助を受けていないことが分かる。

このことは、被害者が組織犯罪において、受動的かつ厳しい局面に置かれていることをあ

る程度反映している。つまり、司法ルートによってある程度の賠償を得ることが難しく、

関係組織体より資金援助を受けることも困難である。ただし、今回の調査では、ほかにも

被害者への賠償の状況を完全に収集できないデータが320件あったため、この分析の結果

が正しいと言えるかどうかは、ほかのデータで更なる検証を行う必要がある。 

 

表Ⅴ-1-47 被害者への賠償の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

附帯私訴による賠償  63   8.3 
関係組織体からの資金援助   7   0.9 
無賠償 371  48.8 
データ欠損 320  42.0 
合計 761 100.0 
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第２章 組織犯罪データに関する横断的比較 

１.犯罪者人口の特徴構造に関する横断的比較 

 

(1)犯罪者性別の比較 

三省の組織犯罪者の性別状況について、表Ⅴ-2-1をみると、湖南省の男性犯罪者は496

人で、同省における組織犯罪者全体の98.4％を占め、女性犯罪者は8人で、同省における

組織犯罪者全体の1.6％を占めている。湖北省の男性犯罪者は292人で、同省における組織

犯罪者全体の99％を占め、女性犯罪者は3人で、同省における組織犯罪者全体の1％を占め

ている。河南省の男性犯罪者は515人で、同省における組織犯罪者全体の97.4％を占め、

女性犯罪者は14人で、同省における組織犯罪者全体の2.6％を占めている。 

 

表Ⅴ-2-1 裁判地と性別 
裁判地  男性 女性 合計 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
496 
98.4 

8 
1.6 

504 
100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
292 
99.0 

3 
1.0 

295 
100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
515 
97.4 

14 
2.6 

529 
100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
1,303 
98.1 

25 
1.9 

1,328 
100.0 

 

(2)犯罪者戸籍の比較 

三省の組織犯罪者の戸籍について、表Ⅴ-2-2をみると、湖南省の504人のうち、地元の

戸籍を持つ者は459人で、同省における組織犯罪者全体の91.1％を占め、外地の戸籍を持

つ者は36人で、同省における組織犯罪者全体の7.1％を占めている。湖北省の295人のうち、

地元の戸籍を持つ者は255人で、同省における組織犯罪者全体の86.4％を占め、外地の戸

籍を持つ者は40人で、同省における組織犯罪者全体の13.6％を占めている。河南省の529

人のうち、地元の戸籍を持つ者は510人で、同省における組織犯罪者全体の96.4％を占め、

外地の戸籍を持つ者は19人で、同省における組織犯罪者全体の3.6％を占めている。 

 

表Ⅴ-2-2 裁判地と戸籍国籍 
裁判地  地元の戸籍を持つ 外地の戸籍を持つ データ欠損 合計 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
459 
91.1 

36 
7.1 

9 
1.8 

504 
100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
255 
86.4 

40 
13.6 

0 
0 

295 
100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
510 
96.4 

19 
3.6 

0 
0 

529 
100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
1,224 
92.2 

95 
7.2 

9 
0.7 

1,328 
100.0 
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(3)犯罪者の職業分布に関する比較 

三省の組織犯罪者の職業分布状況の比較について、表Ⅴ-2-3をみると、三省それぞれの

占める割合の最も高い職業は、湖南省が農民（46.2％）、湖北省が都市部無職者（67.8％）、

河南省が都市部無職者（39.5％）であった。このことから、都市部無職者及び農民は三省

の組織犯罪者の重要な構成員であることが示された。全体では、都市部無職者は564人で、

犯罪者総数の42.5％を占め、農民は475人で、犯罪者総数の35.8％を占めている。都市部

無職者が最も高い割合を占めているのは湖北省であり、200人で、同省における組織犯罪

者全体の67.8％を占めている。農民が最も高い割合を占めているのは湖南省であり、233

人で、同省における組織犯罪者全体の46.2％を占めている。また、もう1つ注目すべき現

象は、河南省のサラリーマンの組織犯罪に関わっている人数が比較的多いことであり、105

人で、三省におけるサラリーマン犯罪者全体の79.5％を占めている。 

 

表Ⅴ-2-3 裁判地と職業 

裁判地  学生 サラリーマン 都市部無職者 農民 公務員 農民工 その他 データ欠損 合計

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ
1 

0.2 
17 
3.4 

155 
30.8 

233
46.2

9 
1.8 

0 
0 

82 
16.3 

7 
1.4 

504
100.0

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ
2 

0.7 
10 
3.4 

200 
67.8 

73 
24.7

2 
0.7 

0 
0 

7 
2.4 

1 
0.3 

295
100.0

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ
6 

1.1 
105 
19.8 

209 
39.5 

169
31.9

7 
1.3 

1 
0.2 

18 
3.4 

14 
2.6 

529
100.0

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ
9 

0.7 
132 
9.9 

564 
42.5 

475
35.8

18 
1.4 

1 
0.1 

107 
8.1 

22 
1.7 

1,328
100.0

 

(4)犯罪者の学校教育の状况に関する比較 

三省の組織犯罪者の学校教育の状况について、表Ⅴ-2-4をみると、三省とも中学校の占

める割合が最も高く、そのうち湖北省では、中学校の占める割合は同省における組織犯罪

者全体の75.3％を占めている。大学の占める割合では、湖南省が最も高く、同省における

組織犯罪者全体の2.6％を占め、湖北省が最も低く、同省における組織犯罪者全体のわずか

0.3％にすぎない。非識字の占める割合については、最も低いのが湖南省で、同省の組織犯

罪者全体のわずかに0.2％を占めており、最も高いのが河南省で、同省における組織犯罪者

全体の1.1％を占めている。 

 

表Ⅴ-2-4 裁判地と学校教育の状況 

裁判地  非識字 小学校 中学校 高校 大学 その他 データ欠損 合計 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ
1 

0.2 
92 

18.3 
300 
59.5 

50 
9.9 

13 
2.6 

46 
9.1 

2 
0.4 

504 
100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ
3 

1.0 
36 

12.2 
222 
75.3 

32 
10.8 

1 
0.3 

1 
0.3 

0 
0 

295 
100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ
6 

1.1 
98 

18.5 
343 
64.8 

68 
12.9 

12 
2.3 

0 
0 

2 
0.4 

529 
100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ
10 
0.8 

226 
17.0 

865 
65.1 

150 
11.3 

26 
2.0 

47 
3.5 

4 
0.3 

1,328 
100.0 
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２．犯罪組織の特徴に関する比較 

 

(1)犯罪組織の様態に関する比較 

三省の犯罪組織の組織様態について、表Ⅴ-2-5みると、隠れ蓑にする合法的な機構を持

つ犯罪組織の占める割合は、湖南省が最も高く、同省における犯罪組織全体の44.4％を占

め、湖北省が最も低く、同省における犯罪組織全体の19.0％を占めている。 

 

表Ⅴ-2-5 裁判地と組織形態 
裁判地  隠れ蓑にする合法的な機構を持つ 隠れ蓑にする合法的な機構がなし その他 合計 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
8 

44.4 
9 

50.0 
1 

5.6 
18 

100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
4 

19.0 
17 

81.0 
0 
0 

21 
100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
10 

27.0 
27 

73.0 
0 
0 

37 
100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
22 

28.9 
53 

69.7 
1 

1.3 
76 

100.0 

 

(2)犯罪組織の構成員人数に関する比較 

三省の犯罪組織構成員人数について、表Ⅴ-2-6をみると、湖南省の犯罪組織の構成員人

数は主に21人から30人のグループに集中し、同省における犯罪組織全体の44.4％を占めて

いる。湖北省の犯罪組織の構成員人数は主に30人以下のグループに集中し、計20団体の犯

罪組織はこの人数グループに該当し、同省における犯罪組織全体の95.2％を占めている。

一方、河南省の犯罪組織の構成員人数は主に20人以下のグループに集中し、計33団体の犯

罪組織はこの人数グループに該当し、同省における犯罪組織全体の94.3％を占めている。

三省の全体において、30人を超える犯罪組織は非常に少なく、湖北省と河南省では1団体

ずつであったが、湖南省では、4団体の犯罪組織の構成員人数は30人を超え、そのうち、3

団体が50人を超え、さらに1団体が60人を超えており、注目すべきである。 

 

表Ⅴ-2-6 裁判地と人数のグループ分け 
裁判地  1～10 人 11～20 人 21～30 人 31～40 人 51～60 人 61 人以上 合計 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
3 

16.7 
3 

16.7 
8 

44.4 
1 

5.6 
2 

11.1 
1 

5.6 
18 

100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
6 

28.6 
7 

33.3 
7 

33.3 
1 

4.8 
0 
0 

0 
0 

21 
100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
12 

34.3 
21 

60.0 
1 

2.9 
1 

2.9 
0 
0 

0 
0 

35 
100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
21 

28.4 
31 

41.9 
16 

21.6 
3 

4.1 
2 

2.7 
1 

1.4 
74 

100.0 

 

(3)犯罪組織の結成時期に関する比較 

三省の犯罪組織の結成時期について、表Ⅴ-2-6をみると、湖南省の犯罪組織の多くは結

成時期が早く、2000年以前が13団体で、同省における犯罪組織全体の72.1％を占めている。

湖北省は湖南省より遅く、2001年から2002年までの2年間で、10団体の犯罪組織が結成さ
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れ、同省における犯罪組織全体の47.6％を占めている。河南省の犯罪組織の結成時期につ

いては、2004年以前に分布が比較的均等であったが、2004年以後にピークが現れ、2004

年から2007年までの間に合計21団体の犯罪組織が結成され、同省における犯罪組織全体の

56.7％を占めている。 

 

表Ⅴ-2-6 裁判地と設立年度 
裁判地  1989 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 合計

湖南省 
度数 
％ 

1 
5.6 

4
22.2

1 
5.6 

1 
5.6 

4 
22.2

1
5.6

1
5.6

0
0

0
0

1
5.6

1
5.6

0
0

3
16.7 

0 
0 

0 
0 

18 
100.0

湖北省 
度数 
％ 

0 
0 

0
0

0 
0 

1 
4.8 

1 
4.8

3
14.3

1
4.8

2
9.5

5
23.8

5
23.8

1
4.8

0
0

2
9.5 

0 
0 

0 
0 

21 
100.0

河南省 
度数 
％ 

0 
0 

0
0

1 
2.7 

4 
10.8 

1 
2.7

0
0

2
5.4

4
10.8

1
2.7

0
0

3
8.1

7
18.9

9
23.4 

4 
10.8 

1 
2.7 

37 
100.0

合 計 
度数 
％ 

1 
1.3 

4
5.3

2 
2.6 

6 
7.9 

6 
7.9

4
5.3

4
5.3

6
7.9

6
7.9

6
7.9

5
6.6

7
9.2

14 
18.4 

4 
5.3 

1 
1.3 

76 
100.0

 

(4)犯罪組織の活動範囲に関する比較 

三省の犯罪組織の活動範囲については、表Ⅴ-2-7をみると、犯罪組織の犯行は地元の市

街区あるいは地域に集中しているという特徴があり、省（直轄市）を跨ってもしくは国境

を跨って事件を起こしている犯罪組織は非常に少ないことが分かる。三省を比較すると、

犯罪組織が地元の市街区あるいは地域で事件を起こしている割合については、河南省が最

も高く、全37団体の犯罪組織のうち、36団体は地元範囲内に限られ、同省における犯罪組

織全体の97.3％にも達している。一方、湖南及び湖北両省にはいずれも省（直轄市）を跨

って事件を起こした犯罪組織が存在している。さらに注意すべき点は、湖北省には国境を

跨って事件を起こした犯罪組織が1団体あったことである。 

 

表Ⅴ-2-7 裁判地と活動範囲 
裁判地  地 元 の 市 街 区 あ る い は 地 域 地元の省内 省 （ 直 轄 市 ） を 跨 る 国 境 を 跨 る 合計 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
15 

83.3 
1 

5.6 
2 

11.1 
0 
0 

18 
100.0

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
18 

85.7 
1 

4.8 
1 

4.8 
1 

4.8 
21 

100.0

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
36 

97.3 
1 

2.7 
0 
0 

0 
0 

37 
100.0

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
69 

90.8 
3 

3.9 
3 

3.9 
1 

1.3 
76 

100.0

 

(5)犯罪手段に関する比較 

三省の犯罪組織の犯罪手段について、表Ⅴ-2-8をみると、銃器弾薬を犯罪手段として使

用した割合は、湖南省が最も高く14件で、同省における全18件の組織犯罪事件の77.8％を

占めている。河南省が最も低く7件で、同省における全37件の組織犯罪事件のわずか18.9％

であった。 

規制刃物を犯罪手段として使用した割合は、湖南省が最も高く17件で、同省における全

18件の組織犯罪事件の94.4％であった。河南省は最も低く22件で、同省における全37件の
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組織犯罪事件の59.5％であった。 

また、爆発物を犯罪手段として使用した割合については、湖南省の2団体の犯罪組織の

みが爆発物を使用していたが、その他の両省のいずれも爆発物を使用していない。 

 

表Ⅴ-2-8 裁判地と犯罪手段 
裁判地  銃器弾薬 規制刃物 爆発物 その他の手段 合計 

湖南省 度数 14 17 2 6 18 
湖北省 度数 13 16 0 9 21 
河南省 度数 7 22 0 32 37 
合 計 度数 34 55 2 47 76 

 

(6)資金源に関する比較 

組織犯罪の資金源について、表Ⅴ-2-9をみると、三省の犯罪組織のいずれも犯罪所得は

主要な資金源であることが分かる。 

 

表Ⅴ-2-9 裁判地と資金源 
裁判地  犯罪所得 経営所得 内部集金 被害者に強要 地下銀行 その他 データ欠損 合計

湖南省 度数 17 10 0 9 5 1 0 18 
湖北省 度数 19 10 1 11 0 2 0 21 
河南省 度数 33 6 0 3 0 2 1 37 
合 計 度数 69 26 1 23 5 5 1 76 

 

犯罪所得の割合については、表Ⅴ-2-10をみると、湖南省が最も高く、同省における組

織犯罪事件全体の94.4％を占めている。河南省は件数が最も多いが、ほかの両省に比べて

割合が最も低く、同省における組織犯罪事件全体の89.2％を占めている。 

 

表Ⅴ-2-10 裁判地と犯罪所得 

裁判地  
犯罪による所得 

合計 
選択する 選択しない 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
17 

94.4 
1 

5.6 
18 

100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
19 

90.5 
2 

9.5 
21 

100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
33 

89.2 
4 

10.8 
37 

100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
69 

90.8 
7 

9.2 
76 

100.0 

 

経営所得の割合については、表Ⅴ-2-11をみると、湖南省が最も高く、同省における組

織犯罪事件全体の55.6％を占めている。河南省が最も低く、同省における組織犯罪事件全

体の16.2％しか占めていない。 

 内部集金の割合については、表Ⅴ-2-12をみると、湖北省の1件のみで、他の両省におい

てはいずれもこの状況が生じていない。 

 被害者への提供の強要の割合については、表Ⅴ-2-13をみると、割合の高い順に湖北省、
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湖南省、河南省の順であり、そのうち湖北省については同省における組織犯罪事件全体の

50％を超えているが、河南省は同省における組織犯罪事件全体のわずか8.1％であった。 

 

表Ⅴ-2-11 裁判地と経営所得 

裁判地  
経営による所得 

合計 
選択する 選択しない 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
10 

55.6 
8 

44.4 
18 

100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
10 

47.6 
11 

52.4 
21 

100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
6 

16.2 
31 

83.8 
37 

100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
26 

34.2 
50 

65.8 
76 

100.0 

 

表Ⅴ-2-12 裁判地と内部集金 

裁判地  
内部集金 

合計 
選択する 選択しない 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
0 
0 

18 
100.0 

18 
100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
1 

4.8 
20 

95.2 
21 

100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
0 
0 

37 
100.0 

37 
100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
1 

1.3 
75 

98.7 
76 

100.0 

 

表Ⅴ-2-13 裁判地と被害者への提供の強要 

裁判地  
被害者への提供の強要 

合計 
選択する 選択しない 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
9 

50.0 
9 

50.0 
18 

100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
11 

52.4 
10 

47.6 
21 

100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
3 

8.1 
34 

91.9 
37 

100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
23 

30.3 
53 

69.7 
76 

100.0 

 

地下銀行の割合については、表Ⅴ-2-14をみると、湖南省のわずか5件のみで、他の両省

においてはいずれもこの状況が生じていない。 

 

表Ⅴ-2-14 裁判地と地下銀行 

裁判地  
地下銀行 

合計 
選択する 選択しない 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
5 

27.8 
13 

72.2 
18 

100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
0 
0 

21 
100.0 

21 
100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
0 
0 

37 
100.0 

37 
100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
5 

6.6 
71 

93.4 
76 

100.0 
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以上のように、三省において、大多数の犯罪組織はまだ犯罪所得を主な資金源とし、そ

の割合のいずれも同省における組織犯罪事件全体の9割前後であった。湖南省の犯罪組織

の資金源は経営所得の割合が最も高く、湖北省の犯罪組織の資金源は被害者への提供の強

要の割合が最も高い。また、湖南省では一部の犯罪組織の資金源は地下銀行となっており、

注目すべき現象である。 

 

(7)関係業種に関する比較 

黒社会との関わりのある業種の割合を比較してみると、三省とも不動産業の割合は比較

的低いが、湖南省の割合が他の両省に比べてやや高く、同省における組織犯罪事件全体の

11.1％を占めている。 

建築業は、湖北省の割合が最も高く、同省における組織犯罪事件全体の33.3％を占めて

いる。湖南省の割合が最も低く、同省における組織犯罪事件全体の11.1％であった。 

金融業界（表Ⅴ-2-15）は、三省のうち、河南省の1件のみであった。 

 

表Ⅴ-2-15 裁判地と金融業 

裁判地  
金融業 

合計 
選択する 選択しない 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
0 
0 

18 
100.0 

18 
100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
0 
0 

21 
100.0 

21 
100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
1 

2.7 
36 

97.3 
37 

100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
1 

1.3 
75 

98.7 
76 

100.0 

 

飲食業（表Ⅴ-2-16）は、三省のいずれも割合が低く、そのうち、湖北省と河南省はそ

れぞれ2件と3件であったが、湖南省はなかった。 

 

表Ⅴ-2-16 裁判地と飲食業 

裁判地  
飲食業 

合計 
選択する 選択しない 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
0 
0 

18 
100.0 

18 
100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
2 

9.5 
19 

90.5 
21 

100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
3 

8.1 
34 

91.9 
37 

100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
5 

6.6 
71 

93.4 
76 

100.0 

 

運輸業（表Ⅴ-2-17）は、湖南省は最も低く1件のみで、同省における組織犯罪事件全体

の5.6％を占め、湖北省は最も高く5件で、同省における組織犯罪事件全体の23.8％を占め

ている。河南省は7件で、同省における組織犯罪事件全体の18.9％であった。 
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表Ⅴ-2-17 裁判地と運輸業 

裁判地  
運輸業 

合計 
選択する 選択しない 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
1 

5.6 
17 

94.4 
18 

100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
5 

23.8 
16 

76.2 
21 

100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
7 

18.9 
30 

81.1 
37 

100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
13 

17.1 
63 

82.9 
76 

100.0 

 

娯楽業（表Ⅴ-2-18）は、湖北省が12件で、同省における組織犯罪事件全体の57.1％を

占めている。河南省は5件で、同省における組織犯罪事件全体の13.5％であった。 

 

表Ⅴ-2-18 裁判地と娯楽業 

裁判地  
娯楽業 

合計 
選択する 選択しない 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
3 

16.7 
15 

83.3 
18 

100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
12 

57.1 
9 

42.9 
21 

100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
5 

13.5 
32 

86.5 
37 

100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
20 

26.3 
56 

73.7 
76 

100.0 

 

３.犯罪被害者状況 

 

(1)犯罪被害者の類型に関する比較 

三省における被害者の類別（表Ⅴ-2-19）を比較してみると、自然人被害は三省の被害

者の主な類型であり、その割合はいずれも組織犯罪の被害者全体の8割以上であり、その

うち、河南省の自然人被害の割合が最も高く、同省における組織犯罪の被害者全体の97.9％

に達している。法人被害の状況では、湖南省の法人被害件数が最も多く14件で、その占め

る割合も三省の中で最も高い。また、湖北省の組織犯罪事件の中で、自然人被害と法人被

害の両者併存の事件が最も多く20件で、同省における組織犯罪の被害者全体の8.4％を占

めている。 

 

表Ⅴ-2-19 被害者の類別 

裁判地  
被害者の類別 

合計 
自然人被害 法人被害 両者併存 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
224 
94.1 

14 
5.9 

0 
0 

238 
100.0 

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
209 
88.2 

8 
3.4 

20 
8.4 

237 
100.0 

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
280 
97.9 

4 
1.4 

2 
0.7 

37 
100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
713 
93.7 

26 
3.4 

22 
2.9 

761 
100.0 
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(2)被害原因に関する比較 

三省における被害者の被害原因（表Ⅴ-2-20）を比較してみると、湖南省の被害原因の

うち、主なものは偶発的被害であり、同省における自然人被害者全体の42.9％を占めてい

る。湖北省では、経営のトラブルが主な被害原因であり、同省における自然人被害者全体

の37.6％を占めている。河南省の被害原因のうち、主な原因は偶発的被害及び経営のトラ

ブルによるものであり、それぞれ同省における自然人被害者全体の35.7％及び30.0％を占

めている。 

 

表Ⅴ-2-20 被害原因 

裁判地  
被害原因 

合計
偶発的被害 生活のトラブルによる被害 経営のトラブルによる被害 争いによる被害 その他 データ欠損 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
96 

42.9 
21 
9.4 

40 
17.9 

26 
11.6 

41 
18.3 

0 
0 

224
100.0

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
39 

17.0 
43 

18.8 
86 

37.6 
48 

21.0 
13 
5.7 

0 
0 

229
100.0

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
99 

35.7 
51 

18.4 
83 

30.0 
5 

1.8 
37 

13.4 
2 

0.7 
277

100.0

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
234 
32.1 

115 
15.8 

209 
28.6 

79 
10.8 

91 
12.5 

2 
0.3 

730
100.0

 

(3)被害者の職業に関する比較 

三省の被害者の職業（表Ⅴ-2-21）を比較してみると、湖南省の被害者の主な職業は農

民で、同省における自然人被害者全体の17.0％を占め、その次がサラリーマンで、11.2％

であった。湖北省と河南省の被害者の主な職業はともにサラリーマンで、それぞれ同省に

おける自然人被害者全体の24.0％と27.4％であった。三省のいずれもサラリーマンが主な

被害対象群であることが分かる。また、湖南と湖北省のいずれも公務員の被害が発生して

おり、河南省では公務員の被害はなかったが、学生の被害者の割合が他の両省に比べてか

なり高く、三省における学生被害者全体の75.0％であった。 

 

表Ⅴ-2-21 裁判地と被害者の職業 

裁判地  
被害者の職業 

合計
学生 サラリーマン 都市部無職者 農民 公務員 農民工 その他 データ欠損 

湖南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
2 

0.9 
25 

11.2 
20 
8.9 

38 
17.0 

4 
1.8 

0 
0 

135 
60.3 

0 
0 

224
100.0

湖北省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
5 

2.2 
55 

24.0 
38 

16.6 
15 
6.6 

4 
1.7 

5 
2.2 

36 
15.7 

71 
31.0 

229
100.0

河南省 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
21 
7.6 

76 
27.4 

18 
6.5 

39 
14.1 

0 
0 

5 
1.8 

115 
41.5 

3 
1.1 

277
100.0

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
28 
3.8 

156 
21.4 

76 
10.4 

92 
12.6 

8 
1.1 

10 
1.4 

286 
39.8 

74 
10.1 

730
100.0

 

４.犯罪者の性別と罪への悔悛情状の有無の関係 

 

(1) 性別と罪への悔悛情状 

性別と罪への悔悛情状については、表Ⅴ-2-22をみると、全1,303人の男性犯罪者のうち、
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罪への悔悛情状のある者は120人で、男性犯罪者全体の9.2％を占めている。一方、25人の

女性犯罪者のうち、罪への悔悛情状のある者は6人で、女性犯罪者全体の24.0％を占めて

いる。このことから分かるように、女性犯罪者が犯罪後に罪への悔悛情状のある割合は男

性犯罪者より高く、さらに多くの女性犯罪者は逮捕された後に、積極的に罪を認めること

で自分自身の罪業を軽減させており、女性犯罪者に対する刑罰が、通常男性犯罪者より軽

いことの重要な原因の1つとなっている。 

 

表Ⅴ-2-22 性別と罪を認める態度 

性別  
罪を認める態度 

合計 
罪 へ の 悔 悛 情 状 あ り 罪 へ の 悔 悛 情 状 な し データ欠損 

男性 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
120 
9.2 

1,025 
78.7 

158 
12.1 

1,303 
100.0 

女性 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
6 

24.0 
19 

76.0 
0 
0 

25 
100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
126 
9.5 

1,044 
78.6 

158 
11.9 

1,328 
100.0 

 

(2)性別と共犯種類の関係 

性別と共犯種類の関係については、表Ⅴ-2-23をみると、1,303人の男性犯罪者のうち、

主犯は822人で、男性犯罪者全体の63.1％を占め、男女合わせた829人の主犯の99.2％を占

めている。25人の女性犯罪者のうち、主犯は7人で、女性犯罪者全体の28.0％を占め、男

女合わせた829人の主犯の0.8％であった。今回の調査において、性別が共犯種類に及ぼす

影響の関連データは犯罪学者の間で主流となっている観点と一致している。つまり、女性

は身体、心理等の多重要因によって制約され、犯罪組織における地位及び役割が限られ、

従属的な立場に置かれることが多く、犯罪組織の主犯である女性は、女性犯罪者の中にお

いてごく一部にすぎない。 

 

表Ⅴ-2-23 性別と共犯の種類 

性別  
共犯の種類 

合計 
主犯 従犯 その他 

男性 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
822 
63.1 

749 
36.8 

2 
0.2 

1,303 
100.0 

女性 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
7 

28.0 
18 

72.0 
0 
0 

25 
100.0 

合 計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
829 
62.4 

497 
37.4 

2 
0.2 

1,328 
100.0 

 

(3)性別と判決状況の関係 

性別と判決状況の関係については、表Ⅴ-2-24をみると、男性犯罪者のうち、3年以上

10年以下の有期懲役は最も多く516人で、男性犯罪者全体の39.6％を占め、無期懲役また

は死刑は108人で、男性犯罪者全体の8.3％を占めている。一方、女性犯罪者の量刑範囲は

3年以下の有期懲役に集中しており、13人の女性犯罪者の量刑はこの範囲内に該当し、女

性犯罪者全体の52.0％を占めている。女性の無期懲役はわずか1人で、女性犯罪者全体の
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4.0％であった。このことから分かるように、組織犯罪事件においては、性別が犯罪者の判

决になんらかの影響を与えている。大多数の男性犯罪者の判決は女性犯罪者より厳しく、

3年以下の有期懲役または刑罰免除の割合が3割にも至らない一方、女性犯罪者の場合には

6割以上にも達している。 

 

表Ⅴ-2-24 性別と判決状況 

性別  

被害原因 

合計 
刑罰免除 

3 年以下 
の有期懲役 

3 年以上（3 年を含む）

10 年以下の期懲役

10 年及び 10 年

以上の有期懲役

無期懲役 
及び死刑 

男性 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
10 
0.8 

285 
21.9 

516 
39.6 

383 
29.4 

108 
8.3 

1,302 
100.0 

女性 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
2 

8.0 
13 

52.0 
3 

12.0 
6 

24.0 
1 

4.0 
25 

100.0 

合計 
度数 

パ ー セ ン テ ー ジ 
12 
0.9 

298 
22.5 

519 
39.1 

389 
29.3 

109 
8.2 

1,327 
100.0 
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第Ⅵ部 東南沿海ブロックの実証分析報告 
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第１章 組織犯罪の犯罪者状況に関する調査結果 

当ブロックでは、江西省、浙江省、広東省、福建省及び安徽省の 5 省について、134 件

の事件（江西省 10 件、浙江省 30 件、広東省 76 件、福建省 11 件、安徽省 7 件）とその事

件の当事者 860 人に対して情報収集及び調査を行なった。 

 当ブロックにおいて、主に「黒社会的組織の結成指揮加入罪」、「海外黒社会組織の構成

員入国徴集罪」、「黒社会的組織の庇護放任罪」を中心に調査を展開し、当該地域の組織犯

罪の基本的な状況を把握した。 

 

１．犯罪者の基本的状況に関する分析 

 

東南沿海ブロック各省の調査研究結果に基づけば、組織犯罪に加わった犯罪者は、市街

区、漢族の男性、無職、地元に住まいがあり（広東省を除く）、学力レベルが低いなどを

主な特徴としており、かつ低年齢化の傾向を呈している。 

 

(1)犯罪者の性別をみると、男性が絶対多数である 

江西省の全調査サンプルのうち、男性は 65 人で、98.5％を占め、女性は 1 人のみで、

わずか 1.5％を占めている。浙江省では、調査対象 139 人のうち、男性は 135 人で、97.1％

を占め、女性は 4 人で、2.9％を占めている。 広東省では、調査対象 402 人のうち、男性

は 382 人で、95.0％を占め、女性はわずか 20 人で、5.0％であった。以上から分かるよう

に、組織犯罪事件において、男性犯罪者は絶対多数を占めている。また、福建省の犯罪者

の性別状況では、回収した 223 件のアンケートのうち、性別について 223 人から有効な回

答が得られた。そのうち男性は 214 人で、96.0％を占め、女性は 9 人で、4.0％を占め、

男女の性別比は 24：1 であった。安徽省では、犯罪者の性別は全員男性であった。 

 

(2)犯罪者の年齢の特徴をみると、低年齢化の傾向が顕著である 

江西省の調査対象者における犯罪組織への加入時の年齢分布では、20歳以下の人数はサ

ンプル総数の51.5％を占め、25歳以下になると、78.8％にまで達し、30歳以下になると、

86.4％にまで達している。一方、36歳以上の者はわずか1.5％弱であった。判決書の記載年

齢をみると、組織犯罪の構成メンバーの平均年齢は26.6歳で、最年少は17歳で、最年長は

56歳であった。 

浙江省の調査サンプルのうち、年齢が16歳～25歳の者は61人で43.9％、26歳～35歳の

者は61人で43.9％、36歳～55歳の者は16人で11.5％、51歳～70歳の者は1人で0.7％であっ

た。判決書に記載されている組織犯罪当事者の年齢別によれば、調査対象の139人のうち、
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16歳～25歳の者は51人で36.7％、26歳～35歳の者は68人で48.9％、36歳～55歳の者は19

人で13.7％、51歳～70歳の者は1人で0.7％であった。 

広東省の組織犯罪事件の犯罪者は、主に18歳～29歳（188人、46.8％）及び30歳～39歳

（138人、34.3％）の2つの年齢層であった。つまり、青壮年が組織犯罪の主要勢力である。 

福建省の組織犯罪者の年齢状況は以下の特徴がある。①犯罪組織への加入時の年齢につ

いて、回収した223件のアンケートのうち、121人から有効な回答が得られ、年齢状況は以

下の通りである。年齢幅は16歳～61歳であり、割合が比較的高いのは16歳～20歳、21歳

～25歳、26歳～30歳、31歳～35歳、36歳～40歳の5つの年齢層であり、それぞれ14.9％、

10.7％、20.7％、22.3％、12.4％を占め、この5つの年齢層の人数は全調査対象の81.0％占

めている。②判决時の年齢について、回収した223件のアンケートのうち、194人から有効

な回答が得られ、その状況は以下の通りである。年齢幅は17歳～63歳あり、割合が比較的

高いのは16歳～20歳、21歳～25歳、26歳～30歳、31歳～35歳、36歳～40歳の5つの年齢

層であり、それぞれ13.9％、18.0％、20.6％、18.0％、11.9％を占め、この5つの年齢層の

人数は全調査対象の82.5％占めている。このことから、青壮年は組織犯罪の主要勢力であ

ることが分かる。 

安徽省の組織犯罪者の犯罪組織加入時の平均年齢は 23 歳で、集中している犯罪年齢は

27 歳であった。判決書に記載された平均年齢は 33 歳であり、集中している年齢は 29 歳

であった。このことから犯罪者の犯罪期間は 2 年～10 年の間であることが分かる。 

 

(3)犯罪者の民族的特徴をみると、組織犯罪の主な構成員は漢族である 

江西省の組織犯罪の構成メンバーは主に漢族であり、合計 65 人で、98.5％を占めてい

る。わずか 1 人のみが朝鮮族であり、1.5％を占めている。 

浙江省の組織犯罪当事者の民族状況では、調査対象 139 人のうち、漢族が最も多く、113

人で、81.3％を占め、少数民族は 26 人で、18.7％を占めている。外国籍の犯罪当事者は

いなかった。 

広東省の組織犯罪者の民族特徴をみると、そのほとんどは漢族であった。これは、広東

省の人口比率において漢族が多数を占めていることと関連している。なお、広東周辺各省

の少数民族の流動人口が広東に入って犯罪を行う状況にも注意すべきである（表Ⅵ-1-1を

参照）。 

 

表Ⅵ-1-1 広東省における組織犯罪者の民族構成 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

漢族 377  93.8 
チワン族   8   2.0 
満族   1   0.2 
イ族   2   0.5 
その他の少数民族  10   2.5 
外国籍   4   1.0 
合計 402 100.0 
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福建省の組織犯罪者の民族状況をみると、回収した 223 件のアンケートのうち、民族に

ついて 221 人から有効な回答が得られた。その内、漢族は 220 人で、99.5％を占め、その

他の少数民族は 1 人で、0.5％を占めている。 

安徽省の組織犯罪者の民族状況では、調査対象のうち 2 人は回族で、その他はいずれも

漢族であった。 

 

(4)犯罪者の出身状況をみると、いずれも中国大陸の出身者が主である 

江西省の組織犯罪者の戸籍・国籍25の分布では、組織犯罪の構成メンバーは地元の者（中

国大陸地域）を主とし、外来の者の割合が比較的低く、わずか 4.5％しか占めていない（表

Ⅵ-1-2を参照）。 

 

表Ⅵ-1-2 江西省における組織犯罪者の戸籍状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元の者（中国大陸地域） 63  95.5 
外来の者（中国大陸地域）  3   4.5 
合計 66 100.0 

 

浙江省の組織犯罪当事者の戸籍・国籍状況では、地元の者（中国大陸地域）の人数が比

較的多く83人で、59.7％を占めている。外来の者（中国大陸地域）は56人で、40.3％を占

めている。注意すべきことは、30件の事件のうち、12件には外来者による黒社会的組織の

結成指揮加入罪の疑いがあり、18件の事件には地元の者による黒社会的組織の結成指揮加

入罪の疑いがあるということである。 

広東省の組織犯罪者の出身状況では、組織犯罪事件の犯罪者には外来人口が多数を占め、

50.5％を占めている。地元の者による組織犯罪も無視してはならず、45.3％を占めている。

今回調査した事件の中で、12人の犯罪者は香港から入ってきた者で、他の5人はその他の

国、主に西アジア地域から入ってきている。 

福建省の組織犯罪者の戸籍・国籍状況では、回収した 223 件のアンケートのうち、戸籍・

国籍の項目について 222 人から有効な回答が得られ、そのうち地元の者は 212 人で、全調

査対象の 95.5％を占めている。その他の者は 6 人で、2.7％を占めている。外来の者は 2

人で、0.9％を占め、香港人は 2 人で、0.9％を占めている。このことから、地元の者が組

織犯罪の主要勢力であることが分かる。 

安徽省の組織犯罪者の戸籍・国籍状況をみると、組織犯罪者はいずれも中国大陸の者で、

そのうち 53.3％は安徽省の地元の者で、46.7％は外来の者であった。 

上記の状況から分かるように、浙江省及び安徽省では、特徴として地元の者と外来の者

が半々を占めているが、一方広東省では、外来の流動人員が主である。同時に、一部の広

東省の組織犯罪は国際的バックグラウンドを持っている。 
                                                              
25  戸籍・国籍とは、主に中国大陸地域、香港・マカオ地域及び日本などの外国をいう。中国大陸地域には

地元の者と外来の者が含まれている。以下同様。 
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(5)犯罪者の居住状況については、各省の状況には一定の相違点がある 

江西省の組織犯罪者の居住状況では、 組織犯罪の構成メンバーで、調査実施地の市街区

に固定住所を有する者が主であり（全サンプル数の 92.4％を占めている）、外地に固定住

所を有する者は 7.6％のみであった。現在のところ、海外から江西省内の組織犯罪に関与

している者はまだ見つかっていない。 

浙江省の組織犯罪当事者の居住状況は、人によってそれぞれ大きく異なっている。調査

対象の139人の犯罪当事者の中で、25人は調査実施地の市街区に住宅があり、18.0％を占

めている。37人は調査実施地の市に固定住所を有し、26.6％を占めている。外地に固定住

所を有する者は24人で、17.3％を占めている。調査実施地の市街区に固定住所のない者は

21人で、15.1％を占めている。中国の香港・マカオ・台湾地域及びその他の外国に居住す

るケースは存在していない。 

広東省の組織犯罪者の居住状況については、表Ⅵ-1-3をみると、組織犯罪の犯罪者の中

で、調査実施地の市街区に固定住所を有する者は31.6％を占め、他方、66.6％の者は調査

実施地に固定住所がなく、一貫して流動人員に属する。このように、広東省の組織犯罪の

犯罪者の流動性は比較的大きいことが分かる。 

 

表Ⅵ-1-3 広東省における組織犯罪者の居住状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

調査実施地の市街区（中国大陸）に持家あり 113  28.1 
調査実施地の市街区（中国大陸）に固定住所あり  14   3.5 
外地（中国大陸）に固定住所あり 257  63.9 
香港・マカオ・台湾地域に居住  11   2.7 
外国人   4   1.0 
データ欠損   3   0.8 
合計 402 100.0 

 

福建省の組織犯罪者の居住状況では、回収した223件のアンケートのうち、居住状況に

ついて221人から有効な回答が得られ、割合の高い順に以下の通りとなる。調査実施地の

市街区に固定住所を有する者は114人で、51.6％を占めている。調査実施地の市街区に持

家のある者は96人で、43.4％を占めている。中国香港・マカオ・台湾地域に居住する者は

9人で、4.1％を占めている。外地に固定住所を有する者は2人で、0.9％を占めている。こ

のことから分かるように、組織犯罪者は、主に調査実施地の市街区に住宅または固定居所

を有する者である。 

 

(6)犯罪者の職業状况 

江西省の組織犯罪者の職業特徴をみると、組織犯罪の構成員は都市部無職者が主であり、

59.1％を占める。農業生産に従事している者は24.2％を占め、自営業者などの商業・サー

ビス業は6.1％を占めている。一方、工場労働者及び企業責任者もそれぞれ4.5％ずつを占

めている。 
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浙江省の組織犯罪当事者の職業別分類状況は、調査から分かるように、その犯行類型と

大きく関係している。今回の調査において、公務員、行政事業組織体職員は1人で0.7％、

サラリーマンは8人で6.0％、商業・サービス業の者は9人で6.5％、製造・運送業界の者は

10人で7.1％、農民は63人で45.3％、都市部無職者は38人で27.3％を占めている。その他

の者は7.1％を占めている。 

広東省の組織犯罪者の職業状況では、大部分の犯罪者は無職者であり、外来無職者及び

都市部無職者が含まれており、215人に達し、53.5％を占めている。その次が農業従事者

であり、その割合も比較的高く、23.6％に達している。このことは、広東の農村部に村覇

（訳注：村を牛耳っている者）が比較的多いことと一定の関係がある（表Ⅵ-1-4を参照）。 

 

表Ⅵ-1-4 広東省における組織犯罪者の職業状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

国家機関・党と大衆組織・企業事業組織体の責任者   1   0.3 
一般公務員   1   0.3 
サラリーマン  47  11.7 
都市部無職者  51  12.7 
農林水産の生産者  95  23.6 
自営業者  16   4.0 
外来無職者 164  40.8 
その他  10   2.5 
データ欠損  17   4.2 
合計 402 100.0 

 

福建省の組織犯罪者の職業状況をみると、回収した 223 件のアンケートのうち、職業に

ついて 187 人から有効な回答が得られ、その状況は以下の通りである。自営業者は 93 人

で 49.7％、公務員は 81 人で 43.3％、農民工は 7 人で 3.7％、農民は 4 人で 2.1％、学生は

2 人で 1.1％を占めている。このことから分かるように、自営業者と公務員は組織犯罪の主

な構成員であり、商業競争及び不法保護が主な犯罪嫌疑である。 

安徽省の組織犯罪者の職業状況では、職業分布は比較的広く、商業・サービス業の者は

9人、農・林・牧・水産業の生産者は3人、製造・運送設備のオペレーター及び関係者は3

人、その他の職業の者は13人、データ欠損は2人であった。 

 

(7)犯罪者の学校教育状况 

組織犯罪者の学校教育状況をみると、組織犯罪の犯罪者が受けた教育レベルはいずれも

低く、多くは小学校または中学校の学力レベルしかない。しかし、大卒者が組織犯罪に関

わるケースも現れ始めている。 

江西省の組織犯罪者の学校教育状況では、組織犯罪の構成メンバーは主に中学校及びそ

れ以下の学力レベルであり、調査サンプル総数の87.9％を占めている。高校の学力または

専門学校の学力レベルの者は10.6％を占めている。一方、大学の学力レベルの者はわずか

1.5％である（表Ⅵ-1-5を参照）。 
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表Ⅵ-1-5 江西省における組織犯罪者の学校教育状况 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

小学校の学力レベル 15  22.7  22.7 
中学校の学力レベル 43  65.2  87.9 
高校または専門学校の学力レベル  7  10.6  98.5 
大学の学力レベル  1   1.5 100.0 
合計 66 100.0  

 

浙江省の組織犯罪当事者の学校教育状況では、調査対象合計 139 人の犯罪当事者が受け

た教育状況には「山型」の特徴を呈している。29 人の犯罪当事者は小学校の学力レベルで、

総人数の 20.9％を占めている。81 人の犯罪当事者は中学校の学力レベルで、総人数の

58.3％を占めている。15 人の犯罪当事者は高校または専門学校の学力レベルで、総人数の

10.8％を占めている。大学レベルの者が比較的少なく、3 人しかおらず、総人数の 2.1％を

占めている。その他に 11 人については、犯罪当事者の受けた教育状況が不明であり、総

人数の 7.9％を占めている。浙江省の組織犯罪当事者の学校教育は低いレベルに偏ってお

り、中学校の学力レベル以下の者が総数の 79.2％を占め、一方、高校または専門学校の学

力レベル以上の者は 20.8％を占めている（図Ⅵ-1-1を参照）。このデータは、中国組織犯

罪当事者の学校教育状况とほぼ一致している。 

 

図Ⅵ－1－1 浙江省における組織犯罪者の学校教育状況 
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広東省の組織犯罪者の学校教育状况では、小学校の学力と中学校の学力レベルの者が大

多数で、77.9％を占め、低い学力レベルに偏っている。しかし、高校以上の学力レベルの

者もある程度の割合を占めている（表Ⅵ-1-6を参照）。 

 

表Ⅵ-1-6 広東省における組織犯罪者の学校教育状况 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

非識字   2   0.5   0.5 
小学校の学力レベル 100  24.9  25.4 
中学校の学力レベル 213  53.0  78.4 
高校または専門学校の学力レベル  51  12.7  91.1 
大学の学力レベル   8   2.0  93.1 
データ欠損  28   6.9 100.0 
合計 402 100.0  
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福建省の組織犯罪者の学校教育状况をみると、非識字は 16 人で 7.2％、小学校の学力レ

ベルは 62 人で 27.8％、中学校の学力レベルは 109 人で 48.9％、高校の学力レベルは 33

人で 14.8％、大学の学力レベルは 1 人で 0.4％であった。そのうち、中学校の学力レベル

は半数近くの 48.9％を占め、小学校の学力レベルも 4 分の 1 強を占め、27.8％であり、両

者の人数合計は 76.7％で、4 分の 3 を超えている（表Ⅵ-1-7を参照）。 

 

表Ⅵ-1-7 福建省における組織犯罪者の学校教育状况 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

非識字  16   7.2   7.2 
小学校の学力レベル  62  27.8  35.0 
中学校の学力レベル 109  48.9  83.9 
高校または専門学校の学力レベル  33  14.8  98.7 
大学の学力レベル   1   0.4  99.1 
データ欠損   2   0.9 100.0 
合計 223 100.0  

 

安徽省の組織犯罪者が受けた教育状况では、高校の学力または専門学校の学力レベルの

者の合計は 43.3％を占め、30.0％は中学校の学力レベルで、26.7％は小学校の学力レベル

である。 

 

２．犯罪者の悪質度に関する分析 

 

(1) 犯罪者の前科非行歴 

組織犯罪者の前科非行歴をみると、江西省及び安徽省の調査対象のうち、前科非行歴の

ある者が多数を占めているのに対して、浙江省、広東省及び福建省では前科記録のない者

が多数を占めている。今回の組織犯罪の累犯構成状況から見て、組織犯罪者のうち累犯を

構成する者の比率はいずれも高くなく、累犯を構成する罪名は主に故意傷害罪、窃盗罪、

強盗罪、黒社会的組織結成指揮加入罪などのいくつかの罪名である。 

江西省の組織犯罪者の前科非行歴状況については、組織犯罪の構成メンバーのうち、行

政違法記録のある者及び累犯はそれぞれ調査サンプル総数の 25.8％ずつを占め、異種罪前

科（累犯を構成しない）者は 9.1％を占めている。前科非行歴のない者は 36.3％に達して

いる（表Ⅵ-1-8を参照）。 

 

表Ⅵ-1-8 江西省における組織犯罪者の前科非行歴状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

異種罪前科あり（非累犯）  6   9.1 
累犯 17  25.8 
行政違法記録あり 17  25.8 
前科非行歴なし 24  36.3 
データ欠損  2   3.0 
合計 66 100.0 
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江西省における組織犯罪者の累犯罪名については、調査サンプルの17人の累犯構成者の

うち、累犯罪名の割合が大きいものには主に故意傷害罪、恐喝略取罪、強盗罪、窃盗罪、

故意殺人罪などがある（表Ⅵ-1-9を参照）。 

 

表Ⅵ-1-9 江西省における組織犯罪者の累犯罪名 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

故意傷害罪  5  29.4 
恐喝略取罪  2  11.8 
強盗罪  2  11.8 
窃盗罪  1   5.9 
故意殺人罪  1   5.9 
その他の罪名  5  29.4 
データ欠損  1   5.9 
合計 17 100.0 

 

浙江省の組織犯罪当事者の前科非行歴に関する調査において、2人は同種罪前科記録（非

累犯）があり、1.4％を占めている。25人は異種罪前科（非累犯）があり、18.0％を占めて

いる。5人は常習犯であり、3.6％を占めている。21人は累犯であり、15.1％を占めている。

2人は過去に行政違法記録があり、1.4％を占めている。前科記録なしの者は77人で、55.4％

を占めている。データ不明の者は7人で、5.1％を占めている（図Ⅵ-1-2を参照）。  

 

図Ⅵ－1－2 浙江省の組織犯罪行為者の前科非行歴図 
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注意すべきは、今回の調査において、前科記録ありの人数と比べて、前科非行歴のない

割合が比較的高いことである。このことは、現在組織犯罪が発展過程にあることが、構成

メンバーの構造に反映されたものである。また、調査によれば、多数の組織犯罪のリーダ

ー格、組織者には違法犯罪記録があり、一部の者は更に累犯を構成していることが分かる。

この点は、30件の事件において、組織犯罪の組織者、リーダー格が犯罪過程に積極的に関

わる態度と行動からも証明できる。 

浙江省における組織犯罪者の累犯罪名については、調査対象139人の犯罪当事者のうち、

21人の犯罪当事者は累犯を構成している。そのうち、3人の犯罪当事者は故意傷害罪で累

犯を構成し、14.3％を占めている。5人の犯罪当事者は強盗罪で累犯を構成し、23.8％を占
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めている。4人の犯罪当事者は窃盗罪で累犯を構成し、19.0％を占めている。2人の犯罪当

事者は恐喝略取罪で累犯を構成し、9.5％を占めている。5人の犯罪当事者は事件挑発惹起

罪で累犯を構成し、23.8％を占めている。その他の罪名で累犯を構成する犯罪当事者は2

人で、9.5％を占めている（図Ⅵ-1-3を参照）。 

 

図Ⅵ-1-3 浙江省における組織犯罪当事者の累犯罪名 
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広東省における組織犯罪当事者の前科非行歴については、表Ⅵ-1-10をみると、84.6％の

犯罪者は過去に前科非行歴がないが、前科非行歴のある者も15.4％に達しており、彼らは

犯罪組織における中堅勢力であると推測できる。 

 

表Ⅵ-1-10 広東省における組織犯罪当事者の前科非行歴 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同種罪前科あり（非累犯）   5   1.2 

異種罪前科あり（非累犯）  11   2.7 

累犯  38   9.5 

行政違法記録あり   4   1.0 

前科非行歴なし 340  84.6 

データ欠損   4   1.0 

合計 402 100.0 

 

福建省における組織犯罪当事者の前科非行歴については、表Ⅵ-1-11をみると、回収した

223件のアンケートのうち、199人から有効な回答が得られた。そのうち、最も多いのは前

科非行歴のない者が92人で、46.2％を占めている。その次は異種罪前科のある（非累犯）

者が52人で、26.1％を占めている。同種罪前科のある （非累犯）者が27人で、13.6％を

占め、累犯は24人で、12.1％であった。 

 また、同省における組織犯罪者の累犯罪名（表Ⅵ-1-12を参照）については、回収した

223件のアンケートのうち、195人から305の回答（複数選択）が得られた。そのうち、非

累犯の回答は99人で32.5％であった。累犯罪名の最も多い回答は黒社会的組織の結成指揮

加入罪で、71人で23.3％であり、その次は故意傷害罪で、50人で16.4％であった。 
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表Ⅵ-1-11 福建省における組織犯罪当事者の前科非行歴 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同種罪前科あり（非累犯）  27  13.6 
異種罪前科あり（非累犯）  52  26.1 
常習犯（非累犯）   4   2.0 
累犯  24  12.1 
前科非行歴なし  92  46.2 
合計 199 100.0 

 

表Ⅵ-1-12 福建省における組織犯罪者の累犯罪名 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

黒社会的組織の結成指揮加入罪  71  23.3 
故意傷害罪  50  16.4 
強姦罪  13   4.3 
恐喝略取罪  10   3.3 
強盗罪   8   2.6 
窃盗罪   7   2.3 
故意殺人罪   2   0.7 
マネーロンダリング罪   1   0.3 
その他の罪名  44  14.4 
非累犯  99  32.5 
合計 305 100.0 

 

安徽省における組織犯罪当事者の前科非行歴については、累計10件のサンプルが内容不

明であり、残りの前科非行歴のない者は3人のみで、10％を占めている。また、累犯の割

合が比較的多く6人で、20％を占めている。 

 

(2)犯罪者の犯罪形態 

  犯罪者の犯罪形態をみると、組織犯罪を結成・指揮しまたは自発的に加入した者が大多

数を占めている。しかし、犯罪者の組織犯罪における地位及び役割に関しては、各省の状

況が異なっており、広東省では主犯及び従犯の占める割合が半々であるのに対し、他の各

省では従犯の割合が多数を占めている。しかし、各省における主犯の占める割合はいずれ

も30％を超えている。 

江西省における犯罪組織への加入理由については、表Ⅵ-1-13をみると、組織者またはリ

ーダー格の者は34.8％を占め、自発的に加入した者は36.4％を占め、他人の紹介で加入し

た者は22.7％を占めている。 

  

表Ⅵ-1-13 江西省における組織犯罪者の犯罪組織への加入理由 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

組織者またはリーダー格 23  34.8 
自発的参加 24  36.4 
他人からの紹介 15  22.7 
その他  3   4.6 
データ欠損  1   1.5 
合計 66 100.0 

 

また、同省における組織犯罪者の共犯の種類については、表Ⅵ-1-14をみると、34.8％は
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犯罪組織の中で「主犯」的な立場であり、従犯の割合は56.1％を占め、被脅迫従犯はわず

か1.5％であった。 

 

表Ⅵ-1-14 江西省における組織犯罪者の共犯の種類 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

主犯 23  34.8  34.8 
従犯 37  56.1  90.9 
被脅迫従犯  1   1.5  92.4 
その他  4   6.1  98.5 
データ欠損  1   1.5 100.0 
合計 66 100.0  

 

浙江省における犯罪組織への加入理由については、図Ⅵ-1-4をみると、139人の犯罪当

事者のうち、37人の犯罪当事者は組織者、リーダー格の役割を果たしており、総人数の

26.6％を占めている。26人の犯罪当事者は自発的に組織犯罪に参加した者であり、総人数

の18.7％を占めている。38人の犯罪当事者は他人から紹介された者で、総人数の27.3％を

占めている。その他の形態で犯罪組織に加入した者は4人で、総人数の2.9％を占めている。

他にも34人の犯罪当事者は状況が不明であり、総人数の24.5％を占めている。 

  

図Ⅵ-1-4 浙江省における組織犯罪者の犯罪組織への加入理由 
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浙江省における組織犯罪者の共犯の種類については、図Ⅵ-1-5をみると、合計30件の事

件で139人の犯罪当事者のうち、主犯は38人で、総人数の27.3％を占め、従犯は88人で、

総人数の63.3％を占めている。また、犯罪組織に脅迫されて加入した被脅迫従犯は13人で、

総人数の9.4％であった。 

 

図Ⅵ-1-5 浙江省における組織犯罪者の共犯の種類 
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 広東省における組織犯罪者の共犯の種類については、表Ⅵ-1-15をみると、主犯は33.3％

占め、従犯は33.8％を占めている。 

 

表Ⅵ-1-15 広東省における組織犯罪者の共犯の種類 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

主犯 134  33.3  33.3 
従犯 136  33.8  67.1 
その他  79  19.7  86.8 
データ欠損  53  13.2 100.0 
合計 402 100.0  

 

福建省における犯罪組織への加入形態（表Ⅵ-1-16を参照）については、回収した223件

のアンケートのうち、210人から有効な回答が得られた。そのうち、組織または指揮する

者が最も多く199人で、94.8％を占めている。犯罪組織への加入の主な理由は、結成また

は指揮であることが分かる。 

   

表Ⅵ-1-16 福建省における犯罪組織への加入理由 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

結成または指揮 199  94.8 
他人の紹介   2   1.0 
脅迫されて加入   1   0.5 
その他   8   3.8 
合計 210 100.0 

 

福建省における組織犯罪者の共犯の種類（表Ⅵ-1-17を参照）については、回収した223

件のアンケートのうち、213人から有効な回答が得られた。そのうち、従犯は101人で、

47.4％を占め、主犯は82人で、38.5％を占めている。大多数の者は主に従犯であるが、他

方、主犯も相当高い割合を占めていることが分かる。 

 

表Ⅵ-1-17 福建省における組織犯罪者の共犯の種類 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

主犯  82  38.5  38.5 
従犯 101  47.4  85.9 
被脅迫従犯   6   2.8  88.7 
その他  24  11.3 100.0 
合計 213 100.0  

 

(3)大部分の犯罪当事者は罪への反省の意識がない 

江西省の調査サンプルにおいて、自首した犯罪者は12.1％を占め、罪への悔悛情状及び

犯罪捜査などに顕著な貢献をした功績がある者はそれぞれ3.0％を占め、犯罪捜査などに貢

献をした一般的な功績がある者はわずか1.5％を占めている（表Ⅵ-1-18を参照）。 

 浙江省では、罪への悔悛情状がある犯罪当事者は15人で、総人数の10.8％を占めている。

自首した犯罪当事者は5人で、総人数の3.6％を占めている。その他の情状がある犯罪当事
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者は47人で、総人数の33.8％を占めている。また、データ欠損は72人で、総人数の51.8％

を占めている（図Ⅵ-1-6を参照）。その他の情状とは、罪への悔悛情状、自首の情状、犯

罪捜査などに貢献した功績の情状以外の情状をいい、罪への悔悛及び犯罪捜査などに貢献

した功績の情状がない場合も含まれる。 

 

表Ⅵ-1-18 江西省における組織犯罪当事者の罪への反省の意識 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

罪への悔悛情状あり  2   3.0 
自首情状あり  8  12.1 
犯罪捜査などに一般的な貢献をした功績の情状あり  1   1.5 
犯罪捜査などに顕著な貢献をした功績の情状あり  2   3.0 
その他 37  56.1 
データ欠損 16  24.3 
合計 66 100.0 

 

図Ⅵ-1-6 浙江省における組織犯罪当事者の罪への反省の意識 
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広東省の大多数の犯罪者には明確な罪への悔悛情状が見られない。402 人のうち 11 人

のみに自首の情状があり、その割合は低い。犯罪捜査などに貢献した功績の情状がある犯

罪者もわずか 5.7％を占め、その主な内容は、共犯者の検挙あるいは逮捕協力などである

（表Ⅵ-1-19を参照）。 

 

表Ⅵ-1-19 広東省における組織犯罪当事者の罪への反省の意識 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自首の情状あり  11   2.7 
犯罪捜査などに一般的な貢献をした功績の情状あり  19   4.7 
犯罪捜査などに顕著な貢献をした功績の情状あり   4   1.0 
その他 368  91.5 
合計 402 100.0 

 

福建省における組織犯罪当事者の罪への反省の意識については、回収した 223 件のアン

ケートのうち、128 人から有効な回答が得られた。そのうち、最も多いのはその他の情状

の者が 63 人で、49.2％を占めている。その次は、罪への悔悛情状のある者が 45 人で、35.2％

を占めている（表Ⅵ-1-20を参照）。 
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表Ⅵ-1-20 福建省における組織犯罪当事者の罪への反省の意識 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

罪への悔悛情状あり  45  35.2 
罪への悔悛情状なし   8   6.3 
犯罪捜査などに一般的な貢献をした功績の情状あり   9   7.0 
犯罪捜査などに顕著な貢献をした功績の情状あり   3   2.3 
その他  63  49.2 
合計 128 100.0 

 

３.犯罪者の犯罪組織への加入理由 

 

(1)犯罪者の犯罪組織への加入理由は、主に不法利益を獲得するためである 

江西省における犯罪者の犯罪組織への加入理由については、表Ⅵ-1-21をみると、36.4％

の調査対象者は「社会に対する報復」を目的として犯罪組織に加入しており、34.9％の調

査対象は「不法利益の獲得」のためであり、また22.7％の調査対象者は「他の犯罪組織に

対抗する」ためである。 

 

表Ⅵ-1-21 江西省における犯罪者の犯罪組織への加入理由 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

不法利益の獲得 23  34.9 
社会に対する報復 24  36.4 
他の犯罪組織への対抗 15  22.7 
その他  3   4.5 
データ欠損  1   1.5 
合計 66 100.0 

 

浙江省における犯罪者の犯罪組織への加入理由については、139 人の犯罪当事者のうち、

56 人は不法利益の獲得を加入理由とし、40.3％を占めている。6 人は他の犯罪組織に対抗

することを理由とし、4.3％を占めている。38 人は義侠心に憧れたことを理由とし、27.3％

を占めている。また、39 名の犯罪当事者については、この点に関する情報が欠損している

（図Ⅵ-1-7を参照）。 

 

図Ⅵ-1-7 浙江省における犯罪者の犯罪組織への加入理由 
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広東省における犯罪者の犯罪組織への加入理由については、大部分は利益財産を獲得す

るためであり、その占める割合は 87.1％にまで達している（表Ⅵ-1-22を参照）。 



 

 
 

‐ 173 ‐

表Ⅵ-1-22 広東省における犯罪者の犯罪組織への加入理由 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

不法利益の獲得 350  87.1 
社会に対する報復   3   0.7 
他の犯罪組織に対抗   2   0.5 
義侠心に憧れ   8   2.0 
その他  39   9.7 
合計 402 100.0 

 

福建省における犯罪者の犯罪組織への加入理由については、回収した 223 件のアンケー

トのうち、201 人から有効な回答が得られた。そのうち、最も多いのは、不法利益の獲得

を理由とする者が 190 人で、94.5％を占めている。 

 

(2) 犯罪者の利益獲得の状況 

犯罪者の利益獲得状況については、大部分の犯罪者は不法に経済的利益を獲得していた

ことが分かる。 

江西省における犯罪者の利益獲得の状況については、組織犯罪に関与することにより、

87.9％の者は「経済的利益を獲得し」、3.0％の者は「非経済的利益を獲得し」、わずか6.1％

の者のみが「利益を獲得していない」（表Ⅵ-1-23を参照）。 

 

表Ⅵ-1-23 江西省における犯罪者の利益獲得の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

経済的利益を獲得 58  87.9 
非経済的利益を獲得  2   3.0 
利益がない  4   6.1 
その他  1   1.5 
データ欠損  1   1.5 
合計 66 100.0 

 

浙江省における犯罪者の利益獲得の状況については、139人の犯罪当事者のうち、86人

は経済的利益を獲得し、61.9％を占めている。7人は非経済的利益を獲得し、5.0％を占め

ている。11人は利益を獲得しておらず、7.9％を占めている。また、35人はデータ欠損で

あった（図Ⅵ-1-8を参照）。 

 

図Ⅵ-1-8 浙江省における犯罪者の利益獲得の状況 
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 広東省における犯罪者の利益獲得の状況は、犯罪組織への加入動機と一致しており、大

部分の犯罪者は経済的利益を獲得していた（表Ⅵ-1-24を参照）。 

 

表Ⅵ-1-24 広東省における犯罪者の利益獲得の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

経済的利益の獲得 354  88.0 
利益なし  34   8.5 
その他  14   3.5 
合計 402 100.0 

 

福建省における犯罪者の利益獲得の状況については、回収した 223 件のアンケートのう

ち、215 人から有効な回答が得られた。そのうち、最も多いのは経済的利益を獲得した者

で、195 人であり、90.7％を占めている。その次に、非経済的利益を獲得した者が 9 人で、

4.2％を占めている（表Ⅵ-1-25を参照）。このことから分かるように、組織犯罪が主に獲

得した利益は、経済的利益である。 

 

表Ⅵ-1-25 福建省における犯罪者の利益獲得の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

経済的利益の獲得 195  90.7 
非経済的利益の獲得   9   4.2 
利益なし   3   1.4 
その他   8   3.7 
合計 215 100.0 

 

安徽省における犯罪者の利益獲得の状況については、総数 30 人のうち、26 人は経済的

利益を獲得し、86.7％を占めている。非経済的利益を獲得したのは 2 人で、6.7％を占めて

いる。利益を獲得しなかった者は 2 人で、6.7％を占めている。 

 

４.犯罪者の判决状況 

 

(1)犯罪者の判决における量刑状況では、各省の状況は異なっている 

江西省における犯罪者の判決状況をみると、犯罪組織の構成員のうち、無期懲役及び死

刑は30.3％を占め、3年及び10年以上の有期懲役は27.3％を占め、3年以下の有期懲役及び

3年以上10年以下の有期懲役はそれぞれ13.6％ずつを占めている（表Ⅵ-1-26を参照）。 

 

表Ⅵ-1-26 江西省における犯罪者の判決状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

3 年以下の有期懲役  9  13.6  13.6 
3 年以上 10 年以下の有期懲役  9  13.6  27.2 
10 年及び 10 年以上の有期懲役 18  27.3  54.5 
無期懲役及び死刑 20  30.3  84.8 
データ欠損 10  15.2 100.0 
合計 66 100.0  
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浙江省における犯罪者の判決状況（図Ⅵ-1-9を参照）をみると、組織犯罪当事者が実行

した犯罪類型については、他人に対する人的権利の侵害及び社会秩序の破壊が大多数であ

り、有期懲役以上の刑が比較的多く採用されている。今回の調査において、139人の犯罪

当事者のうち、刑罰免除は4人で、2.9％を占めている。管制、拘役（訳注：管制と拘役はいずれ

も中国の自由刑の一種である。）は3人で、2.2％を占めている。3ヶ月以上3年以下の有期懲役（3

年を含む）は38人で、27.3％を占めている。3年以上10年以下の有期懲役は41人で、29.5％

を占めている。10年及び10年以上の有期懲役は27人で、19.4％を占めている。無期懲役及

び死刑は15人で、10.8％を占めている。その他は11人で、7.9％を占めている。 

 

図Ⅵ-1-9 浙江省における犯罪者の利益獲得の状況 
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広東省における犯罪者の判決状況をみると、全体的に組織犯罪の犯罪者が受ける刑罰は

比較的重いもので、3年以上の有期懲役、無期懲役及び死刑は76.7％に達している（表Ⅵ

-1-27を参照）。統計結果から分かるように、犯罪者によっては犯罪組織における役割及び

犯行が異なっているため、それに応じて受ける刑罰にも大きな差が生じている。 

 

表Ⅵ-1-27 広東省における犯罪者の判決状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

有罪宣告刑罰免除   4   1.0   1.0 
管制、拘役   1   0.2   1.2 
3 年以下の有期懲役  89  22.1  23.3 
3 年以上 10 年以下の有期懲役 118  29.4  52.7 
10 年及び 10 年以上の有期懲役 114  28.4  81.1 
無期懲役及び死刑  76  18.9 100.0 
合計 402 100.0  

 

福建省における犯罪者の判決状況については、回収した223件のアンケートのうち、175

人から有効な回答が得られた。そのうち、最も多いのは3年以下の有期懲役が65人で、

37.1％を占めている。その次に、3年以上（3年を含む）10年以下の有期懲役が58人で、33.2％

を占めている。そして、10年及び10年以上の有期懲役が43人で、24.6％を占めている（表
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Ⅵ-1-28を参照）。 

 

表Ⅵ-1-28 福建省における犯罪者の判決状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

管制、拘役   4   2.3   2.3 
3 年以下の有期懲役  65  37.1  39.4 
3 年以上（3 年を含む）10 年以下の有期懲役  58  33.2  72.6 
10 年及び 10 年以上の有期懲役  43  24.6  97.2 
無期懲役及び死刑   5   2.8 100.0 
合計 175 100.0  

 

安徽省における犯罪者の判決状況については、3 年以上 10 年以下の有期懲役は 19 人で

63.3％、10 年及び 10 年以上の有期懲役は 5 人で 16.7％、無期懲役と死刑は 4 人で 13.3％

を占めている。データ欠損は 2 人で 6.7％であった。 

 

(2) 政治的権利剥奪の状況 

政治的権利剥奪の状況をみると、大部分の犯罪者は政治的権利剥奪の付加刑が適用され

ていないが、広東省では適用される割合が比較的高い。 

江西省における組織犯罪者の政治的権利剥奪の状況については、剥奪されたのは 22 人

で、33.3％を占め、剥奪されなかったのは 33 人で、50％を占めている（表Ⅵ-1-29を参照）。 

 

表Ⅵ-1-29 江西省における組織犯罪者の政治的権利剥奪の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

剥奪された 22  33.3 
剥奪されなかった 33  50.0 
データ欠損 11  16.7 
合計 66 100.0 

 

浙江省における組織犯罪者の政治的権利剥奪の状況をみると、139 人の犯罪当事者のう

ち、16 人は政治的権利剥奪の付加刑を適用され、11.5％を占めている。その他の 123 人は

政治的権利剥奪の付加刑を適用されておらず、88.5％を占めている（図Ⅵ-1-10を参照）。 

 

図Ⅵ-1-10 浙江省における組織犯罪者の政治的権利剥奪の状況 
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 広東省における組織犯罪者の政治的権利剥奪の状況をみると、剥奪された犯罪者と剥奪

されない犯罪者の差はわずか 15 ポイントしかなかった（表Ⅵ-1-30を参照）。 

 

表Ⅵ-1-30 広東省における組織犯罪者の政治的権利剥奪の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

剥奪された 172  42.8 
剥奪されなかった 230  57.2 
合計 402 100.0 

 

福建省における組織犯罪者の政治的権利剥奪の状況については、回収した223件のアン

ケートのうち、171人名から有効な回答が得られた。そのうち、剥奪された者は34人で、

19.9％を占めている。剥奪されなかった者は137人で、80.1％を占めている。 

安徽省における組織犯罪者の政治的権利剥奪の状況については、30 人のうち、剥奪され

た者は 6 人で、20％を占め、剥奪されなかった者は 24 人で、80％を占めている。 
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第２章 犯罪組織の状況 

１.犯罪組織の構造 

 

(1) 犯罪組織の構造類型 

犯罪組織の構造類型のうち、大多数はグループ型及び黒社会的組織型である。同時に、

グループ型犯罪組織と黒社会的組織型の組織の各省における割合は一律ではない。 

江西省における犯罪組織の構造類型をみると、「黒社会的組織型（緊密型）」犯罪組織

は調査サンプル総数の60.0％を占め、一方、グループ型（非緊密型）及び黒社会型（固定

型）の犯罪組織は共に20.0％を占めている（表Ⅵ-2-1を参照）。 

 

表Ⅵ-2-1 江西省における犯罪組織の構造類型 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

グループ型（非緊密型）  2  20.0 
黒社会的組織型（緊密型）  6  60.0 
黒社会型（固定型）  2  20.0 
合計 10 100.0 

 

浙江省における犯罪組織の構造類型をみると、今回の調査において、グループ型犯罪組

織に属するものは 5 団体で、16.7％を占めている。黒社会的組織型に属するものは 25 団

体で、83.3％を占めている。黒社会型の犯罪組織に属するものはまだ出現していない（図

Ⅵ-2-1を参照）。 

 

図Ⅵ-2-1 浙江省における犯罪組織の構造類型 
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広東省における犯罪組織の構造類型をみると、76団体の犯罪組織のうち、グループ型に

属する非緊密型は70団体で、92.1％を占めている。黒社会的組織型に属する緊密型は5団

体で、6.6％を占めている。黒社会型に属する固定型は1団体で、1.3％を占め、主に黒社会

構成員の入国徴集罪である（表Ⅵ-2-2を参照）。 
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表Ⅵ-2-2 広東省における犯罪組織の構造類型 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

グループ型 70  92.1 
黒社会的組織型  5   6.6 
黒社会型  1   1.3 
合計 76 100.0 

 

福建省における犯罪組織の構造類型については、回収した 223 件のアンケートのうち、

221 人から有効な回答が得られた。そのうち、所属する犯罪組織の構造類型では、グルー

プ型が 109 人で、49.3％を占め、黒社会的組織型が 111 人で、50.2％を占め、黒社会型が

1 人で、0.5％を占めている。このことから、組織犯罪の構造類型のうち、大多数がグルー

プ型及び黒社会的組織型であることが分かる。 

 

(2)組織犯罪の共犯者関係 

組織犯罪の共犯者関係については、福建省を除く他の各省では、同郷関係の割合がいず

れも首位を占めており、地縁的区域的社会関係が組織犯罪の構成員に対する凝集的役割を

反映している。 

江西省では、組織犯罪の共犯者関係のうち、同郷関係にある者は調査サンプル総数の

77.3％を占め、獄友関係及び同僚関係の者はそれぞれ1.5％ずつを占め、同窓関係は12.1％

を占め、親族関係は7.6％を占めている（表Ⅵ-2-3を参照）。 

 

表Ⅵ-2-3 江西省における組織犯罪の共犯者関係 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

親族関係  5   7.6 
獄友関係  1   1.5 
同僚関係  1   1.5 
同郷関係 51  77.3 
同窓関係  8  12.1 
合計 66 100.0 

 

浙江省では、当事者が組織を結成・指揮し、または加入するのいずれの形態にもかかわ

らず、共犯者との間にはいずれも一定の社会関係が存在し、同郷関係、親族関係、同僚関

係、同窓関係、獄友関係、隣人関係等の可能性がある。今回の調査において、同郷関係は

41.0％、親族関係は 10.8％、同僚関係は 7.9％、同窓関係は 2.2％、獄友関係は 8.6％、そ

の他の関係は 2.2％をそれぞれ占めている。ほかに、データ欠損が 27.3％を占めている。

なお、隣人関係については、今回のデータの中では入っていなかった（図Ⅵ-2-2を参照）。 

 広東省では、同郷関係が主であり、63.3％を占めている。また、同僚関係及び親族関係

も若干見られる（表Ⅵ-2-4を参照）。 

 福建省では、回収した 233 件のアンケートのうち、118 人より 156 の回答（複数選択項

目があったため）が得られた。そのうち、最も多い回答はその他で、50.0％を占めている。

次は同郷関係で、36.5％を占めている。その次は、隣人関係と親族関係で、共に 5.1％を
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占めている（表Ⅵ-2-5を参照）。 

 

図Ⅵ-2-2 浙江省における組織犯罪の共犯者関係 
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表Ⅵ-2-4 広東省における組織犯罪の共犯者関係 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同郷関係 266  63.3 
同僚関係  22   5.2 
親族関係   4   0.9 
その他 128  30.6 
合計 420 100.0 

 

表Ⅵ-2-5 福建省における組織犯罪の共犯者関係 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同郷関係  57  36.5 
親族関係   8   5.1 
同僚関係   2   1.3 
同窓関係   2   1.3 
獄友関係   1   0.6 
隣人関係   8   5.1 
その他  78  50.0 
合計 156 100.0 

 

(3)犯罪組織の規模 

犯罪組織の構成員の人数は、犯罪組織の規模によって異なっているが、実際に大規模な

犯罪組織は比較的少ない。 

江西省における犯罪組織の構成員の人数をみると、調査サンプルのうち、犯罪組織の平

均人数は24.8人で、そのうち、最大の組織は88人で、最小の組織は10人であった（表Ⅵ-2-6

を参照）。  

浙江省における犯罪組織の構成員の人数をみるため、今回の調査において、関わりのあ

る788人の組織犯罪当事者のうち、具体的な調査対象として139人を選定した。総数788人

の組織犯罪当事者のうち、グループ型犯罪組織の構成員は13.1％を占め、黒社会的組織の
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構成員は86.9％を占め、1つの黒社会に関わるグループまたは黒社会的組織の構成員の平

均人数は26人であった（図Ⅵ-2-3を参照）。具体的調査対象とした139人の組織犯罪当事

者のうち、グループ型犯罪組織の構成員は12.2％を占めて、黒社会的組織の構成員は87.8％

を占めている。 

 

表Ⅵ-2-6 江西省における犯罪組織の構成員の人数 

人数（人） 度数（団体数） ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

10  1  10.0  10.0 
11  2  20.0  30.0 
12  1  10.0  40.0 
15  1  10.0  50.0 
16  1  10.0  60.0 
17  1  10.0  70.0 
28  1  10.0  80.0 
40  1  10.0  90.0 
88  1  10.0 100.0 
合計 10 100.0  

 

図Ⅵ-2-3 浙江省における犯罪組織の構成員の人数 
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広東省における犯罪組織の構成員の人数を分析した結果、犯罪組織構成員の平均人数は

5.3 人であった。別件扱いのケースもあるため、判決書だけでは、その犯罪組織の構成員

数を正確にカウントできない場合もある。 

また、広東省の研究スタッフが刑務所で服役中の受刑者に対して調査を実施したことに

より、関係する 32 件の事件のうち、29 件について構成員数を確認できたが、他の 3 件に

ついては、確認できなかった。この 29 件の事件は、合計 921 人の犯罪者が関わっていた。

犯罪組織の構成員人数については、最も少ないのは 8 人で、最も多いのは 130 人で、平均

値は 31.8 人であった（表Ⅵ-2-7を参照）。 

 

表Ⅵ-2-7 広東省における犯罪組織の構成員の人数 

 事件数 最少人数 最大人数 合計人数 平均値 

構成員人数 29 8 130 921 31.8 
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２.犯罪組織の形成及び存続 

 

(1)犯罪組織の形成 

犯罪組織の形成において、東南沿岸ブロックの犯罪組織は自発的に形成されたものであ

り、海外に関わる要因を有しているのは、広東省及び福建省に限られ、非常に低い割合を

占めている。 

江西省の犯罪組織の形成において、収集したサンプルの分析に基づけば、すべての犯罪

組織は「（国内で）自発的に形成」され、海外組織が国内へ浸透、または、国内組織が海

外組織と結託して形成された犯罪組織は未だに現れていない。 

広東省の犯罪組織の形成については、自発的に形成されたものがほとんどで、94.7％を

占めている。海外の犯罪組織による国内での拡張、及び海外組織と結託することにより発

展した犯罪組織の数は、比較的少ない（表Ⅵ-2-8を参照）。 

 

表Ⅵ-2-8 広東省の犯罪組織の形成状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自発的に形成 72  94.7 
海外組織が国内での拡張により形成したもの  2   2.6 
海外組織と結託して形成したもの  1   1.3 
その他  1   1.3 
合計 76 100.0 

 

浙江省では、全ての犯罪組織が自発的に形成されたものであり、海外組織による国内で

の拡張により形成したもの、国内組織が海外組織と結託することにより形成されたもの及

びその他の状況のものは存在していない。もちろん、ここでいう組織犯罪は主に黒社会に

関わるグループまたは黒社会的組織の犯罪を指しており、強い地域的特徴を有している。 

福建省では、回収した 223 件のアンケートのうち、212 人から有効な回答が得られた。

そのうち、自発的に形成されたものと答えたのは 192 人で 、90.6％を占めている。海外

組織による国内での拡張により形成されたものと答えたのは 11 人で、5.2％占めている。

海外組織と結託することにより形成されたものと答えたのは 4 人で、1.9％を占めている。

その他のものと答えたのは 5 人で、2.4％を占めている。このことから、組織犯罪の犯罪組

織の形成について、大多数が自発的に形成されたものであることが分かる。 

 

(2)犯罪組織の存立様態 

犯罪組織の存立様態をみると、大部分は隠れ蓑にする合法的な機構を持たない犯罪組織

であり、少数の犯罪組織は合法的な機構を隠れ蓑にして、犯罪行為を隠している。 

浙江省の犯罪組織の存立様態をみると、30 団体の黒社会に関わるグループまたは黒社会

的犯罪組織のうち、隠れ蓑にする合法的な機構を持つ犯罪組織は 10 団体で、33.3％を占

めている。隠れ蓑にする合法的な機構を持たない犯罪組織は 19 団体で、63.3％を占めて
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いる。その他のケースとして、例えば、黒社会に関わるグループは単に一時的に構成され

たものであるため、組織の構造、メンバー構成、犯罪類型のいずれも比較的簡単で、非常

に不安定な関係をもったケースもあり、このような組織は 1 団体のみで、3.4％を占めてい

る（図Ⅵ-2-4を参照）。 

 

図Ⅵ-2-4 浙江省の犯罪組織の存立様態 

隠れ蓑にする合法的な機構を
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63.3%
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33.3%

   

  今回の調査においては、「隠れ蓑にする合法的な機構を持つ犯罪組織」として、運送会社、

娯楽会社、商業サービス会社等を外郭とするものが多い。今回の調査に示されているよう

に、「隠れ蓑にする合法的な機構を持たない犯罪組織」は、賭博場を利用して黒社会的犯罪

活動を行うが、このような犯罪組織に用いられる行為は、より暴力的、詐欺的な傾向があ

ることが分かる。 

広東省の犯罪組織の存立様態をみると、4団体の犯罪組織のみが、隠れ蓑にする合法的

な機構を持つ犯罪組織であり、5.3％を占めている。 90.8％の犯罪組織は、隠れ蓑にする

合法的な機構を持ない犯罪組織であった。このことは、前述したように、非緊密型のグル

ープ型犯罪組織の割合が比較的高いことと関連している。隠れ蓑にする合法的な機構を持

つ4団体の犯罪組織は、いずれも個人経営の会社形態であり、犯罪組織のリーダー格また

は指揮者が会社の上層部の者となっており、組織の構成員は違法な犯罪活動を行っていた

（表Ⅵ-2-9を参照）。 

 

表Ⅵ-2-9 広東省の犯罪組織の存立様態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

隠れ蓑にする合法的な機構を持つ  4   5.3 
隠れ蓑にする合法的な機構を持ない 69  90.8 
その他  3   3.9 
合計 76 100.0 

 

福建省の犯罪組織の存立様態については、回収した 223 件のアンケートのうち、176 人

から有効な回答が得られた。隠れ蓑にする合法的な機構を持つと答えた者は 8.5％を占め

ている。隠れ蓑にする合法的な機構を持たないと答えた者は 73.3％を占めている。その他
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は 32 人で、18.2％を占めている。 

 

(3)犯罪組織への加入期間 

犯罪組織への加入期間については、各省の具体的な状況に一定の相違点がある。しかし

全体的に言えば、犯罪者の犯罪組織加入期間はいずれも比較的短いものである。 

江西省における犯罪組織への加入期間をみると、5年及び5年以上の者は17人で25.8％、

3年～5年未満の者は15人で22.7％、2年～3年未満の者は5人で7.5％、1年～2年未満の者は

12人で18.2％であった（表Ⅵ-2-10を参照）。 

 

表Ⅵ-2-10 江西省における組織犯罪者の犯罪組織への加入期間 

犯罪組織への加入期間 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

1 年～2 年未満 12  18.2  18.2 
2 年～3 年未満  5   7.5  25.7 
3 年～5 年未満 15  22.7  48.4 
5 年及び 5 年以上 17  25.8  74.2 
データ欠損 17  25.8 100.0 
合計 66 100.0  

 

設立時期については、図Ⅵ-2-5をみると、犯罪組織の設立時期は主に 2 つの相互に分割

された期間区分があり、即ち 1995 年～1999 年、2002 年～2004 年の期間区分である。ま

た、検挙時期では、主に 2000 年と 2004 年～2007 年に集中しており、この分布の状況は、

中国で大規模に展開された「黒社会黒悪勢力の撲滅」キャンペーンの時期とほぼ合致して

いる。 

 

図Ⅵ-2-5 犯罪組織の設立時期と検挙時期
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浙江省の犯罪組織の存続状況をみると、加入期間では、139 人の犯罪当事者のうち、犯

罪組織への加入期間が半年未満の者は 3.6％を占め、半年以上（半年を含む）1 年未満の者

はいなかった。犯罪組織加入期間が 1 年以上（1 年を含む）2 年未満の者は 2.9％を占め、
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2 年以上（2 年を含む）3 年未満の者は 14.4％を占め、3 年以上（3 年を含む）5 年未満の

者は 48.2％を占め、5 年及び 5 年以上の者は 30.2％を占めている。データ欠損は 1 人で、

0.7％を占めている（図Ⅵ-2-6を参照）。 

 

図Ⅵ-2-6 浙江省における組織犯罪者の犯罪組織への加入期間 

データ欠損
0.7%

1年～2年
2.9%

2年～3年
14.4%

3年～5年
48.2%

5年及び5年以上
30.2%

半年未満
3.6%

 

 また、設立時期については、調査によれば、1990 年～1999 年の間に計 12 団体の黒社

会的組織が設立され、40.0％を占めている。2000 年には 3 団体の犯罪組織が設立され、

10.0％を占めている。2001 年及び 2002 年には黒社会的組織が設立されていない。その後

の設立では、2003 年は 3 団体で 10.0％、2004 年は 2 団体で 6.7％、2005 年は 6 団体で

20.0％、2006 年は 3 団体で 10.0％、2007 年は 1 団体で 3.3％を占めている。なお、2008

年及び 2009 年の 2 年間のデータは収集できていない（表Ⅵ-2-11を参照）。 

 

表Ⅵ-2-11 浙江省における犯罪組織の設立時期 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

1990～1999 年 12  40.0  40.0 
2000 年  3  10.0  50.0 
2003 年  3  10.0  60.0 
2004 年  2   6.7  66.7 
2005 年  6  20.0  86.7 
2006 年  3  10.0  96.7 
2007 年  1   3.3 100.0 
合計 30 100.0  

 

検挙時期については、今回の調査では、2000 年に 1 件の黒社会的組織の犯罪事件が検

挙され、3.3％を占めている。2001 年に 6 件の黒社会的組織の犯罪事件が検挙され、20.0％

を占めている。2002 年に 2 件の黒社会的組織の犯罪事件が検挙され、6.7％を占めている。

2003 年に 1 件の黒社会的組織の犯罪事件が検挙され、3.3％を占めている。2004 年のデー

タはなかった。2005 年に 2 件の黒社会的組織の犯罪事件が検挙され、6.7％を占めている。
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2006 年に 5 件の黒社会的組織の犯罪事件が検挙され、16.7％を占めている。2007 年に 4

件の黒社会的組織の犯罪事件が検挙され、13.3％を占めている。2008 年に 9 件の黒社会的

組織の犯罪事件が検挙され、30.0％を占めている（表Ⅵ-2-12を参照）。 

 

表Ⅵ-2-12 浙江省における犯罪組織の検挙時期 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

2000 年  1   3.3   3.3 
2001 年  6  20.0  23.3 
2002 年  2   6.7  30.0 
2003 年  1   3.3  33.3 
2005 年  2   6.7  40.0 
2006 年  5  16.7  56.7 
2007 年  4  13.3  70.0 
2008 年  9  30.0 100.0 
合 計 30 100.0  

 

広東省における組織犯罪者の犯罪組織への加入期間をみると、70.6％の犯罪者の犯罪組

織への加入期間が半年未満であった（表Ⅵ-2-13を参照）。 

 

表Ⅵ-2-13 広東省における組織犯罪者の犯罪組織への加入期間 
犯罪組織の加入期間 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

半年未満 284  70.6  70.6 
半年以上 1 年未満  52  12.9  83.5 
1 年以上 2 年未満  11   2.7  86.2 
2 年以上 3 年未満  18   4.5  90.7 
3 年以上 5 年未満  10   2.5  93.2 
5 年以上  10   2.5  95.8 
データ欠損  17   4.2 100.0 
合計 402 100.0  

 

福建省における組織犯罪者の犯罪組織への加入期間をみると、回収した 223 件のアンケ

ートのうち、98 人から有効な回答が得られた。そのうち半年未満は最も多く 45 人で、

45.9％を占めている。次に、5 年及び 5 年以上は 23 人で、23.5％を占め、半年以上（半年

を含む）1 年未満は 22 人で、22.4％を占めている。このことから分かるように、組織犯罪

の犯罪者の大多数は犯罪組織への加入期間が短く、3 分の 2 以上の者は 1 年にも満たない

（表Ⅵ-2-14を参照）。 

 

表Ⅵ-2-14 福建省における組織犯罪者の犯罪組織への加入期間 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

半年未満 45  45.9  45.9 
半年以上（半年を含む）1 年未満 22  22.4  68.4 
1 年以上（1 年を含む）2 年未満  2   2.0  70.4 
2 年以上（2 年を含む）3 年未満  2   2.0  72.4 
3 年以上（3 年を含む）5 年未満  4   4.1  76.5 
5 年及び 5 年以上 23  23.5 100.0 
合計 98 100.0  
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３.犯罪組織の活動 

 

(1)犯罪組織の犯罪活動に関わる罪名 

江西省の犯罪組織に関わた罪名には主に黒社会的組織の結成指揮参加罪、故意傷害罪、

恐喝略取罪、事件挑発惹起罪、銃器不法所持罪、賭博罪、集団乱闘罪等が含まれている（表

Ⅵ-2-15を参照）。 

広東省で調査した犯罪組織の関わった罪名は比較的広範囲であった。犯罪組織に比較的

よくみられる薬物密売、賭博、銃器不法所持等の犯罪も一定の件数を占めている。そのう

ち、強盗罪の占める割合は最も高く、27.7％を占めている（表Ⅵ-2-16を参照）。 

 

表Ⅵ-2-15 江西省における犯罪組織に関わた罪名 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

黒社会的組織の結成指揮加入罪 10  13.2 
故意傷害罪 10  13.2 
恐喝略取罪  8  10.5 
事件挑発惹起罪  7   9.2 
銃器不法所持罪  6   7.9 
賭博罪  6   7.9 
集団乱闘罪  4   5.3 
故意殺人罪  3   4.0 
贈賄罪  3   4.0 
不法監禁罪  2   2.6 
拉致略取罪  2   2.6 
犯人蔵匿庇護罪  2   2.6 
詐欺罪  2   2.6 
窃盗罪  1   1.3 
強盗罪  1   1.3 
薬物密売罪  1   1.3 
その他の罪名  8  10.5 
合計 76 100.0 

 

表Ⅵ-2-16 広東省における犯罪組織に関わた罪名 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

故意殺人罪   4   3.2 
故意傷害罪  11   8.7 
強盗罪  35  27.7 
拉致略取罪   7   5.6 
不法監禁罪   2   1.6 
窃盗罪  18  14.3 
詐欺罪   1   0.8 
恐喝略取罪   1   0.8 
事件挑発惹起罪   1   0.8 
密航罪   1   0.8 
薬物密売罪   5   3.9 
賭博罪   3   2.4 
密輸罪   3   2.4 
銃器不法所持罪   8   6.3 
黒社会的組織の結成指揮加入罪   2   1.6 
海外黒社会組織の構成員入国徴集罪   1   0.8 
犯人隠匿庇護罪   2   1.6 
公務執行妨害罪   1   0.8 
その他  20  15.8 
合計 126 100.0 
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浙江省における犯罪組織が関わった罪名については、今回の調査で選択した 30 件の事

件では、故意殺人罪、故意傷害罪、強盗罪、拉致略取罪、強姦罪、爆発罪、不法監禁罪、

窃盗罪等 35 の罪名が含まれている。 

安徽省における犯罪組織が関わった罪名については、故意傷害罪が 16.4％を占め、最も

多く、次いで拉致略取罪が15.2％を占める一方、賭博罪及び不法監禁罪が最も少なく、0.6％

を占めている。 

 

(2)犯罪組織の活動形態について、各省の状況には多少の違いがある 

江西省における犯罪組織の活動形態については、複雑型を主としている（表Ⅵ-2-17を参

照）。 

 

表Ⅵ-2-17 江西省における犯罪組織の活動形態 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

単一型（１種類のみの特定犯罪を実行する。例えば毒物売買）  1  10.0 
複雑型（多種の異類犯罪を実行する）  9  90.0 
合計 10 100.0 

 

浙江省における犯罪組織の活動形態については、30件の黒社会的組織犯罪は、犯罪形態

と犯罪回数の面において、非常に明確な差異がある（図Ⅵ-2-7を参照）。 

 

図Ⅵ-2-7 浙江省における犯罪組織の活動形態 
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広東省における犯罪組織の活動形態については、全 76 団体の犯罪組織のうち、52 団体

の犯罪組織は单一型犯罪組織であり、1 種類の特定犯罪のみを実行したものであるが、そ

のうち、強盗グループが比較的高い割合を占めている。多種の同類犯罪を実行する複合型

の犯罪組織は 17.1％を占め、不特定の多種類の犯罪を実行する複雑型犯罪組織は 14.5％を
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占めている（表Ⅵ-2-18 を参照）。全体から見れば、大部分の犯罪組織はいずれも比較的

明確な犯罪目的で自己の能力の範囲及び勢力範囲内において一種類または一連の犯罪を実

行し、犯罪には一定の法則と重複性がある。 

 

表Ⅵ-2-18 広東省における犯罪組織の活動形態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

単一型 52  68.4 
複合型 13  17.1 
複雑型 11  14.5 
合計 76 100.0 

 

福建省における犯罪組織の活動形態をみると、回収した 223 件のアンケートのうち、208

名から有効な回答が得られた。そのうち、単一型の犯罪組織は 57 団体あり、27.4％を占

めている。複合型の犯罪組織は 81 団体あり、38.9％を占めている。複雑型の犯罪組織は

62 団体あり、29.8％を占めている。その他は 8 団体あり、3.8％を占めている。このこと

から分かるように、組織犯罪の犯罪形態については、多種の同類犯罪を実行する複合型が

最も多いが、一種類の特定犯罪を実行する単一型及び多種の異類犯罪を実行する複雑型の

占める割合も小さくない。 

 

(3) 犯罪組織の活動範囲は主に居住する市街区を中心とした同一省内である 

江西省の犯罪組織の活動範囲は主に同一の省内であり、特に犯罪者が居住する地元の市

街区または地域に集中している。地元の省内で行われた犯罪は、10.0％のみであった（表

Ⅵ-2-19を参照）。 

 

表Ⅵ-2-19 江西省の犯罪組織の活動範囲 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元の市街区または地域  9  90.0  90.0 
地元の省内  1  10.0 100.0 
合計 10 100.0  

 

浙江省の犯罪組織の活動範囲については、主に台州、温州、寧波、紹興等のいくつかの

地区に集中している。しかし、犯罪組織の特徴によって活動範囲は多少の違いがある。地

元の市街区または地域に展開している犯罪組織は 18 団体で、60.0％を占めている。地元

の省内で活動している犯罪組織は 3 団体で、10.0％を占めている。省（直轄市）を跨って

いる犯罪組織は 9 団体で、30.0％を占めている。国を跨っている犯罪組織はなかった（図

Ⅵ-2-8を参照）。注意すべきことは、省（直轄市）を跨っている犯罪組織は、主に運送業

を隠れ蓑にして活動する犯罪組織であり、通常他省の犯罪組織と関わっている。 

 広東省の犯罪組織の活動範囲に関する統計結果をみると、犯罪組織の活動範囲が地元の

市街区または地域であるのは 65.8％を占めている（表Ⅵ-2-20 を参照）。このことから、
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広東の組織犯罪は地元での犯罪が主であり、犯罪組織の活動範囲が限られていて、実行さ

れる犯罪は、主に自己能力範囲及び勢力範囲内における特定利益に対するものであること

が分かる。しかし、無視できないのは、広東省では活動範囲が地区、省、更には国を跨っ

ている犯罪組織の姿が既に表れていることである。 

 

図Ⅵ-2-8 浙江省の犯罪組織の活動範囲 
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表Ⅵ-2-20 広東省の犯罪組織の活動範囲 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

地元の市街区または地域 50  65.8  66.7 
本省内 10  13.2  13.3 
省を跨っている 13  17.1  17.3 
国境を跨っている  2   2.6   2.7 
小計 75  98.7 100.0 
データ欠損  1   1.3  
合計 76 100.0  

 

福建省の組織犯罪の活動範囲をみると、回収した 223 件のアンケートのうち、184 人か

ら有効な回答が得られた。そのうち、地元の市街区または地域は 94 人で、51.1％を占め

ている。地元の省内は 51 人で、27.7％を占めている。省を跨っているのは 6 人で、3.3％

を占めている。国を跨っているのは 33 人で、17.9％を占めている。 

 

(4)犯罪手段は主に暴力手段である 

江西省における組織犯罪の犯罪手段をみると、犯罪組織が用いた犯罪手段は主に脅迫、

暴力、規制刃物の使用、銃器弾薬または爆発物の使用である（表Ⅵ-2-21を参照）。 

 浙江省における組織犯罪の犯罪手段については、調査から分かるように、暴力的傾向が

あり、各種の犯罪道具を用いて暴力的犯罪活動を行っている。そのうち、13団体の黒社会

的犯罪組織は銃器弾薬、爆発物を使用し、30団体の黒社会的犯罪組織は規制刃物と暴力の

犯罪手段を使用しており、暴力手段はこれらの犯罪組織の最も主要な犯罪手段である。ま
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た、24団体の黒社会的犯罪組織は「脅迫」の犯罪手段を使用していた。ここでいう「脅迫」

とは、主に、取引の強要、恐喝略取等の手段を指す。8団体の黒社会的犯罪組織は「詐欺」

の犯罪手段を使用していた。例えば詐欺罪などである。24団体の黒社会的犯罪組織は「そ

の他の手段」を使用していた（図Ⅵ-2-9を参照）。 

 

表Ⅵ-2-21 江西省における組織犯罪の犯罪手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

脅迫 10 27.8 
暴力 10 27.8 
規制刃物の使用 8 22.2 
銃器弾薬・爆発物の使用 8 22.2 
合計 36 100.0 

 

図Ⅵ-2-9 浙江省における組織犯罪の犯罪手段 
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広東省における組織犯罪の犯罪手段は多様で、かつ大部分は自己の犯罪目的を達成する

ために同時に複数種類の犯罪手段を使用している。そのうち、銃器弾薬、爆発物の使用は

7.8％、規制刃物の使用は18.5％、身体への暴力は29.8％、脅迫手段の使用は19.1％、詐欺

的な手段の使用は2.8％、その他の手段の使用は22.0％を占めている（表Ⅵ-2-22を参照）。 

 

表Ⅵ-2-22 広東省における組織犯罪の犯罪手段 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

銃器弾薬、爆発物の使用  11   7.8 
規制刃物の使用  26  18.5 
身体への暴力  42  29.8 
脅迫  27  19.1 
詐欺   4   2.8 
その他の手段  31  22.0 
合計 141 100.0 

 

福建省における組織犯罪の犯罪手段については、回収した 233 件のアンケートのうち、

191 人から 331 の回答（複数選択項目のため）が得られた。回答数及び割合の分布状况の

うち、最も多いのは暴力的な肢体接触であり、119 人で 36.0％を占めている。その次は、
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爆発物の使用が 76 人で 23.0％、銃器弾薬の使用が 50 人で 15.1％を占めている（表Ⅵ-2-23

を参照）。 

 

表Ⅵ-2-23 福建省における組織犯罪の犯罪手段 

犯罪手段 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

銃器弾薬の使用  50  15.1 
規制刃物の使用  31   9.4 
爆発物の使用  76  23.0 
その他の鈍器の使用  38  11.5 
脅迫  17   5.1 
暴力的な肢体接触 119  36.0 
合計 331 100.0 

 

(5)犯罪組織の犯行対象について、各省における状況は異なっている 

現有のデータ統計分析結果によれば、江西省の犯罪組織の犯行対象は、主に特定企業及

び特定個人である（表Ⅵ-2-24を参照）。 

 

表Ⅵ-2-24 江西省における犯罪組織の犯行対象 
犯行対象 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

特定の企業（例えば、飲食、娯楽などの企業に対して保護費を受領）を犯行対象  8  42.1 
特定の個人（例えば、ダンスホール嬢、タクシードライバー）を犯行対象  7  36.8 
不特定の個人を犯行対象  3  15.8 
不特定の企業を犯行対象  1   5.3 
合計 19 100.0 

 

浙江省における犯罪組織の犯行対象については、30 団体の黒社会的組織犯罪のうち、9

団体が特定の個人を犯行対象とするもので、30.0％を占めている。21 団体が不特定の個人

を犯行対象としており、70.0％を占めている。特定の企業を犯行対象とするものは 2 団体

で、6.7％を占めている。不特定の企業を犯行対象とするものは 8 団体で、26.7％を占めて

いる。公務員（司法機関、行政法律執行機関）を犯行対象とするものは 7 団体あり、23.3％

を占めている（図Ⅵ-2-10を参照）。 

 

図Ⅵ-2-10 浙江省における犯罪組織の犯行対象 
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  広東省における犯罪組織の犯行対象については、特定の個人に対する犯行が 27.1％を占

め、不特定の個人に対する犯行が 48.1％を占めている。特定の企業に対する犯行は 9.9％

を占め、不特定の企業に対する犯行は 3.9％を占めている。公務員に対する犯行は 1.2％を

占めている（表Ⅵ-2-25 を参照）。全体からみれば、不特定の個人に対する犯行が最も多

いことから、犯罪組織は専業化及び成熟度のいずれにおいても、まだ比較的欠けるところ

があると分かる。しかし、特定の個人または企業に対する犯行も 37.0％に達していること

から、広東省の組織犯罪は徐々に専業化及び成熟化に発展する方向にあることが分かるた

め、警戒すべきである。 

 

表Ⅵ-2-25 広東省における犯罪組織の犯行対象 

犯罪対象 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

特定の個人 22  27.1 
不特定の個人 39  48.1 
特定の企業  8   9.9 
不特定の企業  3   3.9 
公務員  1   1.2 
その他  8   9.8 
合計 81 100.0 

 

福建省における犯罪組織の犯行対象については、回収した 233 件のアンケートのうち、

209 人から 335 の回答（複数選択項目のため）が得られた。そのうち、最も多いのは、不

特定の個人であり、163 人で 48.7％を占めている。次に、その他が 90 人で 26.9％を占め

ている。その次に、不特定の企業が 52 人で 15.5％を占めている（表Ⅵ-2-26 を参照）。

つまり、組織犯罪の犯行対象は主に不特定の個人及び不特定の企業であり、犯行対象を固

定していないことが分かる。 

 

表Ⅵ-2-26 福建省における犯罪組織の犯行対象 

犯罪対象 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

特定の個人  18   5.4 
不特定の個人 163  48.7 
特定の企業  12   3.6 
不特定の企業  52  15.5 
その他  90  26.9 
合計 335 100.0 

 

４.犯罪組織の資金源 

 

(1)犯罪組織の資金源の大部分は犯罪所得によるものである 

江西省における犯罪組織の資金源は、主に保護費の徴収、地下賭博場の開設、恐喝略取、

取引強要等の形態によって獲得されている（表Ⅵ-2-27を参照）。 

いかなる組織犯罪活動も一定の資金から離れて展開することはできないが、浙江省の黒

社会的組織犯罪も例外ではない。浙江省における犯罪組織の資金源をみると、30団体の黒
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社会的犯罪組織のうち、29団体は犯罪所得によるもので、96.7％を占めている。10団体は

経営所得によるもので、これらの犯罪組織は主に合法的に登録した営業機構、例えば企業、

運送会社、娯楽施設などを介して犯罪活動を行っており、33.3％を占めている。29団体は

その他の不法所得によるもので、96.7％を占めている（図Ⅵ-2-11を参照）。 

 

表Ⅵ-2-27 江西省における犯罪組織の資金源 
資金源 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

不法所得  9  50.0 
犯罪所得  7  38.9 
その他  2  11.1 
合計 18 100.0 

 

図Ⅵ-2-11 浙江省における犯罪組織の資金源 
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広東省における犯罪組織の資金源の集計結果をみると、84.2％の犯罪組織の資金源は犯

罪所得によるものである（表Ⅵ-2-28を参照）。 

 

表Ⅵ-2-28 広東省における犯罪組織の資金源 

資金源 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

犯罪所得 64  84.2 
経営所得  1   1.3 
不法所得  2   2.6 
外部からの資金援助  2   2.6 
内部からの集金  1   1.3 
その他  3   3.9 
データ欠損  3   3.9 
合計 76 100.0 

 

福建省における犯罪組織の資金源については、回収した 233 件のアンケートのうち、206

人から 415 の回答（複数選択項目のため）が得られた。そのうち、最も多い回答は犯罪所

得であり、183 人 44.1％を占めている。次に、外部からの資金援助が 160 人 38.6％、被害

者に提供の強要が 29 人 7.0％を占めている（表Ⅵ-2-29を参照）。つまり、組織犯罪の資

金源は主に犯罪所得及び外部からの資金援助であることが分かる。 
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表Ⅵ-2-29 福建省における犯罪組織の資金源 
資金源 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

犯罪所得 183  44.1 
経営所得   7   1.7 
外部からの資金援助 160  38.6 
内部からの集金   5   1.2 
被害者に提供の強要  29   7.0 
地下銀行、不法集金   1   0.2 
その他  30   7.2 
合計 415 100.0 

 

(2)犯罪組織の被害者への資金強要の名義名目は多様である 

江西省における被害者への資金強要の状況をみると、名義名目では、通常、犯罪組織は

行為者個人の名義を用いて、保護費の徴収、借金などの形で被害者に対して資金提供を要

求している（表Ⅵ-2-30を参照）。 

 

表Ⅵ-2-30 江西省における被害者への資金強要の名義名目 
名義名目 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

行為者個人の名義  9  47.3 
保護費徴収の名目  5  26.3 
借金の名目  3  15.8 
犯罪組織の名義  1   5.3 
集金の名目  1   5.3 
合計 19 100.0 

 

資金の強要内容では、取引の強要が最も多いものであった（表Ⅵ-2-31を参照）。 

 

表Ⅵ-2-31 江西省における被害者への資金強要内容 
名義名目 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

取引の強要  5  27.8 
被害者に請負等の経営に参加することを要求  3  16.6 
被害者に不法債務、例えば賭博の債務の支払いを要求  2  11.1 
被害者に損害賠償金の支払いを要求  2  11.1 
被害者に寄付を要求  1   5.6 
被害者に特定商品の販売を要求  1   5.6 
物品購入を要求（雑誌、商品等）  1   5.6 
その他  3  16.6 
合計 18 100.0 

 

広東省における被害者への資金強要内容については、本調査結果において明らかな特徴

を見つけることができなかった。大部分の資金源は犯罪所得であるが、その大部分の財産

侵害犯罪は主に強盗、窃盗等の伝統的な犯罪であった（表Ⅵ-2-32を参照）。 

浙江省における被害者への資金強要の名義名目及び資金強要の内容については、名義名

目では、8団体の黒社会的犯罪組織は「犯罪組織の名義」を用いて犯罪活動を実行してい

る。16団体の黒社会的犯罪組織は「保護費徴収の名目」で犯罪活動を実行している。資金

強要の内容では、6団体の黒社会的犯罪組織は「取引の強要」であった。ほかにも50件の

事例があった。 
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表Ⅵ-2-32 広東省における被害者への資金強要内容 

資金提供強要の内容 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

物品購入を要求  2   2.6 
特定商品の販売を要求  1   1.3 
一定の労務の提供を要求  2   2.6 
損害賠償金の支払いを要求  1   1.3 
寄付を要求  3   3.9 
不法債務の支払いを要求  4   5.3 
資金提供を要求しない 12  15.8 
その他 50  65.8 
データ欠損  1   1.3 
合計 76 100.0 

 

福建省における被害者への資金強要の状況をみると、名義名目については、回収した 233

件のアンケートのうち、181 人から 252 の回答（複数選択項目のため）が得られた。その

うち最も多い回答は、「その他」であり、113 人 44.8％を占めている。次に、「犯罪組織の

名義」とした者が 92 人で、36.5％を占めている。その次は、保護費徴収の名目とした者

が 28 人で、11.1％を占めている（表Ⅵ-2-33を参照）。 

 

表Ⅵ-2-33 福建省における被害者への資金強要の名義名目 

被害者に対する資金提供要求の名義名目 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

行為者者の個人名義で  12   4.8 
犯罪組織の名義で  92  36.5 
借金の名目で   1   0.4 
集金の名目で   1   0.4 
保護費の徴収の名目で  28  11.1 
被害者に資金提供を要求しない   5   2.0 
その他 113  44.8 
合計 252 100.0 

 

表Ⅵ-2-34 福建省における被害者への資金強要内容 

被害者に資金（またはその他の利益）等の提供を要求する状況 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

被害者に物品購入を要求（雑誌、商品等）   2   0.9 
被害者に請負経営の参加を要求   1   0.5 
特定商品の売買を要求  15   7.1 
被害者に他人の雇用を要求   1   0.5 
被害者に労役の提供を要求   2   0.9 
被害者に損害賠償金の支払いを要求   3   1.4 
取引の強要  18   8.5 
被害者に不法債務の支払いを要求、例えば賭博による借金  28  13.3 
被害者に資金提供を要求しない   5   2.4 
その他 136  64.5 
合計 211 100.0 

 

また、資金の強要内容については、回収した233件のアンケートのうち、165人から211

の回答（複数選択項目のため）が得られた。そのうち、最も多い回答は「その他」であり、

136人64.5％を占めている。次に、「被害者に不法債務（例えば賭博による債務）の支払い

を要求する」という回答が28人で、13.3％を占めている。その次に、「取引の強要」とい

う回答が18人で、8.5％を占め、「被害者に特定商品の販売を要求する」という回答が15
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人で、7.1％を占めている（表Ⅵ-2-34を参照）。 

 

(3)犯罪組織の資金獲得手段は主に暴力と脅迫による獲得及び賭博などである 

江西省における犯罪組織の資金（またはその他の利益）獲得手段をみると、通常、犯罪

組織は脅迫、暴力、賭博等の方法によって資金またはその他の利益を獲得している（表Ⅵ

-2-35を参照）。 

 

表Ⅵ-2-35 江西省における犯罪組織の資金獲得手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

脅迫による獲得  9  36.0 
暴力による獲得  8  32.0 
賭博  7  28.0 
その他  1   4.0 
合計 25 100.0 

 

浙江省における犯罪組織の資金（またはその他の利益）獲得手段については、計 30 団

体の黒社会的犯罪組織のうち、29 団体が暴力によって資金を獲得したことがあり、96.7％

を占めている。26 団体の黒社会的組織は脅迫により資金を獲得したことがあり、86.7％を

占めている。10 団体は再投資により利益を獲得したことがあり、33.3％を占めている。16

団体は賭博場の開設により資金を獲得したことがあり、53.3％を占めている。8 団体はそ

の他の手段により資金を獲得したことがある（図Ⅵ-2-12を参照）。 

 

図Ⅵ-2-12 浙江省における犯罪組織の資金獲得手段 
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 広東省における犯罪組織の資金獲得手段については、暴力と脅迫手段を用いて財物略取

を行うことが犯罪組織の主な形態である（表Ⅵ-2-36を参照）。 
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表Ⅵ-2-36 広東省における犯罪組織の資金獲得手段 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

暴力による獲得  39  38.2 
脅迫による獲得  28  27.5 
賭博   3   2.9 
その他  32  31.4 
合計 102 100.0 

 

福建省における犯罪組織の資金獲得手段について、回収した233件のアンケートのうち、

194 人より 347 の回答（複数選択項目のため）が得られた。そのうち、最も多いのは暴力

による獲得が 114 人で、32.9％を占めている。次に、その他が 95 人で、27.4％を占めて

いる。その次に、脅迫による獲得が 71 人 20.5％、賭博が 55 人 15.9％を占めている（表

Ⅵ-2-37 を参照）。つまり、組織犯罪の資金（またはその他の利益）獲得の手段は、主に

暴力もしくは脅迫、または賭博などによる獲得であることが分かる。 

 

表Ⅵ-2-37 福建省における犯罪組織の資金獲得手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

暴力による獲得 114  32.9 
脅迫による獲得  71  20.5 
再投資による利益の獲得  10   2.9 
マネーロンダリング   2   0.6 
賭博  55  15.9 
その他  95  27.4 
合計 347 100.0 

 

(4)犯罪資金の使途は主に個人的な浪費及びその他の犯罪に用いられている 

江西省における犯罪組織の犯罪資金の使途についてであるが、様々な形によって得られ

た不法所得は、主に個人的な浪費、構成員への内部配分、贈賄及びその他の犯罪に用いら

れている（表Ⅵ-2-38を参照）。 

 

表Ⅵ-2-38 江西省における犯罪組織の犯罪資金の使途 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

個人的な浪費  8  30.8 
構成員への配分  7  26.9 
その他の犯罪  6  23.1 
贈賄  3  11.5 
再投資  1   3.8 
企業を設立して経営に従事  1   3.8 
合計 26 100.0 

 

 浙江省における犯罪組織の犯罪資金の使途については、30 団体の黒社会的犯罪組織のう

ち、2 団体の犯罪組織は企業の設立及び経営活動に用いており、6.7％を占めている。3 団

体の犯罪組織はその他の犯罪に用いており、10.0％を占めている。8 団体の犯罪組織は再

投資に用いており、26.7％を占めている。13 団体の犯罪組織は個人的な浪費に用いており、

43.3％を占めている。1 団体の犯罪組織は贈賄に用いており、3.3％を占めている。また、
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ほかに 3 団体の犯罪組織はその他に用いている（図Ⅵ-2-13を参照）。 

 

図Ⅵ-2-13 浙江省における犯罪組織の犯罪資金の使途 
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広東省における犯罪組織の犯罪資金の使途については、獲得資金の大部分が構成員への

配分及び個人的な浪費に用いられており、その他の犯罪及び再投資のために利用するケー

スは比較的少ない（表Ⅵ-2-39 を参照）。犯罪組織の企業化程度は比較的低く、依然とし

て原始的な組織形態にあることが分かる。 

 

表Ⅵ-2-39 広東省における犯罪組織の犯罪資金の使途 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

その他の犯罪に用いる   2   1.7 
貯金   1   0.9 
構成員への配分  56  48.3 
個人的な浪費  45  38.8 
贈賄   1   0.9 
その他  11   9.4 
合計 116 100.0 

 

福建省における犯罪組織の犯罪資金の使途については、回収した 233 件のアンケートの

うち、176 人から 320 の回答（複数選択項目のため）が得られた。そのうち、最も多い回

答は、「その他」であり、114 人で 35.6％を占めている。次に、「その他の犯罪への使用」

が 65 人で 20.3％を占めている。その次に、「個人的な浪費」が 59 人で 18.4％、「構成員

への配分」が 46 人で 14.4％を占めている（表Ⅵ-2-40 を参照）。つまり、組織犯罪の犯

罪資金の使途は、主にその他の犯罪、個人的な浪費および構成員への配分に用いられてい

ることが分かる。 

 安徽省における犯罪組織の犯罪資金の使途では、獲得資金の多くは構成員たちの個人的

な浪費に使われていることが分かる（表Ⅵ-2-41を参照）。 
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表Ⅵ-2-40 福建省における犯罪組織の犯罪資金の使途 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

企業を設立して経営に従事する  12   3.8 
その他の犯罪に使用  65  20.3 
再投資  20   6.2 
貯金   1   0.3 
構成員への配分  46  14.4 
個人的な浪費  59  18.4 
贈賄   3   0.9 
その他 114  35.6 
合計 320 100.0 

 

表Ⅵ-2-41 安徽省における犯罪組織の犯罪資金の使途 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

企業を設立して経営に従事する 14  17.5 
その他の犯罪に使用 18  22.5 
再投資 16  20.0 
個人的な浪費 29  36.3 
贈賄  1   1.3 
その他  1   1.3 
データ欠損  1   1.3 
合計 80 100.0 

 

５. 組織犯罪の「庇護の傘」 

 

組織犯罪の「庇護の傘」問題については、各省の調査状況に違いがある。江西省と福建

省の調査結果によれば、警察職員が組織犯罪の主な「庇護の傘」であり、黒社会と関わり

のある公務員の階級は主に課長級以下の公務員である。 

江西省の調査結果によれば、警察関係者が組織犯罪の主な「庇護の傘」であり、黒社会

と関わりのある公務員の階級については、主に局長級、課長級及びそれ以下である（表Ⅵ

-2-41 を参照）。黒社会的犯罪組織に関わる業界は、主に建築業、運輸業、娯楽業、小売

業、金融業、不動産業、飲食業等である（表Ⅵ-2-42を参照）。 

福建省における黒社会との関わりのある公務員の職種をみると、回収した 233 件のアン

ケートのうち、22 人から有効な回答が得られた。そのうち、警察関係者は 12 人で、54.5％

を占めている。その他の公務員は 10 人で、45.5％を占めている。つまり、警察関係者は

組織犯罪の主な「庇護の傘」であることが分かる。黒社会との関わりのある公務員の階級

をみると、回収した 233 件のアンケートのうち、12 人から有効な回答が得られたが、全

てが課長級及びそれ以下の階級の公務員であった。黒社会犯罪組織との関わりのある業界

については、233 件の回収アンケートのうち、93 人から 121 の回答（複数選択項目のため）

が得られた。そのうち、最も多いのは、その他の業界であり、61 人で 50.4％を占めてい

る。次に、娯楽業が 36 人で 29.8％を占めている。その次に、運輸業が 14 人で 11.6％を

占めている（表Ⅵ-2-43 を参照）。黒社会との関わりのある業界は、主に娯楽業と運輸業

であることが分かる。 
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表Ⅵ-2-41 江西省における組織犯罪の「庇護の傘」の階級 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

局長級の公務員  3  30.0  30.0 
課長級及びそれ以下の公務員  2  20.0  50.0 
黒社会に関わる公務員がいない  2  20.0  70.0 
データ欠損  3  30.0 100.0 
合計 10 100.0  

 

表Ⅵ-2-42 江西省における犯罪組織に関わる業界 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

建築業  6  24.0 
運輸業  4  16.0 
娯楽業  4  16.0 
小売業  2   8.0 
金融業  2   8.0 
不動産業  2   8.0 
飲食業  1   4.0 
その他の業界  4  16.0 
合計 25 100.0 

 

表Ⅵ-2-43 福建省における黒社会犯罪組織との関わりのある業界 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

不動産業   6   5.0 
金融業   2   1.7 
飲食業   1   0.8 
娯楽業  36  29.8 
運輸業  14  11.6 
警備業   1   0.8 
その他の業界  61  50.4 
合計 121 100.0 

 

４.まとめ 

 

以上の調査結果によって明らかに示されるように、東南沿海 5 省において、組織犯罪の

発生はつり合いが取れていない特徴がある。これは東南沿海 5 省の経済発展の格差と異な

る社会事情から生じたものである。改革開放以降、東南沿海 5 省においては、広東省、浙

江省、福建省のような発展の著しい地域もあれば、安徽省と江西省のような発展の鈍い地

域もあるので、組織犯罪の発生においてもつり合いが取れない現象が生じている。 

一方、東南沿海 5 省の組織犯罪には共通点もある。それは東南沿海 5 省の犯罪組織がす

べて自己形成されたものであり、国外の要素から受けた影響は極めて小さい点である。ま

た、犯罪組織自体について言えば、未だに組織化程度は比較的低い段階にある。暴力・脅

迫等の手段を用いて、浪費目的に不法な経済的利益を直接略取することが主な目的である。

しかし、新しい傾向として、組織犯罪者の低年齢化は非常に突出した特徴であり、犯罪組

織が合法企業を隠れ蓑にする現象が既に現れている。 

総合的に言えば、中国大陸地域において、組織犯罪はまだ「暴力段階」と「寄生段階」

の切り替え時期にある。ここでいう「暴力段階」とは犯罪グループやごろつき仲間の特徴
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であり、「寄生段階」とは黒社会的組織犯罪の特徴である。黒社会的組織犯罪はグループ犯

罪から組織犯罪に発展する 1 つの移行段階にすぎない。また、グループ犯罪は中国 20 世

紀 70 年代に現れた 1 つの新しい共同犯罪の形式である。法律上から言えば、グループ犯

罪は法律の専門用語ではないが、司法実務において、この概念は習わしが次第に定まって

広く一般に認められたものとなり、犯罪の組織化程度を判断する 1 つの基準となった。グ

ループ犯罪は組織犯罪の初期段階であり、その組織構成は非緊密型で、構成員も固定され

ていない。また、その犯罪の侵害目標も定まらず、集団暴行・事件挑発惹起など「文化大

革命」の後遺症はその犯罪の特徴である。20 世紀 80 年代の「厳打」犯罪撲滅キャンペー

ンを経て、特に経済発展によって職業が安定になり、このような犯罪グループは減ってき

た。しかし、急激な社会改革の実施に伴って、威張り散らす犯罪グループ、いわゆる悪辣

勢力が再び現れてきた。このような犯罪組織は従来の犯罪グループに比べ、組織構成から

行動方式、社会背景、侵害結果までさらに組織犯罪に進化してきたが、その犯罪は相変わ

らず刑事犯罪を主とし、比較的安定的な組織構成はまだ形成されていない。しかし、この

まま放任すれば、典型的な組織犯罪あるいは黒社会犯罪になりかねない。中国としては、

より有効な措置を取り、その第三段階、いわゆる「共存段階」への発展を防止すべきであ

る。 
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第Ⅶ部 西北ブロックの実証分析報告 
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第１章 犯罪者の関係データ 

当ブロックの調査研究対象となった区域は、中国西北地域の 5 つの省・自治区、即ち陝

西省、甘粛省、寧夏回族自治区、青海省、新疆ウイグル自治区である。中心とした調査研

究地域は主に以下のとおりである。即ち、陝西省の西安市・咸陽地区、延安地区・漢中地

区・宝鶏地区、甘粛省の蘭州市・酒泉市・玉門市・金昌市、青海省の西寧市、寧夏回族自

治区の銀川市・石嘴山市・中衛市・呉忠市及び新疆ウイグル自治区のウルムチ市である。

以上の地域の 28 の事件、614 人の事件当事者に対し、情報収集及び調査を行った。 

この章では、関係する 28 の犯罪組織と 614 人の犯罪者のデータについて分析する。犯

罪者全体をみると、地元出身者が多いこと、中学校レベルの学校教育を受けた男性が多い

こと、社会関係が単純なこと、などの特徴が明らかとなっている。 

性別では、図Ⅶ-1-1に示すように、614人の犯罪者のうち、男性は595人で、97.0%を占

め、女性は19人で、3.0%であった。その他の犯罪と同様、西北ブロックの組織犯罪関与者

は主に男性であることが分かる。  

 

図Ⅶ-1-1 犯罪者の性別状況 

女性, 19

男性, 595

 

年齢状況には、表Ⅶ-1-1に示すように、以下の特徴がある。①犯罪者の多くは青年か若

年成人であり、年齢別では 18 歳～25 歳及び 25 歳～35 歳の 2 つの年齢層が多い。調査対

象となった 614 人の犯罪者のうち、18 歳以上 25 歳未満が 228 人で、37.1%を占め、25

歳以上 35 歳未満が 214 人で、34.9%を占めている。両者を合わせると、72.0%を占めてい

る。②18 歳未満の未成年がある程度の割合を占めている。調査対象の犯罪者総数の中で犯

罪組織加入時に未成年であった犯罪者は 106 人で、17.3%であった。③35 歳以上の犯罪者

は 58 人で、9.4%を占めている。このデータをみると、35 歳以上の犯罪者は比較的少ない。 
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表Ⅶ-1-1 犯罪組織加入時の年齢別 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
16 歳未満   6   1.0   1.0 
16 以上 18 歳未満 100  16.3  17.3 
18 以上 25 歳未満 228  37.1  54.4 
25 歳以上 35 歳未満 214  34.9  89.3 
35 歳以上  58   9.4  98.7 
データ欠損   8   1.3 100.0 
合計 614 100.0  

 

民族状況は、図Ⅶ-1-2に示すとおり、多民族が含まれていることが分かる。調査対象と

なった犯罪者614人のうち、漢族は518人（調査対象犯罪者全体の84.4%）、回族は80人（調

査対象犯罪者全体の13.0%）、ウイグル族、満族、その他の少数民族はそれぞれ1.3%、0.4%

および1.3%であった。西北地区において犯罪組織に加入している犯罪者は、主に漢族であ

り、組織犯罪に加わった犯罪者のほとんどを占めている。次が回族とウイグル族であり、

調査対象となった犯罪者のうち、少数民族は96人であった。96人の少数民族に属する犯罪

者のうち回族は83.3%である。西北地区の民族別分布においては、相対的には寧夏回族自

治区や新彊ウイグル自治区に少数民族が比較的集中している。そのため、犯罪者中に回族

やウイグル族がある程度の割合で存在していることは当然である。図Ⅶ-1-2に示すとおり、

ウイグル族の犯罪者数は比較的少ないが、ウイグル族がそもそも組織犯罪に関与していな

いかというとそうではない。これについて、現象がデータに表れない理由は、言葉の壁の

問題により調査研究においてデータ採取ができなかった点があげられる。今回の調査にお

いて、ウイグル語の判決書も入手したにもかかわらず、翻訳能力の不足のため読解できな

かったことは遺憾である。 

 

図Ⅶ-1-2 犯罪者の民族別状況 
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犯罪者の居住状況は、図Ⅶ-1-3に示すとおり、調査対象となった犯罪者のうち、現地に

持家のある者が312人（51.8%）、現地に固定住所のある者が271人（44.1%）、外地に固

定住所のある者が18人（2.9%）で、現地で逃げ回っていた者が9人（1.5%）である。この
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データから、犯罪者は現地出身者が主であり、95%にも達しており、外来者が組織犯罪に

加わる割合を大きく上回ることが分かる。組織犯罪は、西北地区においては地区をまたぐ

犯罪現象が顕著ではなく、ほとんどの犯罪者が現地の市街区に持家または固定住所を有し

ており、地区間の流動性はそれほど強くない。これは西北地域に特有の地理環境と交通事

情との間に一定の関連があると考えられる。 

 

図Ⅶ-1-3 犯罪者の居住状況 
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犯罪者の職業状況は、表Ⅶ-1-2に示すとおり、学生が9人（1.5%）、サラリーマンが78

人（12.7%）、都市部無職者が127人（20.7%）、農民が248人（40.4%）、農村部無職者

が23人（3.7%）、公務員が18人（2.9%）、自営業者が29人（4.7%）、外来非就労者が38

人（6.2%）であった。これによると、犯罪者の職業別分布には以下の特徴がある。①犯罪

組織の主な加入者は農民である。②無職者の占める割合が比較的大きく、表Ⅶ-1-2に示す

とおり、調査対象となった無職者は188人で、30.6%を占めている。③知識人もある程度の

割合を占めているが、その割合は低く、サラリーマン・公務員・学生は合計で17.1%であ

った。 

 

表Ⅶ-1-2 犯罪者の職業状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
学生   9   1.5 
サラリーマン  78  12.7 
都市部無職者 127  20.7 
農民 248  40.4 
農民工   5   0.8 
農村部無職者  23   3.7 
公務員  18   2.9 
自営業者  29   4.7 
外来非就労者  38   6.2 
その他  18   2.9 
データ欠損  21   3.4 
合計 614 100.0 

 

犯罪者の学校教育の状况については、図Ⅶ-1-4に示すとおり，犯罪者の学歴には以下の

特徴がある。第一に、学歴が比較的低く、中学校程度の者が多い。調査対象となった614
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人の犯罪者のうち、中学校およびそれ以下の者の合計は476人で、欠損データを除く全体

の80%を占める。中学校程度の犯罪者は344人で顕著に優勢である。小学校程度の者は118

人で、それに次ぐ。第二に、学歴が高いほど犯罪率が低い。図Ⅶ-1-4に示すとおり、高校

程度および大学程度の者が犯罪者に占める割合は少なく、教育程度の上昇にともない、組

織犯罪に加わる割合は顕著に低下する。ただし、これとは矛盾する点もみられる。即ち、

中学校程度の犯罪者は小学校程度や非識字者を大きく上回っており、中学校程度以下のグ

ループでみると、犯罪率が学歴の上昇とともに低下するということはない。 

 

図Ⅶ-1-4 犯罪者の学校教育の状况 
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犯罪者の前科非行歴については、表Ⅶ-1-3に示すとおり、犯罪者の前科非行歴の情况に

ついては、以下のような特徴がある。第一に、犯罪前科のない者が多く、過半数に達して

いる。慣例的には、組織犯罪に加わっている者は主観的悪質性があり、前科非行歴が多い

と考えがちであるが、データ分析によると、前科非行歴のない者の数がある者の数より非

常に多いことが分かる。第二に、前科のある者のうち、異種の犯罪前科のある者が多く、

15.1%を占め、同種の犯罪前科を持つ者は 3.6%のみであった。このことから、前科のある

者は通常、異種の犯罪を行うといえる。第三に、犯罪者中の累犯者の割合は 9.6%を占め、

10%未満であった。表Ⅶ-1-4と合わせて勘案すると、614 人の犯罪者中、非累犯は 510 人

であり、全体の 76.3%であった。西北地区の組織犯罪においては、犯罪者の多くは初犯で

あり、犯罪性向や内面的、主観的悪質性は大きくないものと思われる。 

 

表Ⅶ-1-3 犯罪者の前科非行歴 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
同種の犯罪前科  22   3.6 
異種の犯罪前科  93  15.1 
常習犯  28   4.6 
累犯  59   9.6 
行政違法記録のある者   4   0.7 
前科非行歴のない者 347  56.5 
その他   6   1.0 
データ欠損  55   9.0 
合計 614 100.0 
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犯罪者の累犯状況及び罪名については、表Ⅶ-1-4に示すとおり、組織犯罪者の犯罪の多

くは、黒社会に関連する従来の多発的犯罪である。たとえば、故意傷害、強盗、窃盗、恐

喝略取等の犯罪である。 

 

表Ⅶ-1-4 犯罪者の累犯状況及び罪名 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
故意殺人罪   3   0.4 
故意傷害罪  18   2.7 
強盗罪  15   2.2 
窃盗罪  18   2.7 
詐欺罪   2   0.3 
恐喝略取罪  12   1.8 
黒社会的組織の結成指揮加入罪  22   3.3 
その他の罪名  28   4.2 
非累犯 510  76.3 
データ欠損  40   6.0 
合計 668 100.0 

 

犯罪者の犯罪組織への加入期間については、図Ⅶ-1-5に示すとおり、ほとんどの者は 1

年以上であり、3 年以上の者がその大半を占めている。 

 

図Ⅶ-1-5 犯罪組織への加入期間 
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犯罪者の罪に対する悔悛情状の有無については、図Ⅶ-1-6に示すとおり、欠損データが

比較的多いものの、組織犯罪活動においては、半数以上の犯罪者に明確な悔悛の情状のな

いことが明らかに示されている。 

 

図Ⅶ-1-6 犯罪者の悔悛情状 
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 犯罪者が犯罪組織に加入した理由については、図Ⅶ-1-7に示すとおり、ほとんどの者が

自発的に加入しており、614人の犯罪者中、自発的に加入した者は412人で、67.1%であっ

た。 

 

図Ⅶ-1-7 犯罪組織への加入理由 
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犯罪組織の運営を持続させるためには、組織において一定の資本が必要になる。この資

本により賄われるものには、組織力の強化、犯罪にかかる道具類の購入、交際範囲の拡大、

司法機関による取締りに対抗するための防衛力強化等がある。ただし、犯罪組織そのもの

には合法的な方法での自助努力による資本拡張機能がないため、なんらかの手段で経済的

利益を獲得し、そういった根本的問題を解決しようとするのである。表Ⅶ-1-5のデータに

おいても、この論点は支持されており、81.9%の犯罪組織が犯罪から経済的利益を獲得し

ていることが分かる。 

 

表Ⅶ-1-5 犯罪者の利益獲得の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
経済的利益獲得 503  81.9 
非経済的利益獲得   3   0.5 
利益なし  25   4.1 
その他  43   7.0 
データ欠損  40   6.5 
合計 614 100.0 

 

犯罪組織における地位および役割の状況については、図Ⅶ-1-8に示すとおり、調査対象

となった 614 人の犯罪者のうち、216 人の犯罪者は犯罪組織内において、リーダー格もし

くは犯罪組織内で重要な役割を果たしている者であり、35.2%を占めている。369 人の犯

罪者は犯罪組織の中で、従属的な役割を果たしており、60.1%を占めている。被脅迫従犯

は 1 人で、0.1%であった。 

 自首の状況については、図Ⅶ-1-9に示すとおり、組織犯罪の犯罪者が自首する割合は低
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く、3.6%であった。この部分のデータは西北部 5 省の刑事裁判の判決書から得たもので、

データ欠損が比較的著しく、614 人の犯罪者中で、131 人の自首関連データが欠損してい

るため、データ分析の結果に影響している。 

 

図Ⅶ-1-8 犯罪組織中での地位および役割の状況 
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図Ⅶ-1-9 自首の状況 
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犯罪捜査などに貢献した功績の有無については、図Ⅶ-1-10に示すとおり、調査対象とな

った犯罪者のうち、20人の犯罪者は犯罪捜査などに貢献した功績があり、3.2%を占めてい

る。7人には顕著な功績があり、0.1%を占めている。また、功績がなかった者は421人で、

68.6%を占めている。刑法68条は、犯罪者が犯罪捜査などに貢献する功績があった場合に、

刑を軽くし、または軽減することができるとしている。また、顕著な功績があった場合に、

刑を軽減または免除することができるとされている。さらに自首した上、顕著な功績があ

った場合には、刑を軽減または免除することができるという規定が設けられている。しか

しながら、図Ⅶ-1-10に示すように、大多数の犯罪者が功績がなかったことから、西北地域

の組織犯罪者においては法的観念が比較的薄いことを示している。なお、この部分のデー



  ‐ 212 ‐

タ欠損は比較的多く、データ分析の精度に一定の影響がある。 

 

図Ⅶ-1-10 犯罪捜査などに貢献した功績の有無 
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組織犯罪の犯罪者の量刑状況については、図Ⅶ-1-11に示したように、3年以下の有期懲

役刑は144人で、23.5%を占め、3年以上10年以下の有期懲役は217人で、35.3%を占め、

10年以上の有期懲役は144人で、23.5%を占め、無期懲役は38人で、6.2%を占めている。

また、有罪宣告刑罰免除は14人で、2.3%を占めている。3年以上の有期懲役と無期懲役を

合計した割合は74.0%であった。 

 

図Ⅶ-1-11 組織犯罪の犯罪者の量刑状況 
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第２章 犯罪組織の関係データ 

この章では、28の犯罪組織の関連データに基づいて作成した図表を用いて、当ブロック

における組織犯罪に関与した犯罪組織の状況を説明する。 

 

表Ⅶ-2-1 犯罪組織の構造 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
グループ型  5  17.8 
黒社会的組織型 22  78.6 
黒社会型  1   3.6 
合計 28 100.0 

 

 表Ⅶ-2-1に示すとおり、犯罪組織の構造には主に 3 つの類型がある。1 つはグループ型

である。この類型では、犯罪者間の関係は比較的散漫であり、その特徴は、固定的な首領

と少数の中枢的構成員を除いて、その他の構成員の多くが固定的ではなく、違法犯罪活動

を実行するときにのみ集合するというものである。また、構成員間の階層は厳格ではなく、

明確な役割分担が形成されていない。この類型は 17.8%を占めている。2 つ目は黒社会的

組織型である。犯罪組織のほとんどはこの類型である。調査対象となった 28 の犯罪組織

のうち、22 団体はこの組織類型であり、78.6%を占めている。3 つ目は黒社会型である。

この類型は少なく、1 団体のみであった。 

 そして、28 の犯罪組織はすべて自発的に結成されたものであった。 

図Ⅶ-2-1 に示すとおり、調査対象となった 28 の犯罪組織のうち、合法的な機構を隠れ

蓑にするケースは 13 団体（46.4%）であった。ここでいう合法的な機構は主に企業の形態

で存在しており、娯楽業、または建築業や飲食業がその主な業種であり、特に後者が目立

つ。その主な手口は関連会社からみかじめ料を徴収することである。なお、隠れ蓑にする

合法的な機構を持たない組織は 14 団体で、約半数であった。 

 

図Ⅶ-2-1 犯罪組織の形態 

14

1

13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

隠れ蓑のある組織 隠れ蓑のない組織 その他

度
数

 



  ‐ 214 ‐

 表Ⅶ-2-2をみると、調査対象となった 28 の犯罪組織のうち、10 人以下の組織は 4 団体

（14.3%）で、11～15 人の組織と 26～50 人の組織は共に 12 団体（42.9%）であった。 

 

表Ⅶ-2-2 犯罪組織の構成員数 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
10 人以下 4 14.3 14.3 
11～25 人 12 42.9 57.1 
26～50 人 12 42.9 100.0 
合計 28 100.0  

 

 図Ⅶ-2-2 に示すとおり、犯罪組織の成立時期は比較的早期であり、1991 年の時点です

でに犯罪組織が出現していた。しかし、2000 年以前においては犯罪組織は数的に少ない。

調査対象となった 28 の犯罪組織のうち、8 団体のみが 2000 年以前に成立したものであり、

全体の 28.6%に過ぎない。ところが、2000 年以降、増加が顕著になり、2000 年の 1 年間

だけで 6 団体が現れており、2006 年までに計 20 団体の犯罪組織が現れていた。これは、

調査対象となった犯罪組織の 71.4%を占めている。 

 

図Ⅶ-2-2 犯罪組織の結成時期 
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図Ⅶ-2-3 に示すように、調査対象となった 28 の犯罪組織のうち、関与した罪名は主に

傷害罪、黒社会的組織の結成指揮加入罪、集団乱闘罪、強盗罪、恐喝略取罪、事件挑発惹

起罪であり、半数以上の犯罪組織は実際にこのような犯罪を実行したことがある。これら

の犯罪を実行した犯罪組織はそれぞれ 23、20、18、16、16、15 団体であり、その割合は

それぞれ 82.1%、71.4%、64.3%、57.1%、57.1%、53.6%であった。上記 6 つの罪名以外

に、関与した割合の高い罪名には、不法監禁罪、賭博罪および殺人罪があり、それぞれ 13、

12、10 団体の犯罪組織がこの 3 つの犯罪を実行したことがあり、それぞれ犯罪組織全体

の 46.4%、42.9%、35.7%を占めている。そのほか、犯罪組織が関与した少数の罪名には、

銃器不法所持罪、犯人隠匿庇護罪、薬物密売罪、拉致略取罪、強姦罪、窃盗罪、詐欺罪、

贈賄罪、爆発罪、黒社会的組織庇護放任罪などがある。 
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図Ⅶ-2-3 犯罪組織が関与した罪名 
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最後に、指摘しておくべきことが 2 点ある。1 点目は、調査表に列挙された罪名が不十

分で、17 の犯罪組織は上記以外の犯罪も実行している。2 点目は、上記のデータと分析か

ら分かるように、ほとんどの犯罪組織による犯罪形態は複雑型であり、通常複数の罪名が

関係している。 

表Ⅶ-2-3に示すとおり、犯罪組織による犯罪形態は、主に複雑型であり、調査対象とな

った 28 の犯罪組織のうち 24 団体はこの類型に属し、85.7%であった。ここでいう複雑型

の犯罪形態とは、犯罪組織が不特定の犯罪を行う形態であり、複合型とは、犯罪組織が多

くの同種類の犯罪を行う形態をいう。複合型の数は少なく、調査対象となった犯罪組織の

うち 4 団体しかなく、14.3%であった。 

 

表Ⅶ-2-3 犯罪形態と回数 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
複合型  4  14.3 
複雑型 24  85.7 
合 計 28 100.0 

 

 表Ⅶ-2-4に示すとおり、調査対象となった 28 の犯罪組織中、25 団体が対象市街区また

は地域で活動しており、89.3%であった。対象省を活動地域とする組織は 1 団体で、3.6%

であった。また、省（自治区・直轄市）を跨って活動している組織は 2 団体のみで、全体

の 7.1%であった。 

 調査で明らかになったのは、犯罪組織は主に不特定の個人を対象に犯罪を実行している

ことである。その手段は図Ⅶ-2-4に示すとおりであり、犯罪組織の犯罪手段は単一ではな

く、一度に複数の手段をとっていることが考えられる。これらのうち、主な手段は規制刃

物の使用、鈍器の使用、脅迫、銃器弾薬の使用、一般的な身体への暴行及び詐欺である。
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これらの手段を用いた犯罪組織はそれぞれ 25、24、21、14、11、7 団体で、それぞれ犯

罪組織全体の 89.3%、85.7%、75%、50%、39.3%、25%であった。これ以外に、3 つの犯

罪組織が爆発物による犯罪を実行した（全体の 10.7%）。ここで説明すべきなのは、半数

の犯罪組織が上記以外の手段を用いて犯罪を実行したことがあり、たとえば、窃盗、拉致

略取、他人の不安を利用して利益を獲得するなどしていることである。 

 

表Ⅶ-2-4 犯罪組織の活動範囲 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
対象市街区または地域 25  89.3  89.3 
対象省  1   3.6  92.9 
省（自治区・直轄市）を跨る  2   7.1 100.0 
合計 28 100.0  

 

図Ⅶ-2-4 犯罪組織の犯罪手段 
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 図Ⅶ-2-5に示すとおり、ほとんどの犯罪組織が犯罪の対象とするのは特定の相手ではな

く、不特定の個人である。このような犯罪組織は25団体あり、89.3%であった。また、犯

罪組織によっては、その犯罪対象は、特定の企業や不特定の企業、もしくは特定の個人と

なるが、特定の個人を犯罪対象とする組織は少なく、4団体のみで、14.3%であった。不特

定の企業や特定の企業を対象とする犯罪組織は比較的多く、それぞれ8団体と11団体であ

り、28.6%と39.3%を占めている。 

 

図Ⅶ-2-5 犯罪組織の犯罪対象 
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 犯罪組織の活動資金源については、図Ⅶ-2-6に示すとおり、西北の 5 省（自治区）では

その方式は単一ではなく、ほとんどの犯罪組織が 2 種類以上の資金源を持っている。犯罪

行為の実行により不法な所得を獲得することが、すべての犯罪組織において行われている。

それ以外に、多くの犯罪組織において被害者から財物を要求することや自己経営により資

金を獲得することが行われており、28 の犯罪組織のうち、18 の犯罪組織において被害者

から活動資金を要求している。このような犯罪組織は調査対象となった犯罪組織の 64.3%

であった。また、13 の犯罪組織は経営により資金を獲得しており、全体の 46.4%であった。

そのほか、少数の犯罪組織は、地下銀行と違法集金、内部集金などにより資金を獲得して

おり、それぞれ 5 団体と 4 団体であり、その割合は 17.9%と 14.3%であった。 

 

図Ⅶ-2-6 犯罪組織の資金源 
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表Ⅶ-2-5 に示すとおり、調査対象となった 28 の犯罪組織中、多くの犯罪組織において

被害者に対して資金提供を要求した内容は単一ではない。もっとも多いのは、不法債務の

支払いを要求することであり、調査対象となった犯罪組織全体の半数を占めている。その

ほか、比較的多いのは、取引の強要、特定商品の販売を要求すること、損害賠償を要求す

ること、請負経営への参加を要求すること、寄付を要求することなどである。その具体的

な犯罪組織数は、それぞれ 7、6、5、4、3 団体であり、犯罪組織全体（28 団体）の 25.0%、

21.4%、17.9%、14.3%、10.7 %であった。また、少数の犯罪組織において、労務を要求す

ること、第三者の雇用を要求すること、品物購入を要求することで、資金の提供を強要し

ていた。 

ここで、指摘しておきたいのは、調査アンケートの設計上の問題により、16 の犯罪組織

は上記以外の手口によっても被害者に資金の提供を強要していたが、この点を統計表に反

映できなかったことである。 

図Ⅶ-2-7に示すとおり、西北 5 省（自治区）の多くの犯罪組織では、犯罪により獲得し

た資金の使途は個人的浪費、分配及び別の犯罪への使用であり、この 3 種類の使途に該当

する組織数はいずれも 20 団体で、犯罪組織全体の 71.4%を占めている。また、5 団体が企

業の設立経営に、5 団体が再投資に、5 団体が贈賄に、4 団体が貯金に使用しており、それ



  ‐ 218 ‐

ぞれ調査対象となった犯罪組織全体の 17.9%、17.9%、17.9%、17.9%、14.3%を占めてい

る。ほかには、9 団体がその他の使途に犯罪資金を使用しており、データ欠損は 4 件であ

った。 

 

表Ⅶ-2-5 犯罪組織の被害者に対する資金提供等の要求内容 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
物品購入を要求  1   1.7 
請負経営への参加を要求  4   6.8 
特定商品の販売を要求  6  10.2 
第三者の雇用を要求  1   1.7 
労務を要求  2   3.4 
損害賠償を要求  5   8.5 
取引を強要  7  11.9 
寄付を要求  3   5.1 
不法債務の支払いを要求 14  23.7 
その他 16  27.1 
合計 59 100.0 

 

図Ⅶ-2-7 犯罪組織における犯罪資金の主な使途 
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黒社会に関与した公務員の職種及びその階級については、データ欠損が深刻であったが、

図Ⅶ-2-8をみると、地方公務員と関係を結んでいる様子、いわゆる「庇護の傘」の存在が

うかがえる。なお、データのある 8団体の犯罪組織において、「庇護の傘」となる公務員の

階級はすべて課長級以下であった。 

 

図Ⅶ-2-8 犯罪組織と地方公務員とのつながり状況 
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 図Ⅶ-2-9 に示すとおり、調査対象となった 28 の犯罪組織において、経営する業種は小

売業、娯楽業、飲食業などに集中しており、そのうち 14 の犯罪組織が小売業を経営して

おり、調査対象となった犯罪組織全体の 50.0%であった。また、11 の犯罪組織が娯楽業を

経営しており、39.3%であった。そのほか、9 団体の犯罪組織が飲食業（32.1%）を、2 団

体の犯罪組織が運送業（7.1%）を、1 団体ずつの犯罪組織がそれぞれ不動産業（3.6%）と

建築業（3.6%）を経営していた。 

 

図Ⅶ-2-9 犯罪組織の黒社会関連業種 
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第３章 被害者の関係データ及び実証分析の概要 

犯罪被害者は、組織犯罪全体の構成において重要な部分をなすが、特定地域での組織犯

罪被害者の状況を把握することにより、当該地域における組織犯罪の危険度について側面

から理解することができる。このデータを基礎に犯罪に応じた防衛戦略を策定することに

より、犯罪被害を回避することができる。 

 表Ⅶ-3-1に示すとおり、調査対象となった 486 件の被害のうち、自然人が主な被害者で

あったものは 371 件で、76.3%を占め、法人が被害者であったものは 10 件で、2.1%を占

め、両者併存は 105 件で、21.6%を占めている。 

 被害者の類型特徴から明らかになったことは、組織犯罪の被害者については、従来どお

り自然人が顕著である一方、法人も存在することである。また、もっぱら法人を主な被害

者とする犯罪組織の割合は非常に低かったことである。 

 

表Ⅶ-3-1 犯罪組織被害者の類型 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
自然人被害 371  76.3 
法人被害  10   2.1 
両者併存 105  21.6 
合計 486 100.0 

 

 図Ⅶ-3-1に示すとおり、476 人の自然人被害者において被害時期は多様化しており、状

況は比較的複雑である。具体的には、出勤または登校中の被害が 150 人（31.5%）、退勤後

または放課後の被害が 73 人（15.3%）、在宅中の被害が 77 人（16.2%）、買い物中の被害

が比較的少なく 10 人（2.1%）、旅行期間中の被害が 1 人のみ（0.2%）、その他の時期にお

ける被害は 113 人（23.7%）、データ欠損は 52 人（10.9%）であった。以上のデータから、

犯罪者の選択する犯罪時期は比較的多様化しているが、就労や就学の前後及び被害者が在

宅中の被害が主であることが分かる。 

 

図Ⅶ-3-1 被害発生の時期 
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  表Ⅶ-3-2に示すとおり、被害者の被害場所と前述した被害時期との間には一定の関連が

ある。476人の被害者のうち、出勤または登校中の被害が77人（16.2%）、退勤または下校

途中の被害が27人（5.7%）、自宅での被害が79人（16.6%）、買い物場所での被害が29人

（6.1%）、娯楽場所での被害が139人（29.2%）、その他の場所での被害が81人（17.0%）、

データ欠損が44人（9.2%）であった。以上のデータから、娯楽場所は犯罪被害の最も多発

する場所であることが示された。 

 

表Ⅶ-3-2 自然人被害者の被害場所 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
出勤または通学途中  77  16.2 
退勤または下校途中  27   5.7 
自宅  79  16.6 
買い物場所  29   6.1 
娯楽場所 139  29.2 
その他  81  17.0 
データ欠損  44   9.2 
合計 476 100.0 

 

図Ⅶ-3-2 に示すとおり、476 人の被害者のうち、偶然に被害に遭ったケースが 116 人

（24.4%）、生活上のトラブルで被害に遭ったケースが 75 人（15.8%）、経営上のトラブル

で被害に遭ったケースが 89人（18.7%）、争いが原因で被害に遭ったケースが 70人（14.7%）、

データ欠損が 49 人（10.3%）であった。全体をみると、生活上のトラブル、経営上のトラ

ブル及び争いが原因で被害に遭ったケースの割合はほぼ匹敵するが、偶然に被害に遭った

ケースの割合が若干高い。 

 

図Ⅶ-3-2 被害発生の原因 
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 表Ⅶ-3-3に示すとおり、476 人の被害者のうち、加害者との関係は、面識なしが 214 人

（45.0%）、知り合いが 115 人（24.2%）、その他が 107 人（22.5%）、データ欠損が 40 人
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（8.4%）であった。このデータに基づけば、被害者と加害者の関係については、知り合い

であった割合も低くないが、面識なしの割合が最も高いことが示された。 

 知り合いという点に着目して考えると、犯罪組織は存在する区域が限られており、人員

も比較的固定化された知り合い社会ともいえる。被害の原因は内部でのトラブルや争いに

よるものであることが推察される。 

 

表Ⅶ-3-3 被害者と加害者の関係 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
面識なし 214  45.0 
知り合い 115  24.2 
その他 107  22.5 
データ欠損  40   8.4 
合計 476 100.0 

 

 表Ⅶ-3-4に示すとおり、被害者の職業では、476 人の被害者のうち、学生が 10 人（2.1%）、

会社員が 39 人（8.2%）、都市部無職者が 20 人（4.2%）、農業従事者が 40 人（8.4%）、公

務員が 14 人（2.9%）、農民工が 33 人（6.9%）、農村部無職者が 32 人（6.7%）、自営業者

が 60 人（12.6%）、その他の職業が 54 人（11.3%）、データ欠損が 174 人（36.6%）であ

った。以上のデータから、特に比較的突出したものはないが、全体的にみると、ある程度

の特徴を把握できる。多くの犯罪被害者は学歴が比較的低く、法律の素養も比較的低い下

層社会に属する者か、あるいは防衛能力の比較的弱い青少年であることが考えられる。 

 

表Ⅶ-3-4 被害者の職業 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
学生  10   2.1 
会社員  39   8.2 
都市部無職者  20   4.2 
農業従事者  40   8.4 
公務員  14   2.9 
農民工  33   6.9 
農村部無職者  32   6.7 
自営業者  60  12.6 
その他  54  11.3 
データ欠損 174  36.6 
合計 476 100.0 

 

表Ⅶ-3-5に示すとおり、犯罪組織が被害者を侵害する場合、一般的には複数の侵害をも

たらしている。調査対象となった 476 人の自然人被害者のうち、生命の被害が 61 人で、

10.4%を占め、身体に重傷の被害が 64 人で、10.9%を占め、身体に軽傷の被害が 187 人で、

31.9%を占め、財産の被害が 182 人で、31.1%を占め、複数の被害が 74 人で、12.6%を占

めている。なお、データ欠損は 18 人で、3.1%であった。以上のデータから、犯罪組織が

人身を侵害することは財産を侵犯することより多く、また、人身を侵害する場合には、軽

傷を負わせることが主であり、重傷及び生命を侵害する割合は比較的低く、ほぼ同じ程度
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であることが分かる。 

 

表Ⅶ-3-5 犯罪被害者の被害類別 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
生命の被害  61  10.4 
身体に重傷の被害  64  10.9 
身体に軽傷の被害 187  31.9 
財産の被害 182  31.1 
複数の被害  74  12.6 
データ欠損  18   3.1 
合計 586 100.0 

 

 被害者が被害後に何らかの弁償を獲得したか否かは、犯罪者の主観的悪質性の大きさや

悔悛の程度を考える 1 つの基準となる。表Ⅶ-3-6に示すとおり、西北地域において、被害

者が弁償を獲得した度合は低く、全体の 35%にも満たない。具体的には、476 人の被害者

のうち、附帯私訴による賠償を獲得したケースが 133 人（27.9%）、関連部門からの資金援

助を獲得したケースが 3 人（0.6%）、加害者からの個人的な賠償を獲得したケースが 31 人

（6.5%）、その他は、無賠償とデータ欠損がそれぞれ 23.7%と 41.2%であった。ここで注

意すべきことは、35%というデータが最終的な値ではないことである。具体的な手続きの

過程で賠償が実現できるかどうかは、「執行上の問題」や加害者の支払い能力により制約さ

れる。被害者によっては附帯民事賠償の記載された判決書を手にすることができる場合も

あるが、それでその被害者が事実上必ずしも弁償を獲得することができると言い切れない。

ここで確実にいえることは、現実において、被害者が弁償を獲得する度合いはデータに示

した 35％よりも低いことである。 

 

表Ⅶ-3-6 被害者の弁償獲得状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
附帯私訴による賠償 133  27.9  27.9 
関連部門からの資金援助   3   0.6  28.5 
加害者からの個人的な賠償  31   6.5  35.0 
無賠償 113  23.7  58.7 
データ欠損 196  41.2 100.0 
合計 476 100.0  

 

 図Ⅶ-3-3 に示すとおり、115 件の法人被害者のうち、68 件のデータが欠損している。

47 件の有効なデータのうち、不動産業は 10 件、建築業は 10 件、娯楽業は 14 件、運輸業

は 2 件、その他の業種は 11 件であった。このデータから、法人被害者が従事している業

種の多くは不動産業、建築業、娯楽業であることが分かる。これらの業種においては、商

業利益が大きく、関与する社会関係が複雑である。また、これらの業種は技術水準が比較

的低く、不法な悪党によるコントロールを受けやすい。 
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図Ⅶ-3-3 法人被害者の業種 
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表Ⅶ-3-7に示すとおり、調査対象となった115件の法人被害者のうち、データ欠損は89

件（77.4%）であり、被害額10万元未満が24件（20.9%）、10万元から50万元が2件（1.7%）

であった。 

 

表Ⅶ-3-7 法人被害者の被害額 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
10 万元未満  24  20.9  20.9 
10 万元～50 万元   2   1.7  22.6 
データ欠損  89  77.4 100.0 
合計 115 100.0  

 

 また、賠償状況をみると、西部地域の 115 件の法人被害者の中で、そのほとんどはデー

タ欠損であった。欠損理由はすでに前文において述べたように、データのほとんどが判決

書に基づくものであり、判決書にはこの項目に対する記載がほとんどないためである。1

件のみ記載があったが、これは新疆で発生したもので、賠償金額は 50 万元以上であった。

なお、このデータは法人被害者のものであるため、自然人のデータ数よりも少ない。 
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第４章 西北ブロックにおける組織犯罪の特徴 

西北ブロックにおける組織犯罪の状況は、部分的に全国または世界における犯罪状況と

共通性を有する。たとえば、経済的志向がみられること、犯罪手段のほとんどに暴力の要

素が含まれていること、構成員の素養が比較的低いなどである。しかし、西北地域に特有

の地域的、民族的、経済的状況のため、他の地域とは異なる特徴もある。以下において、

犯罪組織、犯罪者、被害者の三点から、西北 5 省（自治区）における組織犯罪の状況につ

いて説明する。 

 

１．発展程度が初期から中期段階にあること 

 

(1)犯罪組織の発展段階は初期的なものである 

組織犯罪を大別すると、共同犯罪、結託犯罪、グループ犯罪、集団犯罪、悪辣勢力犯罪、

黒社会的組織犯罪、黒社会犯罪といったいくつかの形態がある。それぞれ性質が異なるが、

発展という観点からみると、組織犯罪としての異なった発展段階がある26。一般的に、結

託犯罪やグループ犯罪の類は組織犯罪の初期段階にあるもので、黒社会犯罪は組織犯罪と

しての終局段階にあるものである。本調査のデータを見るに、調査対象となった 5 省（自

治区）における組織犯罪はほとんどが黒社会的組織型であり、その割合は組織犯罪事件全

体の 78.6%である。グループ型犯罪組織の割合は相対的に少なく 17.9%、黒社会型犯罪組

織の割合は 3.6%である。西北ブロックの黒社会的犯罪組織のほとんどは規模がやや小さく、

初期の暴力型犯罪集団であるが、なおも増長する傾向がある。 

 

(2)緻密な構造と固定した中堅構成員が存在する一方、その形成は単純なものである 

通常、国外の影響を受けて成立した犯罪組織については、自発的に形成された犯罪組織

よりも組織の緻密さや危険度が高い、発展程度も比較的高い、司法機関による解決が難し

い、といった特徴がある。本調査対象となった 28 の犯罪組織はすべて自発形成によるも

のである。このデータから、西北地区の組織犯罪は基本的に国外要素の影響を受けておら

ず、形成環境がやや閉鎖的であり、犯罪組織の形態がやや単純であることが示される。 

 

(3)犯罪組織の活動範囲が比較的限定されている 

活動範囲の大きさから、ある程度、犯罪組織の発展程度が分かる。西北地域の組織犯罪

はいまだに発展程度が初期から中期未満の段階であり、その活動は地域的、コミュニティ

                                                              
26 康樹華 『有組織犯罪的特徴和分類』「南通師範学院学報」（哲学社会科学版）2004 年第 3 期。 
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的な性格を持っている。 

 調査対象となった犯罪組織の活動範囲は比較的限定されており、基本的には省内ないし

は市内に集中しており、複数の省を跨る犯罪能力のある組織は少数である。 

 

表Ⅶ-4-1 犯罪組織の活動範囲 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
市内または地域内 25  89.3  89.3 
省内  1   3.6  92.9 
省（自治区・直轄市）を跨る  2   7.1 100.0 
合計 28 100.0  

 

 また、犯罪組織によっては複数の省市をまたいで犯罪を実行したケースもあるが、その

犯罪回数が組織犯罪全体に占める割合は低い。青海の馬××事件を例にとると、この組織は

事件挑発惹起罪、恐喝略取罪、故意傷害罪などの 7 つの罪名に関与したが、複数の省（自

治区・直轄市）を跨る犯罪は薬物密売の 1 件のみで、販売した違法薬物の種類と数量はケ

タミン 0.8 グラム、覚せい剤 5.2 グラムであった。この例から、西北地域の犯罪組織の組

織レベルは比較的低く、複数の省を跨る犯罪能力は中部と東部地域の同種犯罪組織に比べ

ると低いと言えよう。 

 

(4)隠れ蓑はそれほど使用されていない 

調査データによると、28 の犯罪組織のうち、合法的な機構を隠れ蓑としているのは 10

団体のみ（46.4%）であった。隠れ蓑とする機構のない組織は 14 団体（50.0%）で、非合

法的な機構を隠れ蓑とする組織は 1 団体（3.6%）であった。事件について詳細に分析する

と、犯罪組織が合法的な機構を利用して組織の隠れ蓑としていたとしても、いわゆる「合

法団体」の規模も小さく、発展レベルも低い。現時点では大規模な会社や企業グループは

見つかっていない。たとえば、新疆における苟××・丁××のウルムチ季節野菜独占事件では、

事件に絡んだ企業は計 2 件であったが、資本及び事件関連資金は 100 万元未満であり、な

おかつその収益がその他の営利活動に使用されることはなかった。 

 

(5)暴力性がある一方、手段が単純で、銃器弾薬等の使用は少ない 

調査を通じて、犯罪組織の武装化レベルはそれほど高くなく、銃器弾薬の使用、特に爆

発物使用の割合はやや少ないことが分かった（銃器の使用は犯罪組織全体の 50.0%、爆発

物の使用は犯罪組織全体の 10.0%しか存在しなかった）。多くの犯罪組織の犯罪手段はい

まだ規制刃物の段階でとどまっており（89.3%）、国際的には一般に組織犯罪集団が大量に

銃器や高性能爆発物を使用するといった発展レベルを示しているのに対して、いまだに低

い段階に留まる。このことから、西北地域における組織犯罪の増長程度は依然としてやや
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低い段階であり、社会に対する脅威のレベルは経済発展地域のレベルには及ばないといえ

よう。しかしながら、実地調査から、西北地域における犯罪組織の銃器使用の割合は年々

上昇していることが明らかになっており、これについては司法機関による注視が必要であ

る。 

 

図Ⅶ-4-1 犯罪組織の犯罪手段 
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(6)犯罪組織の犯罪対象については、特定性と不特定性が同時に存在する 

犯罪対象の選定にあたっては、西北 5 省（自治区）の犯罪組織は特定性と不特定性の二

重性格を有する。犯罪対象が自然人である場合、不特定性が比較的顕著になっており、25

件の組織において犯罪対象となった個人はいずれも不特定であった。犯罪対象が企業の場

合、特定性が比較的突出している。調査対象となった 28 の犯罪組織のうち、19 の組織が

犯罪対象を企業としており、19 の組織のうち、特定の企業を犯罪対象としたケースは 11

団体で、全体の 57.9%であった。犯罪対象がどのような理由で両方の性格を帯びているの

かについては、今後の研究を待ちたい。 

 

(7)資金源では、合法経営による利益が少なく、使途では、再投資の割合が高くない 

 犯罪組織は団体ではあるが、組織そのものが直接違法犯罪活動を行うことはできず、違

法行為の実行においてはその構成員が何らかの方法で何らかの手段もしくは道具を用いて

実行せざるを得ない。したがって、犯罪組織の存在、発展については、一定の金銭的支援

があって初めて通常の運営が維持できる27。黒社会的組織はその日常活動を維持し、発展

するための活力を保持するために、経済方面に侵出し、巨額の利益を得ることを重要な目

的とせざるを得ない。本調査研究から、西北地域の犯罪組織については、資金源の多くが

                                                              
27 李文燕、柯良棟主編「黒社会性質犯罪防治対策研究」中国人民大学出版社 2006 年 271 頁。 
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犯罪により取得されたものと被害者への脅迫により提供されたものであることが分かった

が、その割合はそれぞれ犯罪組織全体の 100%と 64.3%であった。また合法的経営により

利潤を獲得したケースは、犯罪組織全体の 46.4%であった。西安の魏××事件、咸陽の宋××

事件においては、犯罪組織はいずれも賭博場で「用心棒」としてみかじめ料を徴収し、ま

たは、賭博場を開いて直接経営し、不法な収入を得て、なおかつ、賭博場において高利貸

しを行い、さらに暴力を用いてギャンブルに由来する債権取り立てにより、高額な利潤を

獲得していた。また、一部の黒社会組織では、不法な所得を利用して会社を設立し、実業

に投資することにより、独占経営を行っている。たとえば、陝西商洛の陳らによる建築工

事市場を不法に統制したケース、陝西延安の李××らによる石油製品売買の不法な独占、陝

西渭南の祁××らによる黄河沖積低地経営の不法独占などから巨額な収益を上げたケース

がある。 

 資金の使途は犯罪組織の成熟度を反映すると考えられるが、先行研究から、東南沿海ブ

ロックにおける犯罪組織の発展レベルは比較的成熟型であるとされている。この場合、企

業設立からマネーロンダリングに進行し、犯罪から離れる割合が比較的高くなっている。

しかし、西部地区の場合はこれとは逆に、発展レベルはやや低い。表Ⅶ-4-2から明らかな

ように、西北 5 省（自治区）の犯罪組織における犯罪資金は、個人的な浪費、内部配分お

よび犯罪活動に使用され、それらの割合は 28 の犯罪組織のうち 71.4%を占める。一方、

再投資や企業設立に使用される割合は低く、17.8%であった。 

 

表Ⅶ-4-2 犯罪組織における犯罪資金の主な使途 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
企業設立と経営  5   5.4 
他の犯罪に使用 20  21.7 
再投資  5   5.4 
貯金  4   4.3 
組織内の配分 20  21.7 
個人的浪費 20  21.7 
贈賄  5   5.4 
その他  9   9.8 
データ欠損  4   4.3 
合計 92 100.0 

 

(8)犯罪組織が関係する業種は通常利益が比較的低く、コントロールしやすい 

 犯罪組織の資金使途の状況から明らかであるが、犯罪組織の関与できる領域は限られて

おり、エネルギー、通信、不動産等の資金の大量投入を要する業種には関与する力がない。

西北ブロックの犯罪組織が関与した業種をみると、その多くは飲食・娯楽・小売であり、

それらの割合はそれぞれ犯罪組織全体（28 団体）の 32.1%、39.3%、50.0%であった。不

動産業、建築業、運輸業に関与した犯罪組織は、それぞれ犯罪組織全体のわずか 3.6%、

3.6%、7.2%であった。 
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(9)「庇護の傘」の確認率は高くなく、関連する公務員の階級も比較的低い 

本調査において、黒社会的犯罪事件を庇護しまたは放任した件数は限られており、「庇護

の傘」の件数も多くはなかった。調査対象となった 28 の犯罪組織のうち、「庇護の傘」に

かかわったものは 8 団体のみであり、犯罪組織全体の 28.6%にすぎない。また、黒社会に

関与した公務員の階級も課長級とそれ以下の階級であった。 

 

(10)検挙時期が遅ければ遅いほど犯罪組織の社会的脅威度が大きくなる 

 最新情報によると、2010 年「黒社会撲滅」第 8 回特別指定期限付き処理の黒社会関連

事件のうち、西北ブロックにおいては、3 件の事件がすでに検挙された。この 3 事件とは、

西安の楊××による黒社会関連事件、楡林の李××による黒社会関連事件、渭南の閆××

による黒社会関連事件である。この 3 事件を簡単に分析すれば分かることだが、これまで

のところ、この 3 つの犯罪組織はそれ以前に検挙された犯罪組織と比べて勢力があり、発

展しているうえ、基盤も安定している。そのため、社会に対する脅威度が初期に検挙され

た犯罪組織よりも大きい。以下に、この 3 事件について簡単に説明したい。 

 ①陝西省西安市において、楊××を主犯格とする黒社会的組織は、黒社会的組織結成指

揮加入罪・故意傷害罪・集団乱闘罪・恐喝略取罪・事件挑発惹起罪の疑いで検挙された。

この犯罪組織は 2005 年 10 月から 2009 年 8 月の間、8 件の事件を起こし、故意傷害罪 2

件、集団乱闘罪 1 件、事件挑発惹起罪 3 件（銃器所持事件 1 件を含む）、恐喝略取罪 2 件、

違法事件 3 件の嫌疑がかかっている。一般市民致死 1 人、一般市民および利害競合者暴行

15 人、そのうち重傷 1 人、軽傷 2 人、かすり傷 2 人、その他多くの負傷者が治療を受け

ているが、データ不足のため傷害の程度は特定しがたい。犯罪活動全般を通じて楊××が

指揮、計画、人員招集をしたのち事後処理をする等、各段階において組織生成および指揮

の役割を負っている。この組織の犯罪活動はすべて経済的利益獲得が目的であり、犯罪を

通じて人民元 70 万元以上を直接取得している。また、賭博場開設等によるその他の手段

によっても経済的利益を獲得している。 

②陝西省蒲城県において 2000 年 3 月以来、閆××が労働改造から釈放されたのち、李×

×と劉××（逃亡中）等を招集し「護鉱隊」を設立、蒲城県周辺の一般市民を恐喝略取、

威嚇によりみかじめ料を徴収した。2003 年 6 月以降、この犯罪組織が実行した犯罪は 22

件であり、事件挑発惹起 19 件、不法経営 1 件、賭博 1 件、組織的売春 1 件、一般市民致

傷 20 人以上、車両毀損 4 台であった。これらの行為は、蒲城県中心部およびその周辺の

一般市民に対して、生産および生活の秩序を著しく乱し、危害を与えた。また、現地の幹

部や一般市民に悪辣な影響を与えた。 

③陝西省楡林市において、李××を首領とする黒社会的組織の構成員 21 人が捜査によ

り身柄を確保された。この組織には、故意傷害、事件挑発惹起、集団乱闘、賭博、不法監
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禁、公私財物故意毀損、恐喝略取、黒社会的組織結成指揮加入罪等、8 件の罪名にかかる

嫌疑がある。この集団は主に賭博、高利貸しにより利益を獲得しており、事件関連金額は

100 万元以上に達している。賭博による不法所得は李××が保管・支配していた。2009

年以降、李××は現地の地下賭博場を独占し、数回にわたり構成員を徴集し、長尺刃物、

鉄パイプを持たせて集団で別の賭博場を荒らした上、多数の人に暴行を加え、みかじめ料

の要求を行った。また、数回にわたり構成員を組織し、マスクで顔を隠した上で長尺刃物

により対立集団を脅迫し、不法に現地の地下賭博場を一か月以上独占した。社会に与えた

危害は著しく、現地に対し、非常に悪辣な影響を与えた。 

 以上 3 件の犯罪組織については、その存在期間がおよそ 5 年以上であり、ごく最近、捜

査を通じて身柄が確保された。これらについては、組織性が比較的高く、社会に対する脅

威度は、他の省において調査研究対象とされている犯罪組織を大きく抜きん出ている。 

 

２．犯罪者の民族的要因は複雑であり、素養は比較的低く、人間関係は単純である 

 

(1)犯罪者の民族的要因は比較的複雑である 

西北ブロックは面積が広く、多民族が混交して居住している。このような民族的要因の

複雑な地域においては、組織犯罪に多民族性が現れるのも不思議ではない。調査対象とな

ったデータにもこの点が現れており、調査対象となった 28 の犯罪組織において犯罪者は

計 614 人であったが、そのうち少数民族の犯罪者は 96 人であり、うち、回族 80 人、ウイ

グル族 8 人、満族 1 人、その他の民族 7 人であった。寧夏回族自治区においては、関連犯

罪者 140 人のうち、回族が 42 人で 30%に達した。青海省では犯罪者 52 人のうち、回族

15 人、その他の民族 2 人であり、その割合はおのおの 28.9%、3.9%であった。新疆ウイ

グル自治区においては犯罪者 148 人のうち、回族 15 人、ウイグル族 8 人、その他の民族

3 人であったが、新疆で調査対象になった犯罪者全体のそれぞれ 10.1%、0.5%、0.2%であ

った。新疆のウイグル族、カザフ族等の民族において、組織犯罪者における実際の割合は

上記のデータよりも高いことが考えられる。その理由は、調査により入手した事件資料中

にウイグル語、カザフ語の判決書が少なくなかったが、調査スタッフの言語読解力の不足

で、読み取れなかったデータもあったためである。この問題がなかったとすれば、同地域

における犯罪者の多民族的傾向はさらに明確になったであろう。 

 

(2)犯罪者の多くは 16歳から 35歳の男性である 

組織犯罪の多くは暴力性を帯びているが、この特徴から組織犯罪者の多くが男性である

という要素が決定づけられている。表Ⅶ-4-3に示すデータにおいても、この論は実証され

ている。また、具体的な犯罪者の年齢に関しては、その多くが満 18 歳から 35 歳未満の区
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間である。 

また、16 歳未満の者および 35 歳以上の者が組織犯罪に関与する割合は低く、それぞれ

1.0%、9.4%であった。これは中国大陸の学者のいわゆる「青少年は目下、黒社会各組織の

主力軍である」28という観点とは大きく矛盾しているようである。これについては、16 歳

未満の者が一般犯罪に関して刑事責任を負わないことから、関連事件記録にこれに関する

記載がないことに関連があることは確実である。 

 

表Ⅶ-4-3 犯罪組織への加入時の性別及び年齢 

 16 歳未満 16 歳以上 18 歳未満 18 歳以上 25 歳未満 25 歳以上 35 歳未満 35 歳以上 データ欠損 小計

男性 6 100 228 214 47 0 595
女性 0   0   0   0 11 8  19
合計 6 100 228 214 58 8 614

 

(3)犯罪者の経済状況はやや悪く、就労と職業状況は理想的とは言えない 

 本調査対象となった 614 人の犯罪者のうち、家庭の経済状況が中の下ないしは下である

割合が大きく、それぞれ 9.4%と 52.9%であった。以上の両者は有効データの 7 割以上を

占めている。このことは、西北地域の組織犯罪の発展傾向をコントロールするには、現地

の経済状況を改善することが 1 つの重要な手段であるといえよう。 

 

図Ⅶ-4-2 犯罪組織における犯罪者の家庭経済状況 
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また、組織犯罪の犯罪者について、就労状況が理想的ではなく、調査対象となった 614

人のうち、都市部無職者、農業従事者、農村部無職者の占める割合は 6 割以上であった（そ

れぞれ 20.7%、40.4%、3.7%）。 

 

(4)犯罪者の教育程度はやや低い 

現時点で、犯罪者の教育程度は低い段階にあり、現在のところ、犯罪組織はその構成員

として高等教育を受けた者を大量に囲い込んではいない。この点について、東部の犯罪組

                                                              
28  許皆清 「台湾地区有組織犯罪与対策研究」中国検察出版社 2006 年 181 頁。 
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織とはかなり大きな違いがある。陝西省の 1 省のみにおいても、中学校以下の教育程度で

ある構成員が半数以上含まれている犯罪組織による事件が 5 件あった。事件の内訳は、陝

西省宝鶏市の李××事件及び別の李××事件、陝西省渭南市の祁××事件、馮××事件、陝

西咸陽市の宋××事件および陝西省漢中地区の郭××事件である。 

組織犯罪者の教育程度が一般に比較的低いことは、西北ブロックの犯罪組織が現時点で

はその多くが不法勢力犯罪や黒社会的組織の段階に留まっており、典型的な黒社会まで発

展していない理由の 1 つである。図Ⅶ-4-3から分かるように、西北ブロックの組織犯罪の

犯罪者が受けた教育程度は中学校程度が 1 つの分岐点になっており、教育程度がこの上下

の場合、犯罪者の人数が減少する傾向がある。 

 

図Ⅶ-4-3 犯罪者の教育状況 

1927

118

23

69

344

14

0

50

100

150

200

250

300

350

400

非識字 小学校 中学校 高校 大学 その他 データ欠損

度
数

 

(5)犯罪者間の人間関係は単純である 

 調査によると、西北 5 省（自治区）における犯罪組織構成員間の人間関係はやや単純で

あり、基本的に「3 つの共通点」で示される。すなわち、出身地、職場、収監施設を共通

としていることである。この類型は犯罪者全体の 7 割以上を占めており、それぞれ 46.9%、

11.1%、12.9%であった。その他の人間関係の割合は小さく、たとえば、親族や同窓はそ

れぞれ 5.3%であった。 

 

(6)犯罪者は犯行に対する反省を欠いている 

調査データに関する概括的分析から、犯罪者には罪への悔悛情状があまり見られず、自

首や犯罪捜査などに貢献した功績の情状も少ないことが明らかになった。614 人の犯罪者

のうち、悔悛情状のある者は 63 人、自首した者は 22 人、犯罪捜査などに貢献した功績の

あった者は 29 人であり、それぞれ 10.3%、3.6%、4.4%であった。これら情状のある者の

割合がこれほど低いことから、犯罪者が犯罪行為について深く反省しているとは言いがた
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い状況である。 

 

(7)犯罪者の本来的な主観的悪質性は小さい 

西北地域は経済発展が比較的遅れており、やや閉鎖的な社会環境にあることから、比較

的素朴な気風がある。これらの要素から、西北ブロックにおける組織犯罪の犯罪者につい

ては、主観的悪質性の大きさがそれほどでもないことが、ある程度決定づけられている。

この点については、前科非行歴の割合が比較的低いことや、初犯率が比較的高いことから

も例証される。調査データから、614 人中、前科非行歴のある者は 212 人、累犯は 104 人

であり、それぞれ全体の 34.5%、16.9%である。 

 

(8)犯罪者は犯罪により利益を得ている割合が比較的高く、取得した利益の多くは経済的利

益であり、利益を得るレベルは比較的低い 

組織犯罪の犯罪目的は、近年において多様化しており、経済的利益の取得以外に、犯罪

によっては、虚栄心を満足させることだけを目的としているケースもある。しかしながら、

やはり経済的利益を取得することが主である。各地の経済発展状況は異なり、利益のレベ

ルも非常に異なっているが、経済発展の進んでいる地域の犯罪者が経済的利益として取得

する金額は経済発展の遅れている地域よりも高い。調査によると、西北ブロックにおける

組織犯罪の犯罪者が取得する利益は限定的なものである。データによると、614 人の犯罪

者中、503 人が経済的利益を取得しており、その割合は 81.9%にも達している。しかし、

事件記録からデータを抽出し、分析した結果、犯罪者の取得した経済的利益のレベルは非

常に限定的なものであることが分かった。寧夏における万氏の犯罪集団を例にすると、こ

の組織は、実行した誘拐および不法監禁により経済的利益を取得したが、その金額はそれ

ぞれ 2 千元および 8 千元に過ぎなかった。この額は沿海地区の 10 数万元や数 10 万元にも

なんなんとする金額の事件からみれば，明らかにその比ではない。 

 

３．組織犯罪被害者の類型は多様化しており、ほとんどは無過失での被害であり、被害後

の賠償の程度は低い 

 

(1)犯罪被害者の類型は多様化している 

 調査から、被害者の類型はやはり自然人が顕著であるものの、法人の割合も少なくはな

いことに注目したい。図Ⅶ-4-4に示すとおり、被害者の類型中、自然人の割合が依然とし

て高く、首位に立っており、被害者全体の 80.5%である。しかし、法人被害も 115 件（19.5%）

ある。この項目の選択肢は、法人被害、自然人被害、両方を含む、の三項のみであったが、

中国の現状においては、上記の類型以外に自営業、共同経営会社、および私営企業などが
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あり、事件記録にもこれらについて相当数の示唆があったが、調査票にはこれらの選択肢

がなかった。したがって、調査中に統計担当者においてこの種の被害者類型を法人の一類

型に一括してしまった可能性がある。そのため、法人件数のデータが高くなってしまって

いるのである。データにはそのような偏りがあるが、法人の被害件数は年々増加しており、

この現象については注目に値する。 

 

図Ⅶ-4-4 犯罪被害者の類型 
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(2)犯罪被害者の被害原因は比較的多様化しているが、その割合はそれ相応であり、ほとん

どが無過失である 

調査データが示すように、組織犯罪被害者が侵害を受けた原因は多様化しており、数多

くの原因の中に特にこれといって著しく高いものはない。すなわち、476 人の自然人被害

者のうち、偶然の被害は 24.4%、生活上のもめごとによる被害は 15.8%、経営上のもめご

とによる被害は 18.7%、争いごとによる被害は 16.2%、その他の原因による被害は 14.7%

である。 

また、被害者の視点からいえば、被害者が被害にあった時点で多くは自身に過失はなく、

基本的に犯罪組織が言いがかりをつけているのである。具体的には 476 人の自然人被害者

のうち、過失があった者は 66 人であり、被害者全体の 13.9%のみであった。 

 

(3)犯罪者が被害にあった時期は、出勤、登校の前後であり、場所は娯楽場所が主である 

本調査データによると、被害者が被害にあった時期は出勤または登校時、退勤または下

校時、および自宅内が顕著であり、おのおのその割合は 31.5%、15.3%、16.2%に達して

いる。この合計は調査票の質問項目にある時期の 6 割以上になる。このことから、日常生

活において住民側は、出勤、登校時間に組織犯罪の被害者とならないように、自衛策を強

化する必要があることがわかる。 

データ分析からは、被害者が被害に遭った場所はその多くが娯楽場所であることがわか

る。また、勤務、登校途上および自宅内が占める割合は他の場所によるよりわずかに高く、
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以上の 3 か所の割合はそれぞれ 29.2%、16.2%、16.6%である。これらのデータから、一

つは、娯楽場所においては従来どおり善良な住民と犯罪者が混交している状況であり、こ

のような場所では容易に摩擦が生じ被害が起きやすいことが示されており、もう一つは、

犯罪組織がのさばっており、公然と登校中や勤務途上で被害者を侵犯し、著しいケースで

は被害者の家宅に押し込み、被害者に傷害を負わせていることが示されている。 

 

(4)被害者と犯罪者の人間関係はやや単純であり、面識のない人が何の理由もなく被害を受

けているケースが比較的多い 

社会学的立場から考察すると、一定の関係内で生活している社会人であれば、他人と多

かれ少なかれ関連を持つことは自然である。これは犯罪者と被害者との場合をとっても同

様である。おたがいに面識のないケースが比較的多くみられるが、一方、知り合いからの

被害も一定の割合を占めている。 

 

表Ⅶ-4-4 被害者と加害者の関係 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
面識なし 214  45.0 
知り合い 115  24.2 
その他 107  22.5 
データ欠損  40   8.4 
合計 476 100.0 

 

(5)被害者の賠償獲得率は比較的低く、賠償額も少ない 

調査から、被害者の賠償取得率が比較的低いことがわかった。具体的には 476 人の被害

者のうち 133 人のみが附帯私訴賠償を獲得しており、3 人が関連部門からの資金援助を、

31 人が加害者からの個人的な賠償を獲得している。この三者の合計は 35%でしかなく、

されに分析を進めると、実際に賠償を取得した割合はこのデータよりも低いことが確実と

なった。すなわち、附帯私訴賠償にいまだなお執行上に問題があること、及び犯罪者の経

済状況が比較的悪いことはすでに述べたが、この前提に基づけば、被害者が実際に賠償を

取得した額はさらに低額となる。青海の劉××事件を例にすると、同事件における被害者は

20 人近くいたが、2 人のみが附帯私訴賠償を獲得しており、その額は合計 259,141.67 元

であり，賠償率は 10 分の 1 程度であった。 

 

５．まとめ 

 

 調査及び以上に述べた調査データの簡略な分析から容易に導き出せることは、西北ブロ

ックの犯罪組織は東部沿海ブロック及び中部ブロックほど発展していないが、今後さらに

発展していく傾向があることは確かである。現時点では西北ブロックの犯罪組織は比較的
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低い段階にあるが、西部大開発が大きく進展するにつれ、西北地域の経済発展が促進され、

その経済発展により一般市民の物質的生活水準が向上すると同時に、犯罪組織にも発展、

強化の契機が与えられる。したがって、諸制度の整備、社会コントロールの強化、司法に

よる取締り強化、市民の法意識の向上、民族融和の推進といったことが犯罪組織発展の防

止や社会の調和と安定の維持のための有効な対策となる。社会コントロールの強化は、基

層組織の設立整備から始めることにより犯罪組織の隆盛を防止することとなる。司法によ

る検挙水準を強化し、適切な時期に犯罪行為に対して有効な取締りを行うことにより、犯

罪組織の発展を阻止する。また、市民の法意識の向上には、長期的な努力が必要であり、

義務教育の水準向上や、法律普及事業の促進と一層の深化といったことが市民の法意識向

上について有効な手段となる。また、西北ブロックは多民族集合地域であるため、各民族

間の意思疎通と理解を深めることも、組織犯罪の抑制に一定の効果を生む。 
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第Ⅷ部 西南ブロックの実証分析報告 

    （四川省・重慶市・貴州省・雲南省） 
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第１章 犯罪者の個人データ 

当ブロックでは 4 つの省（直轄市）に対して調査を行い、収集・調査した事件は 14 件

で、関与した犯罪者は 277 人であった。 

約一年間の調査を通じて、西南ブロックである四川省・重慶市・貴州省・雲南省の関連

裁判所から組織犯罪による有罪判決について実証調査をほぼ完了した。四川省宜賓市中級

裁判所および成都市中級裁判所において収集した事件は 4 件であった。貴州省において収

集した事件は合計 4 件で、うち貴州高級裁判所の終審裁判 3 件、銅仁中級裁判所の終審裁

判 1 件であった。雲南省昭通地区において収集した事件は 2 件で、重慶市において収集し

た事件は 4 件であった。当チームが事件を収集する過程において、裁判官・検察官・公安

警察官との座談会方式で、黒社会的組織犯罪の発生原因・変遷および形成過程、ならびに

黒社会的組織犯罪の認定、さらには、黒社会的組織犯罪の予防と抑制に関する改善策等に

ついて意見交換を行った。 

 

１.犯罪者の個人情報 

 

犯罪者の性別については、表Ⅷ-1-1をみると、犯罪者277人のうち男性 258人（93.1%）、

女性 19 人（6.9%）であった。組織犯罪事件において女性が明らかに少なく、男性犯罪者

が明らかに多いことが分かる。 

 

表Ⅷ-1-1 犯罪者の性別 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
男性 258  93.1 
女性  19   6.9 
合計 277 100.0 

 

犯罪組織への加入時の年齢については、表Ⅷ-1-2 をみると、最年少は 14 歳であるが、

この年齢は中国刑法の規定により、自然人における刑事責任が問われる最低年齢である。

最高齢は 56 歳である。14 歳の者が 8 人（2.9%）であり、第 1 の小ピークをなしている。

15 歳は少なく，17 歳(7.2%)、18 歳(7.2%)の 2 つの階級で再び第 2 の小ピークに入ってい

る。当事者の犯罪時点の平均年齢は 25.9 歳であるが、これは中国の教育制度と密接にかか

わっている。14 歳で黒社会的犯罪組織に加入したことについては、一部の者において中学

入学が困難であるため、直接社会に参加したが、そこで著しい不適応を起こし、容易に犯

罪に向かったという理由によるのである。また、15、16 歳が少ないことについては、一つ

に、多くの者がこの年齢において中学校に就学していることがあげられるが、他方、中学
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校で順調に学業を行えない一部の者については、すでに 14 歳で犯罪に走っており、また

一部の者については順調に社会とのすり合わせが行えていることがあるものと思われる。

17、18 歳の割合が大きいが、これは中学校を卒業したのち、一部の者において進学が困難

であったので、社会に参加したが、簡単に犯罪に迷い込んでしまったものと考えられる。

そのために小さなピークをなしている。25.9 歳が平均年齢（ピークでもある）であるが、

これは、この時期に当事者（中高教育を終えたものを含む）がみな社会に参加し、就職や

家族内での心理的負担から、大勢の当事者がこの時期に犯罪に向かったものと考えられる。 

 

表Ⅷ-1-2 犯罪組織への加入時の年齢 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

14 歳   8   2.9   2.9 
15 歳   2   0.7   3.6 
16 歳  10   3.6   7.2 
17 歳  20   7.2  14.4 
18 歳  20   7.2  21.7 
19 歳   9   3.2  24.9 
20 歳  13   4.7  29.6 
21 歳  16   5.8  35.4 
22 歳  14   5.1  40.4 
23 歳  11   4.0  44.4 
24 歳  11   4.0  48.4 
25 歳  18   6.5  54.9 
26 歳   8   2.9  57.8 
27 歳   9   3.2  61.0 
28 歳  11   4.0  65.0 
29 歳  17   6.1  71.1 
30 歳   7   2.5  73.6 
31 歳  12   4.3  78.0 
32 歳   6   2.2  80.1 
33 歳   9   3.2  83.4 
34 歳   7   2.5  85.9 
35 歳   5   1.8  87.7 
36 歳   8   2.9  90.6 
37 歳   1   0.4  91.0 
38 歳   4   1.4  92.4 
39 歳   3   1.1  93.5 
40 歳   4   1.4  94.9 
41 歳   1   0.4  95.3 
42 歳   2   0.7  96.0 
43 歳   4   1.4  97.5 
45 歳   2   0.7  98.2 
49 歳   1   0.4  98.6 
51 歳   1   0.4  98.9 
53 歳   1   0.4  99.3 
54 歳   1   0.4  99.6 
56 歳   1   0.4 100.0 
合計 277 100.0  

 

裁判時の年齢状況については、表Ⅷ-1-3をみると、判決書に記載のあった年齢の平均は

30.2歳である。これについて、犯罪に加わった年齢の平均值（25.9歳）と比較すると、5

年の差がある。 
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表Ⅷ-1-3 裁判時の年齢 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

16 歳   1   0.4   0.4 
17 歳   7   2.5   2.8 
18 歳  17   6.1   9.0 
19 歳  12   4.3  13.3 
20 歳   6   2.2  15.5 
21 歳   8   2.9  18.4 
22 歳   7   2.5  20.9 
23 歳  12   4.3  25.2 
24 歳  14    5.1  30.4 
25 歳   5   1.8  32.1 
26 歳  13   4.7  36.8 
27 歳   7   2.5  39.3 
28 歳   7   2.5  41.8 
29 歳  14   5.1  46.9 
30 歳  16   5.8  52.7 
31 歳  15   5.4  58.1 
32 歳   9   3.2  61.3 
33 歳  10   3.6  64.9 
34 歳  14   5.1  70.0 
35 歳  13   4.7  74.7 
36 歳   6   2.2  76.9 
37 歳   8   2.9  79.7 
38 歳   6   2.2  81.9 
39 歳  10   3.6  85.5 
40 歳   4   1.4  87.0 
41 歳   4   1.4  88.4 
42 歳   5   1.8  90.2 
43 歳   7   2.5  92.7 
44 歳   2   0.7  93.5 
45 歳   3   1.1  94.5 
46 歳   5   1.8  96.4 
47 歳   1   0.4  96.7 
48 歳   1   0.4  97.1 
52 歳   2   0.7  97.8 
53 歳   2   0.7  98.5 
54 歳   1   0.4  98.9 
55 歳   1   0.4  99.2 
62 歳   1   0.4  99.6 

データ欠損   1   0.4 100.0 
合計 277 100.0  

 

戸籍と国籍については、表Ⅷ-1-4をみると、277人の犯罪者中，現地出身者(中国大陸地

域)が235人（84.8%）である。組織犯罪事件においては、現地の犯罪者が人数において顕

著に多く、地域的な特性となっている。その他の地域出身者の関与は少ない。 

 
表Ⅷ-1-4 戸籍と国籍 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
現地出身者 235  84.8 
外地出身者  42  15.2 
合計 277 100.0 

 

民族構成については、表Ⅷ-1-5をみると、277人の犯罪者のうち、漢族は235人（84.8%）

であり、組織犯罪事件では漢族が人数において顕著に多く、民族的な特徴を示している。
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少数民族の関与は少ない。ただし、貴州、雲南等における少数民族の割合は比較的高く、

これは、貴州、雲南が少数民族の集団居住地であることと大きくかかわっている。 

 
表Ⅷ-1-5 民族 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
漢族 235  84.8 
回族   1   0.4 
チワン族   1   0.4 
イ族   3   1.1 
その他の少数民族  37  13.4 
合計 277 100.0 

 

居住状况については、表Ⅷ-1-6をみると、277人の犯罪者のうち、地元に持家のある者

および固定住所のある者は225人で、88.5%を占めている。組織犯罪事件においては、持家

のある者、固定住所のある者が顕著に多いことが分かる。住所不定の者は31人（11.2%）

のみであり、その割合は比較的に小さい。 

 
表Ⅷ-1-6 居住状况 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
地元(中国大陸地域)に持家のある者 121  43.7 
地元(中国大陸地域)に固定住所のある者 124  44.8 
住所不定(中国大陸地域)の者  31  11.2 
データ欠損   1   0.4 
合計 277 100.0 

 

職業状況については、表Ⅷ-1-7をみると、277人の犯罪者のうち、都市部無職者は102

人（36.8%）、農民108人（39.0%）である。このことから組織犯罪の構成員は、無職者お

よび農民が顕著に多いことが分かる。定職のある者の割合は比較的低かった。 

 

表Ⅷ-1-7 職業状况 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
学生  16   5.8 
サラリーマン  17   6.1 
都市部無職者 102  36.8 
農民 108  39.0 
公務員   1   0.4 
農民工   1   0.4 
その他  19   6.9 
データ欠損  13   4.7 
合計 277 100.0 

 

経済状況については、表Ⅷ-1-8をみると、欠損データが比較的多く、有効データからみ

ると、経済的に下層の者の占める割合が比較的高いと分かる。 

学校教育状況については、表Ⅷ-1-9をみると、中学校程度の割合が最も高く61.0%、次

が小学校程度であり19.5%、大学程度は2.2%のみであった。このことから、組織犯罪の構
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成員はおおよそ教育程度が低いといえる。 
 

表Ⅷ-1-8 経済状况 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
下層   6   2.2   2.2 
中下層   2   0.7   2.9 
中間層   1   0.4   3.3 
中上層   1   0.4   3.6 
上層   1   0.4   4.0 
データ欠損 266  96.0 100.0 
合計 277 100.0  

 
表Ⅷ-1-9 学校教育状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
非識字   4   1.4   1.4 
小学校レベル  54  19.5  20.9 
中学校レベル 169  61.0  81.9 
高校レベル  37  13.4  95.3 
大学レベル   6   2.2  97.5 
その他   4   1.4  98.9 
データ欠損   3   1.1 100.0 
合計 277 100.0  

 

前科非行歴については、表Ⅷ-1-10をみると、前科非行歴のない者は171人（61.7%）、前

科非行歴のある者は101人（36.5%）である。組織犯罪においては、3分の1近くの者に前

科非行歴がある。このことから、黒社会的犯罪の取締りは若年から始めるべきであるとい

える。 

 

表Ⅷ-1-10 前科非行歴 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ

同罪種の前科あり（非累犯）   5   1.8 
異罪種の前科あり（非累犯）  34  12.3 
常習犯（ある種の犯罪をなりわいとし、または、犯罪収益を主要な生活資金、浪費、散財に用いる）   2   0.7 
累犯  53  19.1 
行政違法記録あり   7   2.5 
前科非行歴のない 171  61.7 
データ欠損   5   1.8 
合計 277 100.0 

 

累犯の罪名については、表Ⅷ-1-11をみると、非累犯者は152人（54.9%）である。この

ことから、累犯の割合が比較的高いことが分かる。累犯の罪名の主なものは故意傷害罪お

よび強盗罪に集中しており、その割合はおのおの5.1%および3.2%である。 

犯罪組織への加入期間については、表Ⅷ-1-12をみると、40.1%の構成員は、黒社会的犯

罪組織に加入していた期間が3年以上5年未満である。このことから、黒社会的犯罪は、一

定の時間的累積を経過して初めて発生することが分かる。 

共犯者との関係については、表Ⅷ-1-13をみると、組織犯罪の犯罪者の46.6%において、
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他の犯罪者と出身地または職場が同一であるという関係がある。出身地または職場が同一

であることが、組織犯罪にとって重要な紐帯となっているのである。「知人社会」が組織犯

罪集団の人間関係の特徴である。多くの関与者が出身地を同じくする知人関係によりつな

がっており、苦楽を共にする関係を通じて「利益共同」の関係を有する人脈を形成するの

である。 

 

表Ⅷ-1-11 累犯の罪名 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
故意殺人罪   1   0.4 
故意傷害罪  14   5.1 
強奪罪   3   1.1 
強盗罪   9   3.2 
窃盗罪   7   2.5 
黒社会犯罪的組織の結成指揮加入罪   3   1.1 
その他の罪名  84  30.3 
累犯ではない 152  54.9 
データ欠損   4   1.4 
合計 277 100.0 

 

表Ⅷ-1-12 犯罪組織への加入期間 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
半年未満  12   4.3   4.3 
半年以上 1 年未満  29  10.5  14.8 
1 年以上 2 年未満  37  13.4  28.2 
2 年以上 3 年未満  23   8.3  36.5 
3 年以上 5 年未満 111  40.1  76.6 
5 年以上  55  19.9  96.4 
データ欠損  10   3.6 100.0 
合計 277 100.0  

 

表Ⅷ-1-13 共犯者との関係 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
同郷関係 115  41.5 
同僚関係  14   5.1 
その他 141  50.9 
データ欠損   7   2.5 
合計 277 100.0 

 

犯罪の実行段階については、277人の犯罪者の犯罪がすべて既遂であった。 

心身状態については、100%の犯罪者が健常者であった。このことから、組織犯罪集団

は内部に上下関係の層をなす組織体系を有しており、構成員間には明確な役割分担があり、

その関与者は健常者が主だっていることが分かる。 

罪に対する悔悛情状については、表Ⅷ-1-14をみると、52.3%の犯罪者は罪への悔悛情状

がないことが分かる。 

犯罪組織への加入理由については、表Ⅷ-1-15をみると、犯罪者のうち、自主的に犯罪に

加わった者が67.1%であり、自発的に犯罪組織に加わった者の割合が高い。 
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利益の獲得状況については、表Ⅷ-1-16をみると、犯罪者のうち、経済的利益を得た者が

87.7%であり、犯罪者の主な目的が経済的利益の獲得であることが分かる。 

 

表Ⅷ-1-14 罪への悔悛情状 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
悔悛情状あり  49  17.7 
悔悛情状なし 145  52.3 
その他   4   1.4 
データ欠損  79  28.5 
合計 277 100.0 

 

表Ⅷ-1-15 犯罪組織への加入理由 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
自発的加入 186  67.1 
他人の紹介で加入  88  31.8 
脅迫されて加入   2   0.7 
データ欠損   1   0.4 
合計 277 100.0 

 

表Ⅷ-1-16 利益の獲得状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
経済的利益の獲得 243  87.7 
非経済的利益の獲得  28  10.1 
利益がない   2   0.7 
データ欠損   4   1.4 
合計 277 100.0 

 

犯罪組織における地位及び役割については、表Ⅷ-1-17をみると、犯罪者のうち主犯（犯

罪組織を組織し、または指揮して犯罪活動を行った者、もしくは、共同犯罪において主要

な役割を果たす者）が45.1%、従犯（共同犯罪において、重要度がやや低いもしくは補助

的な役割を持った者）53.8%である。このことから、主犯と従犯の割合はそれほど変らな

いことが分かる。 

 

表Ⅷ-1-17 犯罪組織における地位及び役割 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
主犯 125  45.1  45.1 
従犯 149  53.8  98.9 
被脅迫従犯   1   0.4  99.3 
その他   2   0.7 100.0 
合計 277 100.0  

 

事件発覚の端緒については、表Ⅷ-1-18をみると、本項目ではデータの欠損が激しいが、

有効なデータからみると、被害届の提出と告発が事件発覚の端緒となった割合が比較的高

い（合せて34.3%）ことが分かる。 

自首の有無については、表Ⅷ-1-19をみると、自首の情状なしが総数の76.2%を占め、絶
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対多数の犯罪者は自首の情状のないことが分かる。 

 

表Ⅷ-1-18 事件発覚の端緒 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
被害届の提出  85  30.7 
告発  10   3.6 
自首   9   3.2 
その他の事件からの発覚   8   2.9 
データ欠損 165  59.6 
合計 277 100.0 

 

表Ⅷ-1-19 自首の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
自首あり  14   5.1 
自首なし 211  76.2 
データ欠損  52  18.8 
合計 277 100.0 

 

犯罪捜査などに貢献した功績の有無については、表Ⅷ-1-20をみると、功績のない者が総

数の89.2%を占め、功績のあった者が4.3%を占めている。このデータから、ほとんどの犯

罪者に犯罪捜査などに貢献した功績がないことが分かる。 

 

表Ⅷ-1-20 犯罪捜査などに貢献した功績の情状の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
一般的な功績   7   2.5   2.5 
顕著な功績   5   1.8   4.3 
功績の情状なし 247  89.2  93.5 
データ欠損  18   6.5 100.0 
合計 277 100.0  

 

判决の状況については、表Ⅷ-1-21をみると、犯罪者のうち、3年以上10年以下の有期懲

役刑に処された者が39.7%、3年以下の有期懲役刑に処された者が17.0%、10年以上の有期

懲役刑に処された者が27.8%である。3年以上10年以下の有期懲役に処された犯罪者の占め

る割合が最も大きく、全体的に量刑の分布は中央が高い山形になっていることが分かる。 

 

表Ⅷ-1-21 判决の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
3 年以下の有期懲役  47  17.0  17.0 
3 年以上（3 年を含む）10 年以下の有期懲役 110  39.7  56.7 
10 年及び 10 年以上の有期懲役  77  27.8  84.5 
無期懲役と死刑  43  15.5 100.0 
合計 277 100.0  

 

政治的権利剥奪の有無については、表Ⅷ-1-22をみると、政治的権利を剥奪される者が

24.9%を占め、政治的権利を剥奪されない者が75.1%を占めている。このことから、絶対
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多数の犯罪者は政治的権利を剥奪されないことが分かる。 

 

表Ⅷ-1-22 政治的権利剥奪の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
剥奪される  69  24.9 
剥奪されない 208  75.1 
合計 277 100.0 

 

判決後の状況については、表Ⅷ-1-23をみると、判決後に上訴した者は44.4%を占め、上

訴していない者が37.2%を占めている。上訴した犯罪者が多数であることが分かる。 

 

表Ⅷ-1-23 判決後の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
上訴 123  44.4 
未上訴 103  37.2 
データ欠損  51  18.4 
合計 277 100.0 

 

判決の執行状況については、表Ⅷ-1-24をみると、この項目に関するデータの欠損が比較

的多いが、有効データに基づけば、不服申立なしのケースが100%であった。 

 

表Ⅷ-1-24 判決後の執行状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
不服申立なし  74  26.7 
データ欠損 203  73.3 
合計 277 100.0 
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第２章 組織犯罪の活動 

１．犯罪組織の状況 

 

犯罪組織の構造については、表Ⅷ-2-1をみると、緻密型の黒社会的組織は総数の66.4%

を占めている。犯罪組織の構造からみれば、緻密型の黒社会的組織は絶対多数を占め、こ

の点を重視する必要がある。 

 

表Ⅷ-2-1 犯罪組織の構造 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
黒社会的組織型（緻密型） 184  66.4 
グループ型（散漫型）   1   0.4 
データ欠損  92  33.2 
合計 277 100.0 

 

犯罪組織の結成様態については、調査データに基づけば、185の犯罪組織はすべて自己

形成したものであった。このことから分かるように、犯罪組織のほとんどが自発的形成に

よるものであり、海外組織による国内への浸透により形成されたものや海外の組織と結托

して形成されたものは、当調査チームの調査地域においては存在しなかった。 

犯罪組織の存立様態については、表Ⅷ-2-2をみると、合法的な機構を隠れ蓑にする犯罪

組織が32.1%を占め、隠れ蓑にする合法的な機構のない犯罪組織が18.8%を占めている。

合法的な機構を隠れ蓑にする犯罪組織が多数を占めていることが分かる。 

 

表Ⅷ-2-2 犯罪組織の存立様態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
隠れ蓑にする合法的な機構を持つ  89  32.1 
隠れ蓑にする合法的な機構を持たない  52  18.8 
その他   8   2.9 
データ欠損  92  33.2 
合計 277 100.0 

 

犯罪組織構成員の人数については、表Ⅷ-2-3をみると、10人以上の規模の犯罪組織が絶

対多数を占め、10人以下の規模の犯罪組織はわずか5.4%であった。 

犯罪組織の結成時期については、表Ⅷ-2-4をみると、犯罪組織結成の最も多い年は1998

年、2004年と2005年であった。 

犯罪組織の検挙時期については、表Ⅷ-2-5をみると、2006年に検挙された犯罪組織が

28.9%を占め、2008年に検挙された犯罪組織が14.8%を占め、2009年に検挙された犯罪組

織が19.8%を占めている。表Ⅷ-2-4「犯罪組織の結成時期」と比較すると、以下のことが
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分かる。①組織犯罪の継続的に活動している期間は比較的長く、安定している。②ここ数

年、国内において組織犯罪に対する取締りが強化され、特に2006年は検挙した犯罪組織が

最も多い年であった。当然のことであるが、検挙の多さはここ数年の犯罪組織の犯罪活動

が比較的頻繁であったことも反映している。 

 

表Ⅷ-2-3 犯罪組織構成員の人数 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
6 名   6   2.2   2.2 
9 名   9   3.2   5.4 

13 名  13   4.7  10.1 
14 名  28  10.1  20.2 
18 名  18   6.5  26.7 
21 名  21   7.6  34.3 
27 名  27   9.7  44.0 
31 名  31  11.2  55.2 
33 名  33  11.9  67.1 
34 名  34  12.3  79.4 
41 名  41  14.8  94.2 
データ欠損  16   5.8 100.0 
合計 277 100.0  

 

表Ⅷ-2-4 犯罪組織の結成時期 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
1996 年  14   5.1   5.1 
1997 年   1   0.4   5.5 
1998 年  42  15.1  20.6 
1999 年  15   5.4  26.0 
2000 年  17   6.1  32.1 
2002 年  18   6.5  38.6 
2003 年   1   0.4  39.0 
2004 年  48  17.3  56.3 
2005 年  29  10.5  66.8 
データ欠損  92  33.2 100.0 
合計 277 100.0  

 

表Ⅷ-2-5 犯罪組織の検挙時期 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
2000 年   1   0.4   0.4 
2002 年   1   0.4   0.8 
2005 年   1   0.4   1.2 
2006 年  80  28.9  30.1 
2007 年   6   2.1  32.2. 
2008 年  41  14.8  47.0 
2009 年  55  19.8  66.8 
データ欠損  92  33.2 100.0 
合計 277 100.0  

 

関わりのある罪名については、表Ⅷ-2-6をみると、現代社会において、犯罪組織の罪種

の中で、恐喝略取、傷害、殺人等の「伝統的な」街頭暴力犯罪がなお主要な犯罪であるこ

とが分かる。 

   犯罪形態及び犯罪回数については、表Ⅷ-2-7をみると、単一型の犯罪は2.2%を占め、複
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雑型の犯罪は64.6%を占めている。組織犯罪においては、不特定の犯罪を行う複雑型の犯

罪の割合が比較的大きい。多数の組織犯罪集団において、通常、多種な犯罪を行っている

ため、社会的脅威は一層高いものとなる。 

 

表Ⅷ-2-6 関わりのある罪名 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
殺人罪  72  12.8 
傷害罪 147  26.1 
強盗罪  22   3.9 
拉致罪   1   0.2 
強姦罪  20   3.6 
爆発罪   1   0.2 
不法監禁罪  11   1.9 
窃盗罪   2   0.4 
恐喝略取罪  63  11.2 
詐欺罪   9    1.6 
薬物密売罪  22   3.9 
賭博罪  62  11.0 
マネーロンダリング罪   2   0.4 
密輸罪   5   0.9 
その他の罪 123  21.8 
データ欠損   1   0.2 

合計29 563 100.0 

 

表Ⅷ-2-7 犯罪形態及び犯罪回数 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
単一型   6   2.2 
複雑型 179  64.6 
データ欠損  92  33.2 
合計 277 100.0 

 

犯罪組織の活動の範囲については、表Ⅷ-2-8をみると、調査実施地の市街区または地域

が46.9%を占め、調査実施地の省内が11.9%を占めている。犯罪組織の活動範囲は主に地

元の省内および市街区であると分かる。 

 

表Ⅷ-2-8 犯罪組織の活動の範囲 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ

調査実施地の市街区又は地域 130  46.9  46.9 
調査実施地の省内  33  11.9  58.8 
省（直轄市）を跨っている  22   7.9  66.8 
データ欠損  92  33.2 100.0 
合計 277 100.0  

 

犯罪手段については、表Ⅷ-2-9をみると、規制刃物、その他の鈍器、銃器、または爆発

物が組織犯罪の主要な手段となっており、中でも規制刃物と銃器弾薬の割合が高いことが

分かる。 

                                                              
29 この合計は関わりのあるすべての罪名の合計である。 
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表Ⅷ-2-9 犯罪手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
銃器弾薬の使用 126  34.1 
規制刃物の使用 155  42.0 
爆発物の使用   2   0.5 
その他の手段  34   9.2 
データ欠損  52  14.1 

合計30 369 100.0 

 

犯罪対象については、表Ⅷ-2-10をみると、不特定の個人を犯罪対象とするものは189件

47.7%を占め、不特定の企業を犯罪対象とするものは89件22.5%を占めている。犯罪組織

の侵害対象の多くは不特定の個人または企業であると分かる。 

 

表Ⅷ-2-10 犯罪対象 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
特定の個人  41  10.4 
不特定の個人 189  47.7 
特定の企業  17   4.3 
不特定の企業  89  22.5 
公務員  26   6.6 
データ欠損  34   8.6 

合計31 396 100.0 

 

２．犯罪資金 

 

資金源については、表Ⅷ-2-11をみると、本項目の欠損データが多く、81.9%を占めてい

る。データ欠損以外に、17.7%の資金源は犯罪による所得であり、0.4%の資金源は経営に

よる所得であった。このことから、当ブロックの黒社会的組織は比較的低い発展段階にあ

るといえる。 

 

表Ⅷ-2-11 資金源 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
犯罪の所得  49  17.7 
経営の所得   1   0.4 
データ欠損 227  81.9 
合計 277 100.0 

 

被害者に対する資金提供要求の名義名目については、表Ⅷ-2-12をみると、31.8%の犯罪

組織が保護費の徴収を名目に被害者に資金提供を強要しており、4.7%の犯罪組織が個人名

義で資金を徴収している。このことから、低い発展段階にある組織犯罪が比較的多いとい

える。 

 

                                                              
30 この合計はすべての犯罪手段の合計である。 
31 この合計はすべての侵害対象の合計である。 
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表Ⅷ-2-12 被害者に対する資金提供要求の名義名目 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
犯罪者個人の名義  13   4.7 
犯罪組織の名義  88  31.8 
保護費徴収の名目   4   1.4 
データ欠損 172  62.1 
合計 277 100.0 

 

被害者に対する資金提供要求の内容については、表Ⅷ-2-13をみると、取引の強要が9.0%

を占め、他の項目よりも高い。このことから、組織犯罪が被害者に対して資金提供を要求

する手段は主に取引の強要であることが分かる。 

 

表Ⅷ-2-13 被害者に対する資金提供要求の内容 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
請負等の経営を要求   1   0.4 
労務の提供を要求   1   0.4 
損害賠償の支払いを要求   7   2.5 
取引の強要  25   9.0 
その他の要求  65  23.5 
データ欠損 178  64.2 
合計 277 100.0 

 

犯罪資金獲得の手段については、表Ⅷ-2-14をみると、有効データのうち、暴力手段によ

り資金を獲得した犯罪組織が8.3%を占め、その他の複数の手段により資金を獲得した犯罪

組織が40.1%を占めている。犯罪組織が資金を獲得する手段は主に暴力的手段であること

が分かる。 

 

表Ⅷ-2-14 犯罪資金獲得の手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
暴力手段による獲得  23   8.3 
その他の複数の手段による獲得 111  40.1 
データ欠損 143  51.6 
合計 277 100.0 

 

犯罪資金の使途については、表Ⅷ-2-15をみると、データ欠損を除けば、主に内部配分と

個人的な浪費に使われている。組織犯罪の資金の主な使途は、構成員への内部配分と個人

的な浪費であることが推測できる。 

 

表Ⅷ-2-15 犯罪資金獲得の使途 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
再投資   1   0.4 
内部配分  16   5.8 
個人的な浪費  12   4.3 
その他   1   0.4 
データ欠損 247  89.1 
合計 277 100.0 
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庇護の傘となる公務員の職種については、表Ⅷ-2-16をみると、公安警察職員が絶対多数

を占めていることが分かる。また、「庇護の傘」となる公務員の階級については、表Ⅷ-2-17

をみると、主に課長級以下であることが分かる。 

 

表Ⅷ-2-16 「庇護の傘」となる公務員の職種 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
公安警察職員  81  29.2 
その他の公務員   1   0.4 
データ欠損 195  70.4 
合計 277 100.0 

 

表Ⅷ-2-17 「庇護の傘」となる公務員の階級 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
課長級およびその以下  81  29.2  29.2 
省知事・中央省庁大臣級およびその以上   1   0.4  29.6 
データ欠損 195  70.4 100.0 
合計 277 100.0  

 

黒社会との関わりのある業界については、表Ⅷ-2-18をみると、主に建築業、飲食業、娯

楽業に集中しており、これらの業界は組織犯罪の重大な被害業種である。 

 

表Ⅷ-2-18 黒社会との関わりのある業界 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
建築業   47  17.0 
飲食業   41  14.8 
娯楽業   45  16.2 
警備業   1   0.4 
その他   5   1.8 
データ欠損 138  19.8 
合計 277 100.0 

 

被害者の類型については、表Ⅷ-2-19をみると、自然人も法人もあり、両者の占める割合

は近いものである。 

 

表Ⅷ-2-19 被害者の類型 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
自然人被害  35  12.6 
自然人と法人の両者併存  52  18.8 
データ欠損 190  68.6 
合計 277 100.0 

 

被害の時期と場所については、表Ⅷ-2-20をみると、出勤または登校途中に集中している

が、在宅中の被害も発生しているため、黒社会的組織犯罪の多くは特定の対象に対して実

行されていると思われる。 
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表Ⅷ-2-20 被害の時期と場所 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
出勤または登校途中  15   5.4 
退勤または下校途中   3   1.1 
在宅中   5   1.8 
その他  46  16.6 
データ欠損 208  75.1 
合計 277 100.0 

 

被害原因については、表Ⅷ-2-21をみると、生活または経営上のトラブルによる被害が比

較的多発しており、それぞれ9.7%と6.5%を占めている。 

 

表Ⅷ-2-21 被害原因 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
偶発被害   2   0.7 
生活上のトラブルによる被害  27   9.7 
経営上のトラブルによる被害  18   6.5 
争いによる被害   4   1.4 
その他  22   7.9 
データ欠損 204  73.6 
合計 277 100.0 

 

被害者と犯罪者の関係については、表Ⅷ-2-22をみると、被害者と加害者との間には面識

のないことが多いと分かる。 

 

表Ⅷ-2-22 被害者と犯罪者の関係 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
面識のない人  41  14.8 
知人  20   7.2 
その他   8   2.9 
データ欠損 208  75.1 
合計 277 100.0 

 

被害者の職業については、表Ⅷ-2-23をみると、都市部無職者とその他の職業が多いと分

かる。 

 

表Ⅷ-2-23 被害者の職業 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
学生   1   0.4 
サラリーマン   2   0.7 
都市部の無職者  11   4.0 
農民   1   0.4 
公務員   2   0.7 
その他  50  18.1 
データ欠損 210  75.9 
合計 277 100.0 

 

被害の種類については、表Ⅷ-2-24をみると、身体に傷害を受けるものが主であり、これ

は組織犯罪が通常暴力手段を用いることと関係している。 
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被害自然人の補償状況については、表Ⅷ-2-25をみると、被害者が補償されることは比較

的少なく、多数の被害者は補償されていないことが分かる。被害者救済制度の創設を重視

すべきである。 

法人被害者の業種については、表Ⅷ-2-26をみると、主に建築業界と金融業に集中してお

り、この2つの業界は組織犯罪の被害を受けやすいことを示している。  

法人の被害状況については、表Ⅷ-2-27をみると、被害法人の損失金額にばらつきがあり、

70万元から2,000万元までさまざまであることが分かる。 

 

表Ⅷ-2-24 被害の種類 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
生命への侵害を受ける  13   4.7 
身体に重傷を受ける  12   4.3 
身体に軽傷を受ける  19   6.9 
財産の損失を受ける  10   3.6 
複数の傷害を受ける   7   2.5 
データ欠損 216  78.0 
合計 277 100.0 

 

表Ⅷ-2-25 被害自然人の補償状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
附帯私訴による賠償の獲得  13   4.7 
如何なる補償もない  56  20.2 
データ欠損 208  75.1 
合計 277 100.0 

 

表Ⅷ-2-26 法人被害者の業種 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 
建築業   8   2.9 
金融業  11   4.0 
娯楽業   1   0.4 
その他   1   0.4 
データ欠損 256  92.4 
合計 277 100.0 

 

表Ⅷ-2-27 被害法人の損失額 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

70 万元   1   0.4   0.4 
160 万元   1   0.4   0.7 
180 万元   1   0.4   1.1 
200 万元   1   0.4   1.4 
300 万元   1   0.4   1.8 
400 万元   1   0.4   2.2 
500 万元   2   0.7   2.9 
518 万元   1   0.4   3.2 
690 万元   1   0.4   3.6 
770 万元   1   0.4   4.0 

2,000 万元   2   0.7   4.7 
データ欠損 264  95.3 100.0 

合計 277 100.0  
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第３章 黒社会的組織犯罪の新たな発展傾向 

 西南ブロックにおける黒社会的犯罪について研究した結果、重慶市の黒社会的組織犯罪

に関する問題には顕著な特徴があることが分かった。直轄市であることから政策的な有利

さが働き、重慶の経済社会の発展水準は比較的高く、特に、市の主要市街区の水準は高い。

重慶市中心部における黒社会的組織犯罪は今日、新しい特徴を示している。この特徴は、

将来における他の後進地域での黒社会的犯罪の増長方向を示している可能性もある。以下

に、これらの特徴をまとめる。 

 

１．組織様態が隠蔽化されている 

 

第一に、一部の黒社会的組織においては、相互の勢力を使用して組織の構成員に流動性

を持たせたり、頻繁に交代させたりしており、いかにも人員数が少なく、階層が不明、組

織構造が散漫であるかのような「偽装」をしている32。事件処理において、黒社会的組織

間の人員が交錯している状況が明らかになっている。ある組織では、表面上、リーダー格

の者の部下は固定的な人員ではないが、実際には複数の人員が招集に応じてすぐに現れ、

指示を受けては派遣される状態であり、まるで雇用形態のようである。しかし、実際には、

これらの者が一体化しているのである。 

第二に、もともと利益共有集団であったものが会社化、企業化する等、形態に変化があ

り、組織の幹部が「黒幕化」するという特徴が非常に著しい。これら組織は会社や企業設

立および就労規則等の形で構成員を束縛しており、利益共有集団の規律により組織の構成

員を束縛、統制するようなことはしていない。ある黒社会の幹部は取締りや処罰を多数回

受けており、すでに法律の網をくぐる方法を熟知している。そのため現在では、いわゆる

利益共有集団の規律を用いることはない。また、取締りに対抗する能力は向上している。

「黒社会と商業の融合」が日増しに目立っており、黒社会的組織犯罪は「商業による黒社

会の培養」、「黒社会による商業の庇護」、「商業的黒社会」、「黒社会と商業の混交」といっ

た特徴を呈している。一部の会社、企業では、部外者が株式を所持したり共同経営したり

しているため、合法、不法の線引きが難しくなっている。このことは、司法機関が黒社会

的組織の経済基盤を崩すにあたり、障害となっている。 

第三に、一部の黒社会的組織の構成員の間で経済的な依頼関係が生じている。これら構

成員は経済的利益をもくろみ、自主的に組織やリーダー格に依存している。このことから

                                                              
32  実はこれは偽装ではなく、まさに典型的な黒社会犯罪の特徴なのである。合衆国の学者による合衆国

黒社会犯罪組織に関する研究の結果からその論拠が得られる。Gary W. Potter, Criminal 
Organizations,（Illinois: Waveland Press,Inc.1994,p116 を参照。特に、悪名高いイタリアの裏組織で

ある“Mafia”もやはり組織が散漫であり、緻密な組織ではない。Frederic Sondern, Jr., Brotherhood of 
Evil (New York: Bantam Book, 1960),p3 を参照。 
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組織内部は懲戒的な束縛が存在しなくなっている。 

第四に、一部の黒社会的組織の構成員の間には、そもそも親族関係がある。たとえば、

重慶王天倫黒社会的組織事件では、主要な構成員間に親族関係が存在した。このような関

係の中では、いわゆる利益共有集団の規律は不用であり、親族関係は利益共有集団の規律

よりも一層、構成員同士の結束を作りやすい要素となっている。 

 

２．暴力的な特徴が低下する傾向にある 

  

悪辣勢力は多様な犯罪を一手に引き受ける傾向があるが、特に著しいのは、暴力や威嚇

による手段である。それにより勢力を張り、危害を加える。殺人、故意傷害、恐喝略取、

集団抗争等、多様な犯罪に関与する。検挙した悪辣グループを例にとると、60%の者が「ヤ

ミ風俗（黄）・賭博（賭）・薬物（毒）」の違法犯罪活動に関与している。複数の黒社会関連

組織の幹部及び中枢メンバーは銃器を所持しており、市民の安全感に対する著しい脅威に

なっている。ただし、悪辣勢力も絶えず存在様態を変化させており、取締りに対する対抗

力を増加させている。利益共有集団から会社化、企業化等へと存在様態を変化させ始めて

おり、組織のボスが「黒幕化」するという特徴が非常に著しい。犯罪手段も暴力や殺人か

ら「陰湿な暴力」に変化している。これまでにも増して、にらみを利かす、言葉により脅

す、付きまとって事件を挑発する等の手段で不法な目的を達成するようになってきている。

最近の処理中の事件状況からみると、一部の事件において暴力性がさほど目立たず、突出

していない。暴力性は非常に小さく、特に、故意殺人、強盗、恐喝略取、事件挑発惹起等、

暴力もしくは暴力的脅迫的行為が見られない。したがって、もはや、力で支配権を握る、

いじめによる圧力をかける、一般市民に傷害を負わせるなどはありえない。昨今において

は、黒社会的組織設立の主な目的は、経済的利益の獲得であり、非暴力的手段や国家機関

の統制が及ばない抜け穴を利用して目的を達することができる場合には、暴力や脅迫的手

段を使用する必要がない。暴力的、脅迫的手段を用いて力のある地位を打ち立てまたは維

持し、世間に恐怖を与えるといった形は、黒社会的組織の初期形態に顕著な特徴である。

黒社会的組織が一定の段階に増長したとき、暴力的特性は次第に弱まるのである33。 

                                                              
33 Duval Cimorik はその著作「Le dossier de mafia」において、世界における黒社会組織犯罪の研究を

通じて、全世界的に「おだやかなマフィアの時代」に入るという著名な観点を示している。Cimorik によ

ると、一般的な見方からすれば、マフィア（黒社会）はこれまで暴力や対立の代名詞であったが、20 世

紀 90 年代を境として、この状況に大きな変化があった、とする。シシリーおよびアメリカのマフィア、

日本の山口組、旧中国の三合会から、ロシア地区等のマフィア新勢力に至るまで、世界中のマフィアは現

在、もしくはすでに、経営を通じておだやかな相互関係を有する、もしくは、対立を回避するといった新

たな局面を創出している。これにより、全く新しい協力形態を用いて共同で全世界の市場を分割し、「穏

やかなマフィアの時代」に入っている。市街での武力はすでにマフィアの生存手段ではない。政府に浸潤

し、一種の普遍的な策略となっている。マフィアの構成員はすでに、ある種の良い紳士の形で世間に現れ

ている。さらに重要なことは、これらマフィアのゲームルールは、白日の下にある大多数の政府よりも軽

快かつ効率が良いということである。 (Duval Cymric, “ Le dossier de mafia” (【仏】 希莫里克・杜瓦爾

著 羅塵訳「黒手党檔案」東方出版社 2003 年 42～44 頁)を参照。したがって、暴力傾向の鎮静化（事

実上は、非常態化にすぎない）は貴州地域における黒社会的組織犯罪の発展傾向であるとの予測が立つ。 
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３．経済力が日増しに増大している 

 

黒社会的組織が合法的、非合法的な経営活動に従事し、累積した財産が増加するにつれ、

経済力はますます強くなっている。このため、一部の黒社会幹部は億万長者となり、高級

車、豪邸を所持するというぜいたくな生活をしている。また、複数の業種に対して絶対的

な発言権を持っている。たとえば、重慶市渝中区のある黒社会のボスは、すでに当該地域

の娯楽業協会の会長になっている。 

 

４．政治、経済領域への浸透力が増している 

 

(1) 政治領域への浸透力の増加 

特に警戒すべきことは、現在、悪辣犯罪はまさに積極的に政治領域に浸透しつつあり、

策略により政治にその依拠をもとめ、政治的資本を獲得しようとしていることである。な

かでも、党政府幹部を籠絡する状況が突出しており、農業地域の政治基層部は悪辣勢力の

重点的な浸食目標となっている。悪辣勢力はさらに策略を尽くして社会的地位を追及して

おり、このために、各種手段を用いて人民代表大会代表、中国人民政治協商会議代表等の

資格を得ようとしている。政治の七光りを得るためである。このことは、以下の 4 点にお

いて実現している。 

第一に、黒社会組織の構成員や幹部が策略により政界に入り込み、慈善活動、奨学金寄

付、貧困救済において自らを偽装した上、各種政府自治体活動、半官半民活動において職

務を担うことで、政府に顔の利く民間人になっている。これにより政治的称号（地位）を

得てからは、政治的地位を利用して、自己または組織の利益を手に入れようとする。たと

えば、人民代表大会代表または中国人民政治協商会議議員となった組織の構成員または幹

部は、その特殊な身分を通して政府の上級官庁に圧力を加え、利益を獲得し、もしくは、

党と政府の幹部に接近できるという特殊な身分を通じて利益を獲得しようとする。 

第二に、公権力への浸食が日増しに著しくなっている。浸食されている領域や部署が増

加しており、そこに落ち込む公務員の階層が次第に高くなってきている。たとえば、重慶

において現在調査中の黒社会的組織が陥れた公務員についてみると、最も高い階層はすで

に局長級であり、党と政府機関、行政執行部署、金融機関、司法機関等の多数の部署に関

与している。 

第三に、農業部門における政治基層部が悪辣勢力の重点的な浸食目標となっている。 

第四に、「庇護の傘」を求める状況が突出している。今回の「悪辣取締り」において、黒

社会的組織のほとんどは「庇護の傘」を持っており、かつ、複数の「庇護の傘」の階層は

比較的高い階層であった。複数の黒社会的組織はそれぞれ複数人による「庇護の傘」を持

っていた。 

第五に、国家機関職員の黒社会化である。国家における暴力を掌握すべき公安人民警察
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がすでに黒社会に関与し、甚だしいケースでは黒社会的組織のリーダーや幹部となってい

る。「官」と「黒社会」との両方に一人の人物が属しており、もはや単純な庇護者や容認者

ではなく、単なる「庇護の傘」ではないのである。このような、「官」・「黒」混濁の国家機

関職員は、一方で、脅迫や利用、甘言等の手段で政治領域に浸透し、不法犯罪活動に対し

て庇護を与えることにより、現地の政治基層の増強に対して著しい損害を与えている。ま

た、一方で、その職権や人間関係を利用して司法手続きの正常な進行に干渉し、社会の公

平公正に対して著しく違背している。さらに、暴力による勢力を張り、社会の治安、秩序

に対して著しい損害を与えたり、不法な手段で強制的に税金を取り立てて正常な経済秩序

に対して著しい損害を与えたりしている34。 

 

(2)経済領域への浸透力が増している 

 黒社会的組織の利潤追求の姿勢はますます顕著になっている。浸潤している経済領域は

増え続けており、国家的に重要な複数の経済領域にも達している。たとえば、商品流通、

不動産開発、金融等、営利の比較的高い業種にはすべからく浸潤している。現時点で明ら

かになっている状況から見ると、高利貸しの関与する資金は数百億元に達しており、すで

にほぼ完全に高利貸し市場の利益連鎖を形成している。組織構成員の中で、ある者は組織

の運営資金を収集することに特化し、ある者は顧客を開発することに特化している。また、

ある者は暴力、脅迫的手段に訴え、債権を回収することに特化している。たとえば、陳坤

志の黒社会的組織においては、暴力、脅迫を後ろ盾として高利貸しを行っている。企業が

返済した利息はすでに資本の数倍に達している。期限までに返済のできない企業に対して

は、犯罪者が直接その株式を押さえている。 

 

５.関与する領域が多く、範囲が広い。繁殖が早く、再生能力が強い。結成周期が短かい 

  

現時点において、我が国の悪辣勢力による犯罪は、関与する領域が多く、範囲が広い。

また、繁殖が早く、再生能力が強い。刈ってもすぐ繁茂する夏の雑草のような現象が顕著

である。経済発展の優劣に関係なく、各地には悪辣勢力の繁殖する可能性があり、特定業

種の強制的な市場独占や経営独占から、民事紛争への介入、土地の占拠・住民の強制退去

に至るまで、また、組織的売春、不法薬物の製造販売からマネーロンダリング、賭博場開

設に至るまで、利潤が見込めるものなら何であれ、悪辣勢力が介入する。悪辣勢力は経済

的利益の略奪には手段を選ばないが、近年において、その経済力は雪だるま式に大きくな

っており、経済発展に対する攻撃がますます著しくなっている。2000 年から 2003 年にか

けて行われた悪辣取締りキャンペーンにおいて取り締まられた黒社会関連組織は、増長周

期がほぼ 5 年以上であったが、2010 年のキャンペーンにおける黒社会関連組識の増長周

                                                              
34 李凡・張国政「山西陽泉警方多名官員因資産過億巡警案被調査」

http://news.ifeng.com/society/1/detail_2010_12/19/3583895_0.shtml，アクセス日：2011 年 3 月 19 日。 
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期は 5 年以下のケースが 52%を占めていた。このことから、現時点での我が国の悪辣勢力

による犯罪は、まさに活性化段階にあると言える。悪辣勢力の増長周期が従前と比較して

一層短くなっており、一年半で十分形成されるのである。複数の黒社会的組織は、地元で

は悪辣行為を行わないが、地域を超え、海外にまで増長し始めている35。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

35 周斌『内地黒恶勢力形成周期変短正積極向政治領域浸透』「法制日報」2010 年 4 月 9 日登載。 
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第Ⅸ部 受刑者専門チームの実証分析報告 

         ――受刑者調査及びアンケートの分析―― 
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第 1章 受刑者調査の概要 

１.近年の我が国における黒社会関連犯罪事件の裁判及び矯正の概況  

 

今回の中日組織犯罪共同研究のテーマの中で、中国側には 9 つの研究チームがあるが、

そのうち 8 つのチームが使用しているのが「組織犯罪」の概念である。日本側の研究チー

ムが在日中国人犯罪を対象にしたアンケート調査の中で使用しているのは「暴力団」とい

う呼称であるが、日本の公的文書で比較的多く使われているのは「組織犯罪」という名称

である。当専門チームは「黒社会関連犯罪組織」あるいは「黒社会関連受刑者が加わった

犯罪組織」といった概念を多く用い、刑務所部門での調査研究状況を明示したい。 

 

(1)我が国の黒社会関連事件における一審での罪名の概況及びアンケートサンプル数 

統計によると、2006 年 1 月～2010 年 6 月に全国の裁判所が一審で受理した黒社会関連

犯罪として起訴された事件は、合計 1,860 件 20,291 人である。そのうち組織やリーダー

が黒社会的組織加入罪で起訴された事件は、合計 1,813 件 20,205 人で、一審で黒社会関

連罪名で罪が確定された事件は 1,709 件 18,453 人である36。3 カ年度の研究期間に37、当

専門チームは 16 の省(自治区・直轄市)の監獄管理局において、刑務所組織内での職員座談

会を 40 回余り開催し、刑務所施設の黒社会関連矯正研究討論会に人員を派遣して参加さ

せ、黒社会関連受刑者アンケートのサンプルを 1,229 部集めた。ただし、そのうち 60 部

は統計に入れていない（詳細については以下において説明する）。1,169 部のみを対象に統

計を行い、うち 40 部は無効とし、有効サンプル数は 1,129 部となった（表Ⅸ-1-1を参照）。 

 

表Ⅸ-1-1 裁判所一審での罪状確定及びアンケートサンプル調査データ 
項 目 起 訴 罪名確定 アンケート数(有効数） 

一審事件数  1,813  1,709  
一審被告者数 20,205 18,435  
第一年度サンプル   368（359） 
第二年度サンプル   367（355） 
第三年度サンプル   434（415） 
合計   1,169（1,129） 

 

（2）黒社会関連犯罪における罪名の振り分け状況 

罪名によって振り分けると、同時期の一審の事件のうち、黒社会的組織の結成指揮加入

罪で起訴された事件は合計 1,813 件 20,205 人で、黒社会的組織の庇護容認罪として起訴

                                                              
36 『法制日報』2010 年 10 月 16 日第一面を参照。 
37 説明しておかなければならないのは、3 カ年度と言っても、第 3 年度は半分の時間をアンケートの分

析と論文の執筆に使ったため、調査研究の時間は多くなかった点である。毎年度の抽出サンプルのバラ

ンスをとるため、我々は同一地区でサンプルの数を大きく増やした。 
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された事件は合計 48 件 86 人(図Ⅸ-1-1)であった。 

 

図Ⅸ-1-1  裁判所一審事件における黒社会関連犯罪の罪名別 

庇護容認

3.0%

結成指揮加入

97.0%

 

黒社会的組織の庇護容認罪（「庇護の傘」）の割合はわずか 3％に過ぎないが、この 3％

という数は軽視できないものである。なぜならこの種の犯罪の主体は一定の権限を持った

公務員であることが多く、特に犯罪捜査の状況を知る権限を持った者である場合、黒社会

関連の犯罪者を密かに保護し、あるいは捜査を妨害する情報を提供し、黒社会関連犯罪取

り締まりに大きなマイナスの影響を与えるからである。裁判の状況をみると、罪名が 1 つ

の場合は少なく、いくつもの罪名に及んでいることが多い。近年の裁判事件で典型的なも

のに、2010 年 10 月 21 日広東省高等裁判所で裁判が行われた陽江黒社会的犯罪事件があ

る。許建国、林国欽ら 47 人の被告に、黒社会的組織の結成指揮加入罪、故意殺人罪、故

意傷害罪など 20 項目の犯罪の嫌疑がかけられた。同年 11 月 1 日、重慶市第三中等裁判所

の裁判では、管串をリーダーとする管氏「黒社会グループ」が、地元の豚屠殺販売市場、

港湾運搬市場、砕石供給市場の違法な独占、婦女売春の組織化、故意殺人など 9 項目の犯

罪の嫌疑により起訴された。 

 

図Ⅸ-1-2  第 2 年度南方の省のある刑務所の黒社会関連犯罪の罪名統計 
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当チームが統計をとったアンケート（図Ⅸ-1-2）では、2～8 の罪名に及ぶ者が絶対的多

数を占めている。たとえば、第 2 年度「南方の省」の調査研究では、ある刑務所に収監さ

れていた黒社会関連受刑者 52 人のうち、犯罪ファイルを調べてみると、それぞれの罪名

は「黒社会的組織の結成指揮加入罪、故意傷害罪、事件挑発惹起罪、恐喝略取罪、取引強

要罪、強盗罪」等で、そのうち罪名 1 つの者が 1 人、2 つの者が 14 人、3 つの者が 17 人、

4 つの者が 9 人、5 つの者が 7 人、6 つの者が 3 人、8 つの者が 1 人となっている。 

 

(3)重刑率及び裁判の公正性について 

近年の我が国の「黒社会取締り」状況については、徐々に 1 つの問題が明らかになって

きた。すなわち、刑罰の重刑化の問題である。統計（表Ⅸ-1-2）によると、2006 年 1 月

～2010 年 6 月の間にすでに裁判が終わり、確定した一審の黒社会関連事件 1,082 件 9,930

人のうち、懲役 5 年以上、無期懲役、死刑の判決が出た者は 4,610 人で、重刑率は 46.4％

となり、同時期に裁判所で判決が出た刑事事件全体の 30.1％を上回っている。財産刑の判

決が出た者は 2,913 人で、黒社会関連犯罪者全体の 29.3％を占め、政治的権利剥奪の判決

が出た者は 867 人で、黒社会関連事件全体の 8.7％を占めている38 。 

 

表Ⅸ-1-2 裁判所一審判決での刑の分類 
5 年以上の有期懲役・無期懲役・死刑 財産刑 政治的権利の剥奪 その他 合計（人）

4,610 2,913 867 1,540 9,930 

 

図Ⅸ－1－3 裁判所一審判決での刑の種類 

財産刑
29.3%

政治的権利の剥奪
8.7%

その他

15.5%

5年以上の懲役・無期懲役・死刑
46.4%

 
 

しかし、実際に黒社会関連犯罪の判決には「刑罰が重すぎる」という現象が存在するの

であろうか。黒社会関連犯罪撲滅運動が進むにつれ、量刑過重の現象が際立ってきている。

そこで、当チームは第三年度のアンケートの統計に、受刑者の判決に対する認識度に関す

る内容を追加した。以下が調査研究の結果である。まず、1 グループの黒社会関連犯の実

                                                              
38  『法制日報』2010 年 10 月 16 日第一面を参照。 
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際の刑罰状況を見てみよう（図Ⅸ-1-3）。第一年度の当チームによる西南の省のある刑務所

における研究調査の際に分かったが、当時に刑務所に収容された 36 人の黒社会関連犯の

うち、死刑執行猶予 2 年付き、無期懲役、10 年以上の有期懲役などの実刑判決が出された

者が 27 人で、そのうち死刑執行猶予 2 年付きが 5 人 14％、無期懲役が 6 人 17％、10～

20 年の有期懲役が 18 人 50％、10 年以下の有期懲役がわずか 7 人 19％であった。5 年以

上の有期懲役、無期懲役、死刑執行猶予 2 年付きをもとに重刑率の統計をとると、ほぼ

100％になる。次に、第三年度の「中部の省 5」126 人の犯罪者の回答を見てみよう（表Ⅸ

-1-3）。126 部のアンケートの回答のうち、「刑が重すぎる」と考えている黒社会関連受刑

者の「首領」は 5 人、「中堅幹部」は 14 人、一般構成員は 30 人、データ欠損は 2 人、合

計 41 人で、アンケート総数の約 3 分の 1 を占めている。また、これ以外に、第三年度の

合計 415 部のアンケートのうち、213 人が「刑が重すぎる」と答えており、これは同アン

ケート総数の 50％を占めている。 

 

表Ⅸ-1-3 3 カ年度判決の公正性に関する統計  

判決に対する認識 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

公正  52 10  30  92 
比較的公正  28 18  47  93 
刑が重すぎる 121 51  41 213 
冤罪   4  2   6  12 
その他   3  0   2   5 
合計 208 81 126 415 

 

２.黒社会関連受刑者アンケート抽出調査の総体的概況 

 

3 カ年度の 16 の省（自治区・直轄市）の刑務所での調査研究を総合し、黒社会関連犯罪

事件発生の原因、それに参加した原因、犯罪組織の規模、業種、年齢、婚姻状況、職業及

び心理状況等の基本的特性がほぼ把握できた。またいかにして黒社会関連犯罪を防止し、

減らすかについて一定の考えがまとまった。 

 

(1)黒社会関連犯罪が及ぶ主な業種 

現在、我が国の黒社会的組織は、まだ発展し始めたばかりの初期段階にあるため、不法

に資金を得るための方法は残忍で、一般人を傷つける行為を伴う。多くの業種が「悪辣関

連勢力」に牛耳られており、庶民が正当に財産を作るのは大変困難で苦しいものになって

いる。ここで第 1 年度のアンケートのみ（表Ⅸ-1-4）を例にとって検討してみる。 

抽出調査したサンプルからわかるように、国民生活に関連する種々のどの業種にも黒社

会に関係する犯罪が浸透しており，一部の下請け工場、市場の商人、個人経営者が大きな

被害を被っている。一度恐喝略取されると、政府の保護を求めるのにも限度が生じ、妥協

してしまう場合が多く、もともと多くない利益からさらに抜き取られてしまうことになる。 
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表Ⅸ-1-4 黒社会関連受刑者の関係業種の統計 

黒社会関連業種 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

建築不動産  8 10  0  5 0  2  2  2  1  21 
市場経営 12  0  1  2 2  3  4  5  4  33 
賭博  8  8  2  0 1  1  5  1  9  35 
飲食・娯楽  2  8  0  4 1  0  4  0  1  20 
鉱山  5  0  0  2 0  1  1 10  0  19 
運輸  1  2  0  0 0  2  1  1 12  19 
恐喝略取 10  8 13  0 1  5 15 16  7  75 
高利貸し  3  8  0  0 0  0  0  3  2  16 
薬物密売  1  0  1  0 0  0  1  2  3   8 
電子製品の製造  3  0  0  0 0  0  0  0  0   3 
不明 14  7 31  7 3 14 14 15 14 119 
合計 67 42 48 20 8 28 47 55 53 368 
備考          複数選択

 

(2) 黒社会に関係する受刑者の矯正概況  

①黒社会関連犯罪に足を踏み入れる原因 

当チームの調査研究のインタビューで明らかになったのは、多くの若者(30 歳以下)が黒

社会的組織のメンバーになるには 1 つの理由があったということである。それは社会的影

響力を持っている「ボス」を尊敬し、自分もそのような人物になりたいと夢見るからとい

うものである。またもう 1 つの原因は、かつて困難に出会った時、公的権力に助けを求め

たが拒否されたか、あるいは当時保護を得ることができたが後で悪質な報復に遭い、二度

と警察に通報する勇気がなくなって、屈服してしまい、最終的にその構成員へと転落して

しまった、というものである。 

ここでサンプル数の最も多い第 3 年度のアンケートを分析し、黒社会関連受刑者が犯罪

組織に参加した原因を探ってみる。 

第 3 年度のサンプル（表Ⅸ-1-5）によると、自分から進んで黒社会関連犯罪に参加した

例も少なくない。しかし、誘惑されて黒社会関連犯罪に手を染めたというのが、最もはっ

きりした特徴の 1 つである。 

 

表Ⅸ-1-5 黒社会関連受刑者の犯罪組織への加入理由の統計 

加入理由 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

自発的に加入  39 40  32 111 
誘惑されて加入 130 38  84 252 
脅迫されて加入  13  2   7  22 
その他  16  0   3  19 
データ欠損  10  1   0  11 
合計 208 81 126 415 

 

②矯正における注意すべき問題について 

まず、犯罪前は特殊な身分であった黒社会関連犯罪者、すなわち犯罪前に幹部公務員や

弁護士、あるいは警察官であった人間は、本人の法律の知識や政策に関する水準が比較的

高く、また監視に当たる刑務官の心理をコントロールするのに長け、積極的な態度に見せ

かけて本心は見せない。次に、黒社会関連受刑者の管理方法である。一方では区別せずに
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一律に厳しく管理、すなわち黒社会関連犯罪者の首謀格の者、主犯と一般構成員を同じや

り方で管理し、これにより刑務官の人員不足または人員浪費に陥らせてしまっているが、

その一方で、一部の刑務所では内部をコントロールしている「悪辣勢力」に属する構成員

も同じ処遇で管理し、審査、減刑、仮釈放などについても厳格に対処してはいるが、厳格

さの基準が不明確なため実際に掌握するのが困難で、厳格に規範通りに法を執行するには

マイナスとなっている。第三に、矯正方法の妥当性と社会復帰のための環境の調整である

が、この方面の制度と方法については改善が急がれる。 

 

(3)受刑者が最も敬服する刑務官のタイプ 

国際社会の普遍的な認識では、大多数の受刑者が「受刑者とのコミュニケーションに長

けた」人を敬服する傾向があり、このような人が矯正の仕事を担当するのに向いている。

我々も以前他のテーマの中でいつもこの問題に触れてきたが、調査結果によると、普通の

刑事事件の受刑者の約 70～90%が「受刑者とのコミュニケーションに長けた」タイプの刑

務官を敬服している。しかし、黒社会関連受刑者のアンケートの中では、新たな特徴が表

れてきた。それは、「事を処理するのに公正」な人を選んだ者が、「受刑者とのコミュニケ

ーションに長けた」人を選んだ者より多かった点である。以下（表Ⅸ-1-6）は当チームの

第三年度のその問題を対象にしたアンケートの結果である。 

 

表Ⅸ-1-6 黒社会関連受刑者が敬服する刑務官のタイプ 
敬服するタイプ 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

コミュニケーションに長けている  89 32  49 170 
政策に精通  11  2   3  16 
公正かつ果断 105 47  66 218 
その他   3  0   8  11 
合計 208 81 126 415 

 

 (4)各年度の黒社会関連受刑者アンケート調査の概況 

前述したように、3 カ年度に渡り各地の刑務所機関に委託したり、当チームが直接現場

に赴いたりしてアンケートを取った。そのうち、ある地域の 60 部のアンケートは、「黒社

会関連」と「悪辣勢力関連」の受刑者を分けずに取ったため、抽出した総数 1,169 部（有

効数 1,129）のサンプルの中には含んでいない。また、ほかの地域では一部の「悪辣勢力

関連」受刑者へのアンケートがあったが、それも取り除かれた。 

 第 1 年度、2008 年 5 月～2009 年 8 月（地震のため 3 カ月間調査研究を停止）、当チー

ムは前後して 9 つの省（自治区・直轄市）の刑務所で調査研究を行った。具体的な方法と

しては刑務官との座談会を開き、犯罪事件を調べ、個別にインタビューしてアンケート調

査などを実施した。第 2 年度には、調査研究を 2009 年 8 月～2010 年 8 月に行い、当チー

ムは調査地域を縮小したが、6 つの省と直轄市で座談会と個別インタビュー（刑務官、受

刑者）の数を増やし、あわせてアンケート数も増やし、抽出サンプル数の基本数に変化が
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生じないようにした。第 3 年度、調査研究期間を 2010 年 8 月～2010 年 11 月に設定し、

報告書のまとめの期間を 2010 年 11 中旬～2011 年 1 月中旬に設定したため、調査研究時

間は比較的短いものであった。黒社会関連犯罪地域及び人員の特徴を更に進んで論証する

ため、当チームは 5 つの省と直轄市において関連の調査研究を行い、3 つの省と直轄市で

受刑者にアンケート調査を実施し、直接的な調査研究方法（座談会、インタビュー、アン

ケート）と委託調査研究（アンケート）を結合した形式を採用し、同一地区でのサンプル

数を増やし、年間抽出サンプル総数の減少を防いだ。 

 

図Ⅸ-1-4 黒社会関連受刑者のアンケート統計概况 
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第２章 抽出サンプルについての分析 

アンケートの設問内容は比較的分散しているため、第一年、第二年と第三年のそれぞれ

の抽出サンプルのうち 47 の設問だけに焦点をあて、その中から 20 の設問を選んで比較検

討した39。 

 

１.黒社会関連犯罪事件の摘発端緒の分析  

 

通常、犯罪者人数が比較的多く、悪質な黒社会関連罪犯事件の摘発端緒は、長期にわた

ってもしくは何度も被害者や民衆の通報や告発を受け、公安機関の度重なる捜査を経て最

終的にようやく摘発されるというものである。ほかには、暴力犯罪のため現行犯で逮捕さ

れたり、事件後に指名手配のため逮捕されたり、共犯者の供述によって摘発に至る場合も

ある。本文で言う「事件の摘発端緒の分析」とは、本テーマの 3 カ年度のサンプルの調査

研究によって示された結果であり、決して我が国の現段階における黒社会関連事件の摘発

端緒の全体的な分析ではない。 

第 1 年度のサンプル統計結果（表Ⅸ-2-1）によると、第一に、大多数の事件の摘発端緒

は「その他のタイプ」に属し、3 分の 1 を超え、公安機関の捜査による摘発が依然として

黒社会関連事件摘発の主要端緒となっている。第二に、強制的に黒社会犯罪組織に加入さ

せられた者の人数はごく少数で、わずか 18 人にすぎない。第三に、「誘惑されて」黒社会

関連犯罪組織に加入した者は、「自首」した者にせよ、「通報・告発された」者にせよ、ま

た「その他」に属する場合にせよ、いずれも多数を占めている。 

 

表Ⅸ-2-1 黒社会関連犯罪事件の摘発端緒の統計 1 
事件の摘発端緒 タイプ 西南の省 直轄市 1 直轄市 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部の省 3 合計 

自首 
自分から  0  0  4  0 0  0  0  0  0   4 

 31誘惑されて  5  3  5  3 0  2  3  3  3  27 
脅迫されて  0  0  0  0 0  0  0  0  0   0 

通報・告発 
自分から  8  5  8  5 0  2  7  5  4  44 

115誘惑されて 10  6  9  4 4  2 11 11 14  71 
脅迫されて  0  0  0  0 0  0  0  0  0   0 

その他 
自分から 12 13  9  4 0  7  9 11 11  76 

213誘惑されて 19 13 13  4 4  9 16 25 16 119 
脅迫されて 11  0  0  0 0  5  0  0  2  18 

合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

第 2 年度の抽出サンプル（表Ⅸ-2-2）の主な特徴は、第一に、各省の黒社会関連受刑者

                                                              
39
 黒社会関連受刑者の管理監督更生は重点グループに属すため、一定の秘密保持の原則を遵守しなければ

ならず、また「外地収容」を実施しているため、論文に関連するすべてのサンプル分析において具体的

な（自治区・直轄市）の名称は伏せてある。 
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のうち、事件の摘発端緒が「自首」の割合が少ない。ここでいう自首は、黒社会関連犯罪

者による自首のほかに、逮捕されてから積極的に別件の犯行を自白した場合も含む。第二

に、通報・告発される状況においても、被害者や一般民衆による通報・告発も、黒社会関

連犯罪共犯者の仲間についての供述も含む。第三に「その他」については第 1 年度の状況

と類似している。 

 

表Ⅸ-2-2 黒社会関連犯罪事件の摘発端緒の統計 2  
事件の摘発端緒 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

自首 3 4 5 8 4 8 32 
通報・告発 16 38 19 19 16 22 130 
その他 36 52 27 13 40 25 193 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

3 年間の黒社会関連犯罪事件の摘発端緒の抽出サンプルの統計結果をみると、「自首」や

「通報・告発」でないものの割合が年々減少しており、現行犯逮捕または立件捜査の途中

で逮捕につながる割合が段々大きくなっている。通常、黒社会（的）組織の首領が自首し

た例はほとんどない。なぜなら首領は日常生活の中で合法的な身分と地位を持っているか

らである。ゆえに、抽出サンプルの中で，「自首」の選択肢を選んだ犯罪者の大多数はその

黒社会関連組織の中の「下層幹部」か「一般構成員」である。 

 

表Ⅸ-2-3 黒社会関連犯罪事件の摘発端緒の統計 3  
摘発端緒 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

自首  18  7   8  33 
通報・告発  56 33  36 125 
その他 134 41  82 257 
合計 208 81 126 415 

 

２.黒社会関連犯罪組織の結成時期について 

 

犯罪組織の結成時期については、判決書の記載を基準にするべきである。ただし、本文

の該当項目のデータは受刑者がアンケートの中で答えたものなので、あくまでも参考とさ

れたい。 

第 1 年度の抽出サンプルをみると、第一に、大多数の黒社会関連犯罪組織は 2001 年以

降に結成されたものである。第二に、「不明」を選んだ者は全体の約 4 分の 1 を占めるが、

彼らの記憶があいまいか、あるいはその大部分は地位が低く、組織の結成状況についてま

ったく分かっていないと考えられる。 

第 2 年度のサンプルにおいては、ある省における 2001 年以降に黒社会関連犯罪組織に

加入した犯罪者は前年の 2 倍以上になっている。「南方のある省」ではなんと 8 倍余りに

も達している。しかし、「北方の省」ではほとんど変化がない。これらの結果は抽出サンプ

ルから得たものにすぎないが、統計の結果としては、地域によって特徴が違うという点が
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かなり際立っている。 

 

表Ⅸ-2-4 黒社会関連犯罪組織の結成時期に関する統計 1 
結成時期 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

2000 年以前 20 12  0  7 0  9  4 19 19  90 
2001 年以降 28 23 22  8 4 17 32 20 28 182 
不明 17  5 26  5 4  1 10 16  3  87 
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

表Ⅸ-2-5 黒社会関連犯罪組織の結成時期に関する統計 2 
結成時期 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

2000 年以前 11  6 19 12 17  9  74 
2001 年以降 28 46 19 23 26 30 172 
不明 16 42 13  5 17 16 109 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

第 3 年度の抽出サンプルの統計によると、2001 年以降に結成した犯罪組織は成長の勢

いがかなり強い。統計によると、2001 年に全国の裁判所が一年間に審理した黒社会的組織

の結成指揮加入犯罪事件は350件1,953人で、前年度より6.3倍と3.8倍に増加している40。

しかし、地域によって発展の勢いは明らかに異なる。黒社会関連犯罪組織の勢力範囲の拡

大は不均衡であることがうかがえる。 

 

表Ⅸ-2-6 黒社会関連犯罪組織の結成時期に関する統計 3  
結成時期 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

2000 年以前  17 12  36  65 
2001 年以降 147 60  66 273 
不明  44  9  24  77 
合計 208 81 126 415 

 

３．犯罪組織に参加した犯罪者の年齢について 

   

行刑実務をみると、ある者が未成年の時期に行政あるいは刑事処分を受けたことがある

場合、その後の人生に非常に深刻な影響をもたらし、その成長過程は曲折した辛いものに

なることが多い。そしてその年齢で矯正教育に失敗すると、本人、家庭及び社会に計り知

れないマイナスの影響をもたらす。 

「犯罪時の年齢」に照準をあて、当チームは「30 歳」を抽出サンプルの基準年齢に決め

た。これは「80 年代以降に生まれた者（一人っ子）」に注目する必要があると考えたため、

刑務所施設における伝統的な基準である「25 歳」は採用していない。 

第 1 年度の抽出サンプルによると、第一に、30 歳以上では「自分から（望んで）」と「誘

惑されて」黒社会関連犯罪組織に加入した人数が約 3 分の 2 を占めている。第二に、統計

                                                              
40  2002年 3月 11日『最高人民法院業務報告』を参照。 
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によると、「中部の省 1」の状況だけが少し異なり、30 歳以下の人数が 30 歳以上の人数を

はるかに上回っている。我々の抽出サンプルはある程度の「偶然の一致」を排除してはい

ないが、それでも一定の地域的特徴が表われていると考えられる。 

 

表Ⅸ-2-7 黒社会関連犯罪受刑者の年齢統計 1 
年齢 タイプ 西南の省 直轄市 1 直轄市 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部の省 3 合計 

30 歳以下 

自分から  6  3 18  1 0  3  6  6  2  45 

129
誘惑されて  6  3 23  0 7  8 16  7  9  79 
脅迫されて  2  0  0  0 0  0  0  0  1   3 
その他  2  0  0  0 0  0  0  0  0   2 

30 歳以上 

自分から 14 15  3  8 0  6 10 10 13  79 

230
誘惑されて 26 19  4 11 1  5 14 32 24 136 
脅迫されて  3  0  0  0 0  5  0  0  1   9 
その他  6  0  0  0 0  0  0  0  0   6 

合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 

 

 第 2 年度の抽出サンプルによると、「南方の省」で服役している黒社会関連犯罪者は 2

つの年齢層がほとんど同じで、「北方の省」でも大きな違いはないが、他の省で服役してい

る犯罪者は、30 歳以下と 30 歳以上で犯罪組織に加入した人数の差は比較的大きく、30 歳

以上で加入した人数は 30 歳以下の人数より明らかに多い。そのうち「誘惑されて」犯罪

組織に加入した者の人数が最多であった（131 人）。 

 

表Ⅸ-2-8 黒社会関連犯罪受刑者の年齢統計 2 
年齢 タイプ 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

30 歳以下 

自分から  6 12  5  3  5  8  39 

112
誘惑されて  7 34 12  3  5  5  66 
脅迫されて  0  2  2  0  1  0   5 
その他  0  0  1  0  1  0   2 

30 歳以上 

自分から 10 10 14 15 13 20  82 

243
誘惑されて 32 20 12 19 26 22 131 
脅迫されて  0  2  2  0  3  0   7 
その他  0 14  3  0  6  0  23 

合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

第 3 年度の抽出サンプルの結果によると、3 つの省において、30 歳以下の黒社会関連犯

罪に加入した人数は 30 歳以上の人数をはるかに上回っており、第 1、2 年度の調査結果の

間にかなり大きな対比が見られた。また「中部の省 4」では、30 歳以下の黒社会関連犯罪

者がかなりの割合を占めていた。 

 

表Ⅸ-2-8 黒社会関連犯罪受刑者の年齢統計 3 
年齢 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

30 歳以下 149 72  89 310 
30 歳以上  59  9  37 105 
合計 208 81 126 415 
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４. 黒社会関連犯罪者の学校教育レベルに関する調査 

 

学校教育レベルは、人間の情緒及び行為の自己コントロール能力と判断力にかなり大き

な影響を与える。また学校教育レベルが高ければ労働技能競争に有利な職業の基礎を得る

ことができ、失業による犯罪の確率を下げることができる。現在我が国で収容されている

成年犯罪者の多くの者の学校教育レベルはやはり全体的にかなり低く、義務教育を完了し

ていない者の数は高い水準のままである。黒社会関連受刑者にこのような現状が存在する

だけでなく、他の種類の犯罪の受刑者にも同様の現象が見られる。あるいはこれが我が国

の矯正事業における先進国との比較的大きな相違点なのかもしれない。 

第 1 年度の抽出サンプル（すべてのサンプル）によると、第一に、非識字の数が比較的

少なく、第二に、高校と大学・専門学校の学歴の人数は一定の数に達している。第三に、

大学卒の学歴で黒社会関連犯罪に手を染める者の数はきわめて少ない。第四に、中学校以

下の学歴の者が黒社会関連犯罪の主要集団になっている。 

 

表Ⅸ-2-9 黒社会関連犯罪者学校教育レベルの統計 1 
教育レベル 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

非識字  4  0  0  1 0  0  0  2  1   8 
小学校 15  9  7  3 0  0 11 19 11  75 
中学校 34 23 38 12 1  7 30 24 28 197 
高校  8  5  2  2 6 19  9  7  9  67 
専門学校  4  3  0  3 1  4  0  2  1  18 
大学  0  0  1  1 0  0  0  1  0   3 
合計 65 40 48 22 8 30 50 55 50 368 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

  

第 2 年度の抽出サンプル（有効サンプル）も同様に 2 つの特徴を表わしている。1 つは、

中学校以下の教育レベルの者が絶対的多数を占めていることだ。そのうち「南方の省」で

は、中学校以下の学歴の割合が非常に高い。2 つ目は、「専門学校」以上の教育レベルの者

で黒社会関連犯罪に関わる者の人数は、明らかに減少している点である。そのうち「大学」

と「大学院」（「北方の省」のみ）の教育レベルの人数はきわめて少ない。これは、比較的

高い教育レベルを持つ者は黒社会関連犯罪というものの持つ性質をよく認識しており、自

己抑制できるということだと考えられる。 

 

表Ⅸ-2-10 黒社会関連犯罪者の学校教育レベルの統計 2 
教育レベル 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

非識字  3  0  0  0  3  2   8 
小学校 19 16  8  9 14 10  76 
中学校 24 68 33 21 33 33 212 
高校  7  8  9  7  7  9  47 
専門学校  2  2  0  3  0  1   8 
大学  0  0  1  0  0  0   1 
合計 55 94 51 40 60 55 355 
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第 3 年度の抽出サンプル（全サンプル）によると、中学校以下の総数の割合はいくらか

減少してはいるが、そのうちのかなりの者は義務教育を修了していない。中部の省 4 と西

南の省 2 の高校生の割合はいくらか増加している。 

 

表Ⅸ-2-11 黒社会関連犯罪者の学校教育レベルの統計 3 
教育レベル 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

非識字   5   4   3  12 
小学校  33  29  22  84 
中学校 120  11  82 213 
高校  43  55  17 115 
専門学校   5   1   2   8 
大学   1   0   0   1 
不明   1   0   0   1 
合計 208 100 126 434 

 

５.黒社会関連犯罪者の犯罪前の職業状况 について 

 

 第 1 年度の抽出サンプルによると、第一に、今回の犯罪の前に、行為者が有職と無職を

問わず、強迫されて黒社会関連犯罪に加入した者の人数はほぼ同じであった（それぞれ 8

人と 10 人）。この点だけを見れば、職業の有無は、脅迫されて黒社会関連犯罪に手を染め

たかどうかの决定性要因とはなっていない。第二に、無職という前提がある場合、誘惑さ

れて黒社会関連犯罪に加入する可能性はきわめて高い。有職者で誘惑されて黒社会関連犯

罪に加入した人数（106 人）と比べると、2 倍余りになる（253 人）。 

 

表Ⅸ-2-12 黒社会関連犯罪者の職業状况の統計 1 
職業 タイプ 西南の省 直轄市 1 直轄市 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部の省 3 合計 

有 

自分から  8  6  1  6 0  4  4  1  9  39 

106
誘惑されて 11  6  2  4 0  4 10  9  9  55 
脅迫されて  4  0  0  0 0  4  0  0  0   8 
その他  4  0  0  0 0  0  0  0  0   4 

無 

自分から 12 12 20  3 0  0 12 15  6  80 

253
誘惑されて 21 16 25  7 8  5 20 30 24 156 
脅迫されて  1  0  0  0 0  9  0  0  0  10 
その他  4  0  0  0 0  1  0  0  2   7 

合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 

 

 第 2 年度の抽出サンプルによると、「無職者で誘惑されて」黒社会関連犯罪に手を染め

た者の人数は「有職者で誘惑されて犯罪に手を染めた」者の人数の 3 倍程度に達している。

無職者で誘惑されて黒社会関連犯罪に加入した者の割合は、自発的に加入した者より多い。

しかし、有職者と比べると、無職者の中で自分から黒社会関連犯罪に加入する者の割合は

明らかに増加しており、黒社会関連犯罪の無職者に対する誘惑はかなり大きいことを表し

ている。脅迫されて加入した者の人数は非常に少なく、このことから黒社会関連犯罪組織

はまだ萌芽期あるいは発展の初期段階にあり、一般民衆が黒社会関連犯罪から遠ざかった

り、拒否したりすることが充分可能だということ（表Ⅸ-2-13）をある程度説明できる。 
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 第 3 年度の抽出サンプルの特徴は、「中部の省 4」の無職者で誘惑されて黒社会関連犯罪

に加入した者の人数が 2 分の 1 にまで達する点である。座談会で分かったことであるが、

「脅迫されて」犯罪に加入する場合、通常は特殊な要因が存在する。たとえば、高利貸し

に金銭を借りた、みかじめ料を払わなかった、あるいは交通事故を起こしたが賠償能力が

ない、といった場合である。「その他」のタイプでは「義理人情に厚く、友人のために犠牲

を払った」場合や、「真相を知らずに手伝わされた」などの偶然の要因によることもある（表

Ⅸ-2-14）。 

 

表Ⅸ-2-13 黒社会関連犯罪者の職業状况の統計 2 
職業 タイプ 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

有 

自分から  5 10  5  6  7  1  34 

 91
誘惑されて  5  8  3  6 10  9  41 
脅迫されて  0  0  0  0  3  0   3 
その他  0  8  2  0  3  0  13 

無 

自分から 20 12 13 12 11 15  83 

264
誘惑されて 25 46 22 16 21 30 160 
脅迫されて  0  4  3  0  1  0   8 
その他  0  6  3  0  4  0  13 

合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

表Ⅸ-2-14 黒社会関連犯罪者の職業状况の統計 3 
職業 タイプ 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

有 

自分から  10  5   6  21 

115 
誘惑されて  31  6  26  63 
脅迫されて   5  1   3   9 
その他  17  3   2  22 

無 

自分から  29 35  26  90 

300 
誘惑されて  99 29  58 186 
脅迫されて   8  2   4  14 
その他   9  0   1  10 

合計 208 81 126 415 

 

６.黒社会関連犯罪受刑者の婚姻状况について 

 

一般的に言えば、婚姻関係が犯罪に与える影響は多方面に及び、長短の両面を有する。

婚姻のプラスの影響は、安定した調和のとれた婚姻関係によってもたらされる。通常言わ

れるのは、良好な婚姻状態においては夫婦のどちらも軽々しく誘惑されて犯罪に走ること

はないし、誘惑されてもお互いに注意し合い、積極的に抑制し合うということである。婚

姻のマイナスの影響には、様々な表われ方がある。たとえば、片方が懸命に経済的利益を

追い求め、貪欲になり過ぎた場合、また片方がもう片方を物質的に満足させるために自ら

法を犯す場合である。さらに、夫婦両方が私腹を肥やすためまたは復讐するために長期に

渡って犯罪を企てる場合もある。また、片方が長期に渡って違法な犯罪に関わっていたが、

もう片方は全然知らなかったといったこともある。婚姻関係が何らかの原因（感情的な裏

切り）によって突然壊れてしまった場合も、それが犯罪の重要な原因になる。 
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第 1 年度の抽出サンプルによると、既婚者で自分から黒社会関連犯罪に加入した者の人

数（60 人）は、未婚で自分から加入した者（49 人）（「中部の省 1」の場合を除く）より

多い。「中部の省 1」の既婚者で黒社会関連犯罪に加入した者の人数はきわめて少なく（8

人）、未婚で黒社会関連犯罪に加入した者は、自分から進んで加入した者にせよ誘惑された

者にせよ、犯罪者の人数はどちらも他と比べて突出している。これは、一部の地域の地域

的特性を表している。 

 

表Ⅸ-2-15 黒社会関連犯罪者の婚姻状况統計 1 
婚姻状況 タイプ 西南の省 直轄市 1 直轄市 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部の省 3 合計 

既婚 

自分から  8 12  4  8 0  3  4 11 10  60 

176
誘惑されて 18 13  4 10 2  6 12 25 12 102 
脅迫されて  4  0  0  0 0  4  0  0  0   8 
その他  6  0  0  0 0  0  0  0  0   6 

未婚 

自分から  8  4 16  1 0  3 10  3  4  49 

152
誘惑されて 12  9 22  1 6  7 16 11 15  99 
脅迫されて  1  0  0  0 0  1  0  0  2   4 
その他  0  0  0  0 0  0  0  0  0   0 

離婚 

自分から  4  2  1  0 0  3  2  2  0  14 

 29
誘惑されて  2  0  1  0 0  0  2  3  5  13 
脅迫されて  0  0  0  0 0  0  0  0  0   0 
その他  2  0  0  0 0  0  0  0  0   2 

死別 

自分から  0  0  0  0 0  0  0  0  1   1 

  2
誘惑されて  0  0  0  0 0  0  0  0  1   1 
脅迫されて  0  0  0  0 0  0  0  0  0   0 
その他  0  0  0  0 0  0  0  0  0   0 

合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

表Ⅸ-2-16 黒社会関連犯罪者の婚姻状况の統計 2  
婚姻状況 タイプ 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

既婚 

自分から 11  6 11 12  7 16  63 

185
誘惑されて 25 16 14 13 17 20 105 
脅迫されて  0  2  3  0  3  0   8 
その他  0  0  4  0  5  0   9 

未婚 

自分から  3 14  2  4  7  8  38 

264
誘惑されて 11 34  9  9 12  6  81 
脅迫されて  0  4  0  0  1  0   5 
その他  0  0  2  0  0  0   2 

離婚 

自分から  2  2  3  2  4  2  15 

 28
誘惑されて  3  2  2  0  2  3  12 
脅迫されて  0  0  1  0  0  0   1 
その他  0  0  0  0  0  0   0 

不明  0 14  0  0  2  0  16 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

 第 2 年度の抽出サンプルによると、第一に、既婚（185 人）の黒社会関連受刑者と未

婚（126 人）の黒社会関連受刑者の人数は、総数の差が大きいため、婚姻関係の存在が黒

社会関連犯罪に与える明らかなプラスの影響を示すのには充分ではない。第二に、「南方の

省」でのみ、誘惑されて黒社会関連犯罪組織に加入した者の人数は、既婚者グループの方

が未婚者グループよりかなり少ない。「北方の省」では、黒社会関連犯罪に手を染めた者の

人数は、既婚者の方が未婚者よりかなり多い。また、今回のアンケートの中で、「離婚」し
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た犯罪者の人数は比較的少ない。これは、ここで言うところの「離婚」の多くが、収容さ

れて服役する前に離婚している場合を指しているからである。婚姻状況が「不明」という

のは、主に収容されて服役した後に離婚訴訟または協議離婚届が提出されたケースで、婚

姻関係が法律上有効なのかどうか本人もわかっていない場合である。 

第 3 年度の抽出サンプルによると、本年度の黒社会関連受刑者の対象年齢は若者に偏っ

ているが、既婚の黒社会関連犯罪者（193 人）と未婚の黒社会関連犯罪者（199 人）の数

はほぼ等しい。全体的に見て、「無職で未婚」で黒社会関連犯罪に巻き込まれた者の人数が

有職で未婚の者をはるかに上回っているだけでなく、「無職で既婚」の黒社会関連犯者の人

数も有職で既婚の人数より多い。これは、「職業の有無」が黒社会関連犯罪参加に与える影

響の度合いは「婚姻状况」による影響よりはるかに強いことを表している。 

 

表Ⅸ-2-17 黒社会関連犯罪者の婚姻状况の統計 3 
職業 婚姻状況 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

有 

死別   0  0   1   1 

280 
離婚   4  0   6  10 
未婚  56 47  49 152 
既婚  80  4  33 117 

無 
離婚   6  3   3  12 

135 未婚  14 20  13  47 
既婚  48  7  21  76 

合計 208 81 126 415 

 

７.黒社会関連犯罪者の犯罪組織内の地位について 

 

犯罪者の犯罪組織内の地位については、実際には様々な状況が存在する。組織の仕組み

がシンプルな場合は、決定（計画、手はず、教唆）を行うのは、通常は「中心人物→『親

分』」で、その他の重要な構成員は主に「主犯→『中堅幹部』、『実行班』、『用心棒』」で、

その他の者は「一般構成員→『子分』、『チンピラ』」などとなる。実際には、「実行班」の

多くは 2 種類の形態があり、1 つは主犯として暴力的犯罪で重要な力を発揮し、後のこと

を顧みず残忍に手を下す凶悪な実行班である。もう 1 つは、普通のチンピラで、暴力や暴

力じみた脅しを使う下っ端の実行班である。 

 

表Ⅸ-2-18 黒社会関連犯罪者の組織内の地位の統計 1 
組織における地位 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

大親分 12  8  2  1 0  6 11 11 11  62 
親分 18 10  9  2 1  5 14 11 17  87 
一般構成員 33 21 32 17 7 16 21 33 21 201 
不明  2  1  5  0 0  0  0  0  1   9 
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

  第 1 年度の抽出サンプルにおいて、比較的はっきりしている特徴は、「親分」と「中堅

幹部」の人数で、9 つの省のうち 6 つの省で、両者の違いはわずかであった。当チームは
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このデータに疑いを抱き、アンケート中の家庭の収入、犯罪資金の調達と管理、犯罪にお

いて果たした役割などの状況を合わせて調べた。その結果、自分が「親分」だという選択

肢を選んだ多くの犯罪者が、家庭の収入、犯罪資金の調達と管理において特定の問題が存

在することがわかった。1 つは家庭の収入が低いこと、2 つ目は犯罪資金の調達または管

理においてほとんど決定権を持っておらず、黒社会関連犯罪者の中でのみ「主犯」である

ということであった。このことから容易に推測できるのは、多くの犯罪者の教育レベルが

高くないため、アンケート調査の際に犯罪組織における「親分」及び共同犯罪における「主

犯」の違いがわかっていないということである。 

第 2 年度の抽出サンプルによると、絶対的多数のメンバーが黒社会関連犯罪組織の「一

般構成員」で、第一年度の統計の結論と一致する。また、刑務所で調査研究(刑務所に委託

したものを含む)を実施した際に、アンケートの設問の意味についての指導と説明を加えた

ところ、本年度に行ったアンケートの中での「親分」と「中堅幹部」の比率は合理的なも

のになり、多くの「親分」も裁判所では共同犯罪の中の「主犯」と認定された。また、「不

明」を選んだ者の比率が増加し、全体的に第 1 年度の統計の 2 倍になった。 

 

表Ⅸ-2-19 黒社会関連犯罪者の組織内の地位の統計 2 
組織における地位 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

大親分  7  8  5  8  9  5  42 
親分 15 26  7 10 16 20  94 
一般構成員 33 50 33 21 33 29 199 
不明  0 10  6  1  2  1  20 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

第 3 年度の抽出サンプルによると、中部の省 4 の黒社会関連犯罪者の中で「親分」の増

加幅がかなり大きく、中部の省 5 では「中堅幹部」の増加幅が大きい。刑の執行において、

一般の黒社会関連犯罪メンバーと比べると、「親分」または「中堅幹部」の増加は、安全管

理にプレッシャーをもたらす。刑務所側の共通認識としてこれら親分や中堅幹部の活動エ

ネルギーは大きく、少し気を抜くと問題が起こるのである。 

 

表Ⅸ-2-20 黒社会関連犯罪者の組織内の地位の統計 3 
組織における地位 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

大親分  23  8  7  38 
親分  40 19 36  95 
一般構成員 138 51 80 169 
不明   7  3  3  13 
合計 208 81 126 415 

 

８.黒社会関連犯罪者の家庭の年収の状况について 

 

第 1 年度の抽出サンプルによると、家庭の年収が 1 万元以下の人数は 135 人に達する。

10 万元以上はわずか 6 人であり、124 人が「不明」を選んでいる。このことは 2 つの現象
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を反映している。1 つは経済的条件が悪いため、黒社会関連犯罪に参加し、犯罪という手

段を通して早く富を得たいと望んでおり、黒社会関連犯罪組織の経済追求の目的に合致し、

組織の目標が同時に個人の目標ともなっている点である。もう 1 つは、アンケート参加人

数の 3 分の 1 は家庭の経済状況を回答したがらず、その点からも一部の真相があいまいに

なっている点である。 

 

表Ⅸ-2-21 黒社会関連犯罪者の家庭の収入の統計 1 
家庭の収入 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

1 万元以下 28 15 22  5 4 11 13 23 14 135 
1～10 万元 16 13  8 11 1  9 12 10 14  94 
10 万元以上  1  1  0  1 0  1  0  2  0   6 
不明 20 11 18  3 3  6 21 20 22 124 
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

第 2 年度については、当チームは分析の視点を調整し、アンケートで確定される収入の

金額によって、さらに犯罪組織に参加した原因を分けた。その結果、抽出サンプルから以

下の 3 つの特徴がわかった。第一に、家庭の収入が最低を選んだグループ、「1 万元以下」

の 124 人の犯罪者のうち、脅迫されて犯罪に加入した者はわずかに 4 人、第二に、「不明」

を選んだ 143 人のうち、脅迫されて犯罪に加入した者はわずかに 9 人、第三に、年収が比

較的高い者、つまり 10 万元以上の 12 人の中に脅迫されて犯罪に加入した者はいない、と

いうことである。これらのことから、犯罪を通して富を得ることが黒社会関連の犯罪目的

の 1 つではあるが、行為者は「自分から」または「誘惑されて」犯罪に加入したのが決定

的な原因で、本人の家庭の経済状況は 1 つの動機にすぎないことが分かる。黒社会関連組

織に脅迫されて犯罪をしたというケースは多くはないし、貧困が犯罪を引き起こすのでも

ない。重要なのはやはり本人の選択である。 

 

表Ⅸ-2-22 黒社会関連犯罪者の家庭の収入の統計 2 
家庭の収入 タイプ 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

1 万元以下 

自分から  6 10  4  7  7 13 47 

124
誘惑されて 17 12 11  8 14 10 72 
脅迫されて  0  0  2  0  2  0  4 
その他  0  0  0  0  1  0  1 

1～10 万元 

自分から  1 15  3  4  3  7 33 

 76
誘惑されて  9  5  4  9  6  3 36 
脅迫されて  0  0  0  0  2  0  2 
その他  0  0  1  0  4  0  5 

10 万元以上 

自分から  1  6  0  1  1  2 11 

 12
誘惑されて  1  0  0  0  0  0  1 
脅迫されて  0  0  0  0  0  0  0 
その他  0  0  0  0  0  0  0 

不明 

自分から  8 16 11  6  7 12 60 

143
誘惑されて 12 24  9  5 11  8 69 
脅迫されて  0  6  3  0  0  0  9 
その他  0  0  3  0  2  0  5 

合計 55 94 51 40 60 55 355 
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第 3 年度抽出サンプルによると、家庭の年収が 10 万元以上の者の人数はわずかに 2 人

であった。3 カ年度のサンプル抽出の結果を見ると、家庭の年収が 10 万元以上に達する者

はどの地域でも一桁にすぎない。また一方、ここからわかるのは、一般の黒社会関連メン

バーにとって、経済的利益を得ることができるというのは、やはり誘惑されて黒社会関連

犯罪に参加する場合の動機ではあるが、決定的な原因ではないということである。また、

3 カ年度内に「不明」を選んだ者の人数はどれも 100 人余りおり、これは一部の者は（確

かにはっきりしない場合もあるが）家庭の収入の状況を回答したがらないということを示

しているが、経済状況がよい場合も少なくないかもしれない。 

 

表Ⅸ-2-23 黒社会関連犯罪者の家庭の収入の統計 3 
家庭の収入 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

1 万元以下  58 27  56 141 
1～10 万元  71 39  48 158 
10 万元以上   1  0   1   2 
不明  78 15  21 114 
合計 208 81 126 415 

 

９.黒社会関連犯罪の資金源について 

 

黒社会の悪勢力の形成段階、つまり犯罪によって資金をためる段階における 1 つの典型

的なやり方は、1 つの地域の範囲内でそこで生計を立てている店主や屋台主から「みかじ

め料」を取る方法である。ある段階に達すると、一部の業種や市場を独占し始める。例え

ば、合法的な企業の身分を作ったり、あるいは飲食店やレジャー施設を経営したりするが、

とりわけ建築業や運輸業で独占を行っている黒社会関連組織は、すでにある程度の資金を

貯蓄している。表面上は合法的な商売をしているが、裏では「マネーロンダリング」や、

「風俗、賭博、薬物」の商売を始めたり牛耳るなどして大きな勢力となり、資金を獲得し、

国家の市場経済システムに深刻な被害を与えている。 

 

表Ⅸ-2-24 黒社会関連受刑者の犯罪資金の出所の統計 1 
資金源 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

誰からの提供 15 16 11  5 2  4  9 10 10  82 
犯罪による 31 21 20  9 5 13 36 35 40 210 
不明 19  3 17  6 1 10  1 10  0  67 
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

第 1 年度の抽出サンプルによると、「西北の省 2」と「中部の省 5」のアンケートにおい

て、資金源を「犯罪による」を選んだ人数の割合がかなり高く、前者では総数 55 人中 35

人に達し、後者では総数 50 人中 40 人に達している。両者の黒社会関連業種分野及び行為

を分析すると、前者は主に「鉱業」「市場経営」及び「恐喝略取」に関係しており、後者は

主に「賭博」、「運輸業」、「市場経営」及び「恐喝略取」などに関係している。上記の業種
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または行為が際立っており、つまり黒社会関連組織の一般構成員もはっきりわかっている

ということである。しかし、「誰からの提供」というケースについてはあまり明確ではなく、

誰が提供したのか、どうやって提供されたのかなどの状況が不明である。さらに不明を選

んだ者が 67 人あり、黒社会関連犯罪組織の資金の提供状況は依然として明らかになって

いない。 

 第 2 年度の抽出サンプルの統計結果によると、「犯罪によって得た」資金はやはり明ら

かに「誰からの提供」よりも多い。また、かなり多くの黒社会関連犯罪受刑者が犯罪資金

の出所について「不明」を選択している。座談会で分かった状況と合わせると、黒社会関

連組織において下層部に属する多数の一般構成員は、犯罪の資金源についてまったく知ら

ないということである。最も複雑なのは「誰からの提供」という答えで、実情がはっきり

しない。インタビューと座談会で分かった状況を合わせると、いわゆる「誰からの提供」

には少なくとも 2 つのケースが存在する。1 つは「みかじめ料」の徴収などの方法によっ

て資金を得る場合である。たとえば、一部の犯罪者の話では、彼らの理解するところの「犯

罪によって得た」という選択肢には、「みかじめ料」の徴収という内容が含まれているので

ある。もう 1 つのケースは「上司から聞いた」という場合である。ゆえに、この項目の統

計からは充分に正確な結論を出すことはできない。判決書と合わせて確定する必要がある。 

 

表Ⅸ-2-25 黒社会関連受刑者の犯罪資金の出所の統計 2 
資金源 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

誰からの提供 10 26 18 16 12  7  89 
犯罪による 25 54 22 21 29 36 187 
不明 20 14 11  3 19 12  79 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

第 3 年度の抽出サンプルによる犯罪資金の出所のケース別の比率は、第 1 年度及び第 2

年度と似通っている。「犯罪によって得た」が「誰からの提供」の割合より増加幅がかなり

大きい。しかし、犯罪者がはっきりと「誰からの提供」または「犯罪によって得た」を選

んではいるが、誰かが提供したケースの具体的な状況ははっきりせず、一部の刑務所処遇

部門のファイルを調べたところ、この 2 種類の資金の出所の状況は具体的な事件の中では

っきりと区別するのが難しく、しかも一部の犯罪者の回答は実際には判決書に書かれた状

況に合わないことが分かった。 

 

表Ⅸ-2-26 黒社会関連受刑者の犯罪資金の出所の統計 3 
資金源 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

誰からの提供  31 22  34  87 
犯罪による  99 45  78 222 
分からない  78 14  14 106 
合計 208 81 126 415 

 

もちろん、黒社会関連犯罪組織の資金の出所についても、一般の団体や企業組織の資金
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の状況についても、とりあえずアンケートを通して分かるものだけで、明らかにするのは

不可能である。監査を行ってこそ明らかにできるというものである。アンケートの内容に

このような問題があるので、マクロ的に 1 つの概況または筋道を理解してもらえばいい。 

 

１０．黒社会関連受刑者の刑期と種類について 

 

調査研究でわかった状況では、黒社会関連受刑者の刑罰の種類と長さは多様である。5

年以下の短期刑の者もいるし、10 年以下のいくつかの罪が合わさって 20 年以下の有期刑

になる者もいるし、無期懲役や死刑執行猶予 2 年付きなど各種のケースがある。 

第 1 年度の抽出サンプルによると、共通しているのは 10 年以下の刑期の人数が最多で

あり、137 人に達している点である。そのうち「中部の省 1」と「直轄市 2」の比率は大

きく、前者は 48 人中 36 人で、後者は 20 人中 18 人になる。座談会の中で刑務所の職員が

述べていたのは、黒社会関連受刑者の多くが 10 年以下の刑期で、5 年以下の刑期の者もい

て、限られた時間の中で良い方向に改造する（真面目に反省させ、黒社会犯罪組織から離

脱させる）のは難しいということである。ここで短期刑の犯罪者に広く存在する「クロス

感染」の問題はひとまず置いておく。比較的短い服役期間の中で、刑務所は受刑者が黒社

会関連組織を抜け出せるよう助け、指導する任務を負うが、これは間違いなくたいへん困

難な仕事である。 

次に、10 年～20 年の刑期のタイプの者は多く、114 人に達する。抽出した 9 つの省（自

治区・直轄市）では、無期懲役と死刑執行猶予 2 年付きが比較的多い省が 3 つあり、比較

的少ないのが１つの直轄市と 2 つの省であった。また、1 つの省と 1 つの直轄市では無期

懲役と死刑執行猶予 2 年付はなかった。 

 

表Ⅸ-2-27 黒社会関連受刑者の刑期及び種類の統計 1 
刑期種類 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計

10 年以下の有期懲役 25  9 36 18 4  9 10 14 12 137
10～20 年の有期懲役 15 13  2  1 3  9 24 27 20 114
無期懲役・死刑執行猶予 2 年付  12  5  0  0 0  5  6 10  9  47
不明 13 13 10  1 1  4  6  4  9  61
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

第 2 年度に我々は、刑期の統計の時間基準を調整し、また無期懲役と死刑執行猶予 2 年

付きを区分してみた。すると、明らかに 5 年以下の短期有期刑の人数がかなり多く（北方

の省を除く）140 人で、無期懲役及び死刑執行猶予 2 年付きの人数と両極端を示した。後

者は人数がたいへん少なく、特に死刑執行猶予 2 年付きの人数はわずかに 7 人であった。

次に、複数の罪で 10 年～20 年の刑に処せられている者の人数も少なくなかった。第 3 年

度の集計結果によると、実際に黒社会関連事件で審判を受けた者の多くが複数の罪で罰せ

られている事実、及び多くの者が刑期 5 年以下の一般構成員であることと、ごく少数の者
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が「主要構成員」か「主犯」で、罪の重い者は無期懲役か死刑執行猶予 2 年付に処せられ

ている状況は一致している。 

 

表Ⅸ-2-28 黒社会関連受刑者の刑期及び種類の統計 2 
刑期種類 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計

5 年以下の有期懲役 26 36  9 22 28 19 140
5～10 年の有期懲役 17 18  6 13 14 20  88
10～20 年の有期懲役 10 34 18  5 18 13  98
無期懲役  2  4  5  0  0  3  14
死刑執行猶予 2 年付  0  2  5  0  0  0   7
不明  0  0  8  0  0  0   8
合計 55 94 51 40 60 55 355

 

第 3 年度の抽出サンプルによると、無期懲役と死刑執行猶予 2 年付きの判決が出た者の

人数はかなり増えており、前者が 20 人、後者が 13 人に達している。これは、ある程度は、

刑罰の程度がいくらか重くなっていることを示している。2006 年 2 月から、全国黒社会

一掃キャンペーンが展開され、公安部はすでに第 7 回に渡り 296 件の重大黒社会関連事件

を公開処理した。全国黒社会一掃キャンペーンをさらに推し進めるため、2010 年 8 月中

旬、公安部は全国黒社会一掃プロジェクト第八次運動の通知を出し、全国 22 の省（自治

区・直轄市）で 52 件の重大黒社会関連事件を公開処理した。また各省レベルの公安機関

のリーダーと地区ブロックの市の公安機関に、「トップ」が自ら責任者として事件を捜査し

解決し、規律検査機関や監察部門及び検察機関との協力を強め、「癒着官僚」を探し出し、

犯人一掃に尽力するよう、通知を出した。 

 

表Ⅸ-2-29 黒社会関連受刑者の刑期及び種類の統計 3 
刑期種類 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

10 年以下の有期懲役  96 34  72 202 
10～20 年の有期懲役  65 26  35 126 
無期懲役   5 14   1  20 
死刑執行猶予 2 年付   4  6   3  13 
記載なし  38  1  15  54 
合計 208 81 126 415 

 

１１．黒社会関連犯罪は通常暴力を伴うが、その種の犯罪の侵害の対象について  

 

我が国の刑務所の行刑実務において、犯罪をタイプ別に分けると、主に暴力型、財産型、

性欲型及びその他の種類になる。そのうち、財産型と暴力型が調査対象の受刑者のうち絶

対的多数を占める。黒社会関連犯罪の多くが暴力あるいは暴力まがいの脅しなどを伴うた

め、公民の人身の権利に大きな危害を及ぼす。このため、実際には多くの黒社会関連犯罪

がみな暴力犯罪という大きな種類の中に入る。同時に、黒社会関連犯罪が用いる暴力的な

手段または暴力に近い脅しは、その目的の多くが違法な財産上の利益に関係する。このた

め、犯罪対象は主に、大きく人身と財産の 2 種類に分けられる。 
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 第 1 年度の抽出サンプル（表Ⅸ-2-30）によると、多くの黒社会関連犯罪はみな二重に

対象を侵害している。1 つの省を除く他の省では、黒社会に深く関係する犯罪のうち、人

身あるいは生命の傷害は財産の侵害より多い。このことは人々の黒社会関連犯罪の手段の

残忍さに対する恐怖がもっともなものであることを充分に表している。 

 

表Ⅸ-2-30 黒社会関連受刑者の侵害対象の統計 1 
侵害対象 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

財産 26 19 15  4 4 13 23 28 29 161 
人身 34 24 32 16 5 12 24 31 27 205 
その他  6  2  3  0 0  2  0  0  1  14 
合計 66 45 50 20 9 27 47 59 57 380 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4   複数選択

 

第 2 年度の抽出サンプル（表Ⅸ-2-31）によると、人と財産の割合の差は小さく、一部

の犯罪者は人と財産という二重の客体を侵害している。「南方の省」の 12 人が「不明」を

選んでいるが、一部の犯罪者は、犯罪に「侵害の対象がない」ことを強調している。また

「北方の省」の特徴は 51 人中の 41 人の侵害対象が「人」（うち 8 人が複数を選択）であ

るという点で、地域的特性がかなり突出していると言える。 

 

表Ⅸ-2-31 黒社会関連受刑者の侵害の対象の統計 2 
侵害対象 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

財産 28 30 15 19 20 24 136 
人身 31 52 41 24 37 35 220 
不明  0 12  3  2  6  0  23 
合計 59 94 59 45 63 59 379 
備考 4 人複数選択 3 人複数選択 5 人複数選択 5 人複数選択 3 人複数選択 4 人複数選択 複数選択 

 

第 3 年度の集計（表Ⅸ-2-32）では、複数を選択したものを計算していない。「被害者」

のあるものはすべて、「財産」には入れず、一項目の選択のみの統計である。このため、第

3 年度は全体的に第 1 年度と似通った集計結果となっており、黒社会関連犯罪の暴力性が

非常に突出している。 

 

表Ⅸ-2-32 黒社会関連受刑者の侵害対象の統計 3 
侵害対象 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

財産  79 28  53 160 
人身 116 53  69 238 
不明  13  0   4  17 
合計 208 81 126 415 

 

１２．2001 年以降、黒社会的犯罪組織への加入が徐々に増加 

 

当チームは 2000 年を区分の基準にして、受刑者の黒社会的組織への加入時期について

集計をとり、2001 年前後の黒社会的組織の人員の取り込み状况について調べた。 
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 第 1 年度と第 2 年度の抽出サンプルによると、前者では 3 つの省（直轄市）を除き、後

者では 1 つの省を除いて、自分がいつ黒社会的組織に加入したのかについて、多くの受刑

者が「不明」という答えを選んでいる。この現象について、我々が受刑者へのインタビュ

ーや刑務官との座談会を行った結果、主に 3 つのケースがあると分かった。1 つは、犯罪

者本人が黒社会的犯罪組織に加入したことを明確に認識していないケースである。2 つ目

は、自分では組織に加入したつもりはなかったというケースである。3 つ目は、加入した

かどうか自分でもはっきり覚えていないケースである。また、地域差があり、「北方の省」

では、2000 年以前に黒社会的組織に加入した者の人数と 2001 年以降に参加した者の人数

の差は小さかった。 

 

表Ⅸ-2-33 黒社会関連受刑者の組織への加入時期 1 
加入時期 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

2000 年以前 18 12  0  8 0  6  4 17 16  81 
2001 年以降 33 28 27 10 4 21 36 32 34 225 
不明 14  0 21  2 4  0  6  6  0  53 
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

表Ⅸ-2-34 黒社会関連受刑者の組織への加入時期 2 
加入時期 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

2000 年以前 17  6 20 12 15 14  84 
2001 年以降 32 46 23 28 31 35 195 
不明  6 42  8  0 14  6  76 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

表Ⅸ-2-35 黒社会関連受刑者の組織への加入時期 3 
加入時期 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

2000 年以前  10  8 20  38 
2001 年以降 160 67 95 322 
不明  38  6  11  55 
合計 208 81 126 415 

 

第 1 年度と第 2 年度の集計によって、黒社会的組織への加入時期をみると、2001 年以

降に黒社会関連犯罪に参加する者の数が徐々に増えている。しかも第 3 年度の抽出サンプ

ルによると、2001 年以降に黒社会的犯罪組織の数が急激に増えており、415 人中 322 人

がこの時期に結成した犯罪組織に加入している。我々のアンケート統計のサンプル数には

限りがあるが、この種の犯罪の社会に対する危険性が日々際立ってきているのを反映して

おり、高度に重視すべきである。これまでの黒社会関連犯罪への規制と減少のための取り

組みについて反省し、萌芽期の状態に抑えておくよう既定の措置を取らねばならない。 

 

１３．黒社会関連犯罪が受けている庇護の程度について 

 

黒社会関連犯罪がどの程度の庇護を受けているのかは、かなり敏感な問題である。なぜ
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なら、庇護する側は基本的に一定の職務権限を持った公務員であるためである。ここ数年

摘発した事件と学術界の研究成果をみると、最も黒社会犯罪（的）組織の「癒着した庇護

者」になりやすい公務員は主に公安警察職員であり、黒社会組織のメンバーが警察に対す

る腐食及びお互いの結託は、否定できない事実である。2009 年に暴かれた警察関係のエリ

ート高官である文強重慶市司法局局長・元公安局副局長が関与した黒社会「癒着」の重大

事件は、国中を震撼させた。実際に黒社会関連犯罪に関与している一部の警察職員の地位

は高く、これによって一部の重大事件に対し公正な処理ができなくなる。警察集団が蝕ま

れると、社会に大きな危害を与える。 

第 1 年度の抽出サンプルによると、9 つの省（直轄市）のうち、4 つの省（直轄市）で

は官僚の庇護がなく、庇護があった省（直轄市）の中では 「西南の省」と「中部の省 3」

の割合が最大であった。 

 

表Ⅸ-2-36 黒社会関連受刑者の公務員の庇護の有無に関する統計 1 
庇護の状況 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

あり 15  5  0 11 0  0  0 12 15  58 
なし 50 35 48  9 8 27 46 43 35 301 
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 

 

第 2 年度の抽出サンプルによると，第 1 年度の場合と同じく、多数の黒社会的組織犯罪

は公務員の庇護を受けてはおらず（あるいは調べても出てこず）、近年実際の裁判で出され

た結論と合致した。 

 

表Ⅸ-2-37 黒社会関連受刑者の公務員の庇護の有無に関する統計 2 
庇護の状況 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

あり 12 24 10  5 12 14  77 
なし 43 66 37 25 38 41 250 
不明  0  4  4 10 10  0  28 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

表Ⅸ-2-38 黒社会関連受刑者の公務員の庇護の有無に関する統計 3 
庇護の状況 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

あり   2  8  23  33 
なし 198 73  98 369 
不明   8  0   5  13 
合計 208 81 126 415 

 

第 3 年度の抽出サンプルでも、第 1 年度、第 2 年度の状況とほぼ同じであったが、当チ

ームは、黒社会関連犯罪に公務員の庇護が存在するか否かの識別は、検挙の成果によって

決まると考えている。裁判の時に癒着公務員の存在が認定できないからといって、事実上

存在しないとは限らない。単に法律上存在しないというだけにすぎない。癒着公務員が存

在するだけで、その犯罪の検挙の際に大きな問題が隠蔽されて残ることになり、さらにそ

の後の刑の執行の過程においても問題が隠蔽されたままになり、危険性は極めて大きい。 
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１４．黒社会関連犯罪組織の規模 

 

黒社会（的）組織の規模の大きさは、社会的危険度を直接に表す指標の 1 つでもある。

近年の実際の裁判における経験から、我々は 20 人を基準として、受刑者が参加している

黒社会的組織の規模についてアンケートの統計をとった。 

 第 1 年度の抽出サンプルによると、20 人以下の規模の割合は 20 人以上の割合の約 2 倍

であった。実際には、このアンケートの答えからは大まかな状況しか理解できない。なぜ

なら数字の組み合わせから見れば、「20 人以上」あるいは「20 人以下」の範疇における差

が大きいからである。調査研究の意義は、2001 年以降の黒社会的組織の発展規模に大きな

変化があるかどうかであり、もし 20 人を超える規模の組織が増加していれば、その犯罪

がもたらす損害のレベルは深刻なものとなるだろうから、関連部門は高度の警戒が必要で、

対応できるよう早急に政策と措置を調整しなければならない。 

 

表Ⅸ-2-39 犯罪組織の規模 1 
組織の規模 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

20 人以下 49 33 29  2 6 16 35 16 17 203 
21 人以上 14  6  3 17 2 10  4 36 30 122 
不明  2  1 16  1 0  1  7  3  3  34 
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

第 2 年度の抽出サンプルによると、ほとんどすべての省のサンプルにおいて、人数は多

くはないが（南方の省を除く）、自分の参加している黒社会関連組織の規模について、「不

明」を選択した受刑者がいた。「組織の結成時期」の質問に比べれば、組織の規模について

の方がよく知られていた。これは、犯罪者たちはいつも一緒に犯罪活動を行っているから

である。6 つの省のアンケートの統計から見れば、西北、南方と西北の省 2 のサンプルに

おいて、「20 人以上」の規模の黒社会関連組織は「20 人以下」の規模の黒社会関連組織よ

り多く、北方、沿海と西南の省のサンプルでは、「20 人以下」の規模の黒社会的組織は「20

人以上」の規模の黒社会的組織より多く、それぞれ異なった現状が見られ、黒社会関連犯

罪組織の規模が地域によって異なるという特徴をある程度表している。 

 

表Ⅸ-2-40 犯罪組織の規模 2 
組織の規模 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

20 人以下 16 40 30 33 45 12 176 
21 人以上 36 42 17  6 13 41 155 
不明  3 12  4  1  2  2  24 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

 しかし、第 3 年度の抽出サンプル集計結果をみると、3 つの省の黒社会関連受刑者の年

齢は若い者に偏っており、30 歳以下の者が 310 人で、31 歳以上の者はわずか 105 人だっ
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た。黒社会関連組織への加入期間も短く、加入している黒社会関連組織の規模が小さいば

かりでなく、その中の一部の犯罪者は加入期間も比較的短かった。「不明」を選択した者の

人数は明らかに増えていた。20 人以下の規模の犯罪組織はやはり大きな比重を占めており、

第 1 年度の状況とは基本的に同じだったが、第 2 年度との違いは大きかった。 

 

表Ⅸ-2-41 犯罪組織の規模 3 
組織の規模 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

20 人以下 156 57  81 294 
21 人以上  30 21  35  86 
不明  22  3  10  35 
合計 208 81 126 415 

 

１５．黒社会関連犯罪者の共同犯罪における地位について 

 

  裁判所が罪状と刑罰を確定する時、刑法総則の共同犯罪に関する規定を援用し、これを

犯罪組織中のメンバーの身分の区別と罪状及び刑罰確定のよりどころとする。つまり「犯

罪集団を組織し率いて行動した、あるいは共同犯罪において主要な役割を果たした者、こ

れを主犯とする。犯罪集団を組織し率いた主要分子に対し、集団が犯したすべての罪状に

基づいて処罰する。第三項で規定されている者以外の主犯に対しては、参加したあるいは

組織し指揮したすべての犯罪に基づいて処罰しなければならない。」を援用する。 

 第 1 年度の抽出サンプル（表Ⅸ-2-42）によると、第一に、主犯がアンケートサンプル

の約 3 分の 1（117 人）を占めている。また、教唆犯 17 人のうち「直轄市 1」と「中部の

省 1」の占める割合が大きい。第二に、強迫されて加担した者 24 人のうち「西南の省」、

「中部の省 2」と「直轄市 4」の占める割合が大きい。第三に 9 つの省と直轄市のうち、4

つの省（直轄市）には「強迫されて加担した者」はおらず、また同時にそのうちの 3 つの

省（直轄市）では「死刑執行猶予 2 年付」と「無期懲役」の判決を受けた者がおらず、こ

れはすなわち共同犯罪において「主犯」と「従犯」の刑期が 20 年以内（複数の犯罪によ

って処罰された者を含む）ということである。しかもこの 4 つの地区のうち直轄市が 3 つ

を占め、直轄市の裁判所の黒社会関連犯罪に対する量刑の状況がある程度表われている。 

 

表Ⅸ-2-42 黒社会関連受刑者の共同犯罪における地位の統計 1 
地位 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

主犯 17 17 17  3 0  9 11 20 23 117 
従犯 39 18 25 13 8 13 28 32 25 201 
教唆犯  1  5  6  4 0  0  0  0  1  17 
被脅迫従犯  8  0  0  0 0  5  7  3  1  24 
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

第 2 年度の抽出サンプル（表Ⅸ-2-43）では、第一年度と比べると、サンプルの数はほ

ぼ同じであるが、「教唆犯」として黒社会関連犯罪者と認定された者の人数は少なく（わず
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か 7 人）、主犯の人数はやや多いが従犯より少ない。特に「北方の省」では主犯がわずか 8

人しかいない。ここでいう「主犯」とは、黒社会関連組織を組織し率いる主要分子を含ん

でおり、また具体的な犯罪行為の中で犯罪活動を組織して指揮する主犯をも含んでいる。

受刑者のファイルを照合すると、この項目のサンプル調査から出た結論は、実際の裁判及

び収容中の黒社会関連受刑者の真の身分に合致する。これはつまり、黒社会関連受刑者が

自らの黒社会関連犯罪者の身分についてよく理解しており、タブーとする心理もなく、事

実をそのまま記入しているということである。 

 

表Ⅸ-2-43 黒社会関連受刑者の共同犯罪における地位の統計 2 
地位 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

主犯 20 22  8 17 13 16  96 
従犯 32 42 32 18 38 36 198 
教唆犯  0  6  0  0  1  0   7 
被脅迫従犯  3 14  4  5  7  1  34 
不明  0 10  7  0  1  2  20 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

 第 3 年度の抽出サンプルの主な特徴は「強迫されて加担した者」の比率はいくらか増え

たが、総数から見ればやはり比較的少ない（34 人）点で、これは一度黒社会関連犯罪に関

わると、共同犯罪の中で最低でも従犯の役割を務めることになるということを表わしてい

る。本年度の 3 つの省の 415 人の黒社会関連犯罪者を総合すると、30 歳以下の者が 310

人で（25 歳以下の比率も高い）、世間知らずの若者達が、様々な原因で黒社会関連犯罪に

巻き込まれているのである。「従犯」と「被脅迫従犯」の人数も 290 人に達しており、社

会復帰してからいかにして黒社会関連組織から抜け出すかは深刻な問題となっている。そ

のすべてが 30 歳以下というわけではないが、主要なメンバーが若者という点も心配なと

ころである。 

 

表Ⅸ-2-43 黒社会関連受刑者の共同犯罪における地位の統計 3 
地位 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

主犯  62 21  20 103 
従犯 102 49  90 241 
教唆犯   6  1   2   9 
被脅迫従犯  29  7  13  49 
その他   9  3   1  13 
合計 208 81 126 415 

 

１６.黒社会関連受刑者が被害者の許しを求めているかどうかについて 

 

「修復的司法」の理念とプログラムの導入に伴い、我が国の刑事訴訟の各段階において

「調停、和解」の効果を重視するようになってきた。では、黒社会関連犯罪の受刑者に対

しても、上記のやり方を適用するのか、答えはもちろんイエスである。どのように教育す

れば黒社会関連受刑者が組織を抜け出せるかに関する積極的な探索に基づいたプログラム
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の中には、「積極的に被害者に対し賠償義務を履行する」という内容が含まれている。 

 第 1 年度の抽出サンプルによると、「西南の省」の 11 人の黒社会関連受刑者ははっきり

と被害者の許しを希望しないと述べている。矯正教育担当刑務官が言うには、一部の犯罪

者は犯罪の前、長期に渡って被害者との間に大きな対立があり、被害者が横暴な嫌がらせ

をしていると感じ、挑発を続けていた。今回「兄貴達（地元の黒社会的組織）」に頼んで被

害者に思い知らせてやりたいと考えたのであるが、やり方がひど過ぎてコントロールでき

ず、被害者に重傷を負わせたり、死亡させてしまったりしたため、本人は被害者本人また

は遺族に許してほしいとはまったく思っていないのである。 

 

表Ⅸ-2-44 黒社会関連受刑者が被害者の許しを求めているかどうかの統計 1 
被害者との和解 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

希望する 48 33 41 18 8 23 41 43 43 298 
希望しない 11  4  0  0 0  0  4  2  2  23 
分からない  6  3  7  2 0  4  1 10  5  38 
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

第 2 年度の抽出サンプルによると、絶対的多数の黒社会関連受刑者が同じように被害者

の許しを得たいと希望しているが、「西南の省」と「西北の省 2」ではそれぞれ 10 人と 9

人の犯罪者が「被害者の許しを望まない」と述べている。これについて我々も少し調べて

みたが、この中には被害者を殺害した者もおり、被害者の家族に許してもらえるとはまっ

たく思っていない。また一部の者は自分が最後に手を下したそのやり方がひどかったため

に相手を死亡させたのであるが、事件は自分が起こしたものではないのに相手が生命を失

って自分は重い刑に処され、一生かかっても償うこともできないので、もはや死者の家族

に許してもらえるという期待を持たなくなっている。また、まれにこの問題に対し口をつ

ぐみ、許してもらうかどうかについてまったく考えない者もいる。「西北の省 1」の 55 名

の受刑者のうち、53 名は「被害者の許しを望む」を選び、「北方の省」の 51 名の受刑者の

うち 47 名が、「被害者の許しを望む」を選び、やはりこれが絶対多数の受刑者の願いを代

表している。 

 

表Ⅸ-2-45 黒社会関連受刑者が被害者の許しを求めているかどうかの統計 2 
被害者との和解 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

希望する 53 70 47 33 44 46 293 
希望しない  2  2  0  4 10  9  27 
分からない  0 22  4  3  6  0  35 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

第 3 年度の抽出サンプルの中で、「分からない」という答えを選んだ者が増えている現

象について調べると、ある受刑者は、被害者が「薬物の売人」なので、許しを求めるべき

かどうかの問題について考えたくないとのことであった。また今回の犯罪で被害者が存在
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しない場合もあり、これも「不明」の人数が増えた原因の 1 つである。 

 

表Ⅸ-2-46 黒社会関連受刑者が被害者の許しを求めているかどうかの統計 3 
被害者との和解 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

希望する 167 76 111 354 
希望しない   3  3   5  11 
分からない  28  2  10  40 
被害者いない  10  0   0  10 
合計 208 81 126 415 

 

１７.黒社会関連受刑者の服役中の人格は尊重され得るかについて 

 

近年、刑務所部門は改革を続け、実際に受刑者の合法的権利を守り、法の執行における

自己管理力を強化するだけでなく、社会的な監視力も拡大し続け、顕著な成果を上げてき

た。最新の改革としては、北京市監獄管理局清河分局が 2010 年 8 月 10 日から分局所属の

5 つの刑務所に対し「監視カメラ使用による法の執行」規定を実施し、刑務所の刑務官が

犯罪者と話す時あるいは調査や取り調べを行う時に、必ずカメラによる監視の下で行わな

ければならないようになった。この改革施策は、北京市刑務所施設においても全国の刑務

所施設においても初めての試みである。 

第 1 年度の抽出サンプルによると、「人格が尊重されていない」または「はっきり分か

らない」と考えている者が 359 人中わずか 36 人で、このことは刑務所が厳格に法を執行

し、犯罪者の人権尊重の理念が全体に貫かれていることを表わしている。ここ数年刑務所

での法執行の整備、刑務官の資質向上などの施策がやはり非常に成果を上げているという

ことである。 

 

表Ⅸ-2-47 服役中の人格尊重問題 1 
人格の尊重 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計

尊重されている 57 34 45 20 7 23 43 50 44 323
尊重されていない  4  3  3  0 1  4  1  5  6  27
分からない  4  3  0  0 0  0  2  0  0   9
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

第 2 年度の抽出サンプルによると、第 1 年度と同じく絶対的多数の黒社会関連受刑者が

自分の人格が尊重されていると考えている。しかし、「尊重されていない」と「はっきりわ

からない」を選んだ者の人数は一部の省でいくらか増加している。たとえば「南方の省」

と「西北の省 2」の場合だが、刑務所の法の執行の状況における地域差をある程度反映し

ているのかもしれない。そして「北方の省」の大部分の犯罪者（51 人中 45 人）と西北の

省の犯罪者（55 人中 50 人）が「人格が尊重されている」を選び、多数の省で法の執行の

実態を表している。 
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表Ⅸ-2-48 服役中の人格尊重問題 2 
人格の尊重 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

尊重されている 50 76 45 34 53 40 293 
尊重されていない  5  8  4  3  3 15  38 
分からない  0 10  2  3  4  0  19 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

第 3 年度の抽出サンプルによると、おおまかな結論としての割合は前の各年度とほぼ一

致している。座談会でわかった状況では、大多数の黒社会関連受刑者が、服役期間中に人

格が尊重されていると認めているが、一部の黒社会関連犯罪者は、肉親からの電話や面会

の許可、また減刑や仮釈放などの面において、普通の刑事事件犯罪者とは待遇にいくらか

差があり、看守はいつも自分を偏見の目で見ていると思い、このため人格が尊重されてい

ないと考えているのである。 

 

表Ⅸ-2-49 服役中の人格尊重問題 3 
人格の尊重 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

尊重されている 170 79 115 364 
尊重されていない  31  2   6  39 
データ欠損   7  0   5  12 
合計 208 81 126 415 

 

１８.黒社会関連受刑者は服役中にカウンセリングを希望するか について 

  

科学的認識による犯罪者の支援方法として、心理ファイルを作成し、必要な心理的指導

やカウンセリングを行うことは、実行可能な有効な方法で、科学的に犯罪者を認識し、独

特の仕事の方式や制度を作る手がかりの 1 つとなる。しかし、犯罪者がすでに医学上の心

理障害や疾病にかかっている場合は、カウンセリングはせいぜいその症状を少し和らげら

れる程度である。実際に心理的疾病を持ち、発病期にある受刑者は、専門の病院に送り、

診察を受けさせなければならない。 

 

表Ⅸ-2-50 黒社会関連受刑者が受けた心理的ケアの統計 1 
カウンセリング 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

受けた 28 20 14 17 2 22 20 37 25 185 
受けていない 36 17 34  3 6  5 26 18 25 170 
分からない  1  3  0  0 0  0  0  0  0   4 
合計 65 40 48 20 8 27 46 55 50 359 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4    

 

第 1 年度の抽出サンプルによると、カウンセリングを受けた者の人数はカウンセリング

を受けていない者の人数より少し多い。当然刑務所は受刑者の心理ファイルを作るが、受

刑者が望んでカウンセリングを受けたという場合には 2 つの概念が含まれ、ひとくくりに

してしまうことはできない。このアンケートの統計結果の「カウンセリングを受けた」と

いうのは、心理ファイルを作成した時に受けたカウンセリングを含んでいるのである。 
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第 2 年度の抽出サンプルによると、カウンセリングを受けた黒社会関連受刑者とカウン

セリングを受けていない犯罪者の数に目立った差はない。これは、本年度の統計結果に刑

務所が最初に心理ファイルを作る際に行う指導活動を含んでいるからである。ゆえに、こ

の統計は黒社会関連受刑者のカウンセリング活動への参加状况に関し、実際の状況はあま

り反映されていない。 

 

表Ⅸ-2-51 黒社会関連受刑者が受けた心理的ケアの統計 2 
カウンセリング 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

受けた 18 38 31 25 25 25 162 
受けていない 37 54 16 12 33 30 182 
分からない  0  2  4  3  2  0  11 
合計 55 94 51 40 60 55 355 

 

第 3 年度の抽出サンプルによると、「中部の省 5」と「西南の省 2」のアンケートで、「カ

ウンセリングを受けた」者の人数は、その省のアンケート総数のほぼ 2 分の 1 を占めてい

る。「中部の省 5」でアンケート調査を受けた 126 名の犯罪者を例にとってみると、黒社会

関連犯罪組織に参加した者の年齢は 30 歳以下が 89 人で、そのうち 25 歳以下が 3 分の 2

程度を占めている。この省では 25 歳以下の受刑者（黒社会関連以外の犯罪者を含む）に

対する心理カウンセリングを重視している。 

 

表Ⅸ-2-52 黒社会関連受刑者が受けた心理的ケアの統計 3 
カウンセリング 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

受けた  76 35 62 173 
受けていない 132 44 64 240 
分からない   0  2  0   2 
合計 208 81 126 415 

 

１９.黒社会関連受刑者が考える再犯に至る主な要因について 

  

最も心配するのは、黒社会関連犯罪の短期刑の受刑者である。服役期間が短いので刑期

満了後も社会的背景や生活環境に大きな変化がない。それに加え、社会的に差別されたり、

適当な仕事が見つからない、あるいは家族に捨てられたなどの要因があるので、二度と犯

罪を起こさないためには相当強い意志を持たなければならない。 

 第 1 年度の抽出サンプルからわかるように、「生活の糧がない」が黒社会関連受刑者が

最も心配な｢再犯に至る原因｣の半数を占めている。また、「社会的差別」を選んだ者も非常

に多かった。これらの回答から、再犯防止のためには、政府による就職問題の解決が必要

で、また社会全体が犯罪歴のある者を差別しないことが必要だということが分かる。これ

以外に、「強迫されて」を選んだ者の人数は少ないが、再犯を防ぐための何種類かの要因の

中で、ごく一部ではあるが、犯罪を起こすよう強迫される者が存在することを示している。 
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表Ⅸ-2-53 黒社会関連受刑者が考える再犯の原因の統計 1 
再犯原因 西南の省 直轄市 1 中部の省 1 直轄市 2 直轄市 3 中部の省 2 直轄市 4 西北の省 2 中部省 3 合計 

社会的差別 18 19 10  7 2  7 22 27 24 136 
仕事がない 26 17 24  5 4 14 22 28 22 162 
強迫されて  8  4 12  4 1  6  6  7  4  52 
不明 16  4  3  4 1  1  2  0  2  33 
合計 68 44 49 20 8 28 52 62 52 383 
備考    廃棄 2  廃棄 3 廃棄 4   複数選択

 

第 2 年度の抽出サンプルによると、「社会的差別」または「仕事が見つからない」がや

はり受刑者にとっての 2 つの大きな問題である。「北方の省」のサンプルによると、多数

の者が再犯の主な原因が「生活の糧がない」と考えている。他の省と比べてみると、この

省では「社会的差別」を選んだ者の割合は明らかに他の省より少ない。これは地域的特徴

も表わしており、地理や気候（冬が長いこと、気温など）等の要因によって自分で仕事を

探すのが他の省より困難なため、生活の糧がないことが再犯の恐れの主な原因になってい

る。 

 

表Ⅸ-2-54 黒社会関連受刑者が考える再犯の原因の統計 2 
再犯原因 西北の省 1 南方の省 北方の省 沿海の省 西南の省 西北の省 2 合計 

社会的差別 27  34 11 19 26 30 147 
仕事がない 28  44 30 17 23 25 167 
強迫されて  7  10  2  4  8  2  33 
不明  0  12  8  4  6  3  33 
合計 62 100 51 44 63 60 380 
備考 7 複数を選択 6 複数を選択  4 複数を選択 3 複数を選択 5 複数を選択  

 

第 3 年度に、当チームが特に注目したのは、アンケートの中で「強迫されて」を再犯の

可能性の理由として選んだ犯罪者達である。インタビューと受刑者のファイル閲覧により、

以下の状況が明らかになった。1 つ目は、強迫されてを選んだ犯罪者の年齢はかなり広い

年齢層に分布しており、ほとんどすべての年齢層に存在した。47 歳や 56 歳の中高年の犯

罪者に加え、20 歳を過ぎたばかりの若い犯罪者も見られ、もちろん 30 歳以下が多数を占

めていた。2 つ目に、黒社会関連犯罪に参加した原因として大多数が選んだのが「誘惑さ

れて」であった。 

 

表Ⅸ-2-55 黒社会関連受刑者が考える再犯の原因の統計 3 
再犯原因 中部の省 4 西南の省 2 中部の省 5 合計 

社会的差別  72 23  48 143 
仕事がない  87 32  53 172 
強迫されて  25 14  14  53 
不明  24 12  11  47 
合計 208 81 126 415 

 

また、これ以外に当チームが注目したのは「中部の省 4」の数名の受刑者がアンケート

の「再犯に至る要因」の選択欄に「絶対に二度と犯罪は起こさない！」と書き込んでいた
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ことである。この言葉に、我々は決心と力強さを感じ、この犯罪者達の心から罪を悔やむ

気持ちと再起への誓いの気持ちを強く感じた。 

2010 年 9 月 13 日に青島で全国刑期満了者再就職支援会議が開かれた。会議で中央政法

委員会副書記、中央総合管理委員会副主任王楽泉が次のように述べた。「現在、我が国は経

済及び社会の転換期にあり、党の政治的使命を効果的に実行に移し、社会の調和的安定を

しっかりと守らなければならない。刑期満了者の社会復帰を保証し、再就職支援事業の合

理化を推し進め、新しい時代の再就職支援事業の方法を模索しなければならない。人に優

しく、奉仕を優先する姿勢を堅持し、刑期満了者の社会復帰への積極性、主体性を最大限

激励し引き出すことを優先的なものとして位置づけ、様々な方法を用いて生活、仕事、起

業などの現実的な問題解決の手助けをして、彼らができるだけ早く社会復帰できるように

しなければならない」41。この談話は、これまでにはなかった立場と態度で、刑期満了者

再就職支援の重要性を強調している。このことは刑期満了者再就職支援事業が再犯防止の

重要な段階としてすでに注目されていることを充分に表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
41  『法制日報』2010 年 9 月 14 日第一面を参照。 
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第１章 香港・マカオの組織犯罪の刑事立法に関する考察 

今回の調査は香港とマカオの裁判所の判決を基礎に、香港・マカオの組織犯罪研究に実

証分析の方法を取り入れたものである。実証研究におけるサンプル数の偏りとサンプル情

報の大幅な欠損という 2 つの欠点を防止し、研究の包括性と科学性を高めるため、今回の

調査では入力されている判決書のデータに対し、それぞれ事件・犯罪者・被害者を統計の

単位として整理し、情報量が比較的大きな変量を選び出し、これらの変量を分類して取り

まとめた上で、多変量あるいは変量群から相応の結論を得た。これ以外に、より正確に香

港・マカオの組織犯罪の全貌を明らかにするため、今回はインタビュー・文献資料分析法・

政府統計資料分析法・比較分析法等の他の補助的な研究方法を用い、実証分析の結果と関

連する統計資料・歴史資料・学界の観点による裏付けを取って結論をまとめた。 

 

１.香港の組織犯罪の刑事立法の沿革 

 

(1)第一段階：政治色の濃い早期の三合会立法 

イギリスが香港を占領する前から、三合会は存在していた。この頃、大多数の三合会は

清朝の統治に反抗する使命を担っていた。1842 年にイギリスが香港を占領してから、三合

会は引き続き反清朝、反植民地の様々な活動を行い、イギリスの植民地支配の脅威となっ

ていた。香港政府は三合会とその他の秘密結社を区別せず、同様に弾圧した。 

香港政府は 1845 年に 2 つの条例を出した。即ち、「三合会及びその他の秘密結社制圧条

例」と「香港島及びその管轄区域内の三合会及びその他秘密結社取締り条例」であった。

その目的は主に政府が三合会及びその他の秘密結社を取締まるための正当な法的根拠を提

供することであった。しかし、具体的な規則を作る上で、この 2 つの条例は大変粗末なも

ので、三合会の概念をはっきりと決めておらず、さらに対応する刑法の規則も確立されて

いなかった。香港政府は 1887 年に第 8 号条例、即ち「三合会及び違法団体に関する条例」

を発布し、上記の 2 つの条例に替えた。この条例の適用範囲はあらゆる違法団体にまで拡

大された。1911 年 11 月、香港政府はさらに初めて登録方式によって結社を管理し制限す

る「社団条例」を発布した。 

つまり、この時期に香港政府は三合会に関する刑事立法を、主に植民地統治の秩序維持

から出発し、三合会及びその他の違法結社に境界線を定めた。これらの団体の目的と良好

な秩序維持及び政府の権威が衝突する（1845 年第 1 号条例）、あるいはその目的の中に植

民地の安定と良好な秩序に相反する内容がある場合、植民地の安定にとって脅威となる

（1887 年第 8 号条例）。 
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(2)第二段階：政治色が和らいだ後期の三合会立法 

清朝滅亡後、香港三合会の政治色は薄まり、一部の構成員は完全に堕落し、香港三合会

組織は徐々に黒社会組織へと変わっていった。この時期に、香港政府は三合会犯罪への立

法による取締りを強めていった。 

香港政府は 1920 年に「社団条例」第 2 条の規定を発布し、三合会と三合会の儀式を用

いるすべての団体、及び団体の主旨の中に違法な性質あるいは植民地の安全と良好な秩序

に相反する内容を含む団体をすべて違法団体とした。以降、香港の法律上、三合会と黒社

会は徐々に代替可能な名称42となっていった。 

香港政府が 1949 年に発布した「社団条例」に基づき、登録あるいは免除か否かにかか

わらず、すべての三合会儀式を用いる団体は法律上違法団体とみなされることになり、ま

た初めて違法団体職員罪が制定された。その後この条例は何度も改訂され、三合会の定義

を拡大し、三合会関連犯罪を増やし、三合会関連犯罪の刑罰を重くし、また法律で推定さ

れる適用範囲を拡大するなどし、双方の刑事訴訟の過程における地位をコントロールでき

るよう調整された。 

 

(3)第三段階：社会構造転換後の組織犯罪立法 

20 世紀 70 年代以降、香港の経済発展と社会の変化に伴い、香港の組織犯罪活動に新た

な発展形態が現れた。三合会組織は次々に形を変え、その活動方式は次第に隠蔽されたも

のになっていった。組織犯罪グループや集団等の三合会以外の犯罪組織が次々に現れてき

た。従来の「社団条例」では新しく現れてきた組織犯罪集団やグループを効果的に取締る

ことができなくなったため、香港政府は 1994 年 10 月に「組織及び重大犯罪行為に関する

条例」を発布した。この条例は組織犯罪の意味するところを明確にし、組織犯罪及び犯罪

によって利益を得る勢力に対する警察の捜査を強化し、犯罪によって得た利益の没収及び

マネーロンダリング犯罪にも関連規定を設けた。組織犯罪に対する抑止力を強めるため、

この条例でさらに裁判所に対し、検挙側の申請に基づいて一部の重大犯罪と組織犯罪に対

し法定刑罰を加重できる権限を与えた。 

上記の内容からわかるように、香港の組織犯罪には実際は 2 つのタイプがある。三合会

組織が直接関係する犯罪と組織犯罪グループ及び集団（三合会を含む）が行う犯罪である。 

 

２.マカオ組織犯罪の刑事立法の沿革 

 

マカオが最初に組織犯罪にあてた名称は「悪徒組織」で、1852 年及び 1886 年にポルト

ガル刑法典から導入された。1978 年になり、「悪徒組織法」の中で初めて正式に「黒社会」

                                                              
42 何秉松「中国有組織犯罪研究」（第 2 巻）、群衆出版社 2010 年版、359 頁。 
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の名称が使われた。 

 

(1)第一段階：附属立法段階 

マカオの組織犯罪については、最初の淵源の 1 つとして、1852 年「ポルトガル刑法典」

第 263 条の規定が挙げられるが、人身あるいは所有権を脅かす組織に属する構成員は、重

い有期刑に処される、というものである。この法律はリーダー格と従犯の刑罰をそれぞれ

区別して規定している。1852 年の「ポルトガル刑法典」の規定に比べ、1886 年の「ポル

トガル刑法典」では犯罪目的を「人身あるいは所有権を脅かす」から「犯罪のために」へ

と拡大し、組織構成においては「組織」を「組織またはすべての存在体」へと拡大してい

る43。 

 

(2)第二段階：専門的立法段階 

1978 年 1 月 14 日、マカオ立法会は第一部黒社会取締り特別法、即ち第 1/78/M 号法律

——「悪徒組織法」を通過させ、またこの法律において初めて正式に「黒社会」の概念を用

いた。 

まず、この法律は、安定した構造を持ち、犯罪を目的とし、協議またはその他の事実に

よって以下の一項目または複数の項目の活動に従事しており、その存在が明らかとなった

ものをすべて黒社会とみなすと規定する。（a）薬物の密売、（b）窃盗、略奪及び財産に損

害を与える、（c）不法監禁、（d）売春の強要及び売春組織の経営、（e）未成年を騙し、堕

落させる、（f）人または金品に対し保護の口実または暴力や恐喝を用い、その財産や利益

を奪う、（g）違法に金品を貸付ける、（h）違法な出入国を教唆、あるいは協力する、（i）

違法に宝くじや賭博場を経営する、（j）賭博用の動物を毒殺する、（k）違法な武器を使用、

携帯、所有する、（l）株価を操作する。次に、組織が合法的に作られていても、事実上多

くの犯罪行為、即ち上記の事柄に何度も従事しているのであれば、上記の定義に当てはま

る。また、上記各項目において指す組織については、その存在に対し以下の要件を必要と

しない。（a）組織の住所あるいは指定された集会場所がある、（b）構成員が互いに知り合

うための定期的集会がある、（c）構成員を統括し動かす本部、リーダー、階層がある、（d）

組織や活動、あるいは利益と負担の分配に関する書面による取り決めがある。 

組織犯罪取締りの国際的傾向に適応するため、1997 年 7 月 30 日、マカオは「組織犯罪

法」を発布した。この新法は「悪徒組織法」に取って代わったが、以前の法律にある黒社

会の定義方式を踏襲するものであった。 

 

                                                              
43 黎裕豪 「澳門有組織犯罪的成因、発展和有関法律規定」、http://www.cnyffz.com/webadmin/Wj_We

b_Print.asp?u=2598&s=4&d=63637 に記載、アクセスは 2010 年 4 月 22 日。 
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第２章 香港における組織犯罪の現状 

前述したように、香港の組織犯罪には、組織犯罪グループや集団による犯罪と三合会組

織が直接関わる犯罪の 2 つのタイプがある。実証研究の実行可能性と有効性に鑑みて、今

回の調査はこの 2 つのタイプに分けて研究を行った。 

組織犯罪グループ及び集団が実行する犯罪において、今回の調査は「organized and 

serious crimes ordinance」、「organised and serious crimes ordinance」及び「OSCO」

をキーワードに香港裁判所の判例データバンクの中で検索を行い44、300 部近くの判決書

を集めた。しかし、そのうちわずか 64 部の判決書だけが、香港裁判所が組織犯罪に対し

て出した判決だと証明できるもので（判決の時期は 1996 年～2008 年）、関連被告人は 192

人、被害者は 61 人であった45。 

三合会組織が直接関係する犯罪を収集するため、今回の調査では 「triad society」をキ

ーワードに香港裁判所の判例データバンク46で検索を行い、151 部の判決書を得た。その

うち 81 部の判決書だけが香港裁判所が三合会違法団体の罪状に対して出した判決である

と証明できるもので（判決の時期は 1996 年～2009 年初め）、関連被告人は合計 139 人。

そのうち 130 人が三合会違法団体罪を犯し、71 人が他の一般法に関わる犯罪と法定犯罪

を犯し、被害者は 66 人であった47。 

上述の判決書に対し、それぞれ実証分析を行い、同時に関連する統計資料、歴史資料及

び学界の観点を総合した結果、今回の調査で現在の香港の組織犯罪の以下のような特徴が

明らかになった。 

 

１.組織犯罪における組織の構成状况 

 

近年、香港社会経済の発展に伴い、香港三合会は徐々に変化し、警察側も三合会活動に

                                                              
44 香港特別行政区政府司法機構、http://www.judiciary.gov.hk/tc/legal_ref/judgments.htm、アクセスは

2008 年 11 月 30 日。 
45 大部分の判決は重い犯行、マネーロンダリング罪、刑事訴訟における一連の問題等に関連している。

これ以外に、ここでの被告人の人数と被害者の人数は、今回の調査で判決書にはっきりと提示されてい

てかつ特定の情報のある者の人数に基づいて計算したものである。該当部分のデータはデータバンク A
を形成し、表番号の中に記して区分を示している。 

46 前注 44、アクセスは 2009 年 11 月 2 日。 
47 香港の刑事立法と司法の実際において、「社団条例」は三合会犯罪の問題で最も広く活用でき、大部分

の三合会犯罪（三合会及びその構成員が実施した三合会違法団体犯罪以外のその他の犯罪を含む）はす

べて「社団条例」に触れている。これは三合会犯罪関連の判決書はたとえ「社団条例」を検索の手がか

りとして収集したものでも、実際は香港地区の大部分の三合会犯罪の判決の状況を包括しており、この

ため比較的全面的に香港三合会犯罪の基本的状況の真相を反映できるのである。また同時に、ここの被

告人の人数と被害者の人数は、今回の調査で判決書の中にはっきり提示されていてかつ特定の情報のあ

る者の人数に基づいて計算したものである。この部分のデータはデータバンク B を形成し、表番号の中

に記して区分を示している。 
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対し厳しい取り締まりを続けた結果、多くの分散した小さな三合会組織は衰退し続け、消

滅してしまったものもある。現在、香港には約 50 の三合会組織があるが、そのうちわず

か 14 の組織だけが今も活発に活動している。これとは対照的に、三合会以外の組織犯罪

グループ及び集団が行う組織犯罪が主導的地位を占めている。 

現在の香港では、三合会活動と関係する組織犯罪が組織犯罪全体に占める割合は小さい。

表 A1-1に示したように、今回の調査で収集した 64 部の組織犯罪の裁判の判決のうち、大

部分の犯罪組織はみなグループ型犯罪組織で、その割合は 56.2%にも達し、三合会型の犯

罪組織はわずか 4.7%にすぎない。 

 

表A1-148 香港の組織犯罪の組織構成49 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

グループ型50 36  56.2 
犯罪グループ型 18  28.1 
三合会型  3   4.7 
データ欠損  7  10.9 
合計 64 100.0 

 

しかしながら、香港三合会が効果的に制圧されると同時に、統合化へと発展する傾向が

出現した。構造転換に比較的成功した三合会をいくつか挙げると、「14K」、「新義安」、「和

勝和」、「和合図」があり、これらは徐々に香港地区の四大三合会組織になっていった。香

港警察の資料によると、1997 年には、表 1に示すように、四大三合会の人数は全部で香港

三合会の合計人数の 83.9%を占め、活動の割合は 86.2%にも達している。表 B2-1 に示さ

れるように、130 人の被告人のうち、四大三合会組織の人数は全被告人の 76.9%を占める。

これ以外に、四大三合会組織は実質香港の三合会犯罪活動を牛耳っており、表 B1-1に示し

                                                              
48 表 A/B/CM-N は今回の調査で SPSS 統計ソフトを使って香港とマカオの裁判所の組織犯罪の判決書を

分析した結果を表している。そのうち A は香港の組織犯罪グループ及び集団が行った犯罪のデータバン

クで、B は香港三合会組織が直接関わった犯罪のデータバンク、C はマカオの組織犯罪データバンクで

ある。M=1 の時、その表は事件を単位として得た結果を表す。M=2 の時、その表は犯罪者を単位とし

て得た結果を表す。M=3 の時、その表は被害者を単位として得た結果を表す。N はその表がデータバ

ンクの系列の中でに引用された順序を表す。 
49 本文中の表A/B/CM-Nはすべて今回の調査でSPSSソフトで分析して出したオリジナルのデータ表で、

英語を中国語に訳してある。この表は各項目のパーセンテージの和が合計の百分の百にならないなど、

データ上にいくつかの欠点が存在するのは、SPSS ソフトが計算中に勝手に四捨五入するからで、この

欠点はデータのミスではない。表 A1-1のパーセンテージにもこのような点が表れている。 
50 国内外の研究から見ると、組織犯罪のタイプと構成はよく議論される難題で、その焦点は犯罪組織をタ

イプ別に分類する際の基準である。香港警察のある職員は香港の組織犯罪グループを主に組織犯罪グル

ープと三合会組織の 2 つのタイプに分割している。そのうち、組織犯罪グループには一定の中心メンバ

ー、関連ネットワーク、彼らを手助けする専門家などが存在することが多い。通常、すぐにお金が手に

入ると知ると、臨時に共同で犯罪を仕組み、その犯罪が完了すると解散し、チャンスを待ってまた手を

組んで犯罪を行う一種のチャンス型犯罪グループがある。香港警務処の組織及び三合会調査科主管、総

警司余敏生氏による 2009 年 10 月 25 日の第一回グローバル化時代の犯罪と刑法国際法フォーラムでの

発表を参考にした。しかし、以下に述べるように、組織犯罪研究関連の成果を総合した基礎の上に、臨

時に成立する組織犯罪グループと三合会組織の間に組織のレベルにおいて生じる空白地帯を埋めるた

め、本文は香港の組織犯罪の実際の状況から出発し、香港の組織犯罪集団を組織化のレベルに基づいて、

グループ型犯罪組織、三合会型犯罪組織、犯罪集団型犯罪組織の異なる 3 つのタイプに分類した。 
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たように、81 の事件のうち、四大三合会組織及びその構成員による犯罪は 55 件に達し、

事件総数の 67.9%を占めている。 

 

表 151 1997 年香港三合会の状況52 
三合会組織の名称 メンバーの比率 活動比率 

14K 30.8% 29.9% 
新義安 28.1% 28.2% 
和勝和 17.9% 21.4% 
和合図  7.1%  6.7% 
福義興  5.1%  4.4% 
和安楽  4.6%  3.9% 
聯英社  3.0%  2.7% 
和勝義  2.1%  1.5% 
和義堂  1.4%  1.4% 

 

表 B2-1 香港三合会構成員の割合 
三合会の名称 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

Wo Hop To（和合図）  36  27.7 
Wo Shing Wo（和勝和）  25  19.2 
Shui Fang（水房）   1   0.8 
14K  18  13.8 
Sun Yee On（新義安）  21  16.2 
Hung Shun Tong（洪順堂）   1   0.8 
Fuk Yee Hing（福義興）   2   1.5 
No. 14（十四号）   1   0.8 
Wo Yee Tong（和義堂）   2   1.5 
Lo Fuk（羅福）   1   0.8 
Hung Fat Shun（洪発順）   1   0.8 
その他   4   3.1 
データ欠損  17  13.1 
合計 130 100.0 

 

同時に、香港三合会の組織間の競争は三合会の数の減少や三合会の統合発展によって決

して弱まってはおらず、かえってますます激しくなる傾向にある。上述の各表をさらに分

析した結果、1997 年の香港返還以降のことになるが、「14K」、「新義安」、「和勝和」、「和

合図」が最も活発な三合会組織であることがわかった。しかし、構成員の人数と勢力範囲

は交互に没落と繁栄を繰り返している状況にある。表 1に示したように、1997 年に「14K」、

「新義安」、「和勝和」、「和合図」の構成員の比率は、ぞれぞれ 30.8%、28.1%、17.9%、

7.1%となっている。しかし、表 B2-1をみると、判決書に反映されている 1996 年から三合

会違法団体罪によって逮捕されて有罪になった三合会の合計人数のうち、この四大三合会

組織の人数はそれぞれ合計人数の 13.8%、16.2%、19.2%、27.7%を占めている。「和勝和」

以外の他の 3 つの三合会組織の構成員の比率は比較的大きく変化しており、「14K」と「新

義安」の構成員の比率は減少し、「和合図」の構成員の比率は増加している。三合会の人員

                                                              
51 表 1～表 5 は香港及びマカオの警察が公表したデータに基づいて作成したものである。 
52 Statistics on Hong Kong Triad Societies (1999), cited in P. F. Ip (1999), op cit, at pp. 80~81、前注 1
から転用、355 頁。 
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構成の変化は、さらに彼らの活動状況にも反映されている。表 1と表 B1-1に異なる三合会

組織の異なる時期における活動比率の構成が反映されているが、三合会の人員構成の変化

に伴い、彼らの活動状況もそれに応じて変化している。 

 

表 B1-1 香港三合会活動の割合 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

Wo Hop To（和合図） 12  14.8 
Wo Shing Wo（和勝和） 14  17.3 
Shui Fang（水房）  1   1.2 
14K 11  13.6 
Sun Yee On（新義安） 18  22.2 
Hung Shun Tong（洪順堂）  1   1.2 
Fuk Yee Hing（福義興）  2   2.5 
No. 14（十四号）  1   1.2 
Wo Yee Tong（和義堂）  2   2.5 
Lo Fuk（羅福）  1   1.2 
Hung Fat Shun（洪発順）  1   1.2 
その他  3   3.7 
データ欠損 14  17.3 
合計 81 100.0 

 

つまり、香港社会の変遷によって三合会関連犯罪の全犯罪における比重が減少し、長期

に渡って低めの水準を保っているのである。立法の変遷と警察の継続した取締りがこれに

加わり、香港三合会の数は明らかに減少し、その活動は効果的に制圧されている。そして

三合会以外の組織犯罪グループ及び集団が実行する組織犯罪が現在の香港の組織犯罪の主

体となっている。しかし、三合会も統合的発展の形勢を見せており、「14K」、「新義安」、

「和勝和」、「和合図」などの構造転換に比較的成功した三合会組織は依然として香港社会

の治安に対する重大な潜在的な危険となっている。 

 

２．組織犯罪の犯罪状况 

 

(1)組織犯罪の犯罪規模 

三合会組織の効果的制圧に伴って起きた現象が三合会犯罪の減少である。資料に見られ

るように、1997 年以来、香港地区三合会組織の生存空間はさらに縮まり、三合会構成員の

活動は低調になっている53。表 2の香港警察の統計データによると、2002 年以前、三合会

関連犯罪事件の比率は 3.5%程度を維持し、時々比率が上昇していた。しかし 2002年から、

この比率は安定的に 3.0%を保っている。2009 年を例にすると、香港地区の刑事事件は全

部で 77, 630 件に達しているが、わずか 2, 351 件、即ち全体の 3.0%の事件のみが三合会

と関連している。 

 
                                                              
53 HKSAR, Hong Kong Year Book (1997～2008), Hong Kong: HK Government Printer, 1997-2008, 

Chapter Public Order，http://www.yearbook.gov.hk/、アクセスは 2009 年 11 月 2 日。 
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表 2 1997 年から 2009 年までの三合会関連犯罪事件54 
年 全犯罪事件 三合会犯罪事件 犯罪事件全体に占める比率（%） 

1997 67,367 2,599 3.9 
1998 71,962 2,623 3.6 
1999 76,771 2,872 3.7 
2000 77,245 2,477 3.2 
2001 73,008 2,455 3.4 
2002 75,877 2,604 3.4 
2003 88,377 2,471 2.8 
2004 81,315 2,346 2.9 
2005 77,437 2,304 3.0 
2006 81,125 2,396 3.0 
2007 80,796 2,259 2.8 
2008 78,469 2,376 3.0 
2009 77,630 2,351 3.0 

 

(2)組織犯罪の犯罪目的 

香港の組織犯罪グループ及び集団が実行する組織犯罪活動は、罪名からもわかるが、表

表 A1-2に示したように、基本的に直接経済的利益の獲得を目的としたものである。 

 

表A1-2 香港組織犯罪の利益獲得状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

経済的利益を獲得 52  81.2 
非経済的利益を獲得  1   1.6 
利益なし  8  12.5 
その他  2   3.1 
データ欠損  1   1.6 
合計 64 100.0 

 

香港三合会の犯罪目的も、各種の経済的利益または非経済的利益等の違法な利益の獲得

を主としている。表 B1-2 に示したように、81 件の事件のうち、経済的利益または非経済

的利益等の違法な利益を獲得した事件は全体の 82.7%を占めている。そのうち単純に経済

的利益を得ることを目的とした事件の数がトップで、合計 32 件で、事件全体の 39.5%を

占めている。次いで経済的利益及び非経済的利益等の複数の利益を獲得している事件が 29

件で、事件全体の 35.8%を占めている。 

 

表 B1-2 香港三合会犯罪の利益獲得状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

経済的利益を獲得 32  39.5 
非経済的利益を獲得  6   7.4 
複数の利益 29  35.8 
利益なし 12  14.8 
データ欠損  2   2.5 
合計 81 100.0 

 

                                                              
54 1999～2009 年のデータは http://www.police.gov.hk/info/doc/crimstat.pdf から得ており、アクセスは

2010 年 3 月 22 日。1997-1998 年のデータは

http://sc.info.gov.hk/gb/www.police.gov.hk/hkp-home/chinese/statistics/download.htm のもので、ア

クセスは 2008 年 11 月 30 日。 
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(3)組織犯罪の犯罪種類 

現在、香港の犯罪組織は依然として昔ながらの組織犯罪活動、たとえば密航、薬物密売、

密輸、賭博、恐喝略取、強盗、売春の強要などを行っているが、新しいタイプの犯罪活動

への動きもある。たとえば窃盗、詐欺、マネーロンダリング等の財産類の犯罪で、新しい

タイプの犯罪が古いタイプを追い越す勢いがある。表 A1-3 に示したように、64 部の裁判

所判決にある犯罪のうち、上記の 7 種類（密航、薬物密売、密輸、賭博、恐喝略取、強盗、

売春の強要）の伝統的な組織犯罪活動はわずか 28.1%にすぎない。 

 

表 A1-3 香港組織犯罪の関連罪名 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

殺人  1   1.6 
傷害  3   4.7 
強盗  1   1.6 
恐喝略取  3   4.7 
密航  1   1.6 
薬物密売  1   1.6 
賭博  5   7.8 
密輸  4   6.2 
売春の強要等  3   4.7 
窃盗 17  26.6 
詐欺 15  23.4 
マネーロンダリング  5   7.8 
著作権侵害等  1   1.6 
その他  4   6.2 
合計 64 100.0 

 

表 3 2003 年から 2008 年までの三合会関連犯罪事件55 

年 総数 三合会違法団体罪の犯罪事件
三合会違法団体罪以外の犯罪事件 

傷害及び重度殴打 略取及び刑事恐喝 重大薬物犯罪 
2003 2,471 764 30.9% 653 26.4% 284 11.5% —— —— 
2004 2,346 727 31.0% 628 26.8% 274 11.7% —— —— 
2005 2,304 794 34.5% 579 25.1% 231 10.0% —— —— 
2006 2,396 806 33.6% 616 25.7% 226  9.4% —— —— 
2007 2,259 748 33.1% 555 24.6% —— —— 183 8.1%
2008 2,376 775 32.6% 648 27.3% 224  9.4% —— —— 

 

 香港三合会の犯罪は三合会違法団体罪、傷害及び重度殴打罪、略取及び恐喝、重大薬物

犯罪等の分野に集中している。そのうち、前の 3 種の犯罪は三合会犯罪の総数の 70%程度

を占めている。香港保安局の統計データによると、表 3に示したように、2003 年以降、三

合会関連の三大常習犯罪事件のうち、トップは三合会違法団体罪で、毎年 700 件から 800

件発生し、三合会犯罪総数の 3 分の 1 程度を占めている。次は傷害及び重度殴打罪で、毎

年通常 600 件程度発生し、三合会犯罪総数の 4 分の 1 強を占めている。その次は略取と恐

喝罪で、毎年通常 200 件余り発生し、三合会犯罪総数の 10 分の 1 程度を占めている。こ

れ以外に、2007 年のデータをみると、重大薬物犯罪も三合会犯罪の一定部分を占めており、

                                                              
55 この表のデータは「犯罪撲滅委員会第 23～28 号報告書」（2003～2008）で、 

http://www.sb.gov.hk/sc/pub/index.htm にあり、アクセスは 2009 年 11 月 2 日。 
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その年の三合会犯罪総数の約 10 分の 1 となっている。 

具体的に言えば、三合会違法団体犯罪では、逮捕されて有罪となった三合会違法団体の

犯罪は、三合会構成員を自称するあるいは三合会構成員の身分で行動する等、主に三合会

構成員による犯行に集中している。 

 

表 B2-2 香港三合会不法社団犯罪の罪名公表状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

三合会幹部を自称する  1   0.7 
三合会を管理あるいは管理を補助する  4   2.7 
三合会構成員になる 10   6.8 
三合会構成員の身分で行動する 53  35.8 
三合会構成員を自称する 72  48.6 
三合会の集会に参加  3   2.0 
三合会構成員への不法勧誘  5   3.4 
合計 14856 100.0 

 

表 B2-3 香港三合会不法社団犯罪の直接関係する犯罪行為の状況 
直接関係する犯罪行為の実行状況 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

犯罪行為を実行する 

傷害 29  20.1  34.1 
強盗  4   2.8   4.7 
強姦  1   0.7   1.2 
不法監禁  1   0.7   1.2 
窃盗  1   0.7   1.2 
恐喝略取 29  20.1  34.1 
詐欺  2   1.4   2.4 
薬物密売  5   3.5   5.9 
賭博  1   0.7   1.2 
不法銃器所持  1   0.7   1.2 
その他  6   4.2   7.1 
データ欠損  5   3.5   5.9 
小計 85  59.0 100.0 

犯罪行為を実行せず 59  41.0  
合計 14457 100.0  

 

表 B2-2 に示したように、130 人の被告人が合計 148 件の三合会違法団体犯罪を行い、

そのうち 15 人が 2 つ以上の三合会違法団体犯罪を行っている。この 148 件の三合会違法

団体犯罪のうち、72 件が三合会構成員を自称する者の犯行で、総数の 48.6%を占めている。

また、三合会構成員の身分で行動する犯行も 53 件あり、全体の 35.8%を占めている。以

上の両者は合計 84.4%を占め、三合会違法団体犯罪の大部分を占めている。三合会違法団

体犯罪の直接関係する犯行58では、傷害、強盗等の暴力犯罪及び恐喝略取が香港三合会が

最もよく行う違法犯罪活動である。表 B2-3に示したように、130 人の被告人の中で、三合

会違法団体犯罪のみを行った者はわずか 59 人であった。そして三合会違法団体犯罪以外

                                                              
56 15 人が 2 件以上の三合会違法団体犯罪を行っているので、この数字は 148 となるべきで、130 ではな

い。 
57 12 人が 2 件上の直接的犯罪行為を行っているので、この数字は 144 となるべきで、130 ではない。。 
58 三合会違法団体罪の直接的犯罪行為とは、三合会違法団体罪の構成要件が直接的な犯罪行為の実行また

は直接的な犯罪行為の実行に便宜を図ることによるもので、三合会またはその構成員が三合会の身分を

利用して行った犯罪活動を指す。 
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に、他の罪を犯した者は 71 人で、被告人全体の 54.6%を占め、そのうち 12 人が 2 つ以上

の他の罪を犯しており、85 件の罪に直接関連している。この 85 件のうち、傷害と恐喝略

取が首位を占め、共に 34.1%を占めている。次は薬物密売、強盗で、それぞれ 5.9%と 4.7%

を占めている。その次は詐欺、賭博で、それぞれ 2.4%と 1.2%を占めている。 

 

(4)組織犯罪の犯罪手段 

経済的利益が組織犯罪グループ及び集団の最重要目標になるにつれ、香港組織犯罪活動

の暴力性はいくらかやわらぎ、致命的な暴力事件は大きく減少した。重大な暴力犯罪と一

般的な暴力犯罪の比率もかなり低い水準を保ち続けている59。90年代以来、社会全体の殺

人事件が大きく減少するといった背景の下、組織犯罪グループ及び集団が行う殺人事件も

大きく減少した60。表A1-3に示したように、64部の組織犯罪判決のうちわずかに一例の事

件だけが故意殺人罪に触れている。一般的な暴力犯罪は、表A1-4に示したように、64件の

事件のうち、1件の事件の犯罪手段が不明であった以外は、合計8つの事件で暴力的手段を

使用したことが明らかであった。これ以外にも6つの事件で暴力的手段が使用された可能

性が高く、暴力事件が事件全体の12.7%～22.2%を占めている。香港社会全体の暴力レベ

ルに比べると（表4の暴力事件が事件全体に占める割合）、この比率は多くても4ポイント

しか上回っていない。このことから、組織犯罪において、この比率が比較的低いことが分

かる。 

 

表A1-4 香港組織犯罪の犯罪手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

銃と銃弾の使用  1   1.6 
規制刃物等の凶器を使用  4   6.2 
爆発物を使用  1   1.6 
脅迫  6   9.4 
一般的な軽度の暴力  2   3.1 
詐欺 18  28.1 
その他の手段61 31  48.4 
データ欠損  1   1.6 
合計 64 100.0 

 

しかし、三合会が実行する組織犯罪活動の中で、深刻な暴力犯罪と一般的な暴力犯罪の

比率は依然として比較的高い。表 B2-4 に示したように、130 人の被告人のうち、合計 90

                                                              
59 暴力犯罪の比率の高さの基準については、本文は香港警務処の組織及び三合会調査科主管、総警司余敏

生氏による 2009 年 10 月 25 日の第一回グローバル化時代の犯罪と刑法国際フォーラムでの発表を参考

にしている。同氏は、過去 30 年において、香港の治安はかなり安定し、深刻な暴力犯罪の比率は連続

してかなり低いレベルにあり、過去 10 年においては、暴力事件の比率は 18.5%程度を維持していると

述べている。 
60 Roderic Broadhurst and Lee King Wa, The Transformation of Triad ‘Dark Societies’ in Hong Kong: 

The Impact of Law Enforcement, Socio-Economic and Political Change, Security Challenges, Vol. 5, 
No. 4 (Summer), 2009, p. 21. 

61 ここで、その他の手段とは基本的には非暴力的手段であるが、変量の設定により、実際には銃と銃弾の

使用、規制刃物等の凶器、一般的な暴力等の暴力的手段を含むものとなっている。 
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人が特定の犯罪手段を使用し、被告人総数の 69.2%を占め、うち一部の被告人は 2 種類以

上の犯罪手段を使用していた。そして特定の犯罪手段を使用した比率構成において、規制

刃物等の凶器の使用及び一般的な暴力を用いた者は 34.0%を占めている。さらに 41.0%の

者が脅迫あるいは暴力的手段を伴う脅しを用いたことを考えると、最終的に暴力的手段を

使用した人数の割合は 34.0%をはるかに上回るかもしれない。また、香港の「犯罪撲滅委

員会第 23～28 号報告書」（2003～2008 年）（表 3 を参照）によると、2003 年以来、三合

会に関連する傷害及び重度殴打は、三合会が実行する犯罪の中での割合が共に 36.0%以上

であり、そのうち 2008 年は 40.5%にも達し、香港組織犯罪活動の全体的な暴力の水準を

はるかに超えていた（表 4の中で暴力犯罪事件が犯罪事件全体に占める割合）。 

 

表 B2-4 香港三合会構成員の犯罪手段 
犯罪手段 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

犯罪手段あり 

規制刃物等の凶器を使用  17  12.1  17.0 
脅迫  41  29.3  41.0 
一般的な軽度の暴力  17  12.1  17.0 
その他の手段62  13   9.3  13.0 
データ欠損  12   8.6  12.0 
小計 100  71.4 100.0 

犯罪手段なし  40  28.6  
合計  14063 100.0  

 

表 4 1998 年から 2008 年までの暴力犯罪事件の状況64 

年 
三合会に関連する

傷害及び重度殴打 

三合会組織による

犯罪事件の割合

（%） 

暴力事件が

占める割合

（%） 

犯罪事件全体

に占める割合

（‰） 

暴力犯

罪事件 

犯罪事件全体

に占める割合

（%） 

1998 —— —— —— —— 14,682 20.4 
1999 —— —— —— —— 15,705 20.5 
2000 —— —— —— —— 14,812 19.2 
2001 —— —— —— —— 13,551 18.6 
2002 —— —— —— —— 14,140 18.6 
2003 653 38.3 4.5 7.4 14,542 16.5 
2004 628 38.8 4.5 7.7 13,890 17.1 
2005 579 38.3 4.2 7.5 13,890 17.9 
2006 616 38.7 4.2 7.6 14,847 18.3 
2007 555 36.7 3.7 6.9 14,934 18.5 
2008 648 40.5 4.5 8.3 14,429 18.4 

 

しかし、さらに分析を進めると、表 4に示したように、2003 年以降社会全体の暴力事件

の割合は横ばいでやや増加しているにもかかわらず、三合会関連の傷害及び重度殴打の暴

                                                              
62 ここでのその他の手段とは基本的には非暴力手段であるが、変量の設定により、実際には銃器の使用、

規制刃物等の凶器、一般的な暴力等の暴力的手段を含んでいる。 
63 一部の被告人が複数の犯罪手段を使用したため、この数字は 140 となるべきで、130 ではない。 
64 三合会関連傷害及び重大犯罪行為は、それぞれ暴力事件と犯罪事件全体に占める割合、及び暴力事件が

犯罪事件全体に占める割合で、今回の調査において関連データに基づいて算出したものである。うち、

三合会関連傷害及び重度殴打罪の総数及び三合会が行った犯罪事件（三合会関連違法団体罪以外の犯

罪）の総数は前注 13 から得ており、アクセスは 2009 年 11 月 2 日。1998 年～2007 年暴力事件総数と

事件全体の総数は http://sc.info.gov.hk/gb/www.police.gov.hk/hkp-home/chinese/statistics/download.
htm から得ており、アクセスは 2008 年 11 月 30 日。2008 年暴力事件の総数と全事件の総数は http://
www.police.gov.hk/hkp-home/chs/statistics/index.htm から得ている。アクセスは 2009 年 11 月 2 日。 
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力事件全体に占める割合は横ばいでやや減少している（2008 年を除く）ことが分かった。

このことから、以下のように結論づけて、学界での検討に供したい。三合会組織が実行す

る犯罪の暴力レベルは依然として社会全体の暴力水準（表 4の暴力犯罪事件が事件全体に

占める割合）及び組織犯罪活動による暴力事件の平均レベル（表 A1-4の暴力事件が事件総

数に占める割合）を上回っているが、社会全体の犯罪状況と比べると、近年、三合会活動

に関連する組織犯罪活動の暴力性は緩和され、減少し始めたという傾向が見られる。 

香港の組織犯罪状况への考察を通して、我々は以下のような初段階の結論を得た。現在、

香港の組織犯罪グループ及び集団は基本的に経済的利益の獲得を主な目的としており、経

済及び商業に関する犯罪を主とした財産関連の組織犯罪はますます頻繁に行われている。

将来においても、経済的利益の獲得はやはり組織犯罪活動の不変のテーマである。暴力は

三合会において依然として極めて重要な役割を担っているが、全体からみれば、致命的な

暴力はすでに大きく減少しており、一般的な暴力事件も低い割合を保っている。しかも、

社会の発展につれて、暴力が組織犯罪活動、特に三合会の活動に関連する組織犯罪活動に

占める割合は今後さらに下がることが予測されるが、そのプロセスは緩慢なものかもしれ

ない。 

 

３．組織犯罪の活動状况 

 

80 年代以降の香港の組織犯罪は活動範囲において 2 つの発展傾向がある、と多くの学者

は考えている。1 つ目は、香港を拠点としながら、積極的に海外に拡張する。2 つ目は、

中国国内への浸透を一段と強化する65。このような記述は近年世界的に生じている組織犯

罪活動の区域化、国際化の発展傾向に一致し、香港の組織犯罪の発展の現状にも概ね一致

していると言うべきであるが、これら学者達による香港の組織犯罪活動の国際化のレベル

に対する記述は事実を若干誇張していた疑いがある。たとえば、一部の学者または機関は、

香港三合会は今後世界的な犯罪ネットワークに参加し、海外中国人とのつながりを利用し

て多国的犯罪活動を実行すると指摘していたが、このような心配は現実のものとなってお

らず66、香港の国際的組織犯罪の比率は相当低い水準のままであった67。 

関連する判決書の情報から明らかになったのは、香港の組織犯罪が一定の区域化と国際

化の特徴を呈している点である。香港区域内の犯罪分子と香港区域外の犯罪分子の連絡と

交流は双方向のものである一方、彼らが行う組織犯罪活動のうち、その一部は香港区域外

                                                              
65 彭邦富「香港黒社会組織的現状与趨勢」（三）『公安大学学報』1996 年第 4 期。また、黎津平も犯罪

区域の国際化を香港組織犯罪の重要な発展傾向と位置づけている（黎津平「香港黒社会組織犯罪的特徴

及其発展趨勢分析」、『新疆警官高等専科学校学報』2005 年 5 月）。ほかに、組織犯罪分野では、ほ

とんどの学者が組織犯罪の国際化について論述している。 
66 前注 60、p. 6. 
67 余敏生（香港警務処組織及び三合会調査科主管、総警司）、2009 年 10 月 25 日に第一回グローバル化

時代の犯罪と刑法国際フォーラムでの発表。 
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の地域へと及んでいる。表 A1-5 に示したように、活動範囲は中国の 4 つの地理的区域と

海外に広がり、その事件総数は香港のみの事件総数を上回っている。しかし、香港の組織

犯罪活動の区域化と国際化の特徴においては、区域化の特徴は特に際立っているが、国際

化の特徴ははっきりしたものではない。 

第一に、組織犯罪判決書の情報から明らかになったのは、海外、特に中国大陸の不法人

物が様々な合法的あるいは違法なルートを使って香港で各種の犯罪活動を行っている点で

ある。表A2-1に示したように、64部の組織犯罪に関する裁判所の判決では犯罪者192人が

関連している。そのうち中国大陸から来た者は33人で、総数の17.2%を占めており、また

彼らは主に特定の犯罪活動を行うことを目的に違法に進入、あるいは短期の往復証で合法

的に香港に流入している。またその他の国から来た犯罪者は犯罪者総数のわずか2.6%にす

ぎず、これらの者も特定の犯罪を目的に香港に入国している。 

 

表A2-1 香港組織犯罪者の戸籍国籍状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

中国大陸  33  17.2 
香港 140  72.9 
東南アジア諸国   3   1.6 
その他   2   1.0 
データ欠損  14   7.3 
合計 192 100.0 

 

表A2-2 香港組織犯罪者の居住状况 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

中国大陸に居住  31  16.1 
マカオに居住   1   0.5 
香港に居住 146  76.0 
住所不定   3   1.6 
外国に居住   2   1.0 
データ欠損   9   4.7 
合計 192 100.0 

 

表 B2-5 香港三合会犯罪者の戸籍国籍状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

香港 128  98.5 
その他   2   1.5 
合計 130 100.0 

 

表 B2-6 香港三合会犯罪者の居住状况 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

香港居住 130 100.0 

 

しかし、現地の香港人が占める比率も依然として72.9%に達している。このことから、

彼らこそが香港の組織犯罪活動の主な実行者で、中国大陸以外の国外の者は香港にそれほ

ど浸透していない。この状況は三合会犯罪において特にはっきりしている。表B2-5と表B2-6
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では、130人の違法団体犯罪の被告人全員が香港地区居住で、わずか2人の戸籍だけが香港

地区以外で、残りの128人は全員香港の戸籍を持っている。 

組織犯罪判決書の情報によると、香港の組織犯罪グループ及び集団も海外、特に中国大

陸に浸透を続けている。表A2-1の犯罪者の戸籍あるいは国籍、表A2-2の犯罪者の居住状况

と表A1-5の犯罪活動範囲を比較すれば、この結論は容易に得られる。 

第二に、香港の組織犯罪グループ及び集団が実行する各種の具体的な違法犯罪活動のう

ち、一部の活動は香港外の地域、特に中国大陸にまで及んでいる。このことから、香港の

組織犯罪活動の区域化の特徴がかなり際立っていることが分かる。表A1-5では、64件の事

件のうち、28件のみが香港区域内で行われており、香港区域外で行われた事件数は34件に

達しており、総数の53.1%を占めている。そのうち、中国国内の4つの地理的区域内での事

件と国境を跨る事件はそれぞれ21件と13件で、総数の32.8%と20.3%を占めている。国際

犯罪ネットワークに参加し、海外の中国人との関係を利用して国際犯罪活動に従事するこ

とに比べ、中国大陸の方が香港の組織犯罪グループに対する吸引力がより強く、これも近

年の香港の組織犯罪活動の発展傾向の1つとなっている68。 

 

表A1-5 香港組織犯罪の活動範囲 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

香港市街区  1   1.6 
当行政区（香港） 27  42.2 
中国大陸の 4 つの地理的区域 21  32.8 
国境を跨る区域 13  20.3 
データ欠損  2   3.1 
合計 64 100.0 

 

また、香港の三合会が一度香港を離れると、地盤、既得利益と競争上の優勢を失うこと

になるので、大部分の三合会メンバーはやはり香港に留まり犯罪活動を継続している69。

本調査で集めた 81 部の判決書から、表 B1-3に示したように、すべての事件が香港で行わ

れていたことが分かる。 

 

表 B1-3 香港三合会犯罪の活動範囲 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

当行政区（香港） 81 100.0 

 

                                                              
68 前注 60、p. 6。 
69 瀋仲平『香港三合会的源流、演変及刑事政策』、中国政法大学 2005 年博士論文。ある学者は、これま

での香港警察の情報によれば、三合会の中堅は香港を離れ、または外国へ移民しようとする形跡がない

と考えている。Yiu Kong Chu, Hong Kong Triads after 1997, Trends in Organized Crime, Vol.8, No.3, 
Spring 2005, Springer New York を参照。また、ある学者は、1985 年に「中英聯合声明」により中国

政府が 1997 年 7 月 1 日以降の香港における主権行使を回復することを確定させた後、一部の香港三合

会分子が国外へ移動し発展していったことを示す証拠はあるものの、香港情勢が明らかになった後、香

港住民にせよ三合会会員にせよ、大量には国外へ移住してはいないものと認識している。前注 1、
353~354 頁を参照。 
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香港において、国際的組織犯罪の比率は低い水準を保ったままであったが、一部の学者

は依然として、歴史的な原因、特に香港政府が 50 年代中期に多くの三合会のリーダー格

の構成員を出国させたため、香港三合会は基本的にグローバル的な輸出を完了しており、

アメリカ・カナダ・オーストラリア・日本・シンガポール・マレーシア・タイ等の地域で

やや大きな勢力を持っている70と考えている。たとえば、一部の日本人学者は、現在の日

本の組織犯罪の中で、伝統的な暴力団犯罪よりさらに深刻なのが、香港三合会、蛇頭など

のような中国などの国から来た外国人犯罪グループの組織犯罪問題であると考えている。

日本では、1996～1997 年に外国犯罪組織が行った 10 件の重大事件のうち、中国人が起こ

した事件は 4 件を占めていた71。 

 

４．組織犯罪における組織の様態 

 

これまでの歴史上、香港組織犯罪の組織形態は比較的単一に固定されたものであり、三

合会が主流であった。しかし、香港の政治、経済及び法律制度の変遷に伴い、組織犯罪の

組織形態に一層の変化が生じ、新たな特徴が現れた。 

表 A1-1に示した組織構成から明らかなように、香港の組織犯罪の組織類型は、階級階層

が厳格で、制度構成が緻密で、組織構成員が固定化された三合会組織に加え、特定の犯罪

活動を実行する目的でやや長期間存続し、かつその組織と構成員が比較的密接に固定して

いる犯罪集団のほかに、刹那的な収益があると見て短期間のみ結成される構造の散漫な犯

罪グループもある。このうち、短期間に結成され構造の散漫な組織犯罪グループの割合は

56.2%にも達しており、組織犯罪において極めて重要な部分である。また、起訴後、罪が

確定した組織犯罪グループ及び集団の規模は一般的に比較的小さく、その構成員数はほと

んどにおいて 6 人以下であるが、このこと72は、表 A1-6に示す犯罪組織構成員の人数及び

表 A2-3に示す犯罪組織構成員の犯罪組織加入時期に関する考察を通じ明らかになった。判

決書に現れる構成員数は、犯罪グループ及び同集団の実際の人数とは非常に異なっている

可能性がある73。しかしながら、判決書によると、関与した犯罪組織構成員の犯罪グルー

プ及び同集団への加入期間はおおむね短期間であり74、なおかつ、短期間のみ存続し、構

                                                              
70 周心捷『論香港三合会現状及其広東地区的浸透』、「華東政法学院学報」2000 年 第 5 期に掲載。 
71 長井圓（日）『組織犯罪：日本文化的産物』、「中国刑事法雑誌」2004 年 第 5 期に掲載。 
72 表 A1-6では欠損値が 37.5%を占めているが、その主な理由は、これら判決書の多くが控訴後に作成さ

れたものであり、当時の最終的な人数は、単に控訴被告人の人数を根拠にするのでは確定が困難である

ことが多いからである。しかし、これらの判決書のデータから見ると、関与した被告人の人数は少なく、

ほぼ 4 人以下である。 
73 判決書に示される構成員人数は、実際には、捜査、起訴調査等の手続き後に起訴された人数であるので、

控訴判決書の場合は、そのデータによって起訴人数を正確に反映することは難しい。 
74 この 64 件の判決書に関して言えば、犯罪者の犯罪組織加入期間が比較的長期にわたり、犯罪組織が安

定している場合、実行する犯罪活動も比較的多数で、継続期間も比較的長期になることから、罪の確定

および量刑上の酌量対象となり、通常、判決書の量刑部分に説明がある。したがって、データが欠損し

ているということは、加入期間がやや短期であり、犯罪活動の継続期間も長期ではないと考えられる。 
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造が散漫という特徴を有する組織犯罪グループがやはり組織犯罪の主体である。これら判

決書のデータはかなりの程度、犯罪グループにおける現実の人数を正しく反映しているの

である75。起訴後、罪が確定した組織犯罪グループ及び集団に関する構成員人数をみると、

表 A1-1 に示す組織犯罪グループ及び集団における組織構造の様態構成とある程度符合し

ている。 

香港組織犯罪グループ及び集団の組織形態にこのような大きな変化が生じたのは、1994

年の「組織及び重大犯罪条例」により組織犯罪の範囲が一層拡大されたことによるだけで

はない。さらに深い原因は、80 年代以来、香港における社会・政治・経済の激変である。 

 

表A1-6 香港組織犯罪構成員の人数 

犯罪組織の人数 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

 2  4   6.2   6.2 
 3 13  20.3  26.5 
 4  4   6.2  32.7 
 5  2   3.1  35.8 
 6  5   7.8  43.6 
 7  3   4.7  48.3 
 8  2   3.1  51.4 
10  3   4.7  56.1 
12  2   3.1  59.2 
16  1   1.6  60.8 
20  1   1.6  62.4 

データ欠損 24  37.5 100.0 
合計 64 100.0  

 

表A2-3 香港組織犯罪構成員の加入期間 

犯罪組織への加入期間 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

半年未満  24  12.5  12.5 
半年以上（半年を含む）1 年未満   6   3.1  15.6 
1 年以上（1 年を含む）2 年未満   4   2.1  17.7 
2 年以上（2 年を含む）3 年未満   2   1.0  18.7 
3 年以上（3 年を含む）5 年未満   4   2.1  20.8 
5 年及び 5 年以上   5   2.6  23.4 
データ欠損 147  76.6 100.0 
合計 192 100.0  

 

80 年代中期以降、政治、経済の変化に伴い、香港三合会における組織管理形態と活動方

法にも以下のような大きな変化があった。三合会の組織が従来より散漫になり、構成員へ

の統制力が明らかに弱まった。構成員に一層大きな自主性と流動性が生じ、実行する犯罪

が必ずしも三合会の活動と関連しなくなった。三合会の構成員もしくはその構成する犯罪

グループが、三合会の犯罪に関してより重要な役割を担うようになった。表 B1-4と表 B1-5

の分析を通じて明らかになったことは、今回、研究対象となった 81 の事件のうち、個人

で実行した事件が 25 件、全体の 30.9%に達したことである。また、ある程度組織構造の

                                                              
75 一般的に言えば、組織構造が緻密かつ固定している犯罪集団との比較において、短期間のみ組織される

構造の散漫な犯罪グループは、捜査や起訴審査等の回避といった面で非常に不利であり、その意味で、

犯罪活動の実行者が刑の確定という結果から逃れることは困難なのである。 
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ある三合会の犯罪のうち、起訴されて罪が確定した、犯罪グループおよび三合会組織の構

成員の人数はおおよそ 10 人以下76、44.6%であった。これは、犯罪グループが三合会犯罪

における重要な位置を占めていること示している。まさに、現在において三合会の構成員

に対する統制力が大幅に弱まったこと、構成員がある犯罪活動に関与するか否かにあたっ

て直接上層部の指示をうける必要がなく77、多くの場合、構成員は自分の犯罪仲間を自由

に選択できることがわかる。犯罪仲間は自分の所属する三合会の構成員でも、別の三合会

の構成員でも、また、まったく三合会の背景のない人物であってもよいのである78。 

 

表 B1-4 香港三合会犯罪の組織構成 

組織類型 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

グループ型79 32  39.5 
三合会型 19  23.5 
なし 25  30.9 
データ欠損  5   6.2 
合計 81 100.0 

 

表 B1-5 香港三合会犯罪組織の構成員人数 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

組織構造がある 

2~10 人 25  30.9  44.6 
11~20 人  5   6.2   8.9 
21~50 人  4   4.9   7.1 
51 人以上  1   1.2   1.8 
データ欠損 21  25.9  37.5 
小計 56  69.1 100.0 

組織構造がない（1 人） 25  30.9  
合計 81 100.0  

 

新たな政治経済情勢に適応するため、香港の組織犯罪グループ及び集団は、組織形態上、

短期間のみ組織する構造の散漫な犯罪組織形態をとるケースが増加する傾向にある。また、

構成員や組織構造が比較的安定した犯罪組織でも、会社等の合法的な形態を装っている場

合が多い。このことから、香港の組織犯罪は表面的には合法化、多元化の特徴を示すよう

になっている。表 A1-7に示すように、組織犯罪の 64 件の判決のうち、12 件の事件におい

                                                              
76 表 B1-5の構成員数は、主に判決書に記載されている関与人数により確定した。犯罪グループにおいて

は、一部、被告人の人数によって確定したものもある。表において欠損が 25.9%あるが、主な原因は、

これらの判決の多くが控訴後の判決であるためである。この場合、控訴人の人数だけで最終的な人数を

確定するのが困難であるからである。しかし、これら判決書のデータによると、関与した被告人の人数

も少ないと言える。 
77 研究者の指摘によると、現在の三合会においては、リーダー層は昇級や内部規律の管理、ならびに内外

のもめごとの解決について統制しているが、構成員が犯罪活動に関与するか否かに関する指示はしてい

ない、としている。前注 1、368 頁を参照。 
78 Yiu Kong Chu, Hong Kong Triads after 1997, Trends in Organized Crime, Vol.8, No. 3, Spring 2005, 

Springer New York。 
79 いわゆるグループ型とは、何かの折に臨時的に結成される組織であり、組織上においては有名無実であ

るか、または単なる犯罪グループである。個人及び犯罪グループ、ならびに、三合会組織幹部による三

合会違法団体犯罪及びその直接関与する犯罪行為との違いを明らかにするために、本文は組織構造の分

類において、犯罪グループと三合会組織を二分する方法を取った。この分類については前注 25 を参照。 
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て、犯罪組織は合法的機関を隠れ蓑にしており、事件全体の 18.8%を占めている。それ以

外の 15 件（23.4%）の事件については、犯罪組織形態が比較的曖昧であり、合法的機関の

隠れ蓑を有する犯罪組織なのか、有さない犯罪組織なのか、単純な分類は困難であった。 

 

表A1-7 香港組織犯罪の組織様態 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

隠れ蓑にする合法な機関を持つ犯罪組織 12  18.8 
隠れ蓑にする機関を持たない犯罪組織 36  56.2 
その他 15  23.4 
データ欠損  1   1.6 
合計 64 100.0 

 

表 B1-6 香港三合会の組織様態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

組織構造がある 
隠れ蓑となる機関を持たない犯罪組織 51  63.0  91.1 
データ欠損  5   6.2   8.9 
小計  56  69.1 100.0 

組織構造がない 25  30.9  
合計 81 100.0  

 

  組織犯罪集団における組織構造の表面的な合法化、多元化に伴い、その犯罪構成員にも

必然的にある程度のカテゴリー化の傾向が現れている。会社等の合法形態を利用して犯罪

活動を行う状況では、一般的に組織犯罪集団の上層部は合法的な企業あるいは表面上合法

的な企業を経営し、直接、組織犯罪活動に関与することはほとんどない。逆に、下層構成

員は直接具体的な犯罪の実行に関与することが多い。このことは、階級が相対的に厳しい

三合会の犯罪領域において顕著である80。表 B1-6 に示すように、一定の組織構造を持つ

56 件の事件のうち、組織形態が比較的曖昧な 5 件の事件では、合法的機関の隠れ蓑を有す

る犯罪組織なのか、有さない犯罪組織なのか、単純な分類は困難であった。その他 51 件

の事件は、隠れ蓑となる機関を持たない犯罪組織が実行したケースである。このことから

明らかになるのは、多くの犯罪グループや三合会組織において、表面的な合法機関が隠れ

蓑として用いられているわけではなく、公然と各種犯罪活動を実行しているということで

ある。表 B2-2 の罪名を総合的に分析した結果、逮捕され罪の確定した 130 人の三合会違

                                                              
80 このような階層分化のモデルにおいては、三合会の上層構成員、すなわち、主に第二代あるいは第三代

三合会では、違法なルートにより獲得した金銭により良好な教育を受けており、それらの者は一般的に

合法的な商業活動に関与してる。また、これにより三合会活動を支え、その商業活動に対して一層良好

な環境を作り出している。このように、この者たちは上流社会の企業家等の名声ある人物として具体的

な犯罪活動を直接実行しまたはそれに関与することはほとんどない。そのため、政府にとっては、これ

まで以上にそれらの活動を統制し調査することが困難になりつつある。また、三合会下層構成員のうち、

ある者は犯罪活動の中堅をなし、ある者はさまざまな労務の提供者となっている。これらの者の行う具

体的な犯罪活動は、件数が比較的多く、隠匿性がやや低いため、容易に逮捕、有罪確定となる。Peter Yam 
Tat-wing, 2000b, Triads, 116th International Training Course, Resource Materials Series No. 58 
Tokyo: United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of 
Offenders を参照。 
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法団体罪を適用された被告人のうち、三合会の幹部階層に属する者はたった 5 人であり81、

ほとんどが三合会の下層構成員であった。このことからも、判決書に示されている組織形

態が表 B1-6に示す上述の状況をいかに表しているか、容易に理解できる。 

以上の分析を通して、香港の組織犯罪における組織の様態は以下の 2 点に要約できる。 

第 1 に、組織類型については、組織化の程度の差異により、香港における組織犯罪グル

ープ及び集団には、階級階層が厳格で規律の構成が緻密な三合会組織、存続期間がやや長

く、組織や構成員が比較的緊密に固定した犯罪集団、さらに、短期間のみ組織される構造

の散漫な犯罪グループがある。そのうち短期間のみ組織される構造の散漫な犯罪グループ

が、組織犯罪における組織類型の中で相当な割合を占めている。 

第 2 に、組織構造に関しては、香港の組織犯罪グループ及び集団においては、特に構成

員や組織構造が比較的安定している犯罪集団において、組織構造の多元化と組織構成員の

階層分化の特徴を呈している。一部の上層構成員は表面上合法的な企業を利用して犯罪活

動を実行し始めており、このことから組織犯罪集団における構成員間にある程度の階層分

化が生じている。 

今回の調査を通じた考察によると、組織構造の散漫化は社会の発展と警察の取締りに対

応した方向性ではあるが、組織犯罪グループ及び集団は、それ相応の組織構造を有さなけ

れば、その勢力により犯罪を実行し、社会的統制を回避し、さらには自己防衛することが

できず、有利な形で犯罪活動を通じて最少リスクで最大利益を獲得することができない。

したがって、三合会型とグループ型の中間型である犯罪集団型の組織構造が最も理想的な

組織類型とみなされ、犯罪者に重視されているに違いない。このため組織犯罪におけるそ

の地位は上昇している。また、犯罪集団型の組織が最少の投資とリスクで最大利益を得る

目的を達するため、合法的な隠れ蓑によってその犯罪の実態を覆い隠し、絶え間なく企業

ひいては国際的企業連合体に向かって拡張し、組織犯罪の犯罪形態において、最も重要な

選択肢となりつつある。したがって、組織構造の面において比較的緻密、固定的な組織犯

罪集団は、いずれは表面的には合法化、多元化、階層分化の特徴が現れると考えられる。 

 

５．組織犯罪構成員の状况 

 

64 の組織犯罪グループ及び集団による犯罪事件のうち 192 人の被告人、ならびに、81

の三合会による犯罪事件のうち 130 人の被告人を分析したが、それにより明らかになった

ことは、香港の組織犯罪グループ及び同集団の構成員は、香港出身者が中心であり、特に

三合会組織において一層その傾向が強いことである。表 A2-1と表 A2-2に示すように、64

件の裁判所判決に関する 192 人の犯罪被告人のうち、香港戸籍を有すると確定できる者は

                                                              
81 通常、被告人が明らかに三合会幹部である場合、三合会幹部自称罪は、検察側において被告人が三合会

幹部であることを証明するに足る充分な証拠がない場合に選択される罪名である。 
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計 140 人、犯罪者全体の 72.9%であり、また、香港に居住している者は少なくとも 146 人

おり、全体の 76.0%である。しかし、この 2 つの表に示すように、香港地域以外の者が少

なくとも 38 人おり（中国大陸の者は 33 人）、その割合は 19.8%にも達している。このこ

とから分かるように、中国大陸の者は香港組織犯罪における構成員の構造において相当大

きな比重を占めている。しかしながら、香港三合会組織の構成員は基本的に香港出身者で

構成されており、区域外の者はわずかな比率しかない。表 B2-5及び表 B2-6に示すように、

81 件の裁判所判決に関する 130 人の被告人のうち、香港戸籍を有すると確定できる者は

計 128 人、全体の 98.5%に達し、香港に居住する者が 100%であった。また、一部、女性

が正式な儀式を通じて三合会組織に加入しているが、香港三合会はやはり男性主導の組織

である。表 B2-7に示すように、130 人の被告人のうち、1 人のみが女性であった。 

 

表 B2-7 香港三合会構成員の性別 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

男性 129  99.2 
女性   1   0.8 
合計 130 100.0 

 

次に、これらの犯罪組織構成員の大多数に前科非行歴がある。表 A2-4 に示すように、

79 人の犯罪者の前科非行歴の状況が判決書に明確に記載されている。うち 35 人には前科

非行歴がなく、18.2%を占める。表 B2-8 では、計 63 人の犯罪者の前科非行歴が判決書に

明確に記載されている。うち 19 人は前科非行歴がなく、14.6%を占める。 

 

表 A2-4 香港組織犯罪における犯罪者の前科非行歴の状況 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同種前科がある(累犯ではない)  15   7.8 
異種前科がある(累犯ではない)  18   9.4 
常習犯   3   1.6 
累犯   6   3.1 
行政違法記録がある   1   0.5 
前科非行歴がない  35  18.2 
その他   1   0.5 
データ欠損 113  58.9 
合計 192 100.0 

 

表 B2-8 香港三合会構成員の前科非行歴 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

同種前科がある  11   8.5 
異種前科がある  29  22.3 
常習犯   1   0.8 
累犯   1   0.8 
行政違法記録がある   2   1.5 
前科非行歴がない  19  14.6 
データ欠損  67  51.5 
合計 130 100.0 
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表A2-5 香港組織犯罪における犯罪者の組織への加入理由 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

結成または指揮  15   7.8 
積極的に加入 145  75.5 
他人からの紹介   2   1.0 
その他   7   3.6 
データ欠損  23  12.0 
合計 192 100.0 

 

表A2-6 香港組織犯罪における犯罪者の悔悛情状の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

悔悛情状あり  61  31.8 
悔悛情状なし 102  53.1 
データ欠損  29  15.1 
合計 192 100.0 

 

表A2-7 香港組織犯罪における犯罪者の自首情状の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

なし 192 100.0 

 

表A2-8 香港組織犯罪者の犯罪捜査などに貢献した功績の有無 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

一般的な功績がある   1   0.5   0.5 
顕著な功績がある   1   0.5   1.0 
功績なし 187  97.4  98.4 
データ欠損   3   1.6 100.0 
合計 192 100.0  

 

表 B2-9 香港三合会構成員の組織への加入理由 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

結成または指揮   4   3.1 
自発的に加入 120  92.3 
他人の紹介   1   0.8 
その他   3   2.3 
データ欠損   2   1.5 
合計 130 100.0 

 

表 B2-10 香港三合会構成員の悔悛情状の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

悔悛情状あり  25  19.2 
悔悛情状なし  93  71.5 
その他82   2   1.5 
データ欠損  10   7.7 
合計 130 100.0 

 

表 B2-11 香港三合会構成員の自首情状の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

なし 129  99.2 
データ欠損   1   0.8 
合計 130 100.0 

                                                              
82 その他は、被告人が一部の罪に対し悔悛の情を示しているが、その他の犯罪に対しては悔悛の情がない

場合を指す。 
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また、これら犯罪組織構成員の大多数が積極的に犯罪活動に参加しており、主観的悪質

性がやや強く、悔悛の情に欠ける。表 A2-5のうち、明確な記録のない 23 人の被告人を除

く、明確な記録のあるすべての被告人のうち、ほとんどが、自ら積極的に犯罪活動に参加

しているか、もしくは犯罪活動の中で組織を受け持ったり、リーダー格となっている。表

B2-9のうち、判決書に明確な記録のない 2 人の被告人を除く、明確な記録のあるすべての

被告人のうち、ほとんどが積極的に犯罪活動に参加しており、一部の者はさらに犯罪活動

において組織化や指揮の役割を負っている。悔悛情状の有無については、表 A2-6をみると、

163 人の被告人のうち、半数以上の者は悔悛情状がなかった。また、表 B2-10 をみると、

120 人の被告人のうち、悔悛情状のある者がわずか 25 人で、ほかの 2 人が一部の罪に悔

悛情状があるが、悔悛情状のない者は 93 人に達している。表 A2-7及び表 B2-11に示した

ように、自首した被告人はいない。表 A2-8及び表 B2-1に示したように、ほぼすべての被

告人は犯罪捜査などに貢献した功績がない。これらのことから、ほとんどの犯罪者におい

て悔悛情状がなく、明らかに主観的悪質性を有していることが分かる。 

最後に、青少年が香港三合会の犯罪においてある重要な位置を占めていることがあげら

れる。現在、三合会は青少年に対して強い吸引力を持っており、ある研究者の指摘による

と、青少年が三合会活動に関与する現象は深刻化が継続しており、低年齢化の傾向がある

という83。表 B2-13 に示したように、130 人の三合会違法団体罪を犯した被告人のうち、

年齢が確定できない者の人数が 100 人に達している。しかし、年齢を確定できる 30 人の

被告人を見ると、21 歳未満の青少年の84被告人は 11 人で、この部分の被告人全体の 36.7%

を占めており、これは被告人全体の8.5%にあたる。「犯罪撲滅委員会第27号報告書（2007）」

によると、2007 年の違法団体犯罪は、やはり、青少年犯罪者の犯罪で顕著な 5 大刑事犯

罪活動の 1 つであった85。 

 

表 B2-12 香港三合会構成員の犯罪捜査などに貢献した功績の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

なし 129  99.2 
データ欠損   1   0.8 
合計 130 100.0 

 

表 B2-13 香港三合会構成員の判決時の年齢 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

21 歳未満  11   8.5   8.5 
21 歳以上  19  14.6  23.1 
データ欠損 100  76.9 100.0 
合計 130 100.0  

                                                              
83 瀋仲平『香港三合会的源流、演変及刑事政策』、中国政法大学 2005 年博士論文。 
84 『犯罪撲滅委員会第 28 号報告書』（2008）（前注 55、調査日 2009 年 11 月 2 日）による。香港にお

いては、2003 年 7 月以降、少年犯の年齢は 10 歳から 15 歳の間、青年犯の年齢は 16 歳から 20 歳の間

である。したがって、本調査における青少年犯とは、21 歳未満の少年犯及び青年犯を指す。 
85 2007 年において、青少年犯で最も頻度が高い五大刑事犯罪は、多種窃盗、店舗窃盗、傷害及び重度殴

打、重大薬物犯罪及び違法団体犯罪である。前注 55 を参照。調査日は 2009 年 11 月 2 日。 
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上記から、香港組織犯罪における構成員の構造は、地元出身者を主としているが、区域

外の者、特に中国大陸の者も相当大きな比重を占めていることが明らかである。香港三合

会の構成員については、基本的に地元出身者で構成されており、男性主導であり、区域外

の者はきわめて少ない。国際化のなか、組織犯罪活動の区域化と国際化に伴い、香港区域

外の者が組織犯罪における組織構成員に占める構成比率はある程度の上昇傾向を示してい

るが、香港の地元出身者を主とする状况は容易に変わらない。また、青少年犯罪者がさら

に増加する傾向が見られる。たとえば、2001年から2003年の間、自己が三合会構成員であ

る、または、自己が三合会活動に参加しているとする中高生は、それぞれ322人、363人、

395人で、その増加幅は20%に達している86。 

 

６．組織犯罪の侵害状况 

 

入手した判決書には、被害者に関するデータ量は比較的少ないが、これは特に控訴判決

書において著しい。64 件の組織犯罪グループ及び集団による犯罪事件のうち、具体的デー

タのある被害者は 61 人のみであり、自然人 51 人及び法人 7 件を含む。81 件の三合会に

よる犯罪事件のうち、具体的データのある被害者は 66 人で、自然人 60 人及び法人 6 件を

含む87。したがって、被害者の状況については、この 127 人の被害者を考察の基礎とした。 

 

表 A1-8 香港組織犯罪の被害類型 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

有効値 

自然人被害 32  50.0  88.9 
法人被害  3   4.7   8.3 
両者併存  1   1.6   2.8 
小計 36  56.2 100.0 

無効値88 28  43.8  
合計 64 100.0  

 

第一に、自然人、これにはレストラン経営等の商業サービス活動に従事する自営業経営

者を含むが、この範疇が従来どおり香港組織犯罪活動の主な侵害対象となっている。表

A1-8に示すとおり、半数以上の事件に明らかに被害者が存在し、そのうち自然人に被害が

あったと確定できる事件が 33 件ある。表 B1-7に示したように、三合会による犯罪事件に

おいては、ほとんどの事件に明らかな被害者が存在し、うち自然人に被害があったと確定

できる事件が 46 件に達する。このことから、現時点において香港組織犯罪活動は従来ど

おり自然人を主な侵害対象をしていることが明らかである。 

                                                              
86 前注 83。 
87 ここでいう三合会犯罪の侵害状况とは、主に三合会違法団体罪に直接関係する犯罪行為による侵害状况

により確定した。 
88 ここでいう無効値とは被害者がない場合である。犯罪対象に基づき確定したが、主に、明らかな犯罪対

象がない場合である。 
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表 B1-7 香港三合会犯罪の被害類型 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

有効値 

自然人被害 46  56.8  85.2 
法人被害  6   7.4  11.1 
データ欠損  2   2.5   3.7 
小計 54  66.7 100.0 

無効値89 27  33.3  
合計 81 100.0  

 

第二に、香港の組織犯罪グループ及び集団の犯罪は、主に財産等の犯罪領域に集中して

おり、表A3-1に示すように、およそ75.4%の自然人または法人が財産の損失に遭っている。

香港の三合会活動により、被害者に財産の損失、心身の傷害等多様な傷害がしばしば発生

している。表B3-1に示すように、財産損失を被った被害者は36.4%、また、重傷や軽傷等

種々の身体的傷害を被った被害者も31.8%に達している。さらに、25.8%の被害者が財産

損失、心身傷害等種々の損害を被っている。このことから、香港組織犯罪の暴力性と財産

侵害性という前述の特徴が重ねて証明されている。さらには、香港三合会が一般市民に財

産損失など種々の損害を与えており、社会的脅威が極めて高いことが明らかになっている。 

 

表A3-1 香港組織犯罪の被害種類 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

生命に侵害  3   4.9 
身体に重傷を負う  1   1.6 
財産損失 46  75.4 
なし 11  18.0 
合計 61 100.0 

 

表 B3-1 香港三合会犯罪の被害種類 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

身体に重傷を負う 13  19.7 
身体に軽傷を負う  8  12.1 
財産損失 24  36.4 
複数の損害 17  25.8 
なし  4   6.1 
合計 66 100.0 

 

第三に、香港の組織犯罪グループ及び集団は通常、特定の個人あるいは企業を犯罪の対

象としていることがあげられる。ただし、不特定の個人も犯罪対象のうちで相当の比率を

占めている。一般的に、犯罪目的達成の確率向上のため、犯罪者はしばしば特定の種類の

人物や特定の種類の企業における特殊性を利用し、的を絞った犯罪活動を行う。このこと

は香港における組織犯罪においても例外ではない。表 A1-9の犯罪対象のうち、自然人被害

の状况について言えば、ほとんどの犯罪活動は特定の個人を犯罪対象にしている。また、

表 B1-8の三合会による犯罪事件においても、ほとんどの犯罪活動が特定の個人または企業

                                                              
89 ここでいう無効値とは具体的な被害者がない場合である。犯罪対象にもとづき確定したが、主に、明ら

かな犯罪対象がない場合である。 



  ‐ 324 ‐

を犯罪対象としており、その割合は有効値の 55.6%を占めている。これは、不特定の個人

または企業より 14.9 ポイント高い。 

 

表A1-9 香港組織犯罪の犯罪対象 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

有効値 

特定の個人 19  29.7  52.8 
不特定の個人 14  21.9  38.9 
特定の企業  2   3.1   5.6 
不特定の企業  1   1.6   2.8 
小計 36  56.2 100.0 

無効値90 28  43.8  
合計 64 100.0  

 

表 B1-8 香港三合会犯罪の犯罪対象 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

有効値 

特定の個人 25  30.9  46.3 
不特定の個人 20  24.7  37.0 
特定の企業  4   4.9   7.4 
不特定の企業  2   2.5   3.7 
公務員  1   1.2   1.9 
データ欠損  2   2.5   3.7 
小計 54  66.7 100.0 

無効値91 27  33.3  
合計 81 100.0  

 

第四に、香港の組織犯罪グループ及び集団は通常は特定のグループを犯罪対象としてい

ることがあげられる。ただし、具体的な犯罪目標の選択においてはなおある程度の任意性

が見られる。表A3-2に示すように、偶発的に被害に遭う割合は80.3%にも達している。表

B3-2に示すように、三合会による犯罪事件のすべての被害者のうち、71.2%に達する被害

者が犯罪活動において何らの落ち度もない。これら被害者の多くは犯罪者の選択の結果で

あったり、友人等と人間関係で双方もしくは三者以上が関わる各種トラブルに巻き込まれ

た場合である。偶発的被害以外には、争いによるトラブル、経営上のトラブル及び生活上

のトラブル等各種利害上のトラブルが香港における三合会犯罪の主な原因である。表B3-3

に示す自然人被害の原因のうち、もっとも頻度の高いのはやはり偶発的被害であり、自然

人被害者全体の30.3%を占めている。次が争いによる被害で、21.2%である。ここで着目

すべきことは、争いによる被害と生活上のトラブルによる被害及び経営上のトラブルによ

る被害の合計が偶発的被害の総数を上回っている点である。 

第五に、表A3-3に示すように、組織犯罪グループ及び集団の犯罪活動のうち、約半数の

被害者において何らかの落ち度があるが、その落ち度とは主に警戒心がやや低い等である。

                                                              
90 ここで言う無効数とは上記の解釈を適用すれば、主に具体的な犯罪対象がない場合を指している。さら

に説明が必要なのは、この表の中の有効数欄の中の特定の個人と不特定の個人の 2 つの項目の合計が

33 で、表 A1-8の自然人被害一項目の 32 を上回っており、事実表 A1-8の中の両者はどれも一項目が 1
であるが、これは主に SPSS の分析技術に限界があって起きたものである。 

91 ここで言う無効数とは明確な犯罪対象がない場合を指す。 
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これも犯罪者の犯罪活動を助長させている要素である。 

 

表A3-2 香港組織犯罪の被害原因 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自然人被害 

偶発的被害 49  80.3  90.7 
生活上のトラブルによる被害  1   1.6   1.9 
その他  3   4.9   5.6 
データ欠損  1   1.6   1.9 
小計 54  88.5 100.0 

法人被害  7  11.5  
合計 61 100.0  

 

表A3-3 香港組織犯罪の被害者側の落ち度 

 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自然人被害 

落ち度あり 24  39.3  44.4 
落ち度なし 24  39.3  44.4 
データ欠損  6   9.8  11.1 
小計 54  88.5 100.0 

法人被害  7  11.5  
合計 61 100.0  

 

表 B3-2 香港三合会犯罪の被害者の落ち度 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

落ち度あり 12  18.2 
落ち度なし 47  71.2 
データ欠損  7  10.6 
合計 66 100.0 

 

表 B3-3 香港三合会犯罪の被害原因 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自然人被害 

偶発的被害 20  30.3  33.3 
生活上のトラブルによる被害  1   1.5   1.7 
経営上のトラブルによる被害  6   9.1  10.0 
争いによる被害 14  21.2  23.3 
その他 12  18.2  20.0 
データ欠損  7  10.6  11.7 
小計 60  90.9  90.9 

法人被害  6   9.1  
合計 66 100.0  

 

表 B3-4 香港三合会犯罪の被害業種 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

有効値 

建築業  4   6.1  14.8 
飲食業  7  10.6  25.9 
娯楽業  1   1.5   3.7 
運輸業  7  10.6  25.9 
その他  8  12.1  29.6 
小計 27  40.9 100.0 

無効値92 39  59.1  
合計 66 100.0  

 

                                                              
92 ここでいう無効値とは、被害者の業種データが明らかにされしていないケースをいう。 
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  第六に、香港三合会は飲食業、運輸業、建築業、娯楽等の業種に比較的強い支配力を持

っており、これらの産業がその犯罪活動の主な領域となっている。表B3-4に示すように、

業種に関するデータが明らかになっている27人の被害者のうち、各7人が運輸業と飲食業

に従事しており、それぞれ25.9%を占めている。他の4人は建築業に従事しており、14.8%

を占めている。 

以上の分析を通じて明らかになったことは、香港の組織犯罪活動が財産侵害等の犯罪領

域に集中しており、従来と同様に自然人を主な犯罪対象としているということである。そ

の犯罪活動は特定のグループを標的にすることが多いが、同時にある程度の任意性も有し

ている。今後も当分の間は、香港の組織犯罪については、偶発的侵害と財産等の侵害が依

然として高い位置を占めるだろう。しかし、香港経済の発展に伴い、新しい類型の組織犯

罪活動が次々に現れ、法人を主な犯罪対象とする商業犯罪が増加の傾向にあり、これによ

り法人被害者の比重も上昇している。 
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第３章 マカオにおける組織犯罪の現状 

組織犯罪を認定する際、マカオ司法界では「組織要件、組織の安定性要件及び犯罪目的

要件」を堅持する傾向がある93。しかし、司法実務においては、組織要件及び組織の安定

性要件に関しては確認の困難な場合が多い。そのため、マカオ裁判所において組織犯罪に

より有罪が確定した事件は非常に限られている。2007 年にマカオ裁判所が組織犯罪として

有罪確定した事件は一例のみ存在する。したがって、サンプル数が少ないことに起因する

問題を解決するため、今回の調査では、裁判所の組織犯罪判決書を一つのサンプルとして、

実証研究を進めるという原案を策定し、マカオ検察院において組織犯罪として起訴したす

べての事件に関する判決書を収集した。 

今回の研究においては、1995 年から 2009 年までの間、マカオ検察院が組織犯罪として

起訴したすべての事件の判決書及び司法見解計 40 ケースを収集した。これら研究データ

には 14K 幹部である尹国駒事件、和勝義幹部である江国良事件等の重大事件を含む。これ

ら事件に関与した被告人は 249 人、被害者は 245 人である。今回の調査においては、以上

の判決書と司法見解を基準として関連データを取得し、系統的な考察、分析を行うことに

より、マカオの組織犯罪の特徴に関し、以下のようにまとめた。 

 

１.犯罪組織の状况 

 

(1)犯罪組織の類型 

表 C1-1 に示すとおり、マカオ組織犯罪の組織類型は以下の 3 つに分けられる。①緻密

型の黒社会組織。たとえば「水房」、「大圏幇」、「和勝義」、「14K」等である。この類型の

組織には厳格な階級制度があり、犯罪を定職とし、規模が大きく、比較的強い安定性を有

する。②半緻密型のその他の組織。この類型の組織は、公開または半公開の団体の形態を

とる。その内部には役割分担の階級制度があり、比較的安定した組織構造を有する。③散

漫型犯罪組織。この類型の組織は一定の期間において存在し、1 件から数件の犯罪を実行

するために一致した行動をとる。この類型の組織はマカオの組織犯罪において多様な役割

を持つ。 

まず、伝統的な緻密型黒社会組織による犯罪活動は減少しているが、依然として相当な

比重を占めている。表 C1-1 に示すように、緻密型黒社会組織が依然として 38.4%を占め

ている。マカオ返還後、警察の厳しい取り締まりにより、「14K」、「和勝義」、「水房」の幹

                                                              
93 マカオ司法の実務においては、裁判官は以下の 3 つの要素を強調している。組織要件、組織の安定性

要件及び犯罪目的要件である。郭少萍 『澳門特別行政区有組織犯罪的構成要件』「澳門検察」2002
年（3）に掲載。 
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部と中枢構成員が次々に逮捕され、その勢力は大きく弱められた。しかしながら、他の一

部の組織は逆に、比較的目立たない方法で活動し、警察の取締りを免れた。たとえば、マ

カオ四大黒社会組織の 1 つである「大圏幇」は、現時点の統計には現れていない。これに

ついては今後の研究が待たれる。 

 

表 C1-1 マカオ組織犯罪の組織類型 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

緻密型組織 

14K 11  28.2 
和勝義  2   5.1 
水房  2   5.1 

半緻密型組織 14  34.3 
散漫型組織 11  27.3 
合計 40 100.0 

 

次に、半緻密型と散漫型の犯罪組織による活動が増加の傾向にある。表 C1-1に示すよう

に、半緻密型と散漫型の犯罪組織の比率は 61.6%にも達しており、マカオ組織犯罪の主要

部分を構成している。社会経済の発展に伴い、一部の犯罪者が不法利益を得るために集合

し犯罪活動を行うことがしばしば見られる。この種の分業・協力による運営方法からは犯

罪エネルギーの効率の高い集中と合理的な発散がもたらされ、ひいては、組織効率と犯罪

收益の最大化が達成される。この理由から、半緻密から散漫型にいたる犯罪組織の勢力拡

大が著しく促進されるのである。 

 

(2)犯罪組織の表面的形態 

違法な統制が黒社会組織の最大の特徴である。社会に対する違法な統制を達成するため、

黒社会組織においては組織内に対して高度な組織化を行い、組織外に対して経済的統制を

追求する。一部の組織犯罪グループにおいては、長期間にわたり犯罪行為を実行してもそ

れが明らかにならないよう、様々な目隠しや隠れ蓑を追求し始めている。 

 

表 C2-1 犯罪組織の様態 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

隠れ蓑にする合法な機構を持つ犯罪組織  53  21.3 
隠れ蓑にする機構を待たない犯罪組織  90  36.1 
固定した犯罪組織を持たない 106  42.6 
合計 249 100.0 

 

表 C2-1から明らかなように、現在マカオ地域における組織犯罪に関与する犯罪者で、身

を寄せる固定した犯罪組織のない者が 42.6%である。隠れ蓑にする機構を持たない犯罪組

織が 36.1%、隠れ蓑にする合法的な機構を持つ犯罪組織が 21.3%である。一方では、前述

したように、マカオ地域には散漫型犯罪組織が存在しているが、また一方では、一部の黒

社会組織が「違法から合法に移行し、合法で違法を隠蔽する」という方法で犯罪活動を実
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行しているのである。 

 

２.犯罪当事者の状況  

 

(1)職業 

犯罪当事者が従事している職業から、その経済状况が明らかになるだけでなく、当事者

が犯罪を定職としていたか否か等の状況も現れる。 

 

表 C2-2 犯罪者の職業状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

マカオ 

無職者 136  54.6 
サラリーマン  75  30.2 
退職者   1   0.4 
公務員   2   0.8 
自営業   6   2.4 
学生  11   4.4 
見習い   1   0.4 
農民   4   1.6 

外来者 
無職者   4   1.6 
労務者   1   0.4 

その他   2   0.8 
データ欠損   6   2.4 
合計 249 100.0 

 

表 C2-2に示すように、249 人の犯罪者のうち、大多数が都市部無職者であり、安定した

収入がない。その割合は 54.6%にも達している。このことから、経済的要素がマカオの組

織犯罪において重要な役割を担っていることが分かる。 

また、判決書においては公務員のキャリア持つ犯罪当事者は 2 人のみであった。研究者

の指摘によると、政治的腐敗が組織犯罪の 1 つの重要な特徴とされている。犯罪組織はし

ばしば賄賂、強迫等の手段で政治領域に浸潤することで、党・政府幹部を籠絡し、賄賂に

より「庇護の傘」を要求する94。しかし、現在得られているデータにおいては、マカオ返

還以降、腐敗に関する特徴は組織犯罪において具体的なかたちでは明確に現れていない。

これは、一方で、組織犯罪自身に存在する隠匿性により、政治的腐食と籠絡が潜伏してい

る可能性があること、また他方で、マカオ返還以降、特区政府が徹底した取締りの姿勢を

取ったため、行政職員と犯罪組織の結託が一掃され、公務員の組織犯罪への関与がまれに

なったことにもよる。 

 

(2)家族構成 

犯罪者の家庭状況に関する統計によると、表 C2-3に示すように、犯罪当事者が配偶者、

子供と共に生活している比率が最も高く、74.7%である。次が犯罪当事者が父母と共に生

                                                              
94 賈宇『有組織犯罪之対策研究』「法律科学」（西北政法学院学報）2003 年第 5 期に掲載。 
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活しているケースで、10.2%である95。この 2 者が犯罪者の家庭構成のうち大部分を占め

ている。一人親家庭の比率はわずか 1.3%である。 

 

表 C2-3 家庭構成状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

犯罪当事者が父母と生活  24  10.2 
祖父母孫家庭  20   8.4 
一人親家庭   3   1.3 
犯罪当事者が配偶者、子供と生活 175  74.7 
データ欠損  27   5.4 
合計 249 100.0 

 

今回の研究で明らかになったことは、家庭、学校、地域社会において犯罪当事者に対す

る抑止力、抑制力が欠如した場合、犯罪組織に新しい構成員獲得の機運を与えてしまうこ

とである。逆に、組織犯罪がはびこっている地域においては、地域社会、家庭等における

犯罪当事者に対する抑止、抑制システムが一般的に不十分である。表 C2-3のデータから明

らかなように、家族扶養義務を負っている犯罪当事者の占める比率が最も高い。この範疇

の当事者は、犯罪の実行に関与することで、安定で睦まじい家庭生活を破壊している。ま

た同時に、これら家庭における犯罪当事者に対する抑止、抑制的効果が非常に弱いことを

示している。 

 

(3)教育状况  

一般的に、教育程度が比較的低い場合、さまざまなリソースを獲得する能力、特に経済

的リソースを獲得する能力が比較的不足しており、生活上の必要に迫られたり誘惑を受け

た場合に、比較的容易に犯罪の道に走りやすい。表 C2-4に示すとおり、教育程度のデータ

に回答した 55 人の被告人のうち、高校以上の教育程度の者は 14 人（25.5%）のみであっ

た。非識字者、小学校程度、中学校程度の人数は 41 人（74.5%）にも達している。これか

ら明らかなように、教育程度の低さが大多数の犯罪者における犯罪化の主な原因である。 

 

表 C2-4 学校教育状况 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 累積ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

非識字   3   1.2   1.2 
小学校レベル  22   8.9  10.1 
中学校レベル  16   6.5  16.6 
高等学校レベル  10   4.0  20.6 
大学レベル   4   1.6  22.2 
データ欠損 194  77.8 100.0 
合計 249 100.0  

 

                                                              
95「犯罪当事者が配偶者、子供と生活」及び「犯罪当事者が父母と生活」の両者は表面上非常に類似して

いるが、やはり差異が存在する。前者においては、犯罪行為者は家庭構成の中心をなし、家族扶養の責

任を負うと考えれらるが、後者では、犯罪行為者は一般的にその家庭の主な収入源とはならない。 
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当然ながら、上記、教育程度のデータに回答した 55 人の被告人の様態をもってして 249

人の被告人の教育状况を論じるのは、部分をもって全体を論ずる過ちであるという批判を

免れない。しかしながら、教育程度のデータが欠損していること自体、ある意味、それら

被告人における就学に対する軽視を示しており、さらに予測されることは、それら被告人

の教育程度が高くないことが示されているものと言えよう。 

 

(4)非行記録および悔悛情状 

犯罪当事者の主観的悪質性について考察する場合、一般に当事者における犯罪前の非行

記録および犯罪後の悔悛情状の調査を行う。 

 

表 C2-5 前科非行歴 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

異種前科がある（累犯ではない）   8   3.2 
累犯   7   2.8 
前科なし 234  94.0 
合計 249 100.0 

 

表 C2-5 に示すとおり、上記 249 人の犯罪当事者のうち、異種の犯罪前科がある当事者

が 3.2%、累犯が 2.8%であった。前科なしがほとんどを占め、94.0%であった。しかし表

C2-6 と表 C2-7 にも示したとおり、犯罪当事者の大部分は自首ではなく、あわよくば法の

追求を免れたいという心理がある。また、犯罪当事者が一度組織犯罪の道に走ると、悔悛

情状はほとんどなく、犯罪捜査などに貢献した功績もほとんど見られない。 

 

表 C2-6 自首の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

自首なし 247  99.2
データ欠損   2   0.8 
合計 249 100.0 

 

表 C2-7 犯罪捜査などに貢献した功績の有無 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

なし 248  99.4 
データ欠損   1   0.4 
合計 249 100.0 

 

現行の「組織犯罪法」には、事件に関与した当事者に関する保護条項が定められている

が、生活上の扶助等相応の実質的な条項が欠如しているため、関与した当事者に対する保

護能力が十分ではない。これは、上述のように大多数の犯罪当事者に犯罪歴がないにもか

かわらず、そのほとんどが犯罪捜査などに貢献した功績や自首などのような反省の情を示

していない原因と考えられる。 
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３.犯罪行為の状况 

 

(1)犯罪行為の関与する領域 

先行研究においては、マカオの組織犯罪集団は主に賭博業関連の犯罪、違法移民の輸送、

違法薬物販売、暴力犯罪、政界及び警察界への浸潤等の犯罪活動を実行しているものとさ

れている96。また、別の言説においては、マカオ黒社会組織には新たな増長の方向性があ

り、これは主に、証明書偽造、クレジットカード偽造、武器弾薬や偽造紙幣の販売、密輸、

犯罪者を雇用した上でのそれらによる事件幇助等だとしている97。今回の調査で明らかに

なったところによると、マカオ組織犯罪が関与する事件の領域に関して、研究者による上

述の内容は、現在のマカオの組織犯罪の実態とほぼ合致しているが、なおいくつかの点で

新しい変化があり、政界及び警察界に浸潤した犯罪活動は非常にまれである。 

 

表C1-2 事件の関与した領域 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

違法賭博経営  5  12.8 
賭博場の操作  1   2.6 
違法貸借  2   5.1 
一般的暴力犯罪98 22  61.6 
マネーロンダリング  1   2.6 
違法薬物販売  2   5.1 
データ欠損  4  10.2 
合計 40 100.0 

 

まず、賭博業はマカオの組織犯罪活動において従来どおり重要な役割を有している。賭

博業はマカオにおいて巨大な経済的利益をもたらすとともに、ある意味で各種犯罪の温床

となる可能性を与えている。したがって、賭博業と組織犯罪との関係には、一種、おのず

から生じるような不可分の面がある。表 C1-2 に示すように、違法賭博経営が 12.8%、賭

博場の操作が 2.6%、違法貸借が 5.1%である。しかし、2002 年のカジノ開放でアメリカ資

本の賭博会社が導入されて以来、国内外の資本と賭け金を頼りにマカオ賭博業が急速に発

展し、賭博業専門経営業会社数社に豊富な利潤をもたらしただけでなく、賭博場従業員に

も豊富な収入源となった。2005 年時点でマカオの一般サラリーマン階層における収入の中

央値は 5,700 元であったが、賭博業における収入の中央値は 1.2 万元にも達していた。デ

ィーラーの月収は 1.2 万元から 1.5 万元あたりであり、これにチップは含まれていない99。

                                                              
96 王大為 『澳門黒社会研究之二――澳門黒社会組織的犯罪状況、組織類型、結構及特徴』「公安大学学

報」1997 年第 4 期。さらに、雷東文の研究においても、賭博場を利用した違法活動、違法移民の輸送、

違法薬物販売、暴力犯罪、政界及び警察界への浸潤等をもって、マカオ組織犯罪集団の主な活動である

としている。雷東文 『澳門黒社会問題探析』「湛江師範学院学报」2003 年 10 月を参照。 
97 前注 43。 
98 ここで一般的暴力犯罪はひとつの罪名である。事件を軸に統計を行う場合、1 つの事件に強盗、殺人等

の罪名及び誘拐等の罪名が含まれていることが多いが、統計上の重複を避けるため、今回の調査はこれ

以上の細分化はしていない。 
99 陳麗君 「澳門経済」 中国民主法制出版社 2010 年版 78 頁。 
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賭博業における正当な収入がマカオの一般サラリーマンの収入をはるかに上回るため、大

多数の当事者が通常の就業で比較的高い収入が得られる状況において、犯罪を放棄するよ

うな選択をする可能性がある。この点から、表 C1-2 における賭博業関連の犯罪が 20.5%

の比重でしかない理由について説明ができる。また、この点から明らかになったことは、

マカオにおいて賭博業を維持するという前提の下、なお効果的に組織犯罪を取り締まるこ

とができるという点である。 

また、マカオに独特な地理上の位置関係から、違法薬物販売という犯罪に格好の条件が

存在している。マカオ司法警察局の統計によると、2005 年のマカオにおける違法薬物販売

事件は 276 件、2006 年は 56 件、2007 年は 44 件、2008 年は 119 件であった100。また、

マカオ刑務所部門の統計によると、収容中の薬物犯においてアフリカ籍の者が大きな比率

を占めている101。今回の調査では 2 件の事件のみが違法薬物販売に関与しており、5.1%の

みであった。データが不足していることから、違法薬物販売の具体的状況に関しては今後

の研究が待たれる。 

さらに、マネーロンダリング犯罪もまた、マカオ組織犯罪集団のかなめであるといえる。

表 C1-2 においては、マネーロンダリング犯罪に関する事件は 1 例しかないが、違法薬物

販売と同じく、マネーロンダリング行為は比較的秘密裏に行われており、発見が困難であ

り、特に、組織犯罪集団ではそれが著しい。マカオの国境警備が手ぬるいため、マカオは

世界各地の犯罪集団にとってマネーロンダリングのための好適地となっている。また、マ

カオ黒社会組織は、地域外の犯罪集団によるマカオにおける不正収益のマネーロンダリン

グを幇助し、そこから利益を得ている。逆に、地域外の犯罪集団に対して地域外における

マネーロンダリングの幇助を要求し、自己のマカオにおける違法収益の合法化を図ってい

る102。先行研究によると、マカオ黒社会による不正収益のマネーロンダリングにおける常

套手段は、違法に得た現金の直接浪費、現金での映画撮影、マカオの賭博場を利用したマ

ネーロンダリングである103。 

 

(2)犯罪行為の関与した地域 

香港の場合と同様、多くの研究者が国際化をマカオ組織犯罪の特徴としてとりあげてい

るが、本研究で明らかになったのは、マカオの組織犯罪活動における活動範囲はいまだ地

元を主としているということである。 

 
                                                              

100 マカオ司法警察局 HP 掲載の統計データ(http：//www.pj.gov.mo/1024/pj_ch/magazine_statistic.htm)

調査日 2009 年 4 月 20 日。 
101 詳細は、宋敏麗（マカオ検察院検察長補佐官）による 2009 年 10 月 25 日に「第一回グローバル化時

代の犯罪と刑法国際法フォーラム」での講演を参照。 
102 劉守芬・黄少澤・汪明亮 『澳門反“黒”立法対策及其借鑒』「人民検察」2001 年 11 期に掲載。 
103 前注 43。 
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表 C2-8 事件の地域 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

本行政区（マカオ） 207  83.5 
中国国内の 4 つの地理的地域  34  13.7 
国境を越える地域   8   2.8 
合計 249 100.0 

 

通常、黒社会組織は地元において組織されるが、マカオを離れてしまうと、構成員及び

抗争勢力を失う可能性が高い。表 C2-8に示すように、被告人の犯罪場所の統計によると、

83.5%の被告人がマカオの地元で犯罪を実行している。しかし、注視すべきなのは、国際

化の潮流の中、マカオ組織犯罪の活動範囲も一定の区域化、国際化の特徴を示しているこ

とである。とくに、区域化の特徴が際立っている。表 C2-8に示すように、マカオ地域以外

に及ぶ犯罪活動に関与した被告人は 16.5%で、そのうち香港、台湾、大陸で犯罪を実行し

た者は 13.7%、国境を越える犯罪は 2.8%である。このことから、マカオ組織犯罪活動は

いまだ地元を主としており、大陸、香港、台湾への浸潤傾向はやや目立つが、国をまたぐ

犯罪の割合は比較的低い。 

 

(3)犯罪手段 

1996 年以来、マカオ黒社会組織の暴力犯罪が急増し、マカオの治安は悪化の一途をたど

った。1997 年になり、この傾向は一層深刻化した。マカオ警察の統計によると、1997 年

の重大事犯件数は 1996 年に比して 23%増加した。このうち、凶悪殺人事件は 43%増加、

爆破事件は 50%増加、銃器所持による強盗事件は 1.4 倍増加、放火事件は約 2 倍の増加だ

った104。マカオ返還後、全体的に犯罪活動は厳しい取締まりを受けたが、強盗、放火等の

暴力事犯は大きく減少することなく、比較的高い水準を保ったままである（表 5を参照）。 

 

表 5 重大事犯件数105 
年 犯罪集団 暴力及び高利貸し罪 行動自由の剥奪 窃盗 殺人 強盗 放火 恐喝略取 薬物密売 賭博関連

2005 —— 138 3 1,603  4 334 45 32 276 21,093
2006 13 104 8 1,346 10 281 31 38  56 —— 
2007  8   5 4 1,946  6 297 48 33  44   121
2008  9 178 8 2,281  4 330 57 29 119 —— 

 

マカオ組織犯罪活動における上述の特徴は、本研究でも一部、明らかになった。249 人

の被告人に対する武器使用状況の統計において、表 C2-9に示すように、規制刃物等凶器の

使用は 27.7%、銃器弾薬の使用は 4.0%、一般的暴力の使用は 7.2%であった。暴力、詐欺

等の複合的な手段を使用した割合は 22.9%にも達したことを考えると、犯罪の過程におい

て暴力手段を使用した者の割合はこの統計よりも高いものと思われる。 

                                                              
104 解路英 『澳門輿論呼吁為平穏過渡創造良好的社会治安環境』、「台港澳情況」1997 年第 13 期。 
105 前注 100。 
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表C2-9 犯罪の手段 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

規制刃物等凶器の使用  69  27.7 
銃器弾薬の使用  10   4.0 
一般的暴力  18   7.2 
脅迫   4   1.6 
詐欺  22   8.8 
暴力、詐欺等の手段を複合的に使用  57  22.9 
データ欠損  69  27.7 
合計 249 100.0 

 

したがって、マカオ返還の前後において、マカオ組織犯罪活動は基本的には抑制された

とはいえ、伝統的な犯罪方法は依然として組織犯罪の重要な手段であり、組織犯罪の暴力

的特徴はいまだに非常に際立っている。 

 

４.被害者の情况 

 

刑事事件の法的関係において、被害者と犯罪者は相互に対立しながらも依存し合うとい

う矛盾した一体をなしている。判決書における被害者のデータ量が比較的少なく、被害者

の状況については、欠損データを除き、関連データが明確に記載されている 188 人の被害

者をもとに検討した。 

 

表 C3-1 被害者の状況 
 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 有効ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

被害者あり 

特定の個人 116  47.3  61.7 
不特定の個人  55  22.4  29.3 
特定の企業  17   6.9   9.0 
小計 188  76.7 100.0 

被害者なし   1   0.4  
データ欠損  56  22.9  
合計 245 100.0  

 

表 C3-1に示した被害者の状況に関する統計によると、被害データが明確に記載されてい

る 188 件の被害者のうち、自然人被害者は 171 件、91.0%である。このことから、自然人

が主な犯罪対象であることが分かる。そのうち、特定の個人が 116 件、不特定の個人が 55

件であり、自然人被害者全体のそれぞれ 67.8%と 32.2%を占めている。企業が被害者にな

っているケースは 17 件、9.0%のみであった。188 件の被害者のうち、特定の個人や企業

が 133 件であり、被害者全体の 70.7%を占めている。 
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